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はじめに 


 


我が国が直面する課題（新興国の台頭に伴う国際競争力の相対的な低下、急激な高


齢・少子化社会等）を克服していくためには、科学技術に関する知見を新たな需要創


造に繋げるイノベーションが大きな役割を果たさなければならない。 


 このため、これまでも、政府においては、厳しい財政状況にもかかわらず、科学技


術に対する投資を行い、科学技術の振興による新たな成長への取組を行ってきた。し


かしながら、我が国の優れた研究開発成果が実際の社会で十分に活かされず、新たな


新産業や雇用の創出などに結び付いていない状況である。 


これまでのこのような取組に対する反省を踏まえれば、科学技術イノベーション政


策は、基礎研究・人材育成等の取組から、基礎研究の成果を実際のイノベーションに


つなげる技術のシーズにする応用研究・開発研究、さらには、その技術シーズを実際


に社会に普及させて新たな産業の創造や生活様式の変化にまで導く取組を一体的に


進めるための政策として位置付け、国家戦略として推進することが必要である。 
 


政府においては、昨年６月に閣議決定された「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日）


において、「政策推進体制の抜本的体制強化のため、総合科学技術会議を改組し、『科


学・技術・イノベーション戦略本部(仮称)』を創設する」ことを謳っている。第４期


科学技術基本計画においても、「科学技術イノベーション政策を国家戦略として位置


付け、より強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総合調整機能を強化し、さ


らに、これを改組して、新たに『科学技術イノベーション戦略本部（仮称）』を創設


し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る」としている。 


この組織の創設に当たっては、研究者の視点だけでなく、企業、さらには社会から


の視点を含めた一体的な取組によって科学技術イノベーション政策を強力に推進す


るため、資源配分だけでなく、規制改革や需要創出等の、研究成果を発展・活用する


ための方策を総合的に推進することが重要であり、そのための戦略の企画立案機能、


各省の取組の調整機能、政策助言機能についても強化することが求められている。 


 あわせて、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえ


た危機対応を強化するため、緊急時における、様々な対策への科学的知見の活用や国


民への一元的な情報発信という観点からの体制強化も求められている。 
 


 本研究会では、国家戦略としての科学技術イノベーション政策の強力な推進の観点


から、これまでより機能・権限が強化された科学技術イノベーション政策に関する新


しい「司令塔」の設置により、各省の縦割りを是正し、政府、学界、産業界、その他


の社会セクターという活動主体間の密接なコミュニケーションに下で、司令塔が示す


政策の方向性が着実に実現される体制を検討している、また、科学技術イノベーショ


ン顧問（仮称）の設置により、我が国の行政において科学に関する専門的な知見が適


切に活用される在り方についても検討している。 
 


 この検討結果を踏まえ、政府において具体的な取組がなされることを期待する。
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１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢 


 


科学技術イノベーション政策を強力に推進するために必要な体制の在り方の検


討の前提として、まず科学技術イノベーション政策に対する基本認識を明確にする


ことが重要である。 


あわせて、本研究会としての検討に対する基本姿勢も明確にしておく。 


 


（１）科学技術イノベーション政策に関する基本認識 


科学技術イノベーション政策を推進する体制の検討に当たっては、対象となる科


学技術イノベーション政策をどのようなものとして認識するかが必要である。 


科学及び科学技術がそれぞれ、 


科学：体系的であり、経験的に実証可能な知識（広辞苑） 


科学技術：科学及び技術（科学を実施に応用して自然の事物を改変・加工し、人


間生活に役立てるわざ（広辞苑）） 


 と定義されるのに対し、科学技術イノベーション政策の対象である科学技術イノベ


ーションは、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価


値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結び


つける革新（第４期科学技術基本計画）」と定義されている。 


 


このように定義される科学技術イノベーション政策は、従来の科学技術政策以上


により広範に国民生活に影響を与えるものであることから、産業政策、教育政策、


外交政策、国家安全保障政策、農業政策、社会保障政策等と並ぶ、国家戦略の骨格


をなすものの一つとして位置付けることが重要である。 


 


また、科学技術イノベーション政策では、その対象が「科学技術」から「科学技


術イノベーション」へ拡張されることになるが、イノベーションに関係する者は社


会の各層にわたることから、科学技術イノベーションに参画する主体（政府、地方


自治体、企業、大学、研究開発を行う独立行政法人（以下、「研究開発法人」とい


う。）、地域社会及びその他多くの社会セクター）が一体となって科学技術イノベー


ション政策を推進することが重要であり、政策の推進に当たっては、以下のような


体制を構築することが重要である。 


○科学技術イノベーションに関係する者との双方向のコミュニケーションに基


づく政策の立案、政策の実施の確保、実施状況の評価とその結果の政策立案へ


の反映を実施する体制 


○他の重要政策（産業、教育、外交等）とも連携し、研究開発の成果により我が


国の経済・社会に新しい価値を創造する体制 


○イノベーションの重要な担い手である産業界その他のセクターが科学技術イ


ノベーション政策の企画立案に参画するとともに、各企業等が個々の施策に参
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加することにより科学技術イノベーション政策推進に一体感を醸成する体制 


○科学技術イノベーション政策に関する情報が、研究者から国民まで、正確かつ


迅速に提供されて共有できる体制 


 


その政策の対象としては、研究開発だけでなく、研究開発成果の社会での利活用


（社会的実装）による価値の創造に向けた様々な環境整備が加わるほか、イノベー


ションの担い手である研究者、研究機関、企業等の個々の研究主体（以下「研究者


等」という。）に関し、研究資金と人材の流れをより柔軟にする等、多様な研究者


等が自由に切磋琢磨できる環境の整備や、大学・研究開発法人・産業界という異な


った環境に所属する個々の研究者等が既存の組織の壁を越えて有機的連携を実現


するための政策を行うことが求められる。 


また科学技術イノベーション政策のうちイノベーションについては、一定期間内


での成果の達成が求められることになり、社会的貢献についても可能な限り明確に


することが求められる。 


   


なお、研究開発法人については、国立大学法人の役割の違い（前者は所管府省か


ら示されたミッションを実施するための研究を行うのに対し、後者は自らの知的探


究心に基づく研究（人類・国家の繁栄を目的とする研究を含む）を実施するほか、


研究を通して学生への教育を実施）を明確に認識し、科学技術イノベーション政策


において必要な「研究開発」を実施する範囲を明確にすることが必要である。 


 


このように科学技術イノベーション政策は、科学技術政策よりも概念が広がって


おり、今まで国民が科学技術から受け取っていた以上の恩恵を受けることを目指す


ものである。また、科学技術イノベーション政策の範囲が科学技術政策よりも拡大


しているため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の事務は科学技術政策


担当大臣の事務よりも増大し、かつ、国家戦略の一つとして位置付けられる。その


ため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の果たす役割は、従来よりも拡


大すると考えられる。 


  


なお、第４期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策に関し、「自


然科学のみならず、人文社会や社会科学の視点も取り入れ、科学技術政策に加えて、


関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進をはかって


いくことが不可欠である」としており、科学技術イノベーション政策においては、


人文・社会科学の知見を積極的に活用することが必要である。但し、人間存在や認


識の深い問題を扱っている人文・社会分野の研究そのものをすべて科学技術イノベ


ーション政策の対象することについては慎重な検討が必要であることに留意すべ


きである。 
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（２）科学技術イノベーション推進体制の検討に当たっての基本姿勢 


  本研究会の検討に当たっての基本姿勢は、以下のとおりである。 


○科学技術イノベーション政策の実現のためには何を、どのように変える必要が


あるのかという具体的な問題意識に根差した検討を行う必要があること 


○厳しい財政状況の下で科学技術イノベーションを推進していくためには、組織


の肥大化を招かないこと 


○行政刷新会議の科学技術・研究開発に関する取組の内容との整合性を確保する


こと 


○科学技術イノベーションに携わる関係者による国民の信頼を得る努力が不可


欠であること 
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２．我が国の新たな科学技術イノベーション政策推進組織が備えるべき機能 


 


科学技術イノベーション政策推進組織には、科学技術イノベーション政策を強力


に推進していくため、以下のような機能を持たせることが重要である。 


  


（１）司令塔機能 


① 企画・立案に必要な調査の実施等により科学技術イノベーション関係施策全


体を俯瞰した上での、科学技術イノベーション戦略構想の一元的な企画・立


案、及び各府省におけるメリハリの利いた施策の実施の推進 


② 科学技術イノベーション戦略構想に基づく科学技術基本計画の作成及び同


計画に示された施策等の関係府省における着実な実施の確保 


③ 研究開発法人、大学、民間企業等のそれぞれの役割を明確に位置付けた上で


有機的に連携させた政策の企画立案 


④ 各界各層の多様な科学技術イノベーション関係者（基礎研究からイノベーシ


ョンまで）の動向・ニーズ、科学技術への社会的期待及び科学技術の社会的


影響を把握した上での政策の企画立案 


⑤ 各府省の行政ミッションとは別に、科学技術イノベーション推進の観点から、


の研究者群（各府省及び研究開発法人の研究者、大学の研究者及び民間企業


の研究者）との双方向の情報交換による研究者間の連携促進・国として府省


横断的な研究開発の提言 


⑥ 学界、産業界等の有識者の専門的知見に基づいた科学的助言1（社会科学の


知見に基づく助言を含む。以下同じ。）を踏まえた政策の企画立案 


 


（２）府省間の調整機能 


① 関係府省が行う研究開発成果の活用策(規制緩和、需要創出策等)、そのため


の教育・人材育成施策、外交政策等を含むイノベーション関連施策との連携 


② 各省横断的な施策の優先付け 


③ 研究開発及び科学技術系人材育成等における各省の連携の実現・重複の排除 


 


（３）科学的助言機能 


① 科学的助言の権威の向上による強化 


② 政策執行における行政庁のトップに対する科学技術的知見・イノベーション


に関する知見に基づく助言及び政策の企画立案・執行に当たっての適切な科


学技術データの活用の確保の実現 
                                                  


1 本研究会では、「科学に関する専門的知見に基づき、科学技術イノベーションに関して行う助言」を「科


学的助言」とする。 


科学技術イノベーションに関する事項は行政の各領域に関係しているため、政策形成又は執行に関して


科学的助言を行うことが必要である。 
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（４）一元的な情報発信機能 


① 科学的知見を踏まえた政府としてのワンボイスの情報発信 


② 科学技術イノベーション政策に関する情報の「司令塔」と研究現場との間で


の情報の双方向による正確な伝達  


 


（５）情報収集・分析機能 


① シンクタンクを活用した独自の立場での分析 


② 施策立案及び評価への効果的反映 
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３．我が国の新たな科学技術イノベーション政策推進組織に向けた改革のポイント 


前項に掲げたような新たな機能を新組織が発揮するためには、以下のような組織


改革が不可欠である。 
 


 ○「司令塔」への改組 


  現在の総合科学技術会議は、内閣府に設置された「重要政策会議」であり、基本


的な科学技術政策に関する調査審議を行うことを主要任務とする会議体である。こ


のため、科学技術関係予算編成プロセスの改革において、科学技術重要施策アクシ


ョンプランの実施等の成果を着実に挙げているものの、調査審議を行い答申・意見


具申を行う組織であるために、各省に調査審議結果を着実に実施することを求める


実行力まではなく、真の司令塔となるためには構造的な課題があった。 


これに対し、前項に掲げたように、新たな科学技術イノベーション政策推進組織


には、政策の調査審議や企画立案にとどまらず、それら政策を各府省において着実


に実施し、また、そのために必要な関係府省間の調整を行うことまで、その機能と


して求められている。 


これを実現するためには、各府省による実施の推進に至るまで責任を有し、科学


技術の振興はもとより、その成果を活用したイノベーションの実現にかかる施策ま


でを総合調整する権限と能力を有する本格的な「司令塔」への改組が必要である。 
 


○科学技術イノベーション顧問（仮称）の新設 


現在の総合科学技術会議は閣僚と有識者で構成員されており、有識者による助言


が期待できる体制にある。しかしながら、前述のとおり総合科学技術会議の任務が


基本的な科学技術政策の企画立案のための調査審議にあることから、有識者が行う


助言も政策立案に直接的に影響する科学的助言とならざるをえない。 


これに対し、前項でみたとおり、複雑・多様化する科学技術イノベーション政策


を総理大臣をはじめ各府省大臣が理解し、適切に執行するためには、客観的・中立


的立場を維持した科学的助言機能が求められており、科学技術イノベーション政策


の執行段階においてこれを可能とする科学技術イノベーション顧問（仮称）の新設


が必要である。 
 


 ○事務局機能の強化 


  新たな「司令塔」や科学技術イノベーション顧問（仮称）がその機能を発揮する


ためには、これら新組織を支えて産学官との連携や情報交換活動を活発に行い、科


学技術情報はもとより多様な科学技術イノベーションにかかる意見やニーズを収


集分析し、これをタイムリーに「司令塔」等に伝えるような事務局機能が不可欠で


ある。 


このため、「司令塔」への改組等に併せ、組織の肥大化は当然回避しつつ、現在


の事務局機能を改革強化することが必要である。 
 


以上が組織改革のポイントであり、以下、それぞれについて検討を行う。 
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４．科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」の具体像 


 


１．で述べた基本認識に基づき、科学技術イノベーション政策では、研究開発に


係る施策だけでなく、研究開発の成果の社会での利活用（社会的実装）に関連する


施策はすべて幅広く対象とすべきであり、また、そのための研究者等の活動条件・


環境改善に係る施策もその対象範囲に含めるべきである。 


従って、「司令塔」は、これまでよりも幅広い施策を対象とする必要があり、以


下の検討では、この点を前提としている。 


 


（１）「司令塔」の政府部内における位置づけ 


   ①閣僚と有識者の関係の明確化 


科学技術イノベーション政策も他の政策同様、その決定は政治判断に基づき


行われるが、一方で、科学技術イノベーションに関する政策決定では専門的な


知識が必要な場合が多いため、「司令塔」の構成をどのように考えるかは重要


である。 


   


   ○科学技術イノベーション政策の決定とその執行に責任を有する組織 


    この点については、方針決定の際には政治主導であることを明確にしつつ、


一方で政策決定の場にも、科学技術イノベーション顧問（仮称）等専門的知見


を有する有識者が加わり、その助言を受けることが必要であり、その点を踏ま


えた構成とすべきである。具体的には、政策決定とその執行に責任を有する閣


僚を主たる構成員とし、これに科学技術イノベーション顧問(仮称)や学界、産


業界、その他のセクターの有識者が審議に加わる形とすべきである。 


 


   ○科学技術イノベーションに関する専門的な知見による検討を行う組織 


    他方、多様な意見及び考え方を政策決定に反映するための提言・助言を行う


とともに、その政策決定について専門的知見から検証を行い、政策決定におけ


る科学的知見の活用に問題がある場合には指摘を行う学界、産業界等の有識者


から構成される専門組織として、「科学技術イノベーション諮問会議（仮称）」


を別途、例えば、上述の「主として閣僚から構成される組織」の下に整備すべ


きである。 


    具体的な人選に当たっては、学界、産業界、その他のセクター等の幅広い人


材による構成とするなど、イノベーションも対象にすることを踏まえた対応を


すべきである。 


   


②「司令塔」の規模 


これまでの「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」へとイノ


ベーション政策が明示的に追加され、単なる研究開発の推進にとどまらず、そ
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の成果の社会での利活用（社会的実装）を重視した政策展開が求められている。


このため新たな「司令塔」には、そのための戦略を検討できるような体制面の


強化が求められることも踏まえる必要がある。 


このため、「司令塔」の構成員である閣僚については、資源配分や総合調整


に係る閣僚だけでなく、科学技術イノベーションに深く関わる閣僚を構成員と


すべきであるが、すべての閣僚を構成員とするまでの必要はなく、閣僚の範囲


をどこまでにするのか、具体的な「司令塔」の規模の決定に当たっては、「司


令塔」で実質的な議論ができる範囲を考慮して決定する必要がある。 


中核となる閣僚を決定し、議題の必要に応じて関係閣僚に参加を要請するこ


とについても考えるべきである。 


なお、構成員のうち有識者については、政策の立案・実施に対する自らの責


任を自覚し、利害関係にとらわれないことが必要であり、利害関係に関する規


範の制定等そのことを担保すべきである。 


 


③科学技術イノベーション政策担当大臣の役割 


「１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢」において指摘したように、科


学技術イノベーション政策は科学技術政策よりも概念として広がっており、科


学技術イノベーション政策を担当する大臣が行う事務とその役割は現在の科学


技術政策担当大臣の場合よりも大きくなる。 


このため、国家戦略としての科学技術イノベーション政策を担当する大臣は、


他の業務との兼任を避け、この業務に専念できるようにすることが望ましく、


科学技術イノベーション政策を担当する大臣を必置とすることも検討すべきで


ある。但し、閣僚数にも限りがあることから、専任が難しい場合でも、少なく


とも、この業務に従事する時間を十分確保できるようにすべきである。 


 


   ④「司令塔」の範囲 


「司令塔」については、前述の「主として閣僚から構成される組織」及び「有


識者から構成される組織」のほか、これらの組織を支える事務局についても「司


令塔」の構成要素と位置付け、この事務局による各府省に対する調整等を実効


性あるものとすることが必要である。 


 


⑤国家戦略全体を担当する組織（国家戦略会議）との関係 


    科学技術イノベーション政策を国家戦略として位置付けた場合、国家戦略会


議と「司令塔」の役割分担については、国家戦略のうち科学技術イノベーショ


ンの知見が必要な事項は「司令塔」で検討し、その結果について国家戦略会議


が尊重することが適切である。 


また、科学技術イノベーション政策を担当する大臣が国家戦略会議の構成員


とすべきである。 
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（２）「司令塔」による科学技術イノベーション施策の実施の推進を徹底する仕組み 


    ①イノベーションの創出のために調整が必要な事務の追加 


      「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」への概念の広がりに


伴い、「司令塔」においては「科学技術イノベーション」を対象とする必要が


ある。このため、総合科学技術会議が担当していた「科学技術の振興」に加え、


研究開発の成果の実用化によって、我が国に「イノベーション」をもたらすた


めに各省が具体的な施策を行うことを推進する事務を新たに行うこととなる。 


具体的には、研究開発の成果を社会において実用化するための環境整備とし


て、 


・研究開発成果の社会の実用化に向けた規制改革 


・新たな研究開発を誘発するための、研究開発成果に基づく新製品、新サービ


ス等に対する需要の創出 


・技術シーズを持っている研究開発ベンチャーへの資金供給環境の改善 


・国際的な人材の移動や投資ルールの整備 


・研究開発を担当する府省と、実用化において重要な役割を担う規制を担当す


る府省間の研究開発段階からの一体的連携 


・研究開発を担当する府省と、相手国における研究開発活動の促進や相手国企


業・研究機関の我が国における研究開発活動の促進等に係る国際交渉を担当


する府省間の、研究開発段階からの一体的連携 


の促進を可能にするような事務を新たに行うことが「司令塔」には求められる。 


   


②各府省における着実な実施を確保するための仕組 


「司令塔」は、科学技術イノベーション政策推進の観点から、各府省及び各


府省所管の研究機関（研究開発法人及び国家行政組織法第８条の２に規定する


国立試験研究機関をいう。以下同じ。）に対し、必要な施策の実施を提言する


ことを可能とすべきであり、その仕組を検討すべきである。 


具体的には、「司令塔」が定める総合戦略やその戦略に基づく計画に基づき、


各省及びその所管する研究機関が施策を着実に実施することが期待されてい


るが、特に必要がある場合、施策の重点化の観点から施策の優先的な実施を求


めたり、施策の実施の優先順位を下げることを求めるため、「司令塔」が各省


に対して意見を表明する措置（勧告、提言等）を講じることを可能とすること


について検討すべきである。この場合には、意見を表明された各省がこれに対


する対応を「司令塔」に説明する仕組も検討すべきである。 


この意思表明においては、「司令塔」は関係府省間を連携させる仲介の役割


も担うべきである。この連携を仲介するための人材の育成・確保も重要であり、


後述の事務局の在り方の中で検討する。 


なお、「司令塔」の方針に従って、各府省が具体的な施策を実施することと


し、「司令塔」自らは具体的な施策（研究開発プロジェクトの実施等）は実施
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しないこととすべきである。 


また、「司令塔」はイノベーション関連施策（規制緩和、需要創出、教育、


外交等）に関し、イノベーション創出の立場から提案をして、関係府省との間


で望ましい施策を構築するため、具体的な仕組を検討すべきである。 


 


③ＰＤＣＡサイクルの確立 


科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルを確立する観点か


らは、「司令塔」は現行の大型研究開発の評価に加え、達成時期を明確にした


検証可能な成果目標の設定等により各府省における科学技術イノベーション


政策を検証し、その検証結果に基づき、科学技術イノベーション関係施策の重


点化を行うようにすべきである。 


なお、「司令塔」の評価・検証に当たっては、個別の研究開発プロジェクト


の評価等各府省において行われる評価との重複を避け、研究開発の成果等、科


学技術イノベーション政策の結果が社会でどのように活用されているか、及び


既存技術が社会においてどのように評価され活用されているかという観点が


重要である。 


ＰＤＣＡサイクルを徹底する観点からは、「司令塔」の示した方針に対して、


各府省がどのように対応したかを「司令塔」に説明することが必要であり、こ


のことを担保する仕組を検討すべきである。 


「司令塔」においては、科学技術イノベーションに関する戦略を立案する役


割を持つ部門と、戦略作成前の社会的期待や科学技術の社会に対する影響に関


するアセスメントや戦略に基づく施策の評価・検証により戦略立案の支援を行


う役割を持つ部門の２つを持つことが重要である。 


また、「司令塔」は、各府省における施策の実施状況について評価するだけ


でなく、「司令塔」の企画立案した戦略そのものについても評価することが重


要である。この点については、前述した「科学技術イノベーション諮問会議（仮


称）」が、その役割を担うことが期待されるが、「司令塔」とは独立した組織に


よる外部評価も検討すべきである。また、「司令塔」の企画立案した戦略の評


価に当たっては、科学技術イノベーション政策に関係する多様なセクターの意


見を広く聞くことが重要である。 


なお、評価においては、被評価者のモチベーションが向上するような評価、


具体的には、被評価者が、評価による施策の改善を実感したり、政策の企画立


案過程の透明性を向上させることで評価結果が政策の企画立案に反映されて


いることが可視できるようにするなどにより、非評価者が評価を受けることに


積極的な意義が見出されるようにすべきである。 


 


④イノベーション関連部局等との役割の見直し 


いわゆる「イノベーション関連部局」との関係については、「司令塔」は科







12 
 


学技術イノベーションの主要分野（宇宙、海洋、情報通信、知的財産等）の戦


略立案に関与することが重要である。 


このため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）と


知的財産戦略本部については、「司令塔」との統合を検討すべきである。具体


的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法及び知的財産基本法の趣旨


も踏まえ検討を進めるべきである。 


また、「司令塔」は、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部に対しても、


科学技術イノベーションに関連する部分については、「司令塔」の方針を反映


できるようにすべきである。 


科学技術に関する調整事務等の府省横断的事務については、文部科学省の科


学技術基本計画策定事務及び科学技術に関する関係行政機関の経費の見積り


の方針の調整等の調整事務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務は「司令塔」


に一元化することを検討すべきである。 


 


⑤研究開発法人との関係 


研究開発法人を含む独立行政法人の制度改革が検討されている内容との整


合性を確保しつつ、府省を越えた連携を推進するためにも、「司令塔」が研究


開発法人に対し、研究開発の成果を最大化できるように、一定の関与ができる


形にする必要がある。 


具体的には、 


○「司令塔」が、随時、科学技術イノベーションの取組が社会につながるよう


に、研究開発法人の活動について主務大臣へ勧告することができる 


○研究開発の特性に鑑みた法人評価の基本方針を「司令塔」によって策定する 


○主務大臣が作成する中期目標案／終了時報告書案（サンセット条項）につい


て、「司令塔」によるチェックシステムを導入する 


○「司令塔」がＰＤＣＡサイクル（成果目標の設定及び評価）を担い、研究開


発法人を主導するため、現在総合科学技術会議が取り組んでいる「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」のような取組を研究


開発法人に対しても拡充、推進する 


ことが必要である。 


 


⑥大学との関係 


国公私立大学の研究成果が社会で十分に活かされるようにすることは重要


である。一方、大学では学生の教育が研究を通して行われており、大学の研


究は基本的に政策の短期的な変転から自由でなければならない。また、「大学


の自治」のもとで研究者の自主性が尊重され、自由な発想に基づく研究が行


われる中で、偉大な発見が生まれてきている。このような大学の研究の特性


への配慮は、既に科学技術基本法にも謳われている。「司令塔」と大学の関わ
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りは、大学の研究内容そのものにまで踏み込むのではなく、大学が自発的に


科学技術イノベーション政策に貢献するように、イノベーションにつながる


ような国の目的に沿った研究開発及び人材育成への大学の取組へ及び社会に


おける研究成果の利活用（社会的実装）のための取組とすべきである。 


国立大学法人については、文部科学大臣が定める中期目標に沿って国立大


学法人が中期計画を作成することとされており、「司令塔」は、国立大学法人


全体の研究活動の状況を踏まえ、文部科学大臣に対する長期的な科学技術イ


ノベーション政策に関する提言等の取組を推進すべきである。 


特にイノベーションに関する取組については、その取組を社会につなげる


ため文部科学大臣に検討を要請することも可能とすべきである。 


 


⑦現場の科学技術イノベーション関係者と「司令塔」との関係強化 


「司令塔」が科学技術イノベーション政策を調査審議するに当たっては、政


策を実施する現場のニーズを予め把握するとともに、政策の方向性を現場にフ


ィードバックすることが必要である。 


このためには、「司令塔」の中に、若手研究者、中小企業の関係者等も含め


た各界各層の多様な科学技術イノベーション政策に関係する者との科学技術


イノベーション政策の状況に関するコミュニケーションを透明かつ開放的に


行うことが可能な仕組が必要である。 


この仕組の一つとして、第４期科学技術基本計画に掲げられた「科学技術イ


ノベーション戦略協議会」の活用が考えられる。同協議会は、「司令塔」の調


整の下に産業界、ＮＰＯ法人、大学、公的研究機関等の幅広い研究者等の参加


を得て、科学技術イノベーション政策上の重要課題に関する戦略の検討から推


進までを担うプラットフォームとして機能することが期待され、「司令塔」は


同協議会の検討も踏まえて、科学技術イノベーション政策について企画立案す


べきである。 


 


⑧安定的で継続的なグランドデザインの提示 


「司令塔」が企画・立案した政策を各府省が実施する場合、従来の科学技術


政策以上に政策の継続性を担保することにより、特に若手研究者など今後の科


学技術イノベーション活動を担う人材からの政策への信頼感を向上させるこ


とが必要であり、長期的視点に立った政策の企画立案を基本とすべきである。 


但し、一方で、科学技術イノベーション政策では、検証可能な明確な成果指


標に基づく厳格な評価が求められることから、不断の見直しが必要であること


に留意すべきである。 


 


⑨各府省に対する方針提示の根拠となる調査・分析能力の確保 


各府省に示す方針については、その方針の裏付けとなる情報を示すことが、
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各府省における実施の徹底に不可欠である。そのためには、方針の企画立案に


当たり、「司令塔」は各府省に必要な調査を命ずるとともに自ら情報を収集し、


幅広く社会のニーズを適時的確に把握することが重要である。 


このため、既に各府省に科学技術イノベーションに関する調査研究を実施し


ている機関があることから、政府内における役割分担を整理しつつ、「司令塔」


を支える事務局のシンクタンク機能を強化し、「司令塔」に対して政策判断に


必要な情報を提供できるようにすることが重要である。 


 


（３）予算編成等資源配分における「司令塔」の役割 


    ①科学技術イノベーション関係施策全般について「司令塔」が俯瞰して方針を


示す範囲 


「司令塔」は、科学技術イノベーション戦略に基づいて重点化の方針を示し、


この方針に基づく政府の科学技術イノベーション関係施策全体の内容を把握


し、さらにそれを踏まえて資源配分等の新たな方針等の意見を示すことが必要


である。 


科学技術イノベーション関係施策全体を把握するためには、「司令塔」が各


府省に対して、科学技術イノベーション関係施策に関する情報の提供を求める


べきである。 


なお、施策の内容把握の在り方については、必ずしも個々の施策の詳細につ


いてまで把握するのではなく、個々の施策が構成要素となっている、政策課題


解決のための施策群単位での把握が重要である。 


「司令塔」がその方針を示す範囲については、科学技術イノベーション関係


施策全般とすべきであり、現在、総合科学技術会議が実施している「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」等の政策ツールも活用


して予算編成プロセスの更なる改善をすることが必要である。 


また、「司令塔」が資源配分等の方針を示す対象として、研究開発法人を含


めるべきである。 


国立大学法人及び大学共同利用機関法人についても、国費によって主な活動


が実施されていることから、大学の研究の特性に留意しながら、「司令塔」が


示す資源配分等の方針の対象とすべきである。 


     


②「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技術関係予算の確保」


の考え方 


メリハリの利いた科学技術イノベーション関係施策の実現には、府省の縦


割りを超えて施策全体の資源配分方針を示すことが必要である。そのために


は、各府省・研究開発法人の研究開発に従事している者と「司令塔」との間


の双方向のコミュニケーションを確立し、これに基づき、「司令塔」が政府


として重要な課題を設定することが必要である。また、司令塔とこれらの研
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究開発の従事者とのコミュニケーションは概算要求前に限らず、常時行うこ


とが重要である。 


大枠としての科学技術イノベーション関係予算の確保をするため、「司令


塔」は、予算編成作業の各段階において、国家戦略を担当する組織（国家戦


略会議）と連携して、国家戦略としての科学技術イノベーション予算への適


切な予算配分のための方針を示し、各省間の調整を行い、その方針に沿った


予算配分の実現に取り組むべきである。 


その一方で、「司令塔」は、科学技術イノベーション施策について、資源


配分の方針等に基づき、相対評価等による厳格な優先順位付け、検証可能な


成果目標の設定とそれに基づく評価の実施などを通じ、質が高く「メリハリ


の利いた施策を実現」し、イノベーションの成果を示すことによって納税者


である国民の科学技術予算に対する信頼感を得ることが必要である。 


 


   ③「司令塔」に必要な予算 


     「司令塔」は、科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰して、そのマ


ネージメントのために自らの方針を徹底できることを可能にすることが求


められる。従って、「司令塔」は、各府省に対して予算配分等の方針を示し、


また、厳格な優先順位づけ等を実施することとし、個別プロジェクトの実施


に係る予算をもたず、それら実際の施策の実施は各府省に任せるべきである。 


但し、スクラップアンドビルドにより、「司令塔」の調査分析機能を向上


させるために要する費用自体は確保することが望ましい。 


      


（４）「司令塔」の行政組織としての位置付け 


   上記の検討を踏まえた場合、「司令塔」の国家行政組織上の位置付けとしては、


科学技術イノベーション政策に関する調査審議にとどまらず、その結果に基づき


各府省に対し施策の実施の推進及び総合調整を行う本部組織とすることが考え


られる。この場合、内閣総理大臣が本部長、科学技術イノベーション政策を担当


する大臣が副本部長としてこの組織に参加することが考えられる。 


また、科学技術イノベーション政策は長期的に安定した取組が必要であるため、


「司令塔」は、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行う内


閣府に設置することが考えられる。 


政府においては、上記を参考とし、科学技術イノベーション政策の実現にもっ


とも相応しい組織を検討すべきである。 
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５．科学技術イノベーション顧問（仮称）の具体像 


（１）科学技術イノベーション顧問（仮称）の政府部内における位置づけ 


①政府部内における役割（既存の体制との関係） 


科学者の助言や緊急時の対応について、各府省の審議会、政府への助言機能


を果たしている独立行政法人、各種危機管理体制など様々な既存の体制がある


中で、科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置を検討する意義としては以


下の点が挙げられる。 


 


○行政のミッションから独立した立場での適時的確な助言 


・現在の各府省の審議会や政府への助言機能を果たしている独立行政法人は、


各行政分野のミッションの実現に向け、当該行政を担う府省のニーズを踏


まえた助言を行っている。これを補完して、各行政分野で科学的知見が有


効に活用されるように、施策の立案や執行、評価反映の各段階で当該行政


のミッションから独立の立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研究機


関に対して適時的確な助言を行うとともに、政府における科学的知見の活


用に関し、適切な科学技術データが活用されていることを担保することが


可能となること 


 


   ○緊急時における一元的情報提供 


・緊急事態発生時に、錯綜する情報を集約・整理して、一元的に内閣総理大


臣及び関係各大臣に情報を提供して、既存の危機管理体制がより一層有効


に機能するようにするとともに、国民に対しても緊急事態の現状及びその


対策について一元的に情報を提供することが可能となること 


 


   ○科学的助言への専念による中立性の確保 


・予算編成作業に関わらないことで、各府省の行政ミッションとは独立した


立場で、科学技術イノベーション推進のために専門的知見に基づく助言を


行うことへの専念が可能となるため、関係者がより容易に助言を受け入れ


ることが可能となること 


  


   ②内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策担当大臣に対する科学技術


イノベーション顧問（仮称）の必要性 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策担当大臣は、我が国の科学技


術イノベーション政策全体を俯瞰する立場にあり、科学技術イノベーションに


関する専門的知見に基づいて、あらゆる行政分野の科学技術イノベーション関


連施策について各府省を調整し、各施策の推進を図る必要がある。しかし、両


大臣が科学技術の最新の内容を常時把握することは難しく、また科学技術によ


るイノベーションの創出につなげる方策は複雑かつ多様であることから、各府
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省に対して的確な調整を行い、科学技術イノベーション政策を各府省が着実に


実施するためには、両大臣に対する科学技術イノベーション顧問（仮称）の設


置が必要である。 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対して科


学的助言を行う科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣が任命


することを検討すべきである。 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対する科


学技術イノベーション顧問（仮称）については、科学技術イノベーション政策


の対象範囲が広範であることを考慮し、科学技術イノベーション顧問（仮称）


を複数名置くことも考えられる。この場合、人数については、科学技術イノベ


ーション顧問（仮称）となる者の専門的知見の分野についてバランスに配慮し


つつ検討することが重要である。 


なお、この科学技術イノベーション顧問（仮称）については、「司令塔」に


参加する有識者数全体の検討も踏まえつつ、時の内閣総理大臣の判断により、


有識者として「司令塔」の審議に参加することも認められるべきである。 


 


   ③首席科学技術イノーベション顧問（仮称） 


後述の各省に科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置する場合も含め、


科学技術イノベーション顧問（仮称）が複数設置される場合には、英国のよう


に、内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に助言を行


う者のうち１名を首席科学技術イノベーション顧問（仮称）とし、責任の所在


を明確にする必要がある。 


 


④各省における科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、前述のように、各行政分野で科学


技術イノベーションに関する知見が有効に活用されるように、当該行政のミッ


ションから独立した立場で主務大臣、各省及び各省所管の研究機関に対して科


学的助言や科学的知見の適切な活用の担保を行うことが重要である。 


このため、科学技術イノベーションと関係の深い各省の各大臣に対しても科


学的助言が行われるようにすべきであり、科学技術イノベーションと関係の深


い省に、科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置することについて、審議


会等の既存組織との関係や科学技術イノベーション顧問（仮称）が同顧問が設


置される省との間でどのようにして中立性を維持できるかという点も踏まえ


て検討すべきである。 


 


   ⑤科学技術イノベーション顧問会議（仮称） 


科学技術イノベーション顧問（仮称）が複数設置される場合には、これらの


顧問から構成される科学技術イノベーション顧問会議（仮称）の設置を検討す
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べきである。同会議においては、各顧問が最新の科学技術イノベーションに関


する情報や各省における科学技術イノベーション政策に関する取組について


意見交換を行うことにより、政府部内において整合性のとれた科学的助言を担


保するとともに、各顧問（仮称）が科学技術イノベーションに関する助言の観


点から各府省を横断的に俯瞰することを検討すべきである。 


 


⑥対外的な役割 


科学技術イノベーション顧問(仮称)は、科学技術イノベーション関係者（学


界及び産業界等）の情報に基づく助言を各大臣に行うと同時に、各府省におけ


る科学技術イノベーション政策に関する情報を科学技術イノベーション関係


者に伝達することにより、科学技術イノベーション関係者と政府との間をつな


ぐ役割を担う存在とすべきである。 


また、国民の関心が高い科学技術イノベーション行政に関する情報を国民に


適切に周知する役割を担うべきである。但し、科学技術イノベーション行政に


関するスポークスマンとしては、科学技術イノベーション顧問（仮称）と国民


からの負託を受けている科学技術イノベーション政策を担当する大臣等の政


務三役との間で適切に役割分担することが望まれる。 


さらに、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）については、米国の科学


技術担当大統領補佐官や英国の首席科学技術顧問と定期的に会合を持つこと


により、科学技術外交面で我が国が世界をリードしていくことも期待される。


なお、欧州委員会においても、欧州委員会委員長に対する科学技術顧問を設置


することが検討されているという情報もあり、この場合には、日米英欧の科学


技術に関する顧問による協力体制の構築も期待される。     


  


（２）科学技術イノベーション顧問（仮称）の事務 


    ①内閣総理大臣等科学技術イノベーション関係大臣への科学的助言 


５（１）において指摘した通り、科学技術イノベーション顧問(仮称)は、政


府の科学技術イノベーション関係施策の実施にあたり、内閣総理大臣、科学技


術イノベーション政策を担当する大臣及び科学技術イノベーション政策に関


係する各大臣に対し、科学技術に関する知見の活用が適切に行われるよう、科


学技術に関する助言、情報の提供等を実施する。 


但し、緊急時の助言は、様々な情報の集約・整理とその整理に基づく適時的


確な情報の提供が重要であるとともに、他の法令の規定に基づく緊急時の対応


と調和が保たれるようにすることが重要である。 


なお、科学技術イノベーション顧問（仮称）の科学的助言は、各省の所掌す


る行政事務のうち科学技術イノベーションに関するものについて、その行政が


科学技術イノベーションに関する専門的知見を的確に活用しているかという


観点から行うものであり、助言を受けた者は、その助言に対する具体的な対応
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について対外的に説明すべきある。助言への対応については、後述するように、


具体的なルールを作ることが必要である。 


 


②適切な情報発信 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、国民の関心が高い科学技術イノベ


ーション行政に関する情報を国民に適切に周知する事務を担うことが重要で


ある。 


 


③関係行政機関への協力要請 


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言の質を高めるため、関係する審


議会その他の関係行政機関の長及び科学技術イノベーションに関し識見を有


する者から必要な協力を得ることが重要であり、そのための仕組みを構築すべ


きである。 


 


（３）科学技術イノベーション顧問（仮称）のサポート体制、人選その他 


  ①科学アカデミー及び産業界との関係 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、実効性のある質の高い助言を行う


ために、自らを支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とした


科学アカデミーからの専門的知見に関する情報提供や産業界からのイノベー


ションを中心とした情報提供を定期的に受ける仕組を構築することが必要で


ある。 


 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選等 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、自らの専門以外の専門的知見につ


いて、当該専門家からの助言を予断なく受け入れ、科学技術全体、さらにはイ


ノベーションに関する取組状況を俯瞰し、自らと関係の深い組織との利害関係


にとらわれることなく、中立・公平な立場で、自らの責任で最適と考える助言


を行うことができる人物を学界、産業界及び社会の各セクターから選定すべき


である。科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣、科学技術イ


ノベーション政策を担当する大臣又は関係大臣との間の信頼関係を構築でき


ることが重要であるとともに、科学者をはじめ科学技術イノベーション政策に


関係する者からも信頼される者であることが必要である。 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣や各大臣に助言する


立場にあることから、自らの助言の中立性・信頼性を高めるため、自らが属し


ていた集団あるいは属している集団との利害関係にとらわれないことを担保


する措置を講じることにより、その助言が利益相反とならないようにすべきで


ある。 


このため、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）については、常勤を原
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則とすべきである。首席以外の科学技術イノベーション顧問（仮称）は、科学


技術に関する有識者の中から幅広く優秀な人材を確保するため、危機管理時の


対応などその責任を明確にした上で、必ずしも常勤としなくても良いこととす


べきである。また、常勤の場合でも、範囲を明確に限定した上で他の職務との


兼務を認めることも検討すべきである。 


科学技術イノベーション顧問（仮称）の任期については、任命する内閣総理


大臣の判断も踏まえる必要があるが、一定程度の長期にわたって継続的に助言


を行う観点から任期を検討すべきである。 


 


（４）「政策形成段階における科学的助言」と「政策執行段階における科学的助言」 


      ①機能の違い 


   科学技術イノベーション政策に対する科学的助言に関しては、「司令塔」内


で実施される「政策形成段階における科学的助言」と科学技術イノベーション


顧問（仮称）が行う「政策執行段階における科学的助言」とに大別される。  


前者が政策決定への助言の中で資源の配分に関する助言を行うのに対し、 


後者は、専門的な知見に基づく、資源配分等からは中立な立場からの助言であ


り、両者の機能の違いについては留意する必要がある。 


  


      ②「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）の連携 


    上述のように「政策形成段階における科学的助言」と「政策執行段階におけ


る科学的助言」の機能の違いに留意する必要があるが、首席科学技術イノベー


ション顧問（仮称）が、学界や産業界の有識者と同じ立場で「司令塔」に加わ


り、「司令塔」内の科学技術イノベーション政策の企画立案の際の政策形成段


階における科学的助言に参画することが想定される。 


    この場合、科学的助言を実施する首席科学技術イノベーション顧問（仮称）


に対する科学技術イノベーション政策の多様な関係者の信頼感の確保する観


点からは、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）は、「司令部」において


政策形成段階における科学的助言を行う役割と内閣総理大臣及び科学技術イ


ノベーション政策を担当する大臣に政策執行段階における科学的助言を行う


役割の違いを十分に自覚するものとする。 


このため、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）が内閣総理大臣に対す


る「政策執行段階における科学的助言」を実施する際、その助言の内容が「政


策形成段階における科学的助言」にまで及び懸念がある事項については、同顧


問は、内閣総理大臣に対し、その事項は「司令塔」において検討することを要


請することが求められる。 


    なお、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）が「司令塔」の有識者とし


て加わるかどうかは、その時々の内閣総理大臣が判断すべきである。 
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③科学的助言と政治的意思決定の関係 


国民の科学技術行政に対する信頼性を高める観点から、英国等の例を参考に


「司令塔」における政策形成段階における有識者の助言及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称）の政策執行段階における科学的助言と政治的な意思決定の


関係を規定するルール作りを行うことが必要である。 


 


  







22 
 


６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称））を支える体制 


 


（１）科学技術イノベーション政策関係者による支援 


 「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的確な判断を下すこと


を可能とするためには、学界、産業界及びその他の社会セクターからの情報提供


が不可欠である。 


このため、日本学術会議法で「わが国の科学者の内外に対する代表機関」とし


て位置付けられている日本学術会議はもとより、日本経団連、その他の各団体等


から「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）に対し、各府省から中


立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構築することが必要である。 


具体的には、「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）と日本学術


会議、日本経団連、その他の科学技術イノベーション政策の関係者が定期的に意


見交換を行う等により、「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）と


のコミュニケーションを十分に確保すべきである。 


この場合、Ｐ13 で述べた「科学技術イノベーション戦略協議会」の活用も検討


すべきである。 


また、日本学術会議については、政府からの諮問に応える役割を有しているこ


とから、「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）に対し必要な情報


提供等の支援を行うための科学的助言機能を充実させることも求められる。 


   なお、「司令塔」の透明性、公正さを維持する観点から、日本学術会議、日本


経団連、その他の各団体等から提供された専門的な知見については、社会に広く


公表することを原則とすべきである。 


 


（２）「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）を支える事務局の在り方 


①共通事務局 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）は利益相反となること


は想定しにくいこと及び人材の効率的な活用の観点から、両者を支える事務局


は同一であっても差支えないと考えられる。 


 


   ②事務局の陣容 


事務局については、科学技術イノベーションに関係する多様な関係者から構


成されるべきであり、組織の肥大化を招かないよう留意しつつ、期待される機


能が発揮されるような体制整備を図る一方法として、科学技術イノベーション


を理解している行政官の他、若手研究者をキャリアパスの一環として登用する


ことを検討すべきである。特に科学技術イノベーション政策に関する調査分析


は恒常的に実施する必要があることから、専門的知見を有する研究者の登用が


重要である。 
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また、調査分析を行う人材（シンクタンク的人材）と並んで関係府省間を連


携させる仲介の役割も担う人材（政策起業家的人材）を事務局において登用す


ることで、この種の人材のキャリアパスの構築も検討するべきである。 


このような若手研究者のキャリアパスの構築が、人材の育成・確保につなが


るという観点からも重要である。但し、具体的な登用に当たっては、研究者が


年間を通じて行う事務は具体的にどの程度あるのか、行政官と比べた場合の優


位性について整理することが必要である。 


国民の「司令塔」の事務局に対する信頼感の醸成のためには、事務局に在籍


する行政官のキャリアパスの在り方（出向元との関係、科学技術イノベーショ


ンを専門とする人材の育成、大学及び産業界からの登用等）についても明確な


ルールを整理することが必要である。 


なお、事務局に在籍する行政官の在任期間の長期化を図るべきである。 


 


   ③事務局のシンクタンク機能の在り方 


    科学技術イノベーション政策の企画立案においては、各界各層の多様な科学


技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動向や社会からの科学技術


への社会的期待や科学技術の社会的影響を把握することが重要であり、このた


めには事務局のシンクタンク機能を充実させることが必要である。 


効果的な調査分析機能強化の観点から、事務局は既存の科学技術に関する


様々なシンクタンク（公的研究機関、大学等）との連携を現状以上に強化すべ


きである。 


その際、各シンクタンクの調査分析に関する的確な指示、調査分析結果の検


討を事務局において行うことが重要である。このため、事務局に行政府あるい


は研究開発法人に属するシンクタンク機能を持つ既存の組織との人事交流に


より、他の事務局部門から独立した、自主性をもった「調査分析部門」を設置


し、科学技術イノベーションに関するシンクタンクとのネットワークの中核と


することを検討すべきである。 
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【新しい科学技術イノベーション戦略推進体制（案）（イメージ図）】 


 


  


科学技術イノベーション戦略本部（仮称） 


 本部長：内閣総理大臣 


副本部長：科学技術イノベーション政策担当大臣 


 科学技術イノベーション関係閣僚 


 有識者：首席科学技術イノベーション顧問（仮称）※、


     その他の有識者（科学技術イノベーション顧問


（仮称）、学界、産業界、各セクターから選任） 


科学技術イノベーション推進 


の観点からの 
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科学技術イノベーション諮問会議（仮称）


議長：首席科学技術イノベーション顧問※ 


議員：学界、産業界、各セクターの有識者


内閣総理大臣 


科学技術イノベーション政策担当大臣


首席科学技術イノベーション顧問（仮称）


政策執行段階における科学的助言 


科学技術イノベーシ


ョン関連部分 


科学技術イノベーション顧問（仮称）


事務局組織 


研究開発法人 社会の各セクター 
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研発法人 


 


研発法人 研発法人 研発法人 研発法人 研発法人 研発法人 
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※その時の内閣総理大臣の判断により、戦略本部 


及び諮問会議に加わることを想定 


政策形成段階における


科学的助言 
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７．タイムスケジュール 


上記のように、本研究会では科学技術イノベーション政策推進体制の在り方につ


いて検討した。 


  政府においては、この検討結果の実現に向けた対応が望まれるが、 


○科学技術イノベーション政策の推進体制の強化の基盤となるもので、実施すべき


ことが明確であることから、その実施に向けた作業の着手に向け早急に対応すべ


き事項、 


○早急に対応すべき事項の実現を前提とした検討が必要なことや具体的な対応の


内容の検討が必要なことから、この検討結果の実現に一定程度の時間を要する事


項 


に分類して対応していくべきである。 


  このため、以下に早急に対応すべき事項と対応に検討を要する事項とに分類を行


った。 


 


（１）早急に対応すべき事項 


   ①科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」の設置 


   ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務の移管の検討 


      ③科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


   ④「司令塔」・科学技術イノベーション顧問（仮称）と日本学術会議及び産業界


との連携強化 


   ⑤「司令塔」・科学技術イノベーション顧問（仮称）と国民・現場の研究従事者


（科学者、研究者等）とのコミュニケーションの強化 


  なお、④及び⑤については「司令塔」等が設置されるまでは総合科学技術会議で


対応すべきである。 


 


（２）対応に検討を要する事項 


①「司令塔」の構成員の具体的人選 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選方法、具体的人選 


   ③「司令塔」・科学技術イノベーション顧問（仮称）を支える事務局の調査分析


機能の強化の具体的方策 


・同事務局への若手研究者（調査分析及び関係府省間の連携仲介のための人材）


登用の具体的方策 


・事務局に在籍する行政官のキャリアパスの在り方に関する明確なルールの整


理 


④イノベーション政策の観点からの「司令塔」、IT 戦略本部及び知的財産戦略本


部の関係整理  
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８．運用で対応可能な事項と制度改正が必要な事項 


以上のように検討してきた事項については、現行制度の中で、運用で対応できる


ものと、運用では対応できず、現行制度の改正が必要なものとに分類できる。これ


については、今後更なる検討が必要であるが、参考として以下の分類を実施した。 


また、運用で対応すると分類しているものについても、今後の更なる検討を通じ


て必要に応じ、制度改正により、より一層の政策の推進を検討すべきである。 


 


（１）運用で対応 


運用で対応できると考えられるものは以下の通りである。７．において早急に対


応すべきとした事項については、現行体制においても、既存の資源を有効に活用し


て、具体的な対応に向けた検討を進め、実現をしていくべきである。 


 ①「司令塔」 


○国家戦略を担当する組織（国家戦略会議）との連携 


・国家戦略としての科学技術イノベーションの推進のための政策を企画・立案し、


必要に応じ国家戦略会議へ提言・報告 


   ○双方向のコミュニケーション強化 


   ・国民とのコミュニケーション 


・国立大学法人、産業界とのコミュニケーション 


   ・研究現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション 


  ○ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組 


・科学技術イノベーション政策に関して示した方針の各省における具体的な取組   


 を次年度の資源配分へ反映 


○関係行政機関との連携 


  ・科学技術イノベーション政策推進に向け、政府内における会議の共催等によっ


て、宇宙、海洋、原子力、ＩＴ、知財等関連行政分野との連携の緊密化 


  ・イノベーション関連施策に関する関係行政機関との連携の実現 


○予算編成等資源配分における役割の強化 


・科学技術関係予算全般について把握し、全般に対して「司令塔」としての考え


を提示 


  ・検証可能な成果目標の設定、相対評価等による優先順位付け（個々の詳細な施


策ではなく、政策課題解決の観点からの施策単位）等を通じたメリハリの利い


た施策の実現とそれを前提としての大枠としての科学技術関係予算の確保 


 


 ②「司令塔」を支える体制 


  ○日本学術会議の「科学的助言」機能の強化 


○事務局の調査分析機能の強化 


   ・政策統括官（科学技術政策・イノベーション）の調査分析体制の強化 


   ・政府内の科学技術イノベーション関係のシンクタンクとの連携強化 
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（２）現行制度の改正による対応 


   ①新しい「司令塔」の設置 


    総合科学技術会議を改組して、本報告書で示した「司令塔」機能を具備する「科


学技術イノベーション戦略本部」（仮称）を設置する。 


    このとき、独立行政法人全体の改革への取組の内容との整合性を確保しつつ、


研究開発法人との関係についても必要な事項に関しても検討すべきである。 


 


   ②科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


    本報告書で示した内容を具備する科学技術イノベーション顧問（仮称）を政府


内に設置するに当たっては、運用による対応に加え、必要に応じ、現行制度の


改正による対応を検討すべきである。 
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会について 


 


 
 平成 ２ ３ 年 １０ 月 ２８ 日 
内閣府特命担当大臣（科学技術政策）決定  


 


１．目的 


   新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定）等において、「科学技術イノベーショ 


   ン戦略本部（仮称）」の設置による科学技術とイノベーションを一体的に推進する体 


   制の 整備が示されたことに基づき、内閣府特命担当大臣（科学技術政策）の下に、 


   各界の有識者で構成される「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」 


  （以下「研究会」という。）を開催し、国家戦略として科学技術イノベーション政策を 


   推進する体制案について検討することとする。 


 


２．審議事項 


審議事項は、次のとおりとする。 


（１）科学技術とイノベーションを一体的に推進する体制の在り方 


 （２）政府部内における科学的助言体制の在り方 


 （３）その他 


  


３．構成員 


研究会の構成員は、次のとおりとする。ただし、構成員のほか、必要に応じ、外部有識


者の出席を求めることができる。 


安西 祐一郎 日本学術振興会理事長 


大西  隆  日本学術会議会長 


岡本 義朗  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社主席研究員 


城山 英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授、政策ビジョン研究センター長 


中鉢 良治  日本経団連産業技術委員会共同委員長、ソニー副会長  


永井 良三  東京大学大学院医学系研究科教授 


中村 道治  科学技術振興機構理事長 


野間口 有  産業技術総合研究所理事長 


橋本 和仁  東京大学大学院工学系研究科教授 


吉川 弘之  東京大学名誉教授 


 


４．会議の公開 


原則として公開する。 


 


５．研究会の庶務 


研究会の庶務は、政策統括官（科学技術政策・イノベ―ション担当）において処理する。 







29 
 


科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 開催実績 


 


 


 


第１回 平成 23 年 11 月 11 日（金） 10:00～12:00 


   ・科学技術イノベーション政策推進に関するこれまでの検討について 


・外部有識者からのヒアリングについて 


 


 


第２回 平成 23 年 11 月 16 日（水） 16:00～18:00 


   ・外部有識者からのヒアリング及び意見交換 


 


 


第３回 平成 23 年 11 月 29 日（火） 18:00～20:00 


      ・論点整理 


   ・とりまとめに向けた検討 


 


 


第４回 平成 23 年 12 月５日（月）  16:00～18:00 


   ・中間とりまとめ 


 


 


第５回 平成 23 年 12 月 19 日（月） 16:00～18:00 


   ・最終とりまとめ 


 








 


 


 


 


 


科学技術イノベーション政策推進のための 


有識者研究会 


報告書 


（素案案） 


 


赤字：削除、文言追加した部分 


緑字：記載場所を変更した部分 


 


 


 


 


 


 


平成 23 年 12 月○日 19 日 


科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 


資料２-３


資料２-２ 
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はじめに 


-なぜ科学技術イノベーション政策を推進する新たな体制の構築が必要なのか-  


 


現在、我が国は、地球規模で解決しなければならない課題（地球温暖化、水、食料、


資源、エネルギー等）や激変する国際環境への適応 


我が国が直面する課題（新興国の台頭に伴う国際競争力の相対的な低下、世界金融


危機後の欧米経済の停滞や政府債務危機の影響等）等の課題に直面している。 


さらに、我が国は世界に先駆け、急速な高齢化、少子化社会に突入しており、労働


力の減少への対応や低価格で安全な医療・介護・健康サービスの提供が求められる状


況となっている。また、我が国の経済状況は、供給能力と需要能力が質的又は量的に


見合わない需給ギャップが生じているとともに、地域間の経済状況についても大都市


圏と地方圏とで大きな格差が存在する状況となっている。 


これに加え、本年３月に発生した東日本大震災からの復興・再生も我が国の今後の


持続的な成長のために不可欠である。 


 


これらの課題を克服していくためには、科学技術（科学及び技術をいう。急激な高


齢・少子化社会等）を克服していくためには、科学技術に関する知見以下同じ。）を


新たな需要創造に繋げるイノベーションが大きな役割を果たさなければならない。 


 すなわち、科学技術は、我が国を取り巻く厳しい状況変化を成長へのチャンスへと


変換し、国際競争力の向上及び新たな経済活動や雇用の場の創出に繋がるイノベーシ


ョンを持続的に生み出す力の源泉であり、科学技術から得られた知見をイノベーショ


ンの創出につなげることが、我が国が直面する課題の解決にとって重要である。 


 


 これまでも政府は、我が国の課題の解決に向け このため、これまでも、政府にお


いては、厳しい財政状況にもかかわらず、科学技術に対する投資を行い、科学技術の


振興による新たな成長への取組を行ってきたところである。しかしながら、我が国の


優れた研究開発成果が実際の社会で十分に活かされず、新たな新産業や雇用の創出な


どに結び付いていない状況である。 


 このことは、1990 年代以降の数々の施策の努力にもかかわらず、デフレ基調が継続


し、社会経済に閉塞感が漂うことからも明らかである。 


また、科学技術分野においても、組織の枠を越えた研究者の流動性は乏しく、若手


研究者が将来に不安を持ち、産学官の連携についても具体的な成果に結びつく例がま


だまだ少ない状況である。 


 


 これまでのこのようなこれまでの取組に対する反省を踏まえれば、科学技術イノ


ベーション政策は、真に豊かで活気のある社会を実現する源となる基礎研究や明日の


我が国の活力を担う基礎研究・人材育成等の取組から、基礎研究の成果を実際のイノ


ベーションにつなげる技術のシーズにしていくする応用研究・開発研究、さらには、
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その技術シーズを実際に社会に普及させて新たな産業の創造や生活様式の変化にま


で導く取組を一体的に進めるための政策として位置付けられる必要があるけ、国家戦


略として推進することが必要である。 
 


第４期科学技術基本計画（平成 23 年８月 19 日閣議決定）では、科学技術政策とイ


ノベーション政策を一体的に進めることを「科学技術イノベーション政策」と位置付


け、あわせて「科学技術イノベーション」を「科学的な発見や発明等による新たな知


識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・


公共的価値の創造に結びつける革新」と定義しているところである。 


 


 また、政府においては、昨年６月に閣議決定された「新成長戦略」（平成 22 年６


月 18 日）において、「政策推進体制の抜本的体制強化のため、総合科学技術会議を改


組し、『科学・技術・イノベーション戦略本部(仮称)』を創設する」ことを謳ってい


る。前述の第４期科学技術基本計画においても、「科学技術イノベーション政策を国


家戦略として位置付け、より強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総合調整


機能を強化し、さらに、これを改組して、新たに『科学技術イノベーション戦略本部


（仮称）』を創設し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る」としている。 


 


 この「科学技術イノベーション戦略本部（仮称）」を組織の創設するに当たって


は、研究者の視点だけでなく、企業、さらには受益者としての社会からの視点を含め


た一体的な取組によって科学技術イノベーション政策を強力に推進するため、資源配


分だけでなく、規制改革や需要創出等の、研究成果を発展・活用するための方策につ


いてを総合的に推進することが重要であり、そのための戦略の企画立案機能、各省の


取組の調整機能、政策助言機能についても強化することが求められている。 


 あわせて、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえ


た危機対応を強化するため、緊急時における、様々な対策への科学的知見の活用や国


民への一元的な情報発信という観点からの体制強化も求められている。 
 


 本研究会では、この科学技術イノベーション政策を強力に推進するための体制の在


り方について、緊急時における科学的知見の活用の在り方も含めて検討を行った。 


 本研究会では、国家戦略としての科学技術イノベーション政策の強力な推進の観点


から、これまでより機能・権限が強化された科学技術イノベーション政策に関する新


しい「司令塔」の設置により、各省の縦割りを是正し、政府、学界、産業界、その他


の社会セクターという活動主体間の密接なコミュニケーションに下で、司令塔が示す


政策の方向性が着実に実現される体制を検討している、また、科学技術イノベーショ


ン顧問（仮称）の設置により、我が国の行政において科学に関する専門的な知見が適


切に活用される在り方についても検討している。 
 


 この検討結果に基づきを踏まえ、政府において具体的な取組がなされることを期待


する。 
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１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢 


 


科学技術イノベーション政策を強力に推進するために必要な体制の在り方の検


討の前提として、まず科学技術イノベーション政策に対する基本認識を明確にする


ことが重要である。 


あわせて、本研究会としての検討に対する基本姿勢も明確にしておく。 


 


（１）科学技術イノベーション政策に関する基本認識 


科学技術イノベーション政策を推進する体制の検討に当たっては、対象となる科


学技術イノベーション政策をどのようなものとして認識するかが必要である。 


 


科学及び科学技術がそれぞれ、 


科学：体系的であり、経験的に実証可能な知識（広辞苑） 


科学技術：科学及び技術（科学を実施に応用して自然の事物を改変・加工し、人


間生活に役立てるわざ（広辞苑）） 


 と定義されるのに対し、科学技術イノベーション政策の対象である科学技術イノベ


ーションは、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価


値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結び


つける革新（第４期科学技術基本計画）」と定義されている。 


 


このように定義される科学技術イノベーション政策は、従来の科学技術政策以上


により広範に国民生活に影響を与えるものであることから、産業政策、教育政策、


外交政策、国家安全保障政策、農業政策、社会保障政策等と並ぶ、国家戦略の骨格


をなすものの一つとして位置付けることが重要である。 


 


また、科学技術イノベーション政策では、その対象が「科学技術」から「科学技


術イノベーション」へ拡張されることになるが、イノベーションに関係する者は社


会の各層にわたることから、科学技術イノベーションに参画する主体（政府、地方


自治体、企業、大学、研究開発を行う独立行政法人（以下、「研究開発法人」とい


う。）、地域社会及びその他多くの社会セクター）が一体となって科学技術イノベー


ション政策を推進することが重要であり、政策の推進に当たっては、以下のような


体制を構築することが重要である。 


○科学技術イノベーションに関係する者との双方向のコミュニケーションに基


づく政策の立案、政策の実施の確保、実施状況の評価とその結果の政策立案へ


の反映を実施する体制 


○他の重要政策（産業、教育、外交等）とも連携し、研究開発の成果により我が


国の経済・社会に新しい価値を創造する体制 


○イノベーションの重要な担い手である産業界その他のセクターが科学技術イ
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ノベーション政策の企画立案に参画するとともに、各企業等が個々の施策に参


加することにより科学技術イノベーション政策推進に一体感を醸成する体制 


○科学技術イノベーション政策に関する情報が、研究者から国民まで、正確かつ


迅速に提供されて共有できる体制 


 


その政策の対象としては、研究開発だけでなく、研究開発成果の社会での利活用


（社会的実装）による価値の創造に向けた様々な環境整備が加わるほか、イノベー


ションの担い手である研究者、研究機関、企業等の個々の研究主体（以下「研究者


等」という。）に関し、研究資金と人材の流れをより柔軟にする等、多様な研究者


等が自由に切磋琢磨できる環境の整備や、大学・研究開発法人・産業界という異な


った環境に所属する個々の研究者等が既存の組織の壁を越えて有機的連携を実現


するための政策を行うことが求められる。 


また科学技術イノベーション政策のうちイノベーションについては、一定期間内


での成果の達成が求められることになり、社会的貢献についても可能な限り明確に


することが求められる。 


   


なお、研究開発法人については、科学技術イノベーション政策において必要な「研


究開発」を実施する範囲を明確にすることが必要であるとともに、研究開発法人と


国立大学法人の役割の違い（前者は所管府省から示されたミッションを実施するた


めの研究を行うのに対し、後者は自らの知的探究心に基づく研究（人類・国家の繁


栄を目的とする研究を含む）を実施するほか、研究を通して学生への教育を実施）


を明確に認識することが重要し、科学技術イノベーション政策において必要な「研


究開発」を実施する範囲を明確にすることが必要である。 


 


このように科学技術イノベーション政策は、科学技術政策よりも概念が広がって


おり、今まで国民が科学技術から受け取っていた以上の恩恵を受けることを目指す


ものである。また、科学技術イノベーション政策の範囲が科学技術政策よりも拡大


しているため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の事務は科学技術政策


担当大臣の事務よりも増大し、かつ、国家戦略の一つとして位置付けられる。その


ため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の果たす役割は、従来よりも拡


大すると考えられる。 


  


なお、第４期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策に関し、「自


然科学のみならず、人文社会や社会科学の視点も取り入れ、科学技術政策に加えて、


関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進をはかって


いくことが不可欠である」としており、科学技術イノベーション政策においては、


人文・社会科学の知見を積極的に活用することが必要である。但し、人間存在や認


識の深い問題を扱っている人文・社会科学分野のあらゆる分野研究そのものをすべ
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て科学技術イノベーション政策の対象とすることについては十分慎重な検討が必


要であることに留意すべきである。 


 


（２）科学技術イノベーション推進体制の検討に当たっての基本姿勢 


  本研究会の検討に当たっての基本姿勢は、以下のとおりである。 


○科学技術イノベーション政策の実現のためには何を、どのように変える必要が


あるのかという具体的な問題意識に根差した検討を行う必要があること 


○厳しい財政状況の下で科学技術イノベーションを推進していくためには、組織


の肥大化を招かないこと 


○行政刷新会議の科学技術・研究開発に関する取組の内容との整合性に配慮を確


保すること 


○科学技術イノベーションに携わる関係者による国民の信頼を得る努力が不可


欠であること 
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２．我が国の新たな科学技術イノベーション政策推進組織において強化すが備えるべ


き機能 


 


科学技術イノベーション政策推進組織には、科学技術イノベーション政策を強力


に推進していくため、以下のような機能を持たせることが重要である。 


  


（１）司令塔機能 


① 企画・立案に必要な調査の実施等により科学技術イノベーション関係施策全


体を俯瞰した上での、科学技術イノベーション戦略構想の一元的な企画・立


案、及び各府省におけるメリハリの利いた施策の実施の推進 


② 科学技術イノベーション戦略構想に基づく科学技術基本計画の作成及び同


計画に示された施策等の関係府省における着実な実施の確保 


③ 研究開発法人、大学、民間企業等のそれぞれの役割を明確に位置付けた上で


有機的に連携させた政策の企画立案 


④ 各界各層の多様な科学技術イノベーション関係者（基礎研究からイノベーシ


ョンまで）の動向や・ニーズ、科学技術への社会的期待及び科学技術の社会


的影響を把握した上での政策の企画立案 


⑤ 各府省の行政ミッションとは別に、科学技術イノベーション推進の観点から、


の研究者群（各府省及び研究開発法人の研究者、大学の研究者及び民間企業


の研究者）との双方向の情報交換による研究者間の連携促進・国として必要


府省横断的な研究開発の提言（その結果としての各省の縦割りの打破） 


⑥ 学界、産業界等の有識者の専門的知見に基づいた政策的助言・科学的助言（両


助言とも1（社会科学の知見に基づく助言を含む。以下同じ。）双方を踏まえ


た政策の企画立案 


 


（２）府省間の調整機能 


① 関係府省が行う研究開発成果の活用策（(規制緩和、需要創出策等）)、その


ための教育・人材育成施策、外交政策等を含むイノベーション関連施策との


連携 


② 各省横断的な施策の優先付け 


②③ 研究開発及び科学技術系人材育成等における各省の連携の実現・重複


の排除 


 


                                                  
1 本研究会では、「科学に関する専門的知見に基づき、科学技術イノベーションに関して行う助言」を「科


学的助言」とする。 


科学技術イノベーションに関する事項は行政の各領域に関係しているため、政策形成又は執行に関して


科学的助言を行うことが必要である。 
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（３）科学的助言機能 


① 科学的助言の権威の向上による強化 


② 政策執行における行政庁のトップに対する科学技術的知見・イノベーション


に関する知見に基づく助言及び政府における科学技術的知見の「品質保証」


政策の企画立案・執行に当たっての適切な科学技術データの活用の確保の実


現 


 


（４）一元的な情報発信機能 


① 科学的知見を踏まえた政府としてのワンボイスの情報発信 


② 科学技術イノベーション政策に関する情報の「司令塔」と研究現場との間で


の情報の双方向による正確な伝達  


 


（５）情報収集・分析機能 


① シンクタンクを活用した独自の立場での分析 


② 施策立案及び評価への効果的反映 
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３．我が国の新たな科学技術イノベーション政策推進組織に向けた改革の構成ポイン


ト 


 


（１）前項に掲げたような新たな機能を新組織が発揮するためには、以下のよう


な組織改革が不可欠である。 
 


 ○「司令塔」とへの改組 


  現在の総合科学技術会議は、内閣府に設置された「重要政策会議」であり、基本


的な科学技術政策に関する調査審議を行うことを主要任務とする会議体である。こ


のため、科学技術関係予算編成プロセスの改革において、科学技術重要施策アクシ


ョンプランの実施等の成果を着実に挙げているものの、調査審議を行い答申・意見


具申を行う組織であるために、各省に調査審議結果を着実に実施することを求める


実行力まではなく、真の司令塔となるためには構造的な課題があった。 


これに対し、前項に掲げたように、新たな科学技術イノベーション政策推進組織


には、政策の調査審議や企画立案にとどまらず、それら政策を各府省において着実


に実施し、また、そのために必要な関係府省間の調整を行うことまで、その機能と


して求められている。 


これを実現するためには、各府省による実施の推進に至るまで責任を有し、科学


技術の振興はもとより、その成果を活用したイノベーションの実現にかかる施策ま


でを総合調整する権限と能力を有する本格的な「司令塔」への改組が必要である。 
 


○科学技術イノベーション顧問（仮称）の新設 


  現在の総合科学技術会議は閣僚と有識者で構成員されており、有識者による


助言が期待できる体制にある。しかしながら、前述のとおり総合科学技術会議の任


務が基本的な科学技術政策の企画立案のための調査審議にあることから、有識者が


行う助言も政策立案に直接的に影響する科学的助言とならざるをえない。 


これに対し、前項でみたとおり、複雑・多様化する科学技術イノベーション政策を推


進する組織としては、具体的総理大臣をはじめ各府省大臣が理解し、適切に執行す


るためには、 


○政府における客観的・中立的立場を維持した科学的助言機能が求められており、


科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」 


○政府に対して科学技術イノベーション施策の執行に当たって科学的助言を行


う組織（の執行段階においてこれを可能とする科学技術イノベーション顧問（仮称））


の新設が必要である。 


が考えられる。 


 
（２）「助言」 


 ○事務局機能の違い強化 


   新たな「司令塔」においては、科学技術イノベーション政策を企画立案する







10 
 


際に、学界及び産業界の有識者から、その専門的知見に基づいて政策的助言が行わ


れるのに対し、や科学技術イノベーション顧問（仮称）は、政府に対し、その行政


について科学的助言を行うことが期待されている。 


このように、がその機能を発揮するためには、これら新組織を支えて産学官との連携


や情報交換活動を活発に行い、科学技術情報はもとより多様な科学技術イノベーシ


ョンにかかる意見やニーズを収集分析し、これをタイムリーに「司令塔」における


「助言」と科学技術イノベーション顧問（仮称）の行う「助言」との間で機能が異


なっていることから、両者の役割分担に留意すべき等に伝えるような事務局機能が


不可欠である。 


 


（３）このため、「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）への連携 


 但し、科学技術イノベーション顧問（仮称）が、学界や産業界改組等に併せ、


組織の有識者と同じ立場で「司令塔」肥大化は当然回避しつつ、現在の構成員に加


わり、「司令塔」の科学技術イノベーション政策の企画立案の際に、政策的助言を


行うことに参加事務局機能を改革強化することも想定されており、むしろこのよう


に「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）が国家戦略が必要である科学


技術イノベーション政策の企画立案に関わることは重要である。   。 
 


以上が組織改革のポイントであり、以下、それぞれについて検討を行う。 
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４．科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」の具体像 


 


１．で述べた基本認識に基づき、科学技術イノベーション政策では、研究開発に


係る施策だけでなく、研究開発の成果の社会での利活用（社会的実装）に関連する


施策はすべて幅広く対象とすべきであり、また、そのための研究者等の活動条件・


環境改善に係る施策もその対象範囲に含めるべきである。 


従って、「司令塔」は、これまでよりも幅広い施策を対象とする必要があり、以


下の検討では、この点を前提としている。 


 


（１）「司令塔」の権威・位置付け政府部内における位置づけ 


   ①「司令塔」の閣僚と有識者の構成関係の明確化 


科学技術イノベーション政策も他の政策同様、その決定は政治判断に基づき


行われるが、一方で、科学技術イノベーションに関する政策決定では専門的な


知識が必要な場合が多いため、「司令塔」の構成をどのように考えるかは重要


である。 


   


   ○科学技術イノベーション政策の決定とその執行に責任を有する組織 


    この点については、方針決定の際には政治主導であることを明確にしつつ、


一方で政策決定の場にも、科学技術イノベーション顧問（仮称）等専門的知見


を有する有識者が加わり、その助言を受けることが必要であり、その点を踏ま


えた構成とすべきである。具体的には、政策決定とその執行に責任を有する閣


僚を主たる構成員とし、これに科学技術イノベーション顧問(仮称)や学界、産


業界、その他のセクターの有識者が審議に加わる形とすべきである。 


 


   ○科学技術イノベーションに関する専門的な知見による検討を行う組織 


    他方、多様な意見及び考え方を政策決定に反映するための提言・助言を行う


とともに、その政策決定について専門的知見から検証を行い、政策決定におけ


る科学的知見の活用に問題がある場合には指摘を行う学界、産業界等の有識者


から構成される専門組織もとして、「科学技術イノベーション諮問会議（仮称）」


を別途、例えば、上述の「主として閣僚から構成される組織」の下に整備すべ


きである。 


    具体的な人選に当たっては、学界、産業界、その他のセクター等の幅広い人


材による構成とするなど、イノベーションも対象にすることを踏まえた対応を


すべきである。 


   


②「司令塔」の規模 


これまでの「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」へとイノ


ベーション政策が明示的に追加され、単なる研究開発の推進にとどまらず、そ
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の成果の社会での利活用（社会的実装）を重視した政策展開が求められている。


このため新たな「司令塔」には、そのための戦略を検討できるような体制面の


強化が求められることも踏まえる必要がある。 


このため、「司令塔」の構成員である閣僚については、資源配分や総合調整


に係る閣僚だけでなく、科学技術イノベーションに深く関わる閣僚を構成員と


すべきであるが、すべての閣僚を構成員とするまでの必要はなく、閣僚の範囲


をどこまでにするのか、具体的な「司令塔」の規模の決定に当たっては、「司


令塔」で実質的な議論ができる範囲を考慮して決定する必要がある。 


中核となる閣僚を決定し、議題の必要に応じて関係閣僚に参加を要請するこ


とについても考えるべきである。 


なお、構成員については、閣僚についてものうち有識者についてもは、政策


の立案・実施に対する自らの責任を自覚し、利害関係にとらわれないことが必


要であり、利害関係に関する規範の制定等そのことを担保する方策を検討すべ


きである。 


 


③専任の科学技術イノベーション政策担当大臣の役割 


「１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢」において指摘したように、科


学技術イノベーション政策は科学技術政策よりも概念として広がっており、科


学技術イノベーション政策を担当する大臣が行う事務とその役割は現在の科学


技術政策担当大臣の場合よりも大きくなる。 


このため、国家戦略としての科学技術イノベーション政策を担当する大臣は、


他の業務との兼任を避け、この業務に専念できるようにすることが望ましく、


科学技術イノベーション政策を担当する大臣を必置とすることも検討すべきで


ある。但し、閣僚数にも限りがあることから、専任が難しい場合でも、少なく


とも、この業務に従事する時間を十分確保できるようにすべきである。 


 


   ④「司令塔」の範囲 


「司令塔」については、前述の「主として閣僚から構成される組織」及び「有


識者から構成される組織」のほか、これらの組織を支える事務局についても「司


令塔」の構成要素と位置付け、この事務局による各府省に対する調整等を実効


性あるものとすることが必要である。 


 


⑤国家戦略全体を担当する組織（国家戦略会議）との関係 


    科学技術イノベーション政策を国家戦略として位置付けた場合、国家戦略会


議と「司令塔」の役割分担については、国家戦略のうち科学技術イノベーショ


ンの知見が必要な事項は「司令塔」で検討し、その結果も踏まえてについて国


家戦略会議が国家戦略を立案尊重することが適切である。 


また、科学技術イノベーション政策を担当する大臣が国家戦略会議の構成員
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となることが望ましいすべきである。 


 


⑥現場の科学者、技術者、企業関係者等と（２）「司令塔」との関係強化による科学


技術イノベーション施策の実施の推進を徹底する仕組み 


「司令塔」が科学技術イノベーション政策を調査審議するに当たっては、政


策を実施する現場のニーズを予め把握するとともに、政策の方向性を現場にフ


ィードバックする仕組を構築することが必要である。 


その際、必要に応じ、「司令塔」の中に、若手研究者、中小企業の関係者等


も含めた各界各層の多様な科学技術イノベーション政策に関係する者とのコ


ミュニケーションを透明かつ開放的に行うことが可能な組織の設置も検討す


べきである。 


 


⑦安定的で継続的なグランドデザインの提示 


「司令塔」が企画・立案した政策を各府省が実施する場合、これまで以上に


政策の継続性を担保することにより、特に若手研究者など今後の科学技術イノ


ベーション活動を担う人材からの政策への信頼感を向上させることが必要で


あり、長期的視点に立った政策の企画立案を基本とすべきである。 


 


⑧各府省に対する方針提示の根拠となる調査・分析能力の確保 


各府省に示す方針については、その方針の裏付けとなる情報を示すことが、


各府省における実施の徹底に不可欠である。そのためには、方針の企画立案に


当たり、「司令塔」は幅広く社会のニーズを適時的確に把握することが重要で


ある。 


このため、既に各府省に科学技術イノベーションに関する調査研究を実施し


ている機関があることから、政府内における役割分担を整理しつつ、「司令塔」


を支える事務局のシンクタンク機能を強化し、「司令塔」に対して政策判断に


必要な情報を提供できるようにすることが重要である。 


 


（２）実効性のある科学技術イノベーション政策の方針を立案し、各府省において実


施を徹底するために必要な権限 


    ①科学技術の振興と    ①イノベーションの創出との関係のために調整


が必要な事務の追加 


      「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」への概念の広がりに


伴い、「司令塔」においては「科学技術イノベーション」を対象とする必要が


ある。このため、総合科学技術会議が担当していた「科学技術の振興」に加え、


研究開発の成果の実用化によって、我が国に「イノベーション」をもたらすた


めのに各省が具体的な施策を行うことを推進する事務を新たに行うこととな


る。 
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具体的には、研究開発の成果を社会において実用化するための環境整備とし


て、 


・研究開発成果の社会の実用化に向けた規制改革 


・新たな研究開発を誘発するための、研究開発成果に基づく新製品、新サービ


ス等に対する需要の創出 


・技術シーズを持っている研究開発ベンチャーへの資金供給環境の改善 


・国際的な人材の移動や投資ルールの整備 


・研究開発を担当する府省と、実用化において重要な役割を担う規制を担当す


る府省間の研究開発段階からの一体的連携 


・研究開発を担当する府省と、相手国における研究開発活動の促進や相手国企


業・研究機関の我が国における研究開発活動の促進等に係る国際交渉を担当


する府省間の、研究開発段階からの一体的連携 


の促進を可能にするような事務を新たに行うことが「司令塔」には求められる。 


   


②各府省における着実な実施を確保するための仕組 


「司令塔」は、科学技術イノベーション政策推進の観点から、各府省及び各


府省所管の研究機関（研究開発法人及び国家行政組織法第８条の２に規定する


国立試験研究機関をいう。以下同じ。）に対し、必要な施策の実施を提言する


ことを可能とすべきであり、その仕組を検討すべきである。 


具体的には、「司令塔」が定める総合戦略やその戦略に基づく計画に基づき、


各省及びその所管する研究機関が施策を着実に実施することが期待されてい


るが、特に必要がある場合、施策の重点化の観点から施策の優先的な実施を求


めたり、施策の実施の優先順位を下げることを求めるため、「司令塔」が各省


に対して意見を表明する措置（勧告、提言等）を講じることを可能とすること


について検討すべきである。この場合には、意見を表明された各省がこれに対


する対応を「司令塔」に説明する仕組も検討すべきである。 


この意思表明においては、「司令塔」は関係府省間を連携させる仲介の役割


も担うべきである。この連携を仲介するための人材の育成・確保も重要であり、


後述の事務局の在り方の中で検討する。 


なお、「司令塔」の方針に従って、各府省が具体的な施策を実施することと


し、「司令塔」自らは具体的な施策（研究開発プロジェクトの実施等）は実施


しないこととすべきである。 


また、「司令塔」はイノベーション関連施策（規制緩和、需要創出、教育、


外交等）に関し、イノベーション創出の立場から提案をして、関係府省との間


で望ましい施策を構築するため、具体的な仕組を検討すべきである。 


 


③ＰＤＣＡサイクルの確立 


科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルを確立する観点か
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らは、「司令塔」は現行の大型研究開発の評価に加え、達成時期を明確にした


検証可能な成果目標の設定等により各府省における科学技術イノベーション


政策を検証し、その検証結果に基づき、科学技術イノベーション関係施策の重


点化を行うようにすべきである。 


なお、「司令塔」の評価・検証に当たっては、個別の研究開発プロジェクト


の評価等各府省でにおいて行われる評価との重複を避け、研究開発の成果等、


科学技術イノベーション政策の結果が社会でどのように活用されたされてい


るか、及び既存技術が社会においてどのように評価され活用されているかとい


う観点が重要である。 


ＰＤＣＡサイクルを徹底する観点からは、「司令塔」の示した方針に対して、


各府省がどのように対応したかを「司令塔」に説明することが必要であり、こ


のことを担保する仕組を検討すべきである。 


「司令塔」においては、科学技術イノベーションに関する戦略を立案する役


割を持つ部門と、戦略作成前の社会的期待や科学技術の社会に対する影響に関


するアセスメントや戦略に基づく施策の評価・検証により戦略立案の支援を行


う役割を持つ部門の２つを持つことが重要である。 


また、「司令塔」は、各府省における施策の実施状況について評価するだけ


でなく、「司令塔」の企画立案した戦略そのものについても評価することが重


要である。この点については、Ｐ８で前述した「有識者から構成される専門組


織科学技術イノベーション諮問会議（仮称）」が、その役割を担うことが期待


される。が、「司令塔」とは独立した組織による外部評価も検討すべきである。


また、「司令塔」の企画立案した戦略の評価に当たっては、科学技術イノベー


ション政策に関係する多様な者セクターの意見を広く聞くことが重要である。 


なお、評価においては、被評価者のモチベーションが向上するような評価、


具体的には、被評価者が、評価による施策の改善を実感したり、政策の企画立


案過程の透明性を向上させることで評価結果が政策の企画立案に反映されて


いることが可視できるようにするなどにより、非評価者が評価を受けることに


積極的な意義が見出されるようにすべきである。 


 


③各府省（④イノベーション関連部局を含む）等との関係役割の見直し 


「司令塔」は、科学技術イノベーション政策推進の観点から、各府省及び各


府省所管の研究機関（国立試験研究機関及び研究開発法人）に対し、必要な施


策の実施を提言することを可能とすべきであり、その仕組を検討すべきである。 


この提言においては、「司令塔」は、関係府省間を連携させる仲介の役割も


担うべきである。この連携を仲介するための人材の育成・確保も重要であり、


後述の事務局の在り方の中で検討する。 


なお、「司令塔」の方針に従って、各府省が具体的な施策を実施することと


し、「司令塔」自らは具体的な施策（研究開発プロジェクトの実施等）は実施
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しないこととすべきである。 


また、「司令塔」はイノベーション関連施策（規制緩和、需要創出、教育、


外交等）に関し、イノベーション創出の立場から提案をして、関係府省との間


で望ましい施策を構築するため、具体的な仕組を検討すべきである。 


いわゆる「イノベーション関連部局」との関係については、「司令塔」は科


学技術イノベーションの主要分野（宇宙、海洋、情報通信、知的財産等）の戦


略立案に関与することが重要である。 


このため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）と


知的財産戦略本部については、「司令塔」との統合を検討すべきである。具体


的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法及び知的財産基本法の趣旨


も踏まえ検討を進めるべきである。 


また、「司令塔」は、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部に対しても、


科学技術イノベーションに関連する部分については、「司令塔」の方針を反映


できるようにすべきである。 


科学技術に関する調整事務等の府省横断的事務については、文部科学省の科


学技術基本計画策定事務及び科学技術に関する関係行政機関の経費の見積り


の方針の調整等の調整事務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務は「司令塔」


に一元化することを検討すべきである。 


 


④⑤研究開発法人との関係 


研究開発法人を含む独立行政法人の制度改革が検討されている内容と連携


の整合性を確保しつつ、府省を越えた連携を推進するためにも、「司令塔」が


研究開発法人に対しても対し、研究開発の成果を最大化できるように、一定の


関与ができる形にする必要がある。 


具体的には、 


○「司令塔」が、随時、科学技術イノベーションの取組が社会につながるよう


に、研究開発法人の活動について主務大臣へ勧告することができる 


○研究開発の特性に鑑みた法人評価の基本方針を「司令塔」によって策定する 


○主務大臣が作成する中期目標案／終了時報告書案（サンセット条項）につい


て、「司令塔」によるチェックシステムを導入する 


○「司令塔」がＰＤＣＡサイクル（成果目標の設定及び評価）を担い、研究開


発法人を主導するため、現在総合科学技術会議が取り組んでいる「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」のような取組を研究


開発法人に対しても拡充、推進する 


ことが必要である。 


 


⑤⑥大学との関係 


「大学の自治」に留意しつつ、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活
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用（社会的実装）において国立大学法人、私立大学及び公立大学の有する能


力が十分に活かされるように、科学技術イノベーション政策における大学の


役割を「司令塔」は示すことが必要である。 


国公私立大学の研究成果が社会で十分に活かされるようにすることは重要


である。一方、大学では学生の教育が研究を通して行われており、大学の研


究は基本的に政策の短期的な変転から自由でなければならない。また、「大学


の自治」のもとで研究者の自主性が尊重され、自由な発想に基づく研究が行


われる中で、偉大な発見が生まれてきている。このような大学の研究の特性


への配慮は、既に科学技術基本法にも謳われている。「司令塔」と大学の関わ


りは、大学の研究内容そのものにまで踏み込むのではなく、大学が自発的に


科学技術イノベーション政策に貢献するように、イノベーションにつながる


ような国の目的に沿った研究開発及び人材育成への大学の取組へ及び社会に


おける研究成果の利活用（社会的実装）のための取組とすべきである。 


国立大学法人については、文部科学大臣が定める中期目標に沿って国立大


学法人が中期計画を作成することからとされており、「司令塔」は科学技術基


本計画を始めとする司令塔が企画立案した政策に関する、国立大学法人全体


の研究活動の状況を踏まえ、文部科学大臣に対する政策長期的な科学技術イ


ノベーション政策に関する提言等の取組を推進すべきである。 


特にイノベーションのに関する取組については、その取組がを社会につな


げるため文部科学大臣に勧告検討を要請することも可能とすべきである。 


 


 ⑥産業界等⑦現場の科学技術イノベーション関係者と「司令塔」との関係（P）


強化 


「司令塔」が科学技術イノベーション政策を調査審議するにおいて当たって


は、イノベーションの担い手政策を実施する現場のニーズを予め把握するとと


もに、政策の方向性を現場にフィードバックすることが必要である産業界を中


心とする経済社会。 


このためには、「司令塔」の中に、若手研究者、中小企業の関係者等も含め


た各界各層の多様な活動主体からの積極的科学技術イノベーション政策に関


係する者との科学技術イノベーション政策の状況に関するコミュニケーショ


ンを透明かつ開放的に行うことが可能な参画を得ること仕組が重要必要であ


る。このため 


この仕組の一つとして、第４期科学技術基本計画に掲げられた「科学技術イ


ノベーション戦略協議会」の活用が考えられる。同協議会は、「司令塔」の調


整の下に産業界、ＮＰＯ法人、大学、公的研究機関等の多様で幅広い研究者等


の参加によりを得て、科学技術イノベーション政策上の重要課題に関する戦略


の検討から推進までを担うプラットフォームを構築として機能することが重


要期待され、「司令塔」は同協議会の検討も踏まえて、科学技術イノベーショ
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ン政策について企画立案すべきである。 


このプラットフォームとして、現在総合 


⑧安定的で継続的なグランドデザインの提示 


「司令塔」が企画・立案した政策を各府省が実施する場合、従来の科学技術


会議で検討中の「政策以上に政策の継続性を担保することにより、特に若手研


究者など今後の科学技術イノベーション戦略協議会」が考えられ、「司令塔」


においても「活動を担う人材からの政策への信頼感を向上させることが必要で


あり、長期的視点に立った政策の企画立案を基本とすべきである。 


但し、一方で、科学技術イノベーション戦略協議会」の活用を検討する政策


では、検証可能な明確な成果指標に基づく厳格な評価が求められることから、


不断の見直しが必要であることに留意すべきである。 


 


⑨各府省に対する方針提示の根拠となる調査・分析能力の確保 


各府省に示す方針については、その方針の裏付けとなる情報を示すことが、


各府省における実施の徹底に不可欠である。そのためには、方針の企画立案に


当たり、「司令塔」は各府省に必要な調査を命ずるとともに自ら情報を収集し、


幅広く社会のニーズを適時的確に把握することが重要である。 


このため、既に各府省に科学技術イノベーションに関する調査研究を実施し


ている機関があることから、政府内における役割分担を整理しつつ、「司令塔」


を支える事務局のシンクタンク機能を強化し、「司令塔」に対して政策判断に


必要な情報を提供できるようにすることが重要である。 


 


（３）予算編成等資源配分における「司令塔」の役割 


    ①科学技術イノベーション関係施策全般について「司令塔」が俯瞰して方針を


示す範囲 


「司令塔」は、科学技術イノベーション戦略に基づいて重点化の方針を示し、


この方針に基づく政府の科学技術イノベーション関係施策全体の内容を把握


し、さらにそれを踏まえて資源配分等の新たな方針等の意見を示すことが必要


である。 


科学技術イノベーション関係施策全体を把握するためには、「司令塔」が各


府省に対して、科学技術イノベーション関係施策に関する情報の提供を求める


ことを可能にすることが必要べきである。 


なお、施策の内容把握の在り方については、必ずしも個々の施策の詳細につ


いてまで把握するのではなく、個々の施策が構成要素となっている、政策課題


解決のための施策群単位での把握が重要である。 


「司令塔」がその方針を示す範囲については、科学技術イノベーション関係


施策全般とすべきであり、現在、総合科学技術会議が実施している「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」の対象を拡大等の政策
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ツールも活用して予算編成プロセスの更なる改善をすることが必要である。 


なおまた、「司令塔」が資源配分等の方針を示す対象として、研究開発法人、


を含めるべきである。 


国立大学法人及び大学共同利用機関法人についても含めるべきである。すな


わち、独立行政法人制度及び国立大学法人制度、国費によって主な活動が事後


チェックを基本として実施されていることやから、大学の自治を踏まえつつ、


次年度概算要求前に、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活用（社会的


実装）において研究開発法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が果た


すべき役割特性に関する留意しながら、「司令塔」としてが示す資源配分等の


方針を示し、それに対する個々の研究開発法人の対応と国立大学法人全体とし


ての対応状況について「司令塔」が検証し、それを踏まえた政策提言を関係大


臣に行うことができるようにの対象とすべきである。 


     


②「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技術関係予算の確保」


の考え方 


メリハリの利いた科学技術イノベーション関係施策の実現には、府省の縦


割りを超えて施策全体の資源配分方針を示すことが必要である。そのために


は、各府省・研究開発法人の研究開発に従事している者と「司令塔」との間


の双方向のコミュニケーションを確立し、これに基づき、「司令塔」が政府


として重要な課題を設定することが必要である。また、司令塔とこれらの研


究開発の従事者とのコミュニケーションは概算要求前に限らず、常時行うこ


とが重要である。 


大枠としての科学技術イノベーション関係予算の確保をするため、「司令


塔」は、予算編成作業の各段階において、国家戦略を担当する組織（国家戦


略会議）と連携して、国家戦略としての科学技術イノベーション予算への適


切な予算配分のための方針を示し、各省間の調整を行い、その方針に沿った


予算配分の実現に取り組むべきである。 


その一方で、「司令塔」は、科学技術イノベーション施策について、資源


配分の方針等に基づき、相対評価等による厳格な優先順位付け、検証可能な


成果目標の設定とそれに基づく評価の実施などを通じ、質が高く「メリハリ


の利いた施策を実現」し、イノベーションの成果を示すことによって納税者


である国民の科学技術予算に対する信頼感を得ることが必要である。 


 


   ③「司令塔」のに必要な予算 


     「司令塔」は、科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰して、そのマ


ネージメントのために自らの方針を徹底できることを可能にすることが求


められる。従って、後述するように、「司令塔」は、あくまでも各府省に対


して予算配分等の方針を示す示し、また、厳格な優先順位づけ等を実施する
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こととし、個別プロジェクトの実施に留め、係る予算をもたず、それら実際


の施策の実施は各府省に任せるべきである。 


但し、スクラップアンドビルドにより、「司令塔」の調査分析機能を向上


させるために要する費用自体は確保することが望ましい。 


      


（４）「司令塔」の行政組織としての位置付け 


   上記の検討を踏まえた場合、望ましい「司令塔」の国家行政組織上の位置付け


としては、科学技術イノベーション政策に関する調査審議にとどまらず、その結


果に基づき各府省に対し施策の実施の推進及び総合調整を行う「本部」組織とす


ることが望ましい。考えられる。この場合、内閣総理大臣が本部長、科学技術イ


ノベーション政策を担当する大臣が副本部長としてこの組織に参加することが


望ましい考えられる。 


   また、科学技術イノベーション政策は長期的に安定した取組が必要であ


るため、「司令塔」は、その時々の政策課題に応じ、柔軟かつ弾力的に対応する


組織である内閣官房ではなく、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総


合調整を行う内閣府に設置することが望ましい考えられる。 


   政府においては、上記を参考とし、科学技術イノベーション政策の実現


にもっとも相応しい組織を検討すべきである。 
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５．科学的助言を行う組織（科学技術イノベーション顧問（仮称））の具体像 


（１）科学技術イノベーション顧問（仮称）の政府部内における位置づけ 


①政府部内における役割（既存の体制との関係） 


科学者の助言や緊急時の対応について、各府省の審議会、政府への助言機能


を果たしている独立行政法人、各種危機管理体制など様々な既存の体制がある


なか中で、科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置を検討する意義として


は以下の点が挙げられる。 


 


○国民に対する政策の品質保証 


○行政のミッションから独立した立場での適時的確な助言 


・現在の各府省の審議会や政府への助言機能を果たしている独立行政法人は、


各行政分野のミッションの実現に向け、当該行政を担う府省のニーズを踏


まえた助言を行っている。これを補完して、各行政分野で科学技術の科学


的知見が有効に活用されるように、施策の立案や執行、評価反映の各段階


で当該行政のミッションから独立の立場で主務大臣、各府省及び各府省所


管の研究機関（国立試験研究機関、研究開発法人）に対して適時的確な助


言を行うとともに、政府における科学的知見の活用に関する「品質保証」


（政策の企画立案にあたり関し、適切な科学技術データが活用されている


かの検証）ことを行う担保することが可能となること 


 


   ○緊急時における一元的情報提供 


・緊急事態発生時に、錯綜する情報を集約・整理して、一元的に内閣総理大


臣及び関係各大臣に情報を提供して、既存の危機管理体制がより一層有効


に機能するようにするとともに、国民に対しても緊急事態の現状及びその


対策について一元的に情報を提供することが可能となること 


 


   ○科学的助言への専念による中立性の確保 


・予算編成作業に関わらないことで、各府省の行政ミッションとは独立した


立場で、科学技術イノベーション推進のために専門的知見に基づく助言を


行うことへの専念が可能となるため、関係者がより容易に助言を受け入れ


ることが可能となること 


  


②各府省   ②内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策担当大臣に対する


科学技術イノベーション顧問（仮称）の必要性 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策担当大臣は、我が国の科学技


術イノベーション政策全体を俯瞰する立場にあり、科学技術イノベーションに


関する専門的知見に基づいて、あらゆる行政分野の科学技術イノベーション関


連施策について各府省を調整し、各施策の推進を図る必要がある。しかし、両
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大臣が科学技術の最新の内容を常時把握することは難しく、また科学技術によ


るイノベーションの創出につなげる方策は複雑かつ多様であることから、各府


省に対して的確な調整を行い、科学技術イノベーション政策を各府省が着実に


実施するためには、両大臣に対する科学技術イノベーション顧問（仮称）の設


置が必要である。 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対して科


学的助言を行う科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣が任命


することを検討すべきである。 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対する科


学技術イノベーション顧問（仮称）については、科学技術イノベーション政策


の対象範囲が広範であることを考慮し、科学技術イノベーション顧問（仮称）


を複数名置くことも考えられる。この場合、人数については、科学技術イノベ


ーション顧問（仮称）となる者の専門的知見の分野についてバランスに配慮し


つつ検討することが重要である。 


なお、この科学技術イノベーション顧問（仮称）については、「司令塔」に


参加する有識者数全体の検討も踏まえつつ、時の内閣総理大臣の判断により、


有識者として「司令塔」の審議に参加することも認められるべきである。 


 


   ③首席科学技術イノーベション顧問（仮称） 


後述の各省に科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置する場合も含め、


科学技術イノベーション顧問（仮称）が複数設置される場合には、英国のよう


に、内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に助言を行


う者のうち１名を首席科学技術イノベーション顧問（仮称）とし、責任の所在


を明確にする必要がある。 


 


④各省における科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、前述のように、各行政分野で科学


技術イノベーションに関する知見が有効に活用されるように、当該行政のミッ


ションから独立した立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研究機関（国立


試験研究機関及び研究開発法人）に対して科学的助言や科学的知見の適切な活


用の品質保証担保を行うことが重要である。このため、内閣総理大臣及び科学


技術イノベーション政策を担当する大臣に対して助言を実施する科学技術イ


ノベーション顧問（仮称）に加え、科学技術イノベーションと関係の深い省に、


各大臣に助言を行う科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置することにつ


いて、審議会等の既存組織との関係も踏まえて検討すべきである。 


この場合には、英国のように、内閣総理大臣及びため、科学技術イノベーシ


ョン政策を担当すると関係の深い各省の各大臣に対しても科学的助言を行う


者（内閣総理大臣及びが行われるようにすべきであり、科学技術イノベーショ
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ン政策を担当する大臣に助言を行う者が複数名の場合は、そのうちと関係の１


名。詳細については後述）を首席深い省に、科学技術イノベーション顧問（仮


称）とを設置するほか、ことについて、審議会等の既存組織との関係や科学技


術イノベーション顧問（仮称）から構成される会議を設置してが同顧問が設置


される省との間でどのようにして中立性を維持できるかという点も踏まえて


検討すべきである。 


 


   ⑤科学技術イノベーション顧問会議（仮称） 


科学技術イノベーション顧問（仮称）が複数設置される場合には、これらの


顧問から構成される科学技術イノベーション顧問会議（仮称）の設置を検討す


べきである。同会議においては、各顧問が最新の科学技術イノベーションに関


する情報や各省における科学技術イノベーション政策に関する取組について


意見交換を行うことにより、政府部内において整合性のとれた科学的助言を担


保するとともに、各顧問（仮称）が科学技術イノベーションに関する助言の観


点から各府省を横断的に俯瞰することについてもを検討すべきである。 


 


③⑥対外的な役割 


科学技術イノベーション顧問（(仮称）)は、科学技術（科学アカデミー、学


界及び産業界）イノベーション関係者（学界及び産業界等）の情報に基づく助


言を各大臣に行うと同時に、各府省における科学技術イノベーション政策に関


する情報を科学技術イノベーション関係者に伝達することにより、科学技術イ


ノベーション関係者と政府との間をつなぐ役割を担う存在とすべきである。 


また、国民の関心が高い科学技術イノベーション行政に関する情報を国民に


適切に周知する役割を担うべきである。但し、科学技術イノベーション行政に


関するスポークスマンとしては、科学技術イノベーション顧問（仮称）と国民


からの負託を受けている科学技術イノベーション政策を担当する大臣等の政


務三役との間で適切に役割分担することが望まれる。 


さらに、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）については、米国の科学


技術担当大統領補佐官や英国の首席科学技術顧問と定期的に会合を持つこと


により、科学技術外交面で我が国が世界をリードしていくことも期待される。


なお、欧州委員会においても、欧州委員会委員長に対する科学技術顧問を設置


することが検討されているという情報もあり、この場合には、日米英欧の科学


技術に関する顧問による協力体制の構築も期待される。     


  


（２）科学技術イノベーション顧問（仮称）の事務 


    ①内閣総理大臣等科学技術イノベーション関係大臣への科学的助言 


５（１）において指摘した通り、科学技術イノベーション顧問（(仮称）)は、


政府の科学技術イノベーション関係施策の実施にあたり、内閣総理大臣、科学
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技術イノベーション政策を担当する大臣及び科学技術イノベーションの政策


に関係する各大臣に対し、科学技術に関する知見の活用が適切に行われるよう、


科学技術に関する助言、情報の提供等を実施する。 


但し、緊急時の助言は、様々な情報の集約・整理とその整理に基づく適時的


確な情報の提供が重要であるとともに、他の法令の規定に基づく緊急時の対応


と調和が保たれるようにすることが重要である。 


なお、科学技術イノベーション顧問（仮称）の科学的助言は、各省の所掌す


る行政事務のうち科学技術イノベーションに関するものについて、その行政が


科学技術イノベーションに関する専門的知見を的確に活用しているかという


観点から行うものであり、助言を受けた者は、その助言に対する具体的な対応


について対外的に説明すべきある。助言への対応については、後述するように、


具体的なルールを作ることが必要である。 


 


②適切な情報発信 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、国民の関心が高い科学技術イノベ


ーション行政に関する情報を国民に適切に周知する事務を担うことが重要で


ある。 


 


③関係行政機関への協力要請 


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言の質を高めるため、関係する審


議会その他の関係行政機関の長及び科学技術イノベーションに関し識見を有


する者から必要な協力を得ることが重要であり、そのための仕組みを構築すべ


きである。 


 


（３）科学技術イノベーション顧問（仮称）のサポート体制、人選その他 


  ①科学アカデミー及び産業界との関係 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、実効性のある質の高い助言を行う


ために、自らを支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とした


科学アカデミーからの専門的知見に関する情報提供や産業界からのイノベー


ションを中心とした情報提供を定期的に受ける仕組を構築することが必要で


ある。 


 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）に求められる資質の人選等 


科学技術イノベーション顧問（仮称）には、政治家ではなく、民間人（科学


者又は産業界での科学技術イノベーションの経験を有する者）を選定すべきで


ある。 


また、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、自らの専門以外の専門的知


見について、当該専門家からの助言を予断なく受け入れ、科学技術全体、さら
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にはイノベーションに関する取組状況を俯瞰し、自らと関係の深い組織との利


害関係にとらわれることなく、中立・公平な立場で、自らの責任で最適と考え


る助言を行うことができる人物が望ましい。 


さらに、を学界、産業界及び社会の各セクターから選定すべきである。科学


技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣、科学技術イノベーション


政策を担当する大臣又は関係大臣との間の信頼関係を構築できることが重要


であるとともに、科学者をはじめ科学技術イノベーション政策に関係する者か


らも信頼される者であることが必要である。 


 


③科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選・任命・定員等 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対して科


学的助言を実施する首席科学技術イノベーション顧問（仮称）は、１名とし、


その権威内閣総理大臣や各大臣に助言する立場にあることから、自らの助言の


中立性・信頼性を高める観点から、内閣総理大臣ため、自らが属していた集団


あるいは属している集団との利害関係にとらわれないことを担保する措置を


講じることにより、国会の同意を得て、任命されることその助言が利益相反と


ならないようにすべきである。 


このため、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）に加え、内閣総理大臣


は、内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対する科


学技術イノベーション顧問（仮称）を任命できることとし、その定員は２名以


内（首席科学技術イノベーション顧問（仮称）とあわせて計３名以内）とすべ


きである。 


このとき、あらかじめ科学技術イノベーション顧問（仮称）選出委員会のよ


うな機能を既存組織に担わせ、公募等により示された候補者から科学技術イノ


ベーション顧問（仮称）を選出する方法をとることも考えられる。 


また、科学技術イノベーションに関係が深い省に置かれる科学技術イノベー


ション顧問（仮称）については、１名常勤を基本原則とし、当該省の大臣が任


命することにすべきである。  


首席以外の科学技術イノベーション顧問（仮称）は、科学技術に関する有識


者の中から幅広く優秀な人材を確保するため、科学技術イノベーション顧問


（仮称）は、危機管理時の対応などその責任を明確にした上で、必ずしも常勤


としなくても良いこととすべきである。また、常勤の場合でも、範囲を明確に


限定した上で他の職務との兼務を認めることも検討すべきである。 


現行の総合科学技術会議の有識者議員の任期は２年だが、科学技術イノベー


ション顧問（仮称）の任期については、任命する内閣総理大臣の判断も踏まえ


る必要があるが、一定程度の長期にわたって継続的に助言を行う観点から任期


を３年とし、再任を可能とすることと検討すべきである。但し、あまり長期 
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（４）「政策形成段階にわたって、おける科学的助言」と「政策執行段階における科


学的助言」 


      ①機能の違い 


   科学技術イノベーション政策に対する科学的助言に関しては、「司令塔」内


で実施される「政策形成段階における科学的助言」と科学技術イノベーション


顧問（仮称）が行う「政策執行段階における科学的助言」とに大別される。  


前者が政策決定への助言の中で資源の配分に関する助言を行うのに対し、 


後者は、専門的な知見に基づく、資源配分等からは中立な立場からの助言であ


り、両者の機能の違いについては留意する必要がある。 


  


      ②「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）の連携 


    上述のように「政策形成段階における科学的助言」と「政策執行段階におけ


る科学的助言」の機能の違いに留意する必要があるが、首席科学技術イノベー


ション顧問（仮称）が、学界や産業界の有識者と同じ者が同一ポストに就く立


場で「司令塔」に加わり、「司令塔」内の科学技術イノベーション政策の企画


立案の際の政策形成段階における科学的助言に参画することが想定される。 


    この場合、科学的助言を実施する首席科学技術イノベーション顧問（仮称）


に対する科学技術イノベーション政策の多様な関係者の信頼感の確保する観


点からは、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）は、「司令部」において


政策形成段階における科学的助言を行う役割と内閣総理大臣及び科学技術イ


ノベーション政策を担当する大臣に政策執行段階における科学的助言を行う


役割の違いを十分に自覚するものとする。 


このため、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）が内閣総理大臣に対す


る「政策執行段階における科学的助言」を実施する際、その助言の内容が「政


策形成段階における科学的助言」にまで及び懸念がある事項については、同顧


問は、内閣総理大臣に対し、その事項は「司令塔」において検討することは避


けるを要請することが求められる。 


    なお、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）が「司令塔」の有識者とし


て加わるかどうかは、その時々の内閣総理大臣が判断すべきである。 


 


④③科学的助言と政治的意思決定の関係 


国民の科学技術行政に対する信頼性を高める観点から、英国等の例を参考に


「司令塔」における政策形成段階における有識者の助言及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称）の政策執行段階における科学的助言と政治的な意思決定の


関係を規定するルール作りを行うことが必要である。 
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６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称））を支える体制 


 


（１）日本学術会議等科学アカデミーとの関係科学技術イノベーション政策関係者に


よる支援 


 「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的確な判断を下すこと


を可能とするため、日本学術会議によってには、学界、産業界及びその他の社会


セクターからの情報提供が不可欠である。 


このため、日本学術会議法で「わが国の科学者の内外に対する代表機関」とし


て位置付けられている日本学術会議はもとより、日本経団連、その他の各団体等


から「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）に対し、各府省から中


立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構築することが必要である。 


具体的には、「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）と日本学術


会議、日本経団連、その他の科学技術イノベーション政策の関係者が定期的に意


見交換を行うなど等により、「司令塔」と日本学術会議及び科学技術イノベーシ


ョン顧問（仮称）とのコミュニケーションを十分に確保すべきである。また、前


述したように、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、その科学的助言の質を


高めるため、日本学術会議に対して必要な協力要請を随時行うべきである。 


また、日本学術会議においては、政府（「司令塔」及び科学技術イノベーシ


ョン顧問（仮称））に対し必要な助言を行うために、その科学的助言機能を充


実させることが求められる。 


また、学会等の意見を「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）


が定期的に把握することが可能となる仕組みを構築することが必要である。 


 


（２）産業界との関係 


  科学技術イノベーションを実現する観点からは、産業界の意見についても


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が定期的に把握すること


が可能となる仕組を構築することが必要である。 


  この点については場合、Ｐ1213 で述べた「科学技術イノベーション戦略協


議会」の活用も検討すべきである。 


 


（３また、日本学術会議については、政府からの諮問に応える役割を有してい


ることから、「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）に対し必要な


情報提供等の支援を行うための科学的助言機能を充実させることも求められる。 


   なお、「司令塔」の透明性、公正さを維持する観点から、日本学術会議、日本


経団連、その他の各団体等から提供された専門的な知見については、社会に広く


公表することを原則とすべきである。 
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（２）「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）を支える事務局の在り方 


①共通事務局 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）は利益相反となること


は想定しにくいこと及び人材の効率的な活用の観点から、両者を支える事務局


は同一とすべきであるであっても差支えないと考えられる。 


 


   ②事務局の陣容 


事務局については、科学技術イノベーションに関係する多様な関係者から構


成されるべきであり、組織の肥大化を招かないよう留意しつつ、期待される機


能が発揮されるような体制整備を図る一方法として、科学技術イノベーション


を理解している行政官の他、若手研究者をキャリアパスの一環として登用する


ことを検討すべきである。特に科学技術イノベーション政策に関する調査分析


は恒常的に実施する必要があることから、専門的知見を有する研究者の登用が


重要である。 


また、調査分析を行う人材（シンクタンク的人材）と並んで関係府省間を連


携させる仲介の役割も担う人材（政策起業家的人材）を事務局において登用す


ることで、この種の人材のキャリアパスの構築も検討するべきである。 


このような若手研究者のキャリアパスの構築が、人材の育成・確保につなが


るという観点からも重要である。但し、具体的な登用に当たっては、研究者が


年間を通じて行う事務は具体的にどの程度あるのか、即戦力として行政官と比


べた場合の優位性について整理することが必要である。 


国民の「司令塔」の事務局に対する信頼感の醸成のためには、事務局に在籍


する行政官のキャリアパスの在り方（出向元との関係、科学技術イノベーショ


ンを専門とする人材の育成、大学及び産業界からの登用等）についても明確な


ルールを整理することが必要である。 


なお、事務局に在籍する行政官の在任期間の長期化を図るべきである。 


 


   ③事務局のシンクタンク機能の在り方 


    科学技術イノベーション政策の企画立案においては、各界各層の多様な科学


技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動向や社会からの科学技術


への社会的期待や科学技術の社会的影響を把握することが重要であり、このた


めには事務局のシンクタンク機能を充実させることが必要である。 


効果的な調査分析機能強化の観点から、事務局は既存の科学技術に関する


様々なシンクタンク（公的研究機関、大学等）との連携を現状以上に強化すべ


きである。 


その際、各シンクタンクの調査分析に関する的確な指示、調査分析結果の検


討を事務局において行うことが重要であるほか、事務局が各シンクタンクのネ


ットワークのハブとしてこのネットワークを運営すること重要である。。この
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ため、事務局にスクラップアンドビルドにより、行政府あるいは研究開発法人


に属するシンクタンク機能を持つ既存の組織との人事交流により、他の中核


（コア）となる部分事務局部門から独立した、自主性を整備もった「調査分析


部門」を設置し、各シンクタンク科学技術イノベーションに関するシンクタン


クとの間で人材を流動化させるメカニズムを構築ネットワークの中核とする


ことを検討すべきである。 
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【新しい科学技術イノベーション戦略推進体制（案）（イメージ図）】 
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７．タイムスケジュール 


上記のように、本研究会では科学技術イノベーション政策推進体制の在り方につ


いて検討した。 


  政府においては、この検討結果の実現に向けた対応が望まれるが、 


○科学技術イノベーション政策の推進体制の強化の基盤となるもので、実施すべき


ことが明確であることから、その実施に向けた作業の着手に向け早急に対応すべ


き事項、 


○早急に対応すべき事項の実現を前提とした検討が必要なことや具体的な対応の


内容の検討が必要なことから、この検討結果の実現に一定程度の時間を要する事


項 


に分類して対応していくべきである。 


  このため、以下に早急に対応すべき事項と対応に検討を要する事項とに分類を行


った。 


 


（１）早急に対応すべき事項 


   ①科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」としての「科学技術イノベーシ


ョン戦略本部」（仮称）の設置 


   ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務の移管（P）の検討 


      ③科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


   ④科学技術イノベーション戦略本部（仮称）「司令塔」・科学技術イノベーション


顧問（仮称）と日本学術会議及び産業界との連携強化 


   ⑤科学技術イノベーション戦略本部（仮称）「司令塔」・科学技術イノベーション


顧問（仮称）と国民・現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケ


ーションの強化 


  なお、④及び⑤については「本部司令塔」等が設置されるまでは総合科学技術会


議で対応すべきである。 


 


（２）対応に検討を要する事項 


①科学技術イノベーション戦略本部（仮称）「司令塔」の構成員の具体的人選 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選方法、具体的人選 


   ③科学技術イノベーション戦略本部（仮称）「司令塔」・科学技術イノベーション


顧問（仮称）を支える事務局の調査分析機能の強化の具体的方策 


・同事務局への若手研究者（調査分析及び関係府省間の連携仲介のための人材）


登用の具体的方策 


・事務局に在籍する行政官のキャリアパスの在り方に関する明確なルールの整


理 


④イノベーション政策の観点からの科学技術イノベーション戦略本部（仮称）、 


 「司令塔」、IT 戦略本部及び知的財産戦略本部の関係整理（P） 
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８．運用で対応可能な事項と制度改正が必要な事項 


以上のように検討してきた事項については、現行制度の中で、運用で対応できる


ものと、運用では対応できず、現行制度の改正が必要なものとに分類できる。これ


については、今後更なる検討が必要であるが、参考として以下の分類を実施した。 


また、運用で対応すると分類しているものについても、今後の更なる検討を通じ


て必要に応じ、制度改正により、より一層の政策の推進を検討すべきである。 


 


（１）運用で対応 


運用で対応できると考えられるものは以下の通りである。７．において早急に対


応すべきとした事項については、現行体制においても、既存の資源を有効に活用し


て、具体的な対応に向けた検討を進め、実現をしていくべきである。 


 ①「司令塔」 


○国家戦略を担当する組織（国家戦略会議）との連携 


・国家戦略としての科学技術イノベーションの推進のための政策を企画・立案し、


必要に応じ国家戦略会議へ提言・報告 


   ○双方向のコミュニケーション強化 


   ・国民とのコミュニケーション 


・国立大学法人、産業界とのコミュニケーション 


   ・研究現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション 


  ○ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組 


・科学技術イノベーション政策に関して示した方針の各省における具体的な取組   


 を次年度の資源配分へ反映 


○関係行政機関との連携 


  ・科学技術イノベーション政策推進に向け、政府内における会議の共催等によっ


て、宇宙、海洋、原子力、ＩＴ、知財等関連行政分野との連携の緊密化 


  ・イノベーション関連施策に関する関係行政機関との連携の実現 


○予算編成等資源配分における役割の強化 


・科学技術関係予算全般について把握し、全般に対して「司令塔」としての考え


を提示 


  ・検証可能な成果目標の設定、相対評価等による優先順位付け（個々の詳細な施


策ではなく、政策課題解決の観点からの施策単位）等を通じたメリハリの利い


た施策の実現とそれを前提としての大枠としての科学技術関係予算の確保 


 


 ②「司令塔」を支える体制 


  ○日本学術会議の「科学的助言」機能の強化 


○事務局の調査分析機能の強化 


   ・政策統括官（科学技術政策・イノベーション）の調査分析体制の強化 


   ・政府内の科学技術イノベーション関係のシンクタンクとの連携強化 
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（２）現行制度の改正による対応 


   ①新しい「司令塔」の設置 


    総合科学技術会議を改組して、本報告書で示した「司令塔」機能を具備する「科


学技術イノベーション戦略本部」（仮称）を設置する。 


    このとき、独立行政法人全体の改革への取組の内容に留意との整合性を確保し


つつ、研究開発法人との関係についても必要な事項に関しても検討すべきであ


る。 


 


   ②科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


    本報告書で示した内容を具備する科学技術イノベーション顧問（仮称）を政府


内に設置するに当たっては、運用による対応に加え、必要に応じ、現行制度の


改正による対応を検討すべきである。 
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はじめに 


-なぜ科学技術イノベーション政策を推進する新たな体制の構築が必要なのか-  


 


現在、我が国は、地球規模で解決しなければならない課題（地球温暖化、水、食料、


資源、エネルギー等）や激変する国際環境への適応（新興国の台頭に伴う国際競争力


の相対的な低下、世界金融危機後の欧米経済の停滞や政府債務危機の影響等）等の課


題に直面している。 


さらに、我が国は世界に先駆け、急速な高齢化、少子化社会に突入しており、労働


力の減少への対応や低価格で安全な医療・介護・健康サービスの提供が求められる状


況となっている。また、我が国の経済状況は、供給能力と需要能力が質的又は量的に


見合わない需給ギャップが生じているとともに、地域間の経済状況についても大都市


圏と地方圏とで大きな格差が存在する状況となっている。 


これに加え、本年３月に発生した東日本大震災からの復興・再生も我が国の今後の


持続的な成長のために不可欠である。 


 


これらの課題を克服していくためには、科学技術（科学及び技術をいう。以下同じ。）


を新たな需要創造に繋げるイノベーションが大きな役割を果たさなければならない。 


 すなわち、科学技術は、我が国を取り巻く厳しい状況変化を成長へのチャンスへと


変換し、国際競争力の向上及び新たな経済活動や雇用の場の創出に繋がるイノベーシ


ョンを持続的に生み出す力の源泉であり、科学技術から得られた知見をイノベーショ


ンの創出につなげることが、我が国が直面する課題の解決にとって重要である。 


 


 これまでも政府は、我が国の課題の解決に向け、厳しい財政状況にもかかわらず、


科学技術に対する投資を行い、科学技術の振興による新たな成長への取組を行ってき


たところである。しかしながら、我が国の優れた研究開発成果が実際の社会で十分に


活かされず、新たな新産業や雇用の創出などに結び付いていない状況である。 


 このことは、1990 年代以降の数々の施策の努力にもかかわらず、デフレ基調が継続


し、社会経済に閉塞感が漂うことからも明らかである。 


また、科学技術分野においても、組織の枠を越えた研究者の流動性は乏しく、若手


研究者が将来に不安を持ち、産学官の連携についても具体的な成果に結びつく例がま


だまだ少ない状況である。 


 


 このようなこれまでの取組に対する反省を踏まえれば、科学技術イノベーション政


策は、真に豊かで活気のある社会を実現する源となる基礎研究や明日の我が国の活力


を担う人材育成等の取組から、基礎研究の成果を実際のイノベーションにつなげる技


術のシーズにしていく応用研究・開発研究、さらには、その技術シーズを実際に社会


に普及させて新たな産業の創造や生活様式の変化にまで導く取組を一体的に進める


ための政策として位置付けられる必要がある。 
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第４期科学技術基本計画（平成 23 年８月 19 日閣議決定）では、科学技術政策とイ


ノベーション政策を一体的に進めることを「科学技術イノベーション政策」と位置付


け、あわせて「科学技術イノベーション」を「科学的な発見や発明等による新たな知


識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・


公共的価値の創造に結びつける革新」と定義しているところである。 


 


 また、政府においては、昨年６月に閣議決定された「新成長戦略」（平成 22 年６月


18 日）において、「政策推進体制の抜本的体制強化のため、総合科学技術会議を改組


し、『科学・技術・イノベーション戦略本部(仮称)』を創設する」ことを謳っている。


前述の第４期科学技術基本計画においても、「科学技術イノベーション政策を国家戦


略として位置付け、より強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総合調整機能


を強化し、さらに、これを改組して、新たに『科学技術イノベーション戦略本部（仮


称）』を創設し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る」としている。 


 


 この「科学技術イノベーション戦略本部（仮称）」を創設するに当たっては、研究


者の視点だけでなく、企業、さらには受益者としての社会からの視点を含めた一体的


な取組によって科学技術イノベーション政策を強力に推進するため、資源配分だけで


なく、規制改革や需要創出等の、研究成果を発展・活用するための方策について総合


的に推進することが重要であり、そのための戦略の企画立案機能、各省の取組の調整


機能、政策助言機能についても強化することが求められている。 


 あわせて、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえ


た危機対応を強化するため、緊急時における、様々な対策への科学的知見の活用や国


民への一元的な情報発信という観点からの体制強化も求められている。 


 


 本研究会では、この科学技術イノベーション政策を強力に推進するための体制の在


り方について、緊急時における科学的知見の活用の在り方も含めて検討を行った。 


 この検討結果に基づき、政府において具体的な取組がなされることを期待する。 
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１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢 


 


科学技術イノベーション政策を強力に推進するために必要な体制の在り方の検


討の前提として、まず科学技術イノベーション政策に対する基本認識を明確にする


ことが重要である。 


あわせて、本研究会としての検討に対する基本姿勢も明確にしておく。 


 


（１）科学技術イノベーション政策に関する基本認識 


科学技術イノベーション政策を推進する体制の検討に当たっては、対象となる科


学技術イノベーション政策をどのようなものとして認識するかが必要である。 


 


科学技術イノベーション政策は、産業政策、教育政策、外交政策、国家安全保障


政策、農業政策、社会保障政策等と並ぶ、国家戦略の骨格をなすものの一つとして


位置付けることが重要である。 


 


また、科学技術イノベーション政策では、その対象が「科学技術」から「科学技


術イノベーション」へ拡張されることになるが、イノベーションに関係する者は社


会の各層にわたることから、科学技術イノベーションに参画する主体（政府、地方


自治体、企業、大学、研究開発を行う独立行政法人（以下、「研究開発法人」とい


う。）、地域社会及びその他多くの社会セクター）が一体となって科学技術イノベー


ション政策を推進することが重要であり、政策の推進に当たっては、以下のような


体制を構築することが重要である。 


○他の重要政策（産業、教育、外交等）とも連携し、研究開発の成果により我が


国の経済・社会に新しい価値を創造する体制 


○イノベーションの重要な担い手である産業界が科学技術イノベーション政策


の企画立案に参画するとともに、各企業が個々の施策に参加することにより科


学技術イノベーション政策推進に一体感を醸成する体制 


○科学技術イノベーション政策に関する情報が、研究者から国民まで、正確かつ


迅速に提供されて共有できる体制 


 


その政策の対象としては、研究開発だけでなく、研究開発成果の社会での利活用


（社会的実装）による価値の創造に向けた様々な環境整備が加わるほか、イノベー


ションの担い手である研究者、研究機関、企業等の個々の研究主体（以下「研究者


等」という。）に関し、研究資金と人材の流れをより柔軟にする等、多様な研究者


等が自由に切磋琢磨できる環境の整備や、大学・研究開発法人・産業界という異な


った環境に所属する個々の研究者等が既存の組織の壁を越えて有機的連携を実現


するための政策を行うことが求められる。 
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なお、研究開発法人については、科学技術イノベーション政策において必要な「研


究開発」を実施する範囲を明確にすることが必要であるとともに、研究開発法人と


国立大学法人の役割の違い（前者は所管府省から示されたミッションを実施するた


めの研究を行うのに対し、後者は自らの知的探究心に基づく研究（人類・国家の繁


栄を目的とする研究を含む）を実施するほか、研究を通して学生への教育を実施）


を明確に認識することが重要である。 


 


このように科学技術イノベーション政策は、科学技術政策よりも概念が広がって


おり、今まで国民が科学技術から受け取っていた以上の恩恵を受けることを目指す


ものである。また、科学技術イノベーション政策の範囲が科学技術政策よりも拡大


しているため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の事務は科学技術政策


担当大臣の事務よりも増大し、かつ、国家戦略の一つとして位置付けられる。その


ため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の果たす役割は、従来よりも拡


大すると考えられる。 


  


なお、第４期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策に関し、「自


然科学のみならず、人文社会や社会科学の視点も取り入れ、科学技術政策に加えて、


関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進をはかって


いくことが不可欠である」としており、科学技術イノベーション政策においては、


人文・社会科学の知見を積極的に活用することが必要である。但し、人間存在や認


識の深い問題を扱っている人文・社会科学のあらゆる分野をすべて科学技術イノベ


ーション政策の対象とすることについては十分な検討が必要であることに留意す


べきである。 


 


（２）科学技術イノベーション推進体制の検討に当たっての基本姿勢 


  本研究会の検討に当たっての基本姿勢は、以下のとおりである。 


○科学技術イノベーション政策の実現のためには何を、どのように変える必要が


あるのかという具体的な問題意識に根差した検討を行う必要があること 


○厳しい財政状況の下で科学技術イノベーションを推進していくためには、組織


の肥大化を招かないこと 


○行政刷新会議の科学技術・研究開発に関する取組との整合性に配慮すること 


○科学技術イノベーションに携わる関係者による国民の信頼を得る努力が不可


欠であること 
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２．我が国の科学技術イノベーション政策推進組織において強化すべき機能 


 


科学技術イノベーション政策推進組織には、科学技術イノベーション政策を強力


に推進していくため、以下のような機能を持たせることが重要である。 


  


（１）司令塔機能 


① 科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰した上での、科学技術イノベー


ション戦略構想の一元的な企画・立案及び各府省におけるメリハリの利いた


施策の実施の推進 


② 科学技術イノベーション戦略構想に基づく科学技術基本計画の作成及び同


計画に示された施策等の関係府省における着実な実施の確保 


③ 研究開発法人、大学、民間企業等のそれぞれの役割を明確に位置付けた上で


有機的に連携させた政策の企画立案 


④ 各界各層の多様な科学技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動


向や科学技術への社会的期待及び科学技術の社会的影響を把握した上での


政策の企画立案 


⑤ 各府省の行政ミッションとは別に、科学技術イノベーション推進の観点から、


研究者群（各府省及び研究開発法人の研究者、大学の研究者及び民間企業の


研究者）との双方向の情報交換による研究者間の連携促進・国として必要な


研究開発の提言（その結果としての各省の縦割りの打破） 


⑥ 学界、産業界等の有識者の専門的知見に基づいた政策的助言・科学的助言（両


助言とも社会科学の知見に基づく助言を含む。以下同じ。）双方を踏まえた


政策の企画立案 


 


（２）府省間の調整機能 


① 関係府省が行う研究開発成果の活用策（規制緩和、需要創出策等）、そのた


めの教育・人材育成施策、外交政策等を含むイノベーション関連施策との連


携 


② 研究開発及び科学技術系人材育成等における各省の連携の実現 


 


（３）科学的助言機能 


① 科学的助言の権威の向上による強化 


② 政策執行における行政庁のトップに対する科学技術的知見・イノベーション


に関する知見に基づく助言及び政府における科学技術的知見の「品質保証」


の実現 


 


（４）一元的な情報発信機能 


① 科学的知見を踏まえた政府としてのワンボイスの情報発信 
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② 科学技術イノベーション政策に関する情報の「司令塔」と研究現場との間で


の情報の双方向による正確な伝達  


 


（５）情報収集・分析機能 


① シンクタンクを活用した独自の立場での分析 


② 施策立案及び評価への効果的反映 


 


 


３．我が国の科学技術イノベーション政策推進組織の構成 


 


（１）「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称） 


  科学技術イノベーション政策を推進する組織としては、具体的には、 


○政府における科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」 


○政府に対して科学技術イノベーション施策の執行に当たって科学的助言を行う


組織（科学技術イノベーション顧問（仮称）） 


が考えられる。 


 


（２）「助言」機能の違い 


 「司令塔」においては、科学技術イノベーション政策を企画立案する際に、学界


及び産業界の有識者から、その専門的知見に基づいて政策的助言が行われるのに対


し、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、政府に対し、その行政について科学


的助言を行うことが期待されている。 


このように、「司令塔」における「助言」と科学技術イノベーション顧問（仮称）


の行う「助言」との間で機能が異なっていることから、両者の役割分担に留意すべ


きである。 


 


（３）「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）の連携 


 但し、科学技術イノベーション顧問（仮称）が、学界や産業界の有識者と同じ立


場で「司令塔」の構成員に加わり、「司令塔」の科学技術イノベーション政策の企


画立案の際に、政策的助言を行うことに参加することも想定されており、むしろこ


のように「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）が国家戦略である科学


技術イノベーション政策の企画立案に関わることは重要である。    
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４．科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」の具体像 


 


１．で述べた基本認識に基づき、科学技術イノベーション政策では、研究開発に


係る施策だけでなく、研究開発の成果の社会での利活用（社会的実装）に関連する


施策はすべて幅広く対象とすべきであり、また、そのための研究者等の活動条件・


環境改善に係る施策もその対象範囲に含めるべきである。 


従って、「司令塔」は、これまでよりも幅広い施策を対象とする必要があり、以


下の検討では、この点を前提としている。 


 


（１）「司令塔」の権威・位置付け 


   ①「司令塔」の閣僚と有識者の構成 


科学技術イノベーション政策も他の政策同様、その決定は政治判断に基づき


行われるが、一方で、科学技術イノベーションに関する政策決定では専門的な


知識が必要な場合が多いため、「司令塔」の構成をどのように考えるかは重要


である。 


    この点については、方針決定の際には政治主導であることを明確にしつつ、


一方で政策決定の場にも、科学技術イノベーション顧問（仮称）等専門的知見


を有する有識者が加わり、その助言を受けることが必要であり、その点を踏ま


えた構成とすべきである。具体的には、政策決定とその執行に責任を有する閣


僚を主たる構成員とし、これに科学技術イノベーション顧問(仮称)や学界、産


業界の有識者が加わる形とすべきである。 


    他方、多様な意見及び考え方を政策決定に反映するための提言・助言を行う


とともに、その政策決定について専門的知見から検証を行う学界、産業界等の


有識者から構成される専門組織も別途、例えば、上述の「主として閣僚から構


成される組織」の下に整備すべきである。 


   


②「司令塔」の規模 


これまでの「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」へとイノ


ベーション政策が明示的に追加され、単なる研究開発の推進にとどまらず、そ


の成果の社会での利活用（社会的実装）を重視した政策展開が求められている。


このため新たな「司令塔」には、そのための戦略を検討できるような体制面の


強化が求められることも踏まえる必要がある。 


このため、「司令塔」の構成員である閣僚については、資源配分や総合調整


に係る閣僚だけでなく、科学技術イノベーションに深く関わる閣僚を構成員と


すべきであるが、すべての閣僚を構成員とするまでの必要はなく、閣僚の範囲


をどこまでにするのか、具体的な「司令塔」の規模の決定に当たっては、「司


令塔」で実質的な議論ができる範囲を考慮して決定する必要がある。 


中核となる閣僚を決定し、議題の必要に応じて関係閣僚に参加を要請するこ
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とについても考えるべきである。 


なお、構成員については、閣僚についても有識者についても、政策の立案・


実施に対する自らの責任を自覚し、利害関係にとらわれないことが必要であり、


そのことを担保する方策を検討すべきである。 


 


③専任の大臣 


「１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢」において指摘したように、科


学技術イノベーション政策は科学技術政策よりも概念として広がっており、科


学技術イノベーション政策を担当する大臣が行う事務とその役割は現在の科学


技術政策担当大臣の場合よりも大きくなる。 


このため、国家戦略としての科学技術イノベーション政策を担当する大臣は、


他の業務との兼任を避け、この業務に専念できるようにすることが望ましく、


科学技術イノベーション政策を担当する大臣を必置とすることも検討すべきで


ある。但し、閣僚数にも限りがあることから、専任が難しい場合でも、少なく


とも、この業務に従事する時間を十分確保できるようにすべきである。 


 


   ④「司令塔」の範囲 


「司令塔」については、前述の「主として閣僚から構成される組織」及び「有


識者から構成される組織」のほか、これらの組織を支える事務局についても「司


令塔」の構成要素と位置付け、この事務局による各府省に対する調整等を実効


性あるものとすることが必要である。 


 


⑤国家戦略全体を担当する組織（国家戦略会議）との関係 


    科学技術イノベーション政策を国家戦略として位置付けた場合、国家戦略会


議と「司令塔」の役割分担については、国家戦略のうち科学技術イノベーショ


ンの知見が必要な事項は「司令塔」で検討し、その結果も踏まえて国家戦略会


議が国家戦略を立案することが適切である。 


また、科学技術イノベーション政策を担当する大臣が国家戦略会議の構成員


となることが望ましい。 


 


⑥現場の科学者、技術者、企業関係者等と「司令塔」との関係強化 


「司令塔」が科学技術イノベーション政策を調査審議するに当たっては、政


策を実施する現場のニーズを予め把握するとともに、政策の方向性を現場にフ


ィードバックする仕組を構築することが必要である。 


その際、必要に応じ、「司令塔」の中に、若手研究者、中小企業の関係者等


も含めた各界各層の多様な科学技術イノベーション政策に関係する者とのコ


ミュニケーションを透明かつ開放的に行うことが可能な組織の設置も検討す


べきである。 
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⑦安定的で継続的なグランドデザインの提示 


「司令塔」が企画・立案した政策を各府省が実施する場合、これまで以上に


政策の継続性を担保することにより、特に若手研究者など今後の科学技術イノ


ベーション活動を担う人材からの政策への信頼感を向上させることが必要で


あり、長期的視点に立った政策の企画立案を基本とすべきである。 


 


⑧各府省に対する方針提示の根拠となる調査・分析能力の確保 


各府省に示す方針については、その方針の裏付けとなる情報を示すことが、


各府省における実施の徹底に不可欠である。そのためには、方針の企画立案に


当たり、「司令塔」は幅広く社会のニーズを適時的確に把握することが重要で


ある。 


このため、既に各府省に科学技術イノベーションに関する調査研究を実施し


ている機関があることから、政府内における役割分担を整理しつつ、「司令塔」


を支える事務局のシンクタンク機能を強化し、「司令塔」に対して政策判断に


必要な情報を提供できるようにすることが重要である。 


 


（２）実効性のある科学技術イノベーション政策の方針を立案し、各府省において実


施を徹底するために必要な権限 


    ①科学技術の振興とイノベーションの創出との関係 


      「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」への概念の広がりに


伴い、「司令塔」においては「科学技術イノベーション」を対象とする必要が


ある。このため、総合科学技術会議が担当していた「科学技術の振興」に加え、


研究開発の成果の実用化によって、我が国に「イノベーション」をもたらすた


めの事務を新たに行うこととなる。 


具体的には、研究開発の成果を社会において実用化するための環境整備とし


て、 


・研究開発成果の社会の実用化に向けた規制改革 


・新たな研究開発を誘発するための、研究開発成果に基づく新製品、新サービ


ス等に対する需要の創出 


・技術シーズを持っている研究開発ベンチャーへの資金供給環境の改善 


・国際的な人材の移動や投資ルールの整備 


・研究開発を担当する府省と、実用化において重要な役割を担う規制を担当す


る府省間の研究開発段階からの一体的連携 


・研究開発を担当する府省と、相手国における研究開発活動の促進や相手国企


業・研究機関の我が国における研究開発活動の促進等に係る国際交渉を担当


する府省間の、研究開発段階からの一体的連携 


の促進を可能にするような事務を新たに行うことが「司令塔」には求められる。 
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②ＰＤＣＡサイクルの確立 


科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルを確立する観点か


らは、「司令塔」は現行の大型研究開発の評価に加え、各府省における科学技


術イノベーション政策を検証し、その検証結果に基づき、科学技術イノベーシ


ョン関係施策の重点化を行うようにすべきである。 


なお、「司令塔」の評価・検証に当たっては、各府省で行われる評価との重


複を避け、研究開発の成果等、科学技術イノベーション政策の結果が社会でど


のように活用されたかという観点が重要である。 


ＰＤＣＡサイクルを徹底する観点からは、「司令塔」の示した方針に対して、


各府省がどのように対応したかを「司令塔」に説明することが必要であり、こ


のことを担保する仕組を検討すべきである。 


「司令塔」においては、科学技術イノベーションに関する戦略を立案する役


割を持つ部門と、戦略作成前の社会的期待や科学技術の社会に対する影響に関


するアセスメントや戦略に基づく施策の評価・検証により戦略立案の支援を行


う役割を持つ部門の２つを持つことが重要である。 


また、「司令塔」は、各府省における施策の実施状況について評価するだけ


でなく、「司令塔」の企画立案した戦略そのものについても評価することが重


要である。この点については、Ｐ８で前述した「有識者から構成される専門組


織」が、その役割を担うことが期待される。また、「司令塔」の企画立案した


戦略の評価に当たっては、科学技術イノベーション政策に関係する多様な者の


意見を広く聞くことが重要である。 


なお、評価においては、被評価者のモチベーションが向上するような評価、


具体的には、被評価者が、評価による施策の改善を実感したり、政策の企画立


案過程の透明性を向上させることで評価結果が政策の企画立案に反映されて


いることが可視できるようにするなどにより、非評価者が評価を受けることに


積極的な意義が見出されるようにすべきである。 


 


③各府省（イノベーション関連部局を含む）との関係 


「司令塔」は、科学技術イノベーション政策推進の観点から、各府省及び各


府省所管の研究機関（国立試験研究機関及び研究開発法人）に対し、必要な施


策の実施を提言することを可能とすべきであり、その仕組を検討すべきである。 


この提言においては、「司令塔」は、関係府省間を連携させる仲介の役割も


担うべきである。この連携を仲介するための人材の育成・確保も重要であり、


後述の事務局の在り方の中で検討する。 


なお、「司令塔」の方針に従って、各府省が具体的な施策を実施することと


し、「司令塔」自らは具体的な施策（研究開発プロジェクトの実施等）は実施


しないこととすべきである。 
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また、「司令塔」はイノベーション関連施策（規制緩和、需要創出、教育、


外交等）に関し、イノベーション創出の立場から提案をして、関係府省との間


で望ましい施策を構築するため、具体的な仕組を検討すべきである。 


いわゆる「イノベーション関連部局」との関係については、「司令塔」は科


学技術イノベーションの主要分野（宇宙、海洋、情報通信、知的財産等）の戦


略立案に関与することが重要である。 


このため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）と


知的財産戦略本部については、「司令塔」との統合を検討すべきである。具体


的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法及び知的財産基本法の趣旨


も踏まえ検討を進めるべきである。 


また、「司令塔」は、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部に対しても、


科学技術イノベーションに関連する部分については、「司令塔」の方針を反映


できるようにすべきである。 


科学技術に関する調整事務等の府省横断的事務については、文部科学省の科


学技術基本計画策定事務及び科学技術に関する関係行政機関の経費の見積り


の方針の調整等の調整事務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務は「司令塔」


に一元化することを検討すべきである。 


 


④研究開発法人との関係 


研究開発法人を含む独立行政法人の制度改革が検討されていることと連携


しつつ、「司令塔」が研究開発法人に対しても、研究開発の成果を最大化でき


るように、一定の関与ができる形にする必要がある。 


具体的には、 


○「司令塔」が、随時、科学技術イノベーションの取組が社会につながるよう


に、研究開発法人の活動について主務大臣へ勧告することができる 


○研究開発の特性に鑑みた法人評価の基本方針を「司令塔」によって策定する 


○主務大臣が作成する中期目標案／終了時報告書案（サンセット条項）につい


て、「司令塔」によるチェックシステムを導入する 


○「司令塔」がＰＤＣＡサイクル（成果目標の設定及び評価）を担い、研究開


発法人を主導するため、現在総合科学技術会議が取り組んでいる「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」のような取組を研究


開発法人に対しても拡充、推進する 


ことが必要である。 


 


⑤大学との関係 


「大学の自治」に留意しつつ、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活


用（社会的実装）において国立大学法人、私立大学及び公立大学の有する能


力が十分に活かされるように、科学技術イノベーション政策における大学の
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役割を「司令塔」は示すことが必要である。 


国立大学法人については、文部科学大臣が定める中期目標に沿って国立大学


法人が中期計画を作成することから、「司令塔」は科学技術基本計画を始め


とする司令塔が企画立案した政策に関する国立大学法人全体の活動を踏ま


え、文部科学大臣に対する政策提言等の取組を推進すべきである。特にイノ


ベーションの取組については、その取組が社会につなげるため文部科学大臣


に勧告することも可能とすべきである。 


 


 ⑥産業界等との関係（P） 


科学技術イノベーション政策においては、イノベーションの担い手である産


業界を中心とする経済社会の多様な活動主体からの積極的な参画を得ること


が重要である。このため、「司令塔」の調整の下に産業界、ＮＰＯ法人、大学、


公的研究機関等の多様で幅広い研究者の参加により、科学技術政策上の重要課


題に関する戦略の検討から推進までを担うプラットフォームを構築すること


が重要である。 


このプラットフォームとして、現在総合科学技術会議で検討中の「科学技術


イノベーション戦略協議会」が考えられ、「司令塔」においても「科学技術イ


ノベーション戦略協議会」の活用を検討するべきである。 


 


（３）予算編成等資源配分における役割 


    ①科学技術イノベーション関係施策全般について「司令塔」が俯瞰して方針を


示す範囲 


「司令塔」は、科学技術イノベーション戦略に基づいて重点化の方針を示し、


この方針に基づく政府の科学技術イノベーション関係施策全体の内容を把握


し、さらにそれを踏まえて資源配分等の新たな方針等の意見を示すことが必要


である。 


科学技術イノベーション関係施策全体を把握するためには、「司令塔」が各


府省に対して、科学技術イノベーション関係施策に関する情報の提供を求める


ことを可能にすることが必要である。 


なお、施策の内容把握の在り方については、必ずしも個々の施策の詳細につ


いてまで把握するのではなく、個々の施策が構成要素となっている、政策課題


解決のための施策群単位での把握が重要である。 


「司令塔」がその方針を示す範囲については、科学技術イノベーション関係


施策全般とすべきであり、現在、総合科学技術会議が実施している「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」の対象を拡大すること


が必要である。 


なお、「司令塔」が方針を示す対象として、研究開発法人、国立大学法人及


び大学共同利用機関法人も含めるべきである。すなわち、独立行政法人制度及
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び国立大学法人制度が事後チェックを基本としていることや大学の自治を踏


まえつつ、次年度概算要求前に、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活


用（社会的実装）において研究開発法人、国立大学法人及び大学共同利用機関


法人が果たすべき役割に関する「司令塔」としての方針を示し、それに対する


個々の研究開発法人の対応と国立大学法人全体としての対応状況について「司


令塔」が検証し、それを踏まえた政策提言を関係大臣に行うことができるよう


にすべきである。 


     


②「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技術関係予算の確保」


の考え方 


メリハリの利いた科学技術イノベーション関係施策の実現には、府省の縦


割りを超えて施策全体の資源配分方針を示すことが必要である。そのために


は、各府省・研究開発法人の研究開発に従事している者と「司令塔」との間


の双方向のコミュニケーションを確立し、これに基づき、「司令塔」が政府


として重要な課題を設定することが必要である。また、司令塔とこれらの研


究開発の従事者とのコミュニケーションは概算要求前に限らず、常時行うこ


とが重要である。 


大枠としての科学技術イノベーション関係予算の確保をするため、「司令


塔」は、予算編成作業の各段階において、国家戦略を担当する組織（国家戦


略会議）と連携して、国家戦略としての科学技術イノベーション予算への適


切な予算配分のための方針を示し、その方針の実現に取り組むべきである。 


その一方で、「司令塔」は、科学技術イノベーション施策について相対評


価等による厳格な優先順位付け、検証可能な成果目標の設定とそれに基づく


評価の実施などを通じ、質が高く「メリハリの利いた施策を実現」し、イノ


ベーションの成果を示すことによって納税者である国民の科学技術予算に


対する信頼感を得ることが必要である。 


 


   ③「司令塔」の予算 


     「司令塔」は、科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰して、そのマ


ネージメントのために自らの方針を徹底できることを可能にすることが求


められる。従って、後述するように、「司令塔」は、あくまでも各府省に対


して方針を示すことに留め、実際の施策の実施は各府省に任せるべきである。 


但し、スクラップアンドビルドにより、「司令塔」の調査分析機能を向上


させるために要する費用自体は確保することが望ましい。 


      


（４）「司令塔」の位置付け 


   上記の検討を踏まえた場合、望ましい「司令塔」の国家行政組織上の位置付け


としては、科学技術イノベーション政策に関する調査審議にとどまらず、その結
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果に基づき各府省に対し施策の実施の推進及び総合調整を行う「本部」組織とす


ることが望ましい。この場合、内閣総理大臣が本部長、科学技術イノベーション


政策担当大臣が副本部長としてこの組織に参加することが望ましい。 


   また、科学技術イノベーション政策は長期的に安定した取組が必要であるため、


「司令塔」は、その時々の政策課題に応じ、柔軟かつ弾力的に対応する組織であ


る内閣官房ではなく、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を


行う内閣府に設置することが望ましい。 
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５．科学的助言を行う組織（科学技術イノベーション顧問（仮称））の具体像 


（１）科学技術イノベーション顧問（仮称）の政府部内における位置づけ 


①政府部内における役割（既存の体制との関係） 


科学者の助言や緊急時の対応について、各府省の審議会、政府への助言機能


を果たしている独立行政法人、各種危機管理体制など様々な既存の体制がある


なかで、科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置を検討する意義としては


以下の点が挙げられる。 


 


○国民に対する政策の品質保証 


・現在の各府省の審議会や政府への助言機能を果たしている独立行政法人は、


各行政分野のミッションの実現に向け、当該行政を担う府省のニーズを踏


まえた助言を行っている。これを補完して、各行政分野で科学技術の知見


が有効に活用されるように、施策の立案や執行、評価反映の各段階で当該


行政のミッションから独立の立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研


究機関（国立試験研究機関、研究開発法人）に対して適時的確な助言を行


うとともに、政府における科学的知見の活用に関する「品質保証」（政策


の企画立案にあたり、適切な科学技術データが活用されているかの検証）


を行うことが可能となること 


 


   ○緊急時における一元的情報提供 


・緊急事態発生時に、錯綜する情報を集約・整理して、一元的に内閣総理大


臣及び関係各大臣に情報を提供して、既存の危機管理体制がより一層有効


に機能するようにするとともに、国民に対しても緊急事態の現状及びその


対策について一元的に情報を提供することが可能となること 


 


   ○科学的助言への専念による中立性の確保 


・予算編成に関わらないことで、各府省の行政ミッションとは独立した立場


で、科学技術イノベーション推進のために専門的知見に基づく助言を行う


ことへの専念が可能となるため、関係者がより容易に助言を受け入れるこ


とが可能となること 


  


②各府省における科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、前述のように、各行政分野で科学


技術イノベーションに関する知見が有効に活用されるように、当該行政のミッ


ションから独立した立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研究機関（国立


試験研究機関及び研究開発法人）に対して科学的助言や科学的知見の活用の品


質保証を行うことが重要である。このため、内閣総理大臣及び科学技術イノベ


ーション政策を担当する大臣に対して助言を実施する科学技術イノベーショ
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ン顧問（仮称）に加え、科学技術イノベーションと関係の深い省に、各大臣に


助言を行う科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置することについて、審


議会等の既存組織との関係も踏まえて検討すべきである。 


この場合には、英国のように、内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政


策を担当する大臣に助言を行う者（内閣総理大臣及び科学技術イノベーション


政策を担当する大臣に助言を行う者が複数名の場合は、そのうちの１名。詳細


については後述）を首席科学技術イノベーション顧問（仮称）とするほか、科


学技術イノベーション顧問（仮称）から構成される会議を設置して、政府部内


において整合性のとれた科学的助言を担保するとともに、科学技術イノベーシ


ョンに関する助言の観点から各府省を横断的に俯瞰することについても検討


すべきである。 


 


③対外的な役割 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、科学技術（科学アカデミー、学界


及び産業界）と政府との間をつなぐ役割を担う存在とすべきである。 


また、国民の関心が高い科学技術イノベーション行政に関する情報を国民に


適切に周知する役割を担うべきである。但し、科学技術イノベーション行政に


関するスポークスマンとしては、科学技術イノベーション顧問（仮称）と国民


からの負託を受けている科学技術イノベーション政策を担当する大臣等の政


務三役との間で適切に役割分担することが望まれる。 


さらに、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）については、米国の科学


技術担当大統領補佐官や英国の首席科学技術顧問と定期的に会合を持つこと


により、科学技術外交面で我が国が世界をリードしていくことも期待される。


なお、欧州委員会においても、欧州委員会委員長に対する科学技術顧問を設置


することが検討されているという情報もあり、この場合には、日米英欧の科学


技術に関する顧問による協力体制の構築も期待される。     


  


（２）科学技術イノベーション顧問（仮称）の事務 


    ①内閣総理大臣等科学技術イノベーション関係大臣への科学的助言 


５（１）において指摘した通り、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、


政府の科学技術イノベーション関係施策の実施にあたり、内閣総理大臣、科学


技術イノベーション政策を担当する大臣及び科学技術イノベーションの関係


大臣に対し、科学技術に関する知見の活用が適切に行われるよう、科学技術に


関する助言、情報の提供等を実施する。 


但し、緊急時の助言は、様々な情報の集約・整理とその整理に基づく適時的


確な情報の提供が重要であるとともに、他の法令の規定に基づく緊急時の対応


と調和が保たれるようにすることが重要である。 
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②適切な情報発信 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、国民の関心が高い科学技術イノベ


ーション行政に関する情報を国民に適切に周知する事務を担うことが重要で


ある。 


 


③関係行政機関への協力要請 


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言の質を高めるため、関係する審


議会その他の関係行政機関の長及び科学技術イノベーションに関し識見を有


する者から必要な協力を得ることが重要であり、そのための仕組みを構築すべ


きである。 


 


（３）科学技術イノベーション顧問（仮称）のサポート体制、人選その他 


①科学アカデミー及び産業界との関係 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、実効性のある質の高い助言を行う


ために、自らを支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とした


科学アカデミーからの専門的知見に関する情報提供や産業界からのイノベー


ションを中心とした情報提供を定期的に受ける仕組を構築することが必要で


ある。 


 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）に求められる資質 


科学技術イノベーション顧問（仮称）には、政治家ではなく、民間人（科学


者又は産業界での科学技術イノベーションの経験を有する者）を選定すべきで


ある。 


また、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、自らの専門以外の専門的知


見について、当該専門家からの助言を予断なく受け入れ、科学技術全体、さら


にはイノベーションに関する取組状況を俯瞰し、公平な立場で、自らの責任で


最適と考える助言を行うことができる人物が望ましい。 


さらに、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣との間の信


頼関係を構築できることが重要である。 


 


③科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選・任命・定員等 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対して科


学的助言を実施する首席科学技術イノベーション顧問（仮称）は、１名とし、


その権威を高める観点から、内閣総理大臣により、国会の同意を得て、任命さ


れることにすべきである。 


首席科学技術イノベーション顧問（仮称）に加え、内閣総理大臣は、内閣総


理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対する科学技術イ


ノベーション顧問（仮称）を任命できることとし、その定員は２名以内（首席
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科学技術イノベーション顧問（仮称）とあわせて計３名以内）とすべきである。 


このとき、あらかじめ科学技術イノベーション顧問（仮称）選出委員会のよ


うな機能を既存組織に担わせ、公募等により示された候補者から科学技術イノ


ベーション顧問（仮称）を選出する方法をとることも考えられる。 


また、科学技術イノベーションに関係が深い省に置かれる科学技術イノベー


ション顧問（仮称）については、１名を基本とし、当該省の大臣が任命するこ


とにすべきである。  


科学技術に関する有識者の中から幅広く優秀な人材を確保するため、科学技


術イノベーション顧問（仮称）は、危機管理時の対応などその責任を明確にし


た上で、必ずしも常勤としなくても良いこととすべきである。また、常勤の場


合でも、範囲を明確に限定した上で他の職務との兼務を認めることも検討すべ


きである。 


現行の総合科学技術会議の有識者議員の任期は２年だが、科学技術イノベー


ション顧問（仮称）については、一定程度の長期にわたって継続的に助言を行


う観点から任期を３年とし、再任を可能とすることとすべきである。但し、あ


まり長期にわたって、同じ者が同一ポストに就くことは避けるべきである。 


 


④科学的助言と政治的意思決定の関係 


国民の科学技術行政に対する信頼性を高める観点から、英国等の例を参考に


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言と政治的な意思決定の関係を規定


するルール作りを行うことが必要である。 
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６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称））を支える体制 


 


（１）日本学術会議等科学アカデミーとの関係 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的確な判断を下すこ


とを可能とするため、日本学術会議によって「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称）に対し、中立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構


築することが必要である。 


具体的には、「司令塔」と日本学術会議が定期的に意見交換を行うなど「司


令塔」と日本学術会議とのコミュニケーションを十分に確保すべきである。ま


た、前述したように、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、その科学的助


言の質を高めるため、日本学術会議に対して必要な協力要請を随時行うべきで


ある。 


また、日本学術会議においては、政府（「司令塔」及び科学技術イノベーシ


ョン顧問（仮称））に対し必要な助言を行うために、その科学的助言機能を充


実させることが求められる。 


また、学会等の意見を「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）


が定期的に把握することが可能となる仕組みを構築することが必要である。 


 


（２）産業界との関係 


  科学技術イノベーションを実現する観点からは、産業界の意見についても


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が定期的に把握すること


が可能となる仕組を構築することが必要である。 


  この点については、Ｐ12 で述べた「科学技術イノベーション戦略協議会」


の活用も検討すべきである。 


 


（３）「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）を支える事務局の在り方 


①共通事務局 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）は利益相反となること


は想定しにくいこと及び人材の効率的な活用の観点から、両者を支える事務局


は同一とすべきである。 


 


   ②事務局の陣容 


事務局については、科学技術イノベーションに関係する多様な関係者から構


成されるべきであり、組織の肥大化を招かないよう留意しつつ、期待される機


能が発揮されるような体制整備を図る一方法として、科学技術イノベーション


を理解している行政官の他、若手研究者をキャリアパスの一環として登用する


ことを検討すべきである。 
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また、調査分析を行う人材（シンクタンク的人材）と並んで関係府省間を連


携させる仲介の役割も担う人材（政策起業家的人材）を事務局において登用す


ることで、この種の人材のキャリアパスの構築も検討するべきである。 


このようなキャリアパスの構築が、人材の育成・確保につながるという観点


からも重要である。但し、具体的な登用に当たっては、研究者が年間を通じて


行う事務は具体的にどの程度あるのか、即戦力として行政官と比べた場合の優


位性について整理することが必要である。 


国民の「司令塔」の事務局に対する信頼感の醸成のためには、事務局に在籍


する行政官のキャリアパスの在り方（出向元との関係、科学技術イノベーショ


ンを専門とする人材の育成、大学及び産業界からの登用等）についても明確な


ルールを整理することが必要である。 


 


   ③事務局のシンクタンク機能の在り方 


    科学技術イノベーション政策の企画立案においては、各界各層の多様な科学


技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動向や社会からの科学技術


への社会的期待や科学技術の社会的影響を把握することが重要であり、このた


めには事務局のシンクタンク機能を充実させることが必要である。 


効果的な調査分析機能強化の観点から、事務局は既存の科学技術に関する


様々なシンクタンク（公的研究機関、大学等）との連携を現状以上に強化すべ


きである。 


その際、各シンクタンクの調査分析に関する的確な指示、調査分析結果の検


討を事務局において行うことが重要であるほか、事務局が各シンクタンクのネ


ットワークのハブとしてこのネットワークを運営すること重要である。このた


め、事務局にスクラップアンドビルドにより、シンクタンク機能の中核（コア）


となる部分を整備し、各シンクタンクとの間で人材を流動化させるメカニズム


を構築することを検討すべきである。 
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【新しい科学技術イノベーション戦略推進体制（案）（イメージ図）】 


 


  


科学技術イノベーション戦略本部 


    本部長：内閣総理大臣 


  副本部長：科学技術イノベーション政策担当大臣 


   科学技術イノベーション関係閣僚 


 首席科学技術イノベーション顧問＋有識者（学、産） 


科学技術イノベーション推進の観点からの 
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（オブザーバー） 
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産業界 
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日本学術会議 


産業界 
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シンクタンク 
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科学技術イノベーション諮問会議 


議長：首席科学技術イノベーション顧問


議員：学界、産業界の有識者 


内閣総理大臣 


科学技術イノベーション政策担当大臣
首席科学技術イノベーション顧問 


（再掲） 
科学的助言 


政策的助言 
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７．タイムスケジュール 


上記のように、本研究会では科学技術イノベーション政策推進体制の在り方につ


いて検討した。 


  政府においては、この検討結果の実現に向けた対応が望まれるが、 


○科学技術イノベーション政策の推進体制の強化の基盤となるもので、実施すべき


ことが明確であることから、その実施に向けた作業の着手に向け早急に対応すべ


き事項、 


○早急に対応すべき事項の実現を前提とした検討が必要なことや具体的な対応の


内容の検討が必要なことから、この検討結果の実現に一定程度の時間を要する事


項 


に分類して対応していくべきである。 


  このため、以下に早急に対応すべき事項と対応に検討を要する事項とに分類を行


った。 


 


（１）早急に対応すべき事項 


   ①科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」としての「科学技術イノベーシ


ョン戦略本部」（仮称）の設置 


   ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務の移管（P） 


      ③科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


   ④科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）と日本学術会議及び産業界との連携強化 


   ⑤科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）と国民・現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション


の強化 


  なお、④及び⑤については「本部」等が設置されるまでは総合科学技術会議で対


応すべきである。 


 


（２）対応に検討を要する事項 


①科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の構成員の具体的人選 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選方法、具体的人選 


   ③科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）を支える事務局の調査分析機能の強化の具体的方策 


・同事務局への若手研究者（調査分析及び関係府省間の連携仲介のための人材）


登用の具体的方策 


・事務局に在籍する行政官のキャリアパスの在り方に関する明確なルールの整


理 


④イノベーション政策の観点からの科学技術イノベーション戦略本部（仮称）、 


 IT 戦略本部及び知的財産戦略本部の関係整理（P）  
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８．運用で対応可能な事項と制度改正が必要な事項 


以上のように検討してきた事項については、現行制度の中で、運用で対応できる


ものと、運用では対応できず、現行制度の改正が必要なものとに分類できる。これ


については、今後更なる検討が必要であるが、参考として以下の分類を実施した。 


 


（１）運用で対応 


運用で対応できると考えられるものは以下の通りである。７．において早急に対


応すべきとした事項については、現行体制においても、既存の資源を有効に活用し


て、具体的な対応に向けた検討を進め、実現をしていくべきである。 


 ①「司令塔」 


○国家戦略を担当する組織（国家戦略会議）との連携 


・国家戦略としての科学技術イノベーションの推進のための政策を企画・立案し、


必要に応じ国家戦略会議へ提言・報告 


   ○双方向のコミュニケーション強化 


   ・国民とのコミュニケーション 


・国立大学法人、産業界とのコミュニケーション 


   ・研究現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション 


  ○ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組 


・科学技術イノベーション政策に関して示した方針の各省における具体的な取組   


 を次年度の資源配分へ反映 


○関係行政機関との連携 


  ・科学技術イノベーション政策推進に向け、宇宙、海洋、原子力、ＩＴ、知財等


関連行政分野との連携の緊密化 


  ・イノベーション関連施策に関する関係行政機関との連携の実現 


○予算編成等資源配分における役割の強化 


・科学技術関係予算全般について把握し、全般に対して「司令塔」としての考え


を提示 


  ・検証可能な成果目標の設定、相対評価等による優先順位付け（個々の詳細な施


策ではなく、政策課題解決の観点からの施策単位）等を通じたメリハリの利い


た施策の実現とそれを前提としての大枠としての科学技術関係予算の確保 


 


 ②「司令塔」を支える体制 


  ○日本学術会議の「科学的助言」機能の強化 


○事務局の調査分析機能の強化 


   ・政策統括官（科学技術政策・イノベーション）の調査分析体制の強化 


   ・政府内の科学技術イノベーション関係のシンクタンクとの連携強化 
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（２）現行制度の改正による対応 


   ①新しい「司令塔」の設置 


    総合科学技術会議を改組して、本報告書で示した「司令塔」機能を具備する「科


学技術イノベーション戦略本部」（仮称）を設置する。 


    このとき、独立行政法人全体の改革への取組に留意しつつ、研究開発法人との


関係についても必要な事項に関しても検討すべきである。 


 


   ②科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


    本報告書で示した内容を具備する科学技術イノベーション顧問（仮称）を政府


内に設置するに当たっては、運用による対応に加え、必要に応じ、現行制度の


改正による対応を検討すべきである。 
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会（第３回） 


議事録 


  


日時：平成23年11月29日（火）18:00～20:00 


場所：内閣府中央合同庁舎４号館 ４階共用第２特別会議室 


出席者：古川元久科学技術政策担当大臣、大串博志大臣政務官、角南篤内閣府参与、福下雄二内


閣府審議官、泉紳一郎内閣府政策統括官、梶田直揮大臣官房審議官、吉川晃大臣官房審


議官、大石善啓大臣官房審議官 


   （構成員）安西祐一郎委員、大西隆委員、岡本義朗委員、城山英明委員、永井良三委員、


中村道治委員、野間口有委員、橋本和仁委員、吉川弘之委員 


 


１．開会 


２．議事 


 （１）論点整理 


 （２）とりまとめに向けた検討 


 （３）その他 


３．閉会 


 


【配布資料】 


資料１  科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 論点整理（案） 


資料２  第１回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録（案） 


資料３  第２回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録（案） 


資料４  「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」とりまとめに向けた意見


（中鉢委員） 


参考資料 提言型政策仕分けワーキンググループＡ（Ａ３科学技術（研究開発）：研究開発のあ


り方・実施方法）評価結果 


 


【机上配布資料】 


第１回参考資料 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会参考資料 


第４期科学技術基本計画 


資料３
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○須藤参事官 吉川先生、まだ永井先生と城山先生がお見えではございませんけれども、お時間


になりましたので、始めていただければと思います。 


○吉川座長 それでは、ただいまから第３回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研


究会を開催いたします。 


 今日は最初から大串政務官出ていただいております。ありがとうございます。 


 まず事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 


○須藤参事官 それでは、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第の裏面に


本日の配布資料を書かせていただいてございます。まず、議事次第、その後資料１から資料４と


いうことでございます。資料１が論点整理（案）、資料２と３が前回、前々回の議事録でござい


ます。なお、この資料２と３の議事録につきましては事前に先生方にご照会してコメントいただ


いておりますので、この研究会の後ホームページに掲載させていただきたいと思います。資料４


といたしまして、本日ご欠席の中鉢委員からご意見いただいておりますので、そちらも配布させ


ていただいてございます。その後、参考資料といたしまして、先日開催されました提言型政策仕


分けの科学技術関係のものについて配らせていただいてございます。また、机上に、参考資料の


下に吉川先生から提出いただいた資料を配布させていただいてございます。そのほか机上配布資


料といたしまして第１回の参考資料及び第４期科学技術基本計画を配布させていただいてござい


ます。欠落等があれば事務局までお願いできればと思います。 


○吉川座長 よろしいですね。それでは議事に入ります。まず議事１、論点整理に入ります。こ


れまでの議論、あるいはヒアリングを前回やらせていただきましたが、事務局でとりまとめた論


点整理（案）の論点について今日はご議論いただくということであります。まず事務局から資料


１について、科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会論点整理（案）、これを説


明していただきます。 


○須藤参事官 それでは、お手元の資料１をごらんいただければと思います。 


 ただいま吉川座長からお話ございましたように、第１回、第２回のこの場でご議論いただきま


して、その場でご指摘いただきました点と、あるいはこれまでにこの科学技術イノベーション政


策推進の在り方についていろいろと指摘されたことを踏まえて事務局で作成させていただいたも


のでございます。 


 構成といたしましては、まず論点を議論する前提となる基本認識、基本姿勢というものについ


て１ページ目にまとめさせていただいておりまして、それに従いまして２ページ以降に論点を記


載するという形の構成にさせていただいているところでございます。 
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 この資料につきましては事前に先生方にもお見せしているところでもございますし、この後の


議論というものを中心にさせていただきたいと思いますので、説明は大変恐縮ですが、項目とい


うことで簡略にさせていただきたいと思います。 


 それでは、まず初めの基本認識と基本姿勢というところでございますけれども、今申し上げま


したように、論点をまとめる前提として以下に述べるような基本認識を明確にしておくことが必


要ではないかということでございます。そして、科学技術イノベーション政策に関する基本認識


ということでございます。これにつきましてはこれまでご指摘いただいた点を事務局にて、○と


いたしまして４点ということでさせていただいているものということでございます。国家戦略の


骨格をなすものとして位置付けるとか、「科学技術」から「科学技術イノベーション」への拡張


ということでの推進態勢、対象範囲とかどう考えるべきか、あるいは大学、研究開発を行う独法、


企業の３者の有機的な連携。あるいは科学技術イノベーションに参画する主体との一体化という


ことでございます。 


 さらにこういう基本認識とともに、次のような視点で今回ご議論いただければということでま


とめさせていただいているのが基本姿勢ということでございますが。それといたしましては、ま


ずこの科学技術イノベーション政策の実現のために何をどのように変える必要があるのかという


問題意識に根ざした検討を行う必要があるということで。あるいは、厳しい財政状況でございま


すので組織の肥大化を招かないという視点。あるいは国民の信頼を得る努力ということが不可欠


であるということが必要ではないかという形で考えてございます。 


 ２ページ目でございます。そういう基本認識、基本姿勢ということを踏まえてご議論いただけ


ればと思う点につきまして事務局でまとめたものでございます。まず一つ目といたしまして、強


化すべき機能というところでございます。これにつきましてはこれまでのご議論を事務局のほう


でまとめさせていただいたものでございますけれども、（１）から（５）に書いてございます司


令塔機能等につきましてそれぞれの項目の内容ということでまとめさせていただいているもので


ございます。すなわち司令塔機能といたしましてはごらんいただいているような６点。府省間の


調整機能ということではごらんいただいている２点、科学的助言機能につきましても２点、一元


的情報発信につきましても２点、３ページ目にいきますけれども、（５）の情報収集・分析機能


につきましても２点という形でございます。 


 これにつきましてご確認をいただいた後ということでありますけれども、今申し上げましたそ


の機能を現状から強化するために望ましい推進組織の在り方ということで、まず１点目として、


いわゆる「司令塔」の具体像ということでございます。これにつきましては前回のご議論を踏ま
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えまして、予算、権威、権限というそういう３点の切り口というご指摘ございましたように、そ


れに沿った形で構成させていただいてございます。 


 まず、予算編成等の資金配分における役割ということでは、まずは司令塔が俯瞰してその考え


を示す範囲をどう考えるか。あるいは「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技


術関係予算の確保」の考え方をどうするか。あるいは関係府省を誘導する手段として「司令塔」


に「独自予算」というものが必要かどうかという点でございます。 


 続きまして、４ページ目でございますけれども、ここにつきましては一応権威と権限という二


つをまとめた形にさせていただいてございます。まず一つ目の権威あるいは位置付けということ


でございますけれども、司令塔の構成というものをどうするかということでございます。司令塔


の構成ということで－で書いてございますように、閣僚と有識者で構成された組織であるか、あ


るいは閣僚中心の組織と有識者を分ける組織にするかというような形の話。あるいは司令塔の規


模ということにつきましては、議論自体の活性化を考えればある程度絞らないといけない。ある


いは多様な意見ということ、あるいはイノベーション政策ということが明示的に追加されたこと


を踏まえれば一定数の構成員が必要ではないかということでございます。（ｃ）以下はこれまで


の議論をまとめさせていただいたものでございますが、国家戦略全体を担当する組織、具体的に


は国家戦略会議との関係。あるいは現場の科学者、技術者と司令塔との関係の強化をどうするか。


あるいは安定的で継続的なグランドデザインの提示というものをどう考えるか。さらには、この


後のこういう司令塔等を支える機能ということとも関係するわけでございますが、その権威の根


拠となる調査・分析能力の確保ということでございます。 


 続きまして、権限ということでございますけれども、まず一つ目といたしまして５ページ目の


上になりますけれども、新たに科学技術イノベーションということにした場合、いわゆるイノベ


ーションの創出ということが新たに加わるわけでございますが、その内容と実現のために必要な


権限ということでございます。これは特に今回何が変わったのかを示すということからも重要な


点かと考えてございます。 


 次にＰＤＣＡサイクルということにつきましては、今の総合科学技術会議でも大型の大規模研


究開発の評価ということを行っておるわけでございますけれども、それに加えまして、各省の政


策の検証ということの事務として具体的に明記していくべきではないかということでございます。 


 次に各省との関係というところでございますが、これにつきましては初めの四つと二つという


ことに分けさせていただいてございますが、初めの４点は「司令塔」と各府省との全般的な関係


ということについてまとめさせていただいたものでございます。後の二つにつきましては、いわ
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ゆる既存の個々の組織との関係というものをどういうふうに考えていくかという点をまとめさせ


ていただいてございます。 


 ５ページ目最後の（ｊ）の研究開発法人との関係ということでございますが、これはご案内の


ように、独立行政法人自体の制度改革が検討されてございます。それとも連携しつつ、「司令


塔」がその研究開発法人に対して一定の関与をしていく必要があるのではないかということでご


ざいます。その関与の例といたしまして、ここでは４点ほど事務局のほうで例を記載させていた


だいているところでございます。 


 さらに国立大学法人との関係ということにつきましては、「大学の自治」に留意というのが前


提でございますけれども、個々の大学ということではなくて、国立大学法人全体に対してその国


立大学法人の能力を十分に生かせるような政策提言等というものを推進していくべきではないか


ということでございます。 


 民間企業との関係ということにつきましては、これはここの場でもご議論もございましたが、


現在総合科学技術会議でも検討しております「科学技術イノベーション戦略協議会」のような組


織というものを活用していくことが重要ではないかとさせていただいてございます。 


 こういう「司令塔」というものについての位置づけということにつきまして、そもそも国家行


政組織上の位置づけということについてどう考えるかということも一つここで書かせていただい


てございます。（ａ）という例示がよくないのかもしれませんけれども、いわゆる諮問会議的な


ものということで、調査審議、意見具申を行う組織とするという形にするのか。あるいは（ｂ）


ということで、審議を行うだけでなく、その結果に基づきまして、その施策の実施等や総合調整


を行う組織ということのほうがいいのかということが、この「司令塔」というものを今ご議論い


ただいたものを考えるとどのように考えられるかということでございます。 


 次に、いわゆる科学的助言を行う組織ということで、科学技術顧問ということでございますけ


れども。政府部内における位置づけということでございます。ここにつきましてはまず既存の体


制との関係をどう考えるかということでございます。それを踏まえて、７ページ目にいきますけ


れども、政府部内における役割をどう考えるかということでございます。さらに、政府部内にお


ける役割ということでは、この科学技術顧問と今まで言いならわしていたわけですけれども、科


学技術イノベーションを対象とするということでよいかどうかということについても論点かと考


えてございます。あと、この科学技術顧問というものを各省に置くべきかどうかということも一


つの論点かということで、それにつきましても（ｃ）という形でまとめさせていただいてござい


ます。 
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 科学技術顧問につきましては、そのほか任命の話でございますとか科学的助言と政治的意思決


定の関係、あるいは対外的な役割ということについてもそれぞれこういう形での論点としてまと


めさせていただいているところでございます。 


 さらに８ページ目でございますけれども、そういう位置付け、役割の顧問の実施する事務の具


体的内容ということでございますけれども。これは先ほど申し上げた話で若干重複しますけれど


も、いわゆる科学的助言、あるいは適切な情報発信、あるいはそのために各省に対してもちゃん


と協力要請ができるというそういうことかと考えてございます。 


 ３番目といたしまして、科学技術顧問のサポート体制ということでございますけれども、これ


もこれまでもご指摘ございましたけれども、科学技術顧問というものは一人でしてはいけないと


いうことで、自ら支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とするアカデミー等か


ら定期的に支援を受ける仕組みということ。 


 あるいは（ｂ）につきましては先ほどの各省に置くか置かないかという話の関係と裏腹な話で


ございますけれども、もし各省に置かない場合にはどう考えるかということを書かせていただい


てございます。 


 あるいは（ｃ）といたしましては資質ということでございますけれども、基本的に政治家とい


うよりはいわゆる民間人という意味での科学者にお願いすべきではないか。あるいは公平な立場


で自らの責任で最適と考える助言を行える方、あるいは助言を行う総理との信頼感ということが


大事ではないかということを書かせていただいてございます。 


 ９ページでございますけれども、今度は人選ということにつきましては、例えば今イギリスで


は公募というふうなこともお聞きしておりますので、そういう形にするのか、あるいは政治的に


任用とするということが考えられるのかということ。あるいは顧問ということでございますので、


基本的には常勤ということが想起されるわけでございますけれども、優秀な人材を確保するため


には必ずしも常勤としなくてもいいのではないかということでございます。あと、任期というこ


とについてもお考えいただければということでございます。 


 その体制、こういう「司令塔」や顧問等を支える体制ということにつきましては３点ほどまと


めさせていただいてございます。初めは、日本学術会議等科学アカデミーとの関係ということで


ございますけれども、これにつきましてはこういう「司令塔」等が的確な判断を下すことを可能


とするために、学術会議がこういう「司令塔」等に対してちゃんとした知見を提供する仕組みを


構築することが必要ではないかということで、そういうふうに是非と書かせていただいてござい


ます。そのためには、ここのご指摘ありましたけれども、科学的助言機能をより一層充実してい
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ただくということが必要ではないかということ。あるいは学会等の意見というものをちゃんと把


握するということの必要性というのもまた別途必要ではないか。あと、産業界につきましても同


じように産業界との意見等をちゃんと把握できるような仕組みが必要ではないかということでご


ざいます。 


 あと「司令塔」と顧問を支える事務局の在り方ということにつきましては、初めのところは、


基本的に人材の効率的な活用の観点から、共通の事務局で良いのではないかということを書かせ


ていただいてございます。 


 さらに、２番目といたしまして、３行目ですが、若手研究者のキャリアパスの一環として登用


することというものを考えるべきではないかと書かせていただいてございます。さらに、この前


にもご議論ありましたけれども、事務局に在籍する行政官というものにつきましても明確なルー


ルということも検討が必要ではないかということで書かせていただいてございます。 


 さらに、事務局について自前のシンクタンク機能が必要かどうかということについても一つの


論点ということで書かせていただいているわけでございます。 


 基本的に個別にご検討いただきたい議論としてはそういうことでございますけれども、そうい


うご議論を踏まえまして、最終的にはまず４と５ということで。４として、その議論につきまし


てまず早急に対応すべきところと中長期的といいますか一定の時間をかけてやるべき事項という


ことについてどう考えるかという話。あるいはこれは第１回のご議論にもありましたけれども、


そもそも運用でできる話と制度改正が必要な事項ということについてもしっかり分ける必要があ


るのではないかというご議論がありましたので、そういうことについてもご議論をしていただけ


ればというふうに考えてございます。 


 なお、先ほども申し上げましたように、この論点につきまして資料４で中鉢先生からもコメン


トをいただいておりますので、今後の意見交換に当たってはそちらのほうもご参照いただければ


と考えてございます。 


 説明は以上でございます。 


○吉川座長 ありがとうございました。 


 大変精力的にまとめていただいて、非常に内容が多岐にわたる、こんなに議論したのかなと云


う印象ですが、非常に詳細に書いていただいてありがとうございました。 


 それで、この指摘いただいた論点以外に何かこれもぜひ議論しておくべきだというようなこと


があればここでご提案いただきたいのですが。よろしいでしょうか。どうぞ。 


○岡本構成員 基本認識というところに入るかとは思うんですけれども、私がこの場にお呼びい
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ただいたことにも関係するんだと思うんですけれども、後ろのほうにも書いてあります、独法改


革の議論があるのですが、それだけにはかかわらず、やはり行政刷新会議なんかで広く議論はさ


れている、その中で研究開発が重要だと議論はされていますので、そことの整合性というのはや


はり認識した上での議論を進めなければいけないということで、新たにつけ加えるというわけで


はございませんけれども、そういうご認識をちょっと忘れずにということはあるべきかなと思い


ますので。 


○吉川座長 分かりました。それはある時点で触れてみるということですね。 


○岡本構成員 そうです、各論にかかわってくる発言ということでございます。 


○吉川座長 ありがとうございます。 


 それでは、次にいきますが、その前に私から、まとめという段階の論点の一つでもあるのです


が、資料番号のない資料を配っております。これは、私の指摘というか、頭の整理をするだけで


すので公表するべきものでも何でもない、話の糸口だという意味で書いたものです。ちょっとこ


れをごらんいただけますか。この変な図ですね。 


 これは、政策として一番問題である国家戦略、これを左側にセクター別に書いてありますが、


これは私が任意に思いついて書いた例にすぎません。国家戦略にいろいろな重要な柱がある。そ


の中に当然科学技術研究も並びます。しかしながら科学技術だけでなくイノベーションというこ


とを言ってしまった以上、これは横並びに置いておくわけにはいかなくなります。ここに書かれ


ている知財、情報通信、宇宙、国土、医療、など、いずれもイノベーションが起こり得るセクタ


ーですので、科学技術イノベーションについての組織論を考えるときには、このような一種の交


錯した、あるいは直交したような構造を念頭に置かなければいけないというイメージを持つ必要


があります。 


 しかし、ここで直交とは言うものの、変な曲線が書いてありますが、科学技術イノベーション


戦略と、重要な国家戦略の柱である戦略とが内容的にどういうふうに関与しているか。知財とい


うのは非常に科学技術に近いわけですけれども、例えば財政なんかはお金が研究費としてかかわ


っているという意味では非常に強い関係がありますが、財政そのものについては科学技術がどう


いう貢献するかという意味ではそう多くはないというようなことがあり、セクターによって科学


技術の関わり方が違います。こういった違いを考慮しつつ、かつこの交点においてどういう協調


関係がありうるかということ、これは今日の議論ではありませんが、この点を念頭に置いて考え


ないと、イノベーションの国家戦略における意義が決まらないのではないかという指摘です。 


 図中に数字が書いてありますが、青で書いたのが研究開発法人の数です。Ｘですね。例えば科
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学技術研究に関しては八つぐらい研究開発法人がある、情報通信は一つ。宇宙・海洋で一つずつ


です。それから国土は七つあって、医療・福祉は三つある。このどれにも研究者がいます。した


がって、科学技術イノベーションというときには少なくともこの研究独法にどういう関係を持つ


かということも考えざるを得ないので、少なくともこの研究をやるべきだという情報、あるいは


こういう研究をしてほしいというメッセージ、そういったものが政治から研究者にどのようにし


て届くかということを考える必要がある。 


 それから次は、これはちょっと先走っていますが、科学技術イノベーション首席顧問が仮にい


たとする。これは戦略本部のメンバーですが、このひとが一人浮いていてはいけないので、関係


府省に対して科学技術イノベーションの戦略に関する情報を発信するとともに、今申し上げた関


係府省が実施している科学技術イノベーションがどういうものであり、またどのような状況にあ


るかを十分に把握したうえで、日本における科学技術イノベーションの総体がどのような状況に


あるかを認識している人でなければならない。このような仕事はこの人一人ではできないので、


顧問会議のようなものを置く。顧問会議、これがどういう会議になるか今は未定ですが何か必要


です。そういった意味で、ここには双方向の情報のパイプがあって、日本における研究がどうな


っているのかということを認識すると同時に、逆にここから科学技術イノベーションの大きな方


針が常時各省あるいは各省についている研究法人、また多くの研究者を抱える大学に伝わってい


くというような構造が必要であり、それが今回の改革の重要な点であると考えます。 


 それからその次は、これはシンクタンクというのをどう置けばいいかということで、これもい


ろいろ難しいと点がありますが、とりあえず定員を持たないバーチャルなシンクタンクがいいの


ではないかという気がいたします。というのは、組織を新設するとこれはやはり非常に重くなり


すぎますので。例えば科学技術振興機構の研究開発戦略センターとか、あるいは文部科学省の科


学技術政策研究所といったところはそのままこのグループが一種の仮想的なシンクタンクになっ


て、この司令塔の要請に従ってさまざまな結論を出していくというようなシンクタンクが考えら


れます。それから、日本学術会議については、大学シンクタンクというのを大学につくってもら


って、これを日本学術会議に移し、そして学術会議のさまざまな作業に役に立つ情報を提供して


いく。こういったことも今度の改革ではできるようにしておいたらどうかと考えています。 


 最後の図は、これは研究法人、32ですか、存在しているということであります。 


 こういうことで、非常にさまざまなことが書かれているのですが、念頭に置くべきことは大き


く分けて二つあり、それは日本の大きな国策、国家戦略に対して科学技術イノベーション戦略と


いうものをどういうふうに埋め込んでいくかということと、それから現実の研究者に対してその
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科学技術イノベーション戦略をどうやって研究者およびイノベーションの実現者に向けて広げて


いくかという、そういう二つのミッションを司令塔あるいは顧問が持つのではないかということ


をまず念頭に置く必要があると考えているのです。 


 それでは、議事（２）ということですので、（２）というのはとりまとめに向けた検討です。


これについてちょっと事務局のお考えも含めて申し上げておきます。基本認識と基本姿勢につき


ましてはできれば短時間ですませる。それから、Ⅱの研究会で検討する必要がある論点というの


が、これが実は機能、司令塔、科学技術顧問と大きく分けてこの三つに分かれています。今日は


できたらそこについてのやや具体的なイメージを明らかにしていく。ここには人数はどうかとか、


どういう人が入るかというようなことが既に疑問形で書かれていますけれども、そういったこと


に対する回答もできたら出していこうと思います。 


 基本認識と基本姿勢については、これは前回２回にわたって、非常に大きな深い議論もしてい


ただきましたので、これについては10分ぐらい、特にご発言があれば伺いたいと思います。 


 最初に、それでは、基本認識と基本姿勢、Ⅰ番ですね、資料１の１ページにかかわること。こ


れについて何か改めてご発言があれば。 


 岡本さん。 


○岡本構成員 独立行政法人のことなんですが、今吉川先生がおっしゃった、日本の国家戦略の


科学技術政策を担うその司令塔の下にいるそういう独立行政法人ということを見ると、今の研究


開発と名前がついている独立行政法人32法人ですけれども、全て対象にしてここで言う研究開発


法人ではないと私は思うんですね。したがってそこの議論というのは、刷新会議の独法会議の議


論はしておりますけれども、むしろどういうものがここで言う研究開発法人なのかというところ


の議論はやはりこちらのほうから出していただくというのが結構重要なことかなと思います。 


○吉川座長 そうですね、そういう議論があるわけですね。 


○岡本構成員 はい。実際に32法人を含めて全ての独立行政法人にヒアリングをいたしましたが、


今ここで議論させていただいているような研究開発、全ての研究開発という名前がついている独


立行政法人を担っている方は決してそうではないと思います。その辺の議論と。 


 それからもう１点。国立大学法人と研究独法との関係なんですが。ここはよく並列で議論され


るんですが、ここはやはり明確な違いというのを、法人格も違いますから、出していただかない


と、同じ研究者が違う法人にいるだけというわけではないと思いますので、そこの議論もぜひ、


細かい議論にかかわってくると思いますけれども。 


○吉川座長 いや、それは非常に大事なことで、私は、日ごろ一番大事ではないかと思っている
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ところです。やはり現在の我が国の問題点というのは、基礎研究が非常に進展して、予算も投入


し、そして大学の研究も世界一流になってきたと言われながら、それがなかなか産業や社会の諸


分野につながっていかないという問題です。これはある外国の統計によれば、研究費の投入に対


して産業振興が日本は遅いというようなことも言われるような有様です。 


 それは一体なぜかというと、この前のヒアリングのときに理研の女性研究者、高橋政代さんが


言っていましたが、基礎研究、応用研究と分けて研究費が支給されるが、研究現場の事実を見る


とみな基礎研究をやっている。実際の研究費の中身は95％が基礎研究に使われているというご発


言でした。いわば今の岡本先生のご発言とも似ているのですが、応用研究の名の下に実は基礎研


究をやっているのだということです。その結果産業と基礎研究がつながらないという、これは一


つのジャパンプロブレムであるといえます。 


 そういったことで、今のご指摘と関係するところでは、基礎研究と産業とのつなぎをつくると


いう人たちを意識的にあるいは政策的につくる必要があると私は考えます。その可能性を持って


いるのは実は研究法人なのです。つなぎの研究を大学の中につくることももちろん可能ですが、


政策的にはなかなかできません。大学の自治があり、自発的にやることになり、事実行われても


いますが少ない。そういう意味で、この研究法人が実は大学とは全く違って、産業につなげるつ


なぎの役目を果たす役割を持っているはずなのです。研究法人の研究者がその意識を持つことに


よって、逆に必要不可欠な存在となり、ジャパンプロブレムを解くことができる。ですから、こ


れは非常に大事な問題です。いずれその部分はまたちょっと触れるということにいたします。あ


りがとうございました。 


 どうぞ。 


○大西構成員 基本認識のところなのですが、ここは書いてあることはこれからどういう観点で


以下の新しい提案をするかという確認みたいなことは書いてあるんですよね。ただ、その前にな


ぜ現在ある総合科学技術会議なり一連の活動を改組して改善していく必要があるのかというとこ


ろが基本的な認識に本来はなるべきだと。つまり、そこに何か問題点があるからそれを改めなき


ゃいけないわけですね。 


 吉川先生今言われたように、まさにイノベーションという言葉を今回使うということは、科学


技術の研究がうまく産業あるいは社会に生かされていないというところに問題があるわけですか


ら、しかしそこのところを暗黙の了解にしてはいけないので、やはり簡潔に明記する必要がある


と。それが出発点になるんじゃないかと。ぜひそこは書き込んでいく必要があると思います。 


○吉川座長 分かりました。それは書き込みましょうね。 
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 どうぞ。 


○野間口構成員 お二方の意見は私も大賛成なんです。、科学技術から科学技術イノベーション


の言葉に変えたことは、科学技術を社会に役立てるところまでもっていくということの重要性を


指摘しており、その点をを明確にすべきではないかと考えます。例えばＩＭＤとかＷＥＦのラン


キングを見ましても、日本の科学技術セクターは、結構高いランキングを得ているにもかかわら


ず、日本の競争力というランキングでは順位が著しく落ちるというのは、イノベーションの実現


力という点で大きな問題があると考えます。今回は科学技術イノベーションという形で新しくや


っていくんだという点を明確にすべきではないかと思います。 


 資源小国で、少子高齢化という厳しい状況すの中で、科学技術立国を志向する我が国において、


中鉢さんの資料にも書かれていますが、科学技術担当大臣は、専任の大臣をにして、国家戦略の


主要メンバーとして参加してもらう必要性を高らかに謳うべきと思います。 


○吉川座長 そうですね。それはどこかに出てくるのでしたね。 


○須藤参事官 国家戦略との関係につきましては、４ページの（ｃ）というところでまさに科学


技術政策担当大臣を国家戦略会議のメンバーとなることの必要性という形で書かせていただいて


いますが。論点としては今の野間口先生がおっしゃいました専任ということについてはこの資料


には出ておりません。 


○野間口構成員 最初のサマリーに出てくるところが基本になるところですからね。 


○吉川座長 これは前回から議論しているわけですが、国家戦略の中の科学技術イノベーション


戦略というのは極めて重要なものであるから、そこに柱として入れるということです。ここで私


の資料をご覧いただきたいのですが、柱といっても他のものと違う。並列に置くことはできず、


図のように交差しているのです。それが原因で、科学技術イノベーションを戦略の柱として扱う


ことが難しくなっているのですが、しかし野間口さんおっしゃるように、これはしっかりと意識


し手置かなければいけないと思います。ともすれば各省の政策の中に埋没して、全体としての重


要性が見えにくいところがあるのです。。 


○城山構成員 多分形で言うと、問題は基本認識にかかわる話だと思いますが、場所としては恐


らくⅡのところの体制のところの話として書くべきではないでしょうか。今は会議体のメンバー


がどの大臣まで入るべきかというところだけ書いているんですけれども、多分それと同時に専任


大臣を置くべきだということを入れるのであれば、そこに明確に入れるというのがいいんじゃな


いかなと思いますけれども。 


○吉川座長 そうですね。 
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○城山構成員 基本認識のところはやはり大きな大局認識で、なぜ専任大臣を置かなければいけ


ないのかという前提となるようなことをむしろ書いていただくということかなと思います。 


○吉川座長 前提で書く、よろしいですか、そういう形にしましょう。 


 どうぞ。 


○中村構成員 この中でいろいろなステークホルダーが一体感を持って進めるべきだということ


が書いてあるんですが、例えば産あるいは研究開発法人の積極的な参加を促すというんですかね、


イノベーション、これから日本が科学技術イノベーションやろうとしているのにぜひ積極的に参


加してもらって、一体感を持ってやるように進めるということが必要なんじゃないか。特に企業


が日本の研究開発の４分の３以上金使っているわけで、彼らがもう少し前向きにこういう動きの


中にコミットするというのは非常に重要なことで、そういうことを呼びかけるようなものになれ


ばいいかなというふうに思います。 


○吉川座長 そうですね、企業については余り触れていないのです。この報告書の中で企業の位


置づけを考える必要がありますが、企業に呼びかけるというのはいい表現ですね。 


○中村構成員 呼びかけているという感じをですね。 


○吉川座長 そうですね。それは非常にいいご指摘です。 


○城山構成員 恐らく、ちょっと先ほど岡本委員も触れられた有機的連携、大学、研究開発を行


う独立行政法人、企業の有機的連携というのは一応入口に書いているんですけれども、多分連携


の前提として幅広い参加を呼びかけた上で有機的連携を図るという、既存の人たちだけの有機的


連携ではないというニュアンスを多分出していただくというのがイントロであり得る話ではない


でしょうか。 


 もう一つは多分後で議論になるんだと思いますけれども、有識者とは何かというところですね。


一応科学技術顧問というのは基本的にサイエンティストだと思うんですが、多分それ以外の産業


なりの現場なりのそういうタイプの識見を持っている人たちの話が余り今の議論では入ってない


ので、そういう方々をどうするかというのをちょっとどこかで議論されたらいいのではないかな


と思います。 


○吉川座長 そうですね、それをやはり明示的に表現していくという方向になろうかと思います。 


 どうぞ。 


○永井構成員 これからの科学技術イノベーションは、必ずしも研究者が頑張って社会へ実装す


るというだけではなくて、社会と一緒につくっていくという面があります。人や社会を対象とし


て知識をつくる、それが価値を生んで、さらに社会あるいは世界に広がっていくという構図です。
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そういう意味では社会と一緒につくる、社会の側にもいろいろな役割を担ってもらうというよう


なことが少し入るとよいのではないかと思います。 


○吉川座長 なるほど。大変いいご意見ですね。 


 どうぞ、岡本さん。 


○岡本構成員 先ほど野間口先生がおっしゃった専任の大臣を置くというところに戻るんですけ


れども、私はその意見に非常に賛成なんですが。そのときにいわゆる縦割り、調整業務というこ


とで、やはり文部科学大臣あるいは文部科学省との関係というものがもうそこで答えが出てくる


ように思うんですね、前提条件として。そこははっきりスタンスを書いたほうがいいと。あえて


言うと、府省横断事業もやっている内閣府あるいは文部科学省との重複はやはり整理をして、今


後本部のほうに一元化をし、というようなところにおのずからくるのではないかなと。そうしな


いと、いつまでたっても縦割りというものはなかなか直らないと。ただ、そこを一歩踏み込むか


踏み込まないかというのが前提条件とやはり私は置くべきなんだろうなと。それがつくと大臣も


専任と。 


○吉川座長 それは文部科学省が持っている調整機能。 


○岡本構成員 内閣府が持っている調整機能。 


○吉川座長 それがごっちゃになってるのですね。 


○岡本構成員 そこをこの本部が総合調整を行うと。 


○吉川座長 総合調整ということで、そこに集約しようということですね。 


○岡本構成員 という意見を私は持っていますけれども。 


○吉川座長 そうですね、それは現実的な課題ですね。 


○岡本構成員 それがやはり大臣になると専任大臣というのになるんじゃないかなと思います。 


○吉川座長 そうですね。。 


○城山構成員 今の点、具体論は恐らく３ページ以下のところの司令塔の具体像、これは一体ど


ういうことを機能として書きこむかというところにかかわってくるんだと思います。例えばこれ


よく分からないところもあるんですね。例えば資源配分の方針を示すというのは、例えば今の内


閣府設置法の中でも似たような表現はあるので、そういうものと文部科学省の所掌事務の関係の


整理を表現上やるのかどうかとかも課題となります。あと、これは最初のころに事務局からのお


話にあったと思いますが、今の科学技術基本計画というのはある意味では行革前にできているの


で、基本的には政府が決定するもので、最終的には文部科学大臣の調整機能の下でやると。ただ


し、総合科学技術会議の議を経るという形になって、ワンクッション入れているというストラク
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チャーなんですね。そうじゃなくて、例えば科学技術基本計画は新しい戦略本部が策定するみた


いな表現にするのかどうか。例えば海洋だとか宇宙の話は基本的には戦略本部あるいは総合政策


本部がつくって、場合によっては閣議決定するという書き方になっているので、そこまで一元化


するかどうかという、多分そういうところが具体的な話として出てくるので、そこは各論のとこ


ろへ多分ちゃんと書き込むことが重要かなと思います。 


○吉川座長 そうですね。分かりました。 


 どうぞ。 


○大西構成員 ちょっと今の議論より前の議論の延長ですけれども、全体にやはり科学技術政策


が直接影響を及ぼすというか手段として動員できる範囲というのが、国が直接かかわる研究開発


法人とか国立大学にかなりウェイトがあると。これはやはり従来の科学技術政策というのが５兆


円なりの金をどう管理、有効に使っていくかというところに関心があったので、直接それを使う


国の機関とかあるいは国のお金が相当出ているところをテリトリーとして考えてきたというとこ


ろがあると思うんですね。ところが、今度イノベーションというふうに拡張すると、まさに皆さ


んおっしゃるように、民間企業がその担い手であるし、広く社会全体が裨益をするものになると


いうことになるわけですから、そこは概念を広げないといけないと思うんですよね。だから、書


き方のところで、身内のいわば国立大学とか研究開発法人にああしろこうしろというところと、


さらに大きな活動の中に参画してもらう主体が広いと、あるいは評価してもらう主体も広いとい


うところをきちんと書き分けないと、俺は入ってないんじゃないかとかいうような疑問が起こっ


てくるという気がします。 


○吉川座長 なるほど。先ほど呼びかけという話もありましたが、そういったことをもっと明快


に、範囲を示すということですね。 


○安西構成員 重なりますけれども、基本認識と基本姿勢ということですと、やはり今の時代に


国民が待望しているということへぜひメッセージを出していただきたいし。科学技術、特にイノ


ベーションということは一体どういうことなのかということを、基本認識、基本姿勢ですので、


特に科学技術が今までのある意味枠の中だけではなくて、本当にやはり社会にかかわって、同じ


ですけれども、やっていくんだということをやはりしっかりうたっていただきたいなというふう


に思います。 


 また、基本姿勢ですので、そのために今までできなかった、やってこなかったことをちゃんと


やっていくんだというそういう責任をメッセージとして打ち出していくということがとても大事


なことだと思います。今いろいろお話されますことというのは、本論のところできちんと書き込
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んでいただければと思います。 


○吉川座長 そうですね、そういうスタンスが最初から必要ですね。 


○安西構成員 国民に対するメッセージとして非常に大事だと。 


○吉川座長 そうですね。 


 よろしいでしょうか。 


 幾つもご指摘いただきました。整理は事務局にやってもらいますが、ランダムに申し上げて、


まず専任の大臣をきちっと置くということがあります。それからイノベーションの担い手が変わ


ってきたということについての輪郭をはっきりさせること。それから、担い手だけではなくて、


積極的参加という意味ではもっと広く今回の動きに対してこういう動きに参加してくれと、参加


に対する呼びかけという問題が出ました。さらにそれは別な言い方で言えば、科学技術政策ある


いは科学技術イノベーション政策というものは非常に概念として広がってきているわけであり、


これが実は一般の人々の従来受けてこなかった領域にまで科学技術の恩恵というのは及ぶのだと


いうことのメッセージをきちっと出すというようなシナリオでもう一回整理していく、こういう


ことでしょうか。 


 それでは、ほかにございますか。機能のところはいいですか、これで大体。 


 さて、それでは、具体像へ、今のお話とも関係しますが、３ページ目以降です。ご意見がござ


いますか。 


○野間口構成員 ２ページは。 


○吉川座長 ２ページありますか。では、２ページいきましょう。２ページは機能のところです


ね。まず論点ですからね。それでは、まず機能でいきましょう。 


 どうぞ。 


○橋本構成員 これは今２ページのところ、私ちょっとこのペーパー全体にはたくさん意見があ


るんですけれども、２ページのところまででしょうか。２．１の前まででしょうか。どこの辺ま


で議論する。 


○吉川座長 いや、４ページからは別になりますよね。 


○橋本構成員 では、２ページ目、３ページ目でよろしいですかね。 


○須藤参事官 そういう意味で言いますと、今橋本先生がおっしゃいましたように、機能という


ことでありますと２．１の前ですね、３ページの上の（５）までで。 


○橋本構成員 ５までですね、はい。最初に、司令塔機能のところなんですが、今ずっと議論が


ありましたように、科学技術イノベーションといって、それでそのための①のところが多分一番
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重要なんですけれども、政策全体を俯瞰した上でのメリハリの利いた施策実現のための一元的な


総合調整、総合調整が１番に書かれているのかなと思うんですね。そうじゃなくて、やはりこれ


は施策実現のための立案とか実施機能だと思うんですよね。これメリハリの利いたというのはど


うもずっとトーンとして予算の効率化みたいなイメージがずっと流れている、それはそれで重要


なんですが、やはり今ここで必要なのは、科学技術イノベーションを達成するための施策実現の


ための立案と実施としての司令塔という位置付けを明確にするべきだというふうに思います。 


○吉川座長 なるほど。ありがとうございます。 


○橋本構成員 その下にはいろいろ企画とか立案というのは、これはもう個別になってきますの


で、まず機能としては一番、じゃないかなと。 


○吉川座長 そこをきちっと書くと。 


○岡本構成員 今の先生のご発言の中の実施のところなんですが、立案をしたものを実施をする


主体は別にありますよね。 


○橋本構成員 そうです。 


○岡本構成員 そうすると、この本部がどこまでかかわれるのかと。 


○橋本構成員 これこの後の議論になってくるんじゃないんでしょうか。でも、立案だけで終わ


るのではなくて、実施のための、後からまた議論、私なりの意見はありますけれども、それはだ


から実施主体に対しての指示ですね。そこも含めて私は今実施と申し上げました。 


○岡本構成員 そこが非常に微妙だと思っていまして。例えば先ほど研究開発独法の例を取り上


げると、この本部があって、主務省というのがあって、それで法人というふうになってきますと、


主務省を飛び越えてどこまでこの法人にかかわるのかという議論が非常に、我々のほうで議論す


るには非常に微妙な影響を持ってくるかなと。 


 当然今の独立行政法人と似たような形でこの研究開発法人の在り方が出てくるとなると、主務


大臣が基本的にはかかわってくるというところと、この本部がどのようにかかわるか、そこはす


ごく議論をしなきゃいけないんじゃないかなと思っています。 


○橋本構成員 ええ、そこは大変重要で、それを分かって言っているつもりなんです。ですので、


ここで実施という言葉を入れておかないと、自動的に切れてしまうんじゃないかなと思ったので。 


○岡本構成員 はい、先生のおっしゃることよく分かりました。 


○大西構成員 今の点でちょっと違和感があるんですよね。今復興庁の議論が別の世界で進んで


いますけれども、その復興庁と今の対策本部ですね、震災復興対策本部の大きな違いは、実施機


能を復興庁は持つという、そこが違うんですね、法律上。実施機能は幅があるんですけれども、
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強く考えれば、これは全ての事業を実施、まさに国にかかわる事業を実施するということになる


わけです。だから、ここに実施と書くと、幅が一番極端にとれば、全ての科学技術イノベーショ


ンの国の事業について実施をするということになるので、これは膨大な役所になるわけですよね。


それは私は現実的には考えられない、この短期の議論でその結論まではいかいと思うんですね。


そうすると、実際の実施する部隊というのは、当面この中でそれをいじるという議論まではでき


てないわけですから、それがやっていくのをいかにこのイノベーションということが加わった目


的に沿うようにいわば導いていくのかというのがこの司令塔のまさに役割になるんだろうと。そ


うすると、そこではいろいろなやり方を使いながら、いかに誘導を図っていくのかというところ


に徹していくべきであって、そのことを実施と書くと書きすぎなのかなという気がするんですけ


れどもね。 


○吉川座長 そうですね。 


○永井構成員 立案、実施も大事だと思いますが、その前に戦略構想ということをやらないとい


けないのではないでしょうか。今までの科学技術あるいはイノベーションには、大きな穴という


のがやはりあったのだと思います。もっと広い目でまず戦略を立てて立案して、どこまで実施す


るかということだと思いますが。多分関係府省だけではカバーしていない部分があると思います。 


○吉川座長 俯瞰した上で総合調整するだけではなく、実際に実施を始めるための戦略立案まで


やるということですね。 


○城山構成員 多分今永井先生がおっしゃられた点はすごく重要で、機能として④のサポート機


能は書いているんですよね。動向や社会的期待や社会的影響を把握した上で企画立案をするとい


うのはまさに戦略策定のための基礎作業なので、これに基づいてまさに戦略をつくるという作業


が必要なので、それは明示的に書いたほうがいいというのはそのとおりだと思います。 


 それから、先ほど来の議論は、恐らく今のこの資料で言うと６ページの選択肢の下のほうに司


令塔の位置付けの（ａ）、（ｂ）で書いてあるところの話になります。今の総合科学技術会議の


役割の書き方というのは調査審議、アドバイスなんですよね。それに比べてその下に書いてある


のは、これは例えば宇宙とか海洋の本部の表現をとっているんですけれども、どういう表現をと


っているかというと、調査審議だけじゃなくて、ここは大西先生のニュアンスも含めると微妙な


表現ですが、実施の推進及び総合調整なんです。実施とは書かない。だけれども、実施の推進と


いう表現は入っています。何とか本部というのには大体このぐらいまでは入っているんですね。


それがどう機能するかというのはまさに現実を見ないと何とも言えないんですが、このぐらいの


表現を入れるかどうかということが多分一つのポイントだと思います。 
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 それからもう一つは先ほど申し上げたように、ここの書き方も若干うがった読み方かもしれま


せんが、例えば今の司令塔機能の②は科学技術基本計画に示された施策の実施の確保なんですね。


そうすると、では科学技術基本計画は誰がつくるんだという問題があります。計画がもともとの


話としてあって、その戦略を具体化するものとして司令塔の機能があるわけです。今の科学技術


基本法だと、これはやはり政府がつくって、文部科学省が最終的にサポートしてつくっているん


ですけれども、要するに科学技術基本計画を策定するとか作成するという表現までをその司令塔


の機能として明確に入れるかどうかというのが問題としてあります。やはり戦略機能を入れるの


であればそこまで入れないとつじつまが合わないだろうなと思います。これは海洋とか宇宙です


らそこは作成とか策定とかそういう表現は入っているんですね。最終的に閣議に持っていくかど


うかとかそういう問題はもちろん残りますけれども。ですから、その科学技術基本計画の実施と


いう書き方で書いているんですが、その前提となるような、少なくとも作成にかかわることも戦


略の具体像としてやはり具体的に書き込むということが、先ほどの文部科学省との関係において


もやはり重要なのかなと思います。 


○野間口構成員 先ほど大西先生がご指摘された、今の総合科学技術会議でなぜできなかったの


かと。いう点について、我々民間にいるころは、勇気を持ってやればここに書いてあるようなこ


とはほとんど実行に移せたのではないかと、思っておりました。そういう意味では、当然やらな


ければならないと思います。 


 あえて今回違うとしたら、宇宙やＩＴは、科学技術の研究的なチャレンジをしておりますが、


業務的な要素もあります。そういうところに対して、少なくとも科学技術イノベーションにかか


わるところは、司令塔機能と助言機能は持たなければいけないと思います。そういうのを思い切


ってマニフェストすべきじゃないかと思います。 


○吉川座長 イノベーションの戦略を立てるところほかにないわけですね。ですから、ここがや


るということを明示しましょう。ですから戦略立案も入れる。ただ、実施に関しては実施の推進


という表現になる。 


○城山構成員 そういう表現が今までとられていたと。それが何を意味するかは現実には微妙で


すが…… 


○吉川座長 実施者ではないということですね。 


○城山構成員 実施者ではない。 


○吉川座長 実施の推進で我慢する。 


○橋本構成員 もちろん、それは後からそういう意味で言っているんですね。後から、要するに
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今のように単にアドバイス機関の位置付けではまずいということを言いたかったわけで。城山先


生おっしゃっているように、後ろのほうでそこ議論するので、そこで議論しようと思っていたん


です。 


○吉川座長 そうですね。分かりました。 


 では、先ほど永井先生からご指摘いただいた、戦略構想は入れるという方向で考えます。これ


は科学技術イノベーションに関する戦略構想をつくる。それをここでは例えば実施の推進という


表現で、そこまで範囲を広げていくということですね。 


○城山構成員 ちょっと一つだけ確認させていただきます。科学技術基本計画の作成みたいなこ


とを司令塔の役割と入れるかどうかというのが問題としてあるんだと思います。ただ、これを本


当に実現しようと思うと別の法律も変えなきゃいけなくなるので、そういうことは多少業務的に


はありますけれども、ただ、戦略をつくってあとは科学技術基本計画の実施だけというのは変な


ので、間が抜けているわけですよね。そうすると、戦略と実施の推進をやるのであれば、科学技


術基本計画にはかなり能動的に関与するということを明示的に書いておくということは必要なの


かなという感じがしますが。 


○吉川座長 そうですね。城山先生のご指摘は、戦略構想と実施の推進というのをきちっと書き


込むということですか。 


○城山構成員 今の表現だと、②に科学技術基本計画で示された政策の実施になっているんです


けれども、そもそも科学技術基本計画を作成のところにもちゃんと関与するということは明示的


に書いておいたほうがいいだろうということです。今も法律上は、総合科学技術会議の議を経て


となっているんですけれども、多分それは作成という表現と違うんだと思うんですね、そこは。 


○吉川座長 法律的に最終的にどういう形になるかどうかは別として、実質的に基本計画そのも


のをつくることにかかわるべきであることは当然だとお思います。これもやはりはっきりと書く。 


○須藤参事官 はい、それは別段あれですけれども、１点だけ申し上げます。今まさに城山先生


は法律の文言という意味で総合科学技術会議の議を経てということになっているということをお


っしゃっていただきましたけれども、基本的に、実質的に今の基本計画はそういう意味で総合科


学技術会議はそこが若干微妙な位置付けということになるかもしれませんけれども、実質的な内


容については総合科学技術会議がつくっているということで、これまでの四つの基本計画をつく


っておられるということかなと、実質的にはそういうことではないかと思いますが。 


○城山構成員 ここはむしろ最初のころに議論あったと思いますが、若干二重的になっているわ


けですよね。それで、基本方針は総合科学技術会議でやって、文部科学省ベースで基本計画を調
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整して、最後閣議決定に持っていっているという。だから、２段構成になっていて、だから総合


科学技術会議の実質的関与はあくまでも基本方針の話ですよね。計画それ自体ではなくて。そこ


は例えば海洋とか宇宙の場合には計画それ自体が本部が作成するとかそういう表現になっている


んですね。そこが２段階構成を維持するのか、先ほど岡本委員のお話があったように、文部科学


省のところをきれいにある程度するのであれば、そこはもう明示的に位置付けるというところは


はっきりさせたほうがいいのかなという、そこの判断だろうと思います。 


○吉川座長 どちらがいいですか。 


○野間口構成員 せっかくやるのですから、それはしっかりと新しい形にすべきだと思います。 


○吉川座長 では、やると。方針も立て、計画も立て、そして実施の推進も行うと、こういうこ


とですね。 


 では、そういう基本線でいくということにします。 


 ほかはよろしいですか。 


 どうぞ。 


○城山構成員 これはむしろ後にかかわってくるんだと思うんですけれども、（１）の２ページ


の司令塔機能の⑥のところで、有識者等の科学的助言を踏まえた政策の企画立案となっていて、


このときの有識者というのは誰なんですかという問題があります。後のほうで詳しく科学的助言


なり科学顧問の話は出てきていて、ここは前回大西先生が言われましたし私も申し上げましたけ


れども、サイエンティフィックなアドバイスと政策全般に関するアドバイスとはちょっと質が違


うんじゃないですかということで、かなりそこは共有していただいたと思います。そういう意味


でいうと、科学的なアドバイスというのはある意味では科学のところにある程度自己限定するこ


とが重要なんだと思います。ここでいう司令塔機能へのアドバイス機能、有識者によるアドバイ


スというのは必ずしも多分科学的助言だけではなくて、まさに先ほどビジネスなり社会の現場を


踏まえた助言とか、ある種政策的助言も入ってくると思うので。そういう意味でいうと、一つの


表現はここは科学的助言だとちょっと狭いので、せめて「等」ぐらいを入れてもらったほうがい


いなというのと。 


 逆に言うと、どこかで司令塔を支援する有識者というのが科学的顧問だけでいいのか、別のタ


イプの有識者がいるのかとか、あるいは科学的顧問はある意味ではいろいろなタイプの有識者の


あくまでも議長的なステイタスでいるのであって、科学的顧問を通していろいろなタイプの有識


者の意見も入ってくるのかとか、ちょっとそのあたりを多分各論で議論していただくといいのか


なと思います。ここはとりあえず表現は科学的助言だと変なので、「等」ぐらいを入れておいて
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ほしいということです。あとは、実態としては有識者をどう考えるかということをむしろどこか


で議論していただく必要があるかなと思います。 


○吉川座長 そうですね。この場合科学といったときに、社会科学なども想定されますか。 


○城山構成員 社会科学も入り得ると思います。例えば経済的な効果はどうかとか、経済という


観点からあるサイエンティフィックなアドバイス、そこは科学でいい。 


○吉川座長 それは別に科学でなければ助言を受けないという原則論も現実的ではありませんか


ら、科学的助言等という表現のほうがいいかもしれませんね。ありがとうございます。 


 それで、ほかはいいですか。科学的助言機能というのもありますね。 


 それでは、次にいよいよ具体的な話になっていくので、とりあえずそちらへ入ってみて、また


戻ることも可ということにしましょう。それでは、３ページの２ですね、１で示した後の２で、


（１）科学技術イノベーション推進の「司令塔」の具体像というところを見ていただきます。こ


の具体像というのは６ページまで続いています。 


○橋本構成員 でも、先生、大分違う内容が入ってる。①と②は全然違うし、③も違いますし。 


○吉川座長 そうですね。では①ごとにいきますか。まず①、予算編成と資源配分における役割


というところ、これは３ページですね。 


 どうぞ。 


○橋本構成員 今までの議論にあったように、この司令塔というのは非常に重要な高い位置にあ


るんだと思うんですね。ですので、これは独自予算の、３ページの下に書いてますが、もし司令


塔が独自予算を持つんだったら全部持たないと、全部持つんだったらいいですけれども、そうじ


ゃなくてある一部分を持ってここは自分であとはなんてこんなことはできっこないんだと思うで


すね。やってはいけないんじゃかと思うんですね。 


 ですので、私はこのまず司令塔の位置付けを明確にして、やはりそういう科学技術政策をやる


上での司令塔なので、１段上にあるんだと。だから、そこが予算を持つようなことではなくて、


その前のほうですね、この検討項目に書かれていることが検討項目の中のｃとかｄのところ、例


えばｄで大枠としての科学技術関係予算を確保するために何をやるかというと、相対評価による


厳格な優先順位付け、検証可能な設定、評価などを通じて、メリットどうのこうので信頼感を得


ると、なんかこう内向きというか抑える方向ばっかり書かれていまして、そうじゃなくて、やは


りそういう司令塔なんだから、これは例えば科学技術関係予算の総枠をつけたときの決定すると


きとか、あるいはシーリングの話とか、そういうところも関与するというかそういうことがまず


一番大きなものであって。それであとこういうことなのかなという気がいたします。 
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○吉川座長 そうですね。 


 どうぞ。 


○安西構成員 司令塔というのは、後のほうに書いてあるんですけれども、どこまで、誰までを


司令塔と言うのかというのはちょっとなかなか分かりにくくて。閣僚が入った戦略本部を司令塔


というわけですね。 


○吉川座長 そうです。科学技術イノベーション戦略本部があり、それが司令塔であり、その長


は総理大臣です。そこに閣僚が入る。 


○安西構成員 そういうことですね。そうしますと、一つは、その司令塔に誰がメンバーとして


入っているのかということは非常に大事で、私はやはり所管、科学技術イノベーションに関与す


る大臣はやはりそこの戦略本部にきちっと入っていないと、科学技術担当大臣が専任であろうと、


それと総理大臣とか官房長官とか本当に少数で戦略本部だというのよりは、やはりきちんと所管


の大臣がみんな入って科学技術についてちゃんと情報を共有して決めるということが大事なので


はないかと思います。少人数のほうが決めやすいように見えるかもしれませんけれども、やはり


実際の実施は各府省がやるんだと思いますので、そこのところは大事だと思います。 


 それからもう一つは、今もありましたけれども、予算を決めるというか予算を立てていくこと


の権限を、予算の権限をどこが持つかということはとても大事で。やはり司令塔のところがきち


んとその予算権限を持っていただかないと、絵に描いた餅になるということだと思います。 


○吉川座長 そうですね、司令塔の構成については、この②のほうに出てきます。規模、人数等


もあります。これをも含めてご議論いただきたいと思います。例えば今の安西先生のご指摘は、


少なくとも所管、科学技術に大きく関連する所管の大臣、総理大臣は別として、所管の大臣と科


学技術イノベーション担当大臣が入る。あと総合科学技術会議の場合の有識者に該当する人。で


すから、そういう人が入るのか、また科学技術イノベーション顧問を入れるか。これらを検討い


ただきます。 


○安西構成員 私は科学技術主席顧問といいますかね、私は顧問というのは何人か、吉川先生の


案にありましたように、各府省に科学技術顧問がいたほうがいいと思うんですけれども。 


○吉川座長 そうですね、それは必要と考えています。本部には首席が一人入る。 


○安西構成員 そうですね、そういうメンバーではないかと思います。 


○吉川座長 そうですね。総合科学技術会議ですと、余り理系の科学ばっかりになるので、一人


文系を、社会科学系を入れようという話もあったわけです。その人たちを入れてゆくと、大体似


てるようなイメージになると思います。。 
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○安西構成員 やはりさっきから言われている戦略の総合的な立案と、それからそれの実施の推


進ですね、それをやっていくのに必要な人材はきちんと入れていただいたほうが結局はうまくい


くんじゃないかというふうに思います。 


○吉川座長 そうですね。 


 では、大西さん。 


○大西構成員 さっき橋本先生言われた意見、私も賛成で、３ページの一番下で、司令塔の独自


予算というのが全体と比べ小額の独自予算という、いかにも志の小さな低い書き方になっていて、


非常に全体の中で一番ここが気になったのですが。つまり、ちょっと自由に使うお金をあげるか


らこれで満足しろというようなことになっては足元を見られると思うんですね。やはり全体、科


学技術イノベーション予算全体をマネジメントするということが橋本先生おっしゃるように必要


なので。 


 その意味では、今結局最終的には予算は財務省も関係して、私の理解では結局歳入なりどのぐ


らいお金があるのかということと予算はリンクしていますから、この本部が司令塔が幾ら何々に


つけるというところまでは決めきれないと思うんですね。ですから、やれることはやはり科学技


術イノベーション関係の施策の優先順位をつけると。それでお金がなかったら優先順位の低いの


から切っていってもらうというようなことをするということは考えられると思うんですね。そう


いうこともなければ、結局言ったことを参考にして自由に予算が決まると、自由と言っては言い


すぎかもしれませんけれども。やはりそこにやり方をきちんとルールを決めて、予算に対して影


響を与えることができるようにするということが必要ではないかというふうに思います。 


 その下にある調査分析機能というのが出ているんですけれども、私はこの点非常に大事だと思


っていまして、次のページでＰＤＣＡサイクルの確立というのが右のほうに書いてあります。こ


れをぜひやらないといけないと。つまり、科学技術イノベーション政策というのが本当に有効な


のかということがまさに問われるわけですから、ＰＤＣＡサイクルで調査分析をきちんとやって


評価を行うというのが特にＣのところが決定的に大事だというふうに思うんですね。なかなかこ


れ役所はできにくい領域なわけです。つまり、過去の施策をいわば否定する場合もあるわけで、


だけれども、そこをちゃんとやるということが必要だと。 


 それからもう一つだけ。その下のほうに宇宙、海洋、ＩＴ、知財といった各推進施策のための


こういう組織をどうするかということが書いてありますけれども、私はこういうものをイノベー


ションの非常に現場につながるような施策をやっているところを取り込んでいかないと、イノベ


ーションと謳っている意味がないということなので、ぜひこの中で、宇宙、海洋はいろいろな事
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情もあるということですが、それを含めてＩＴ、知財等についてはここに含めていくということ


が必要だろうと思います。 


○吉川座長 はい。 


○永井構成員 最初の①の次の丸ですが、司令塔が調整機能的に位置づけられていると思います。


司令塔がまず政策課題に即した重点化方針を示して、それに基づいて施策が立てられるという、


そのような記述の方がよいと思います。ですから（ａ）もまず施策全体が出てきて、それを把握


して意見を言うのではなくて、まず政策課題に即した重点化方針を示して、それに基づいて施策


が立てられ、それを把握して実施を推進するというような、順番を変えた方がよろしいと思いま


す。 


○吉川座長 そうですね。 


○永井構成員 これがまさに戦略機能だと思います。そうしませんと府省横断的なプロジェクト


というのは出てこないんですね。 


○城山構成員 今いくつか出た議論に関してですが、１つはメンバーの範囲をどうするかという


のが一番大きな問題です。吉川先生が最初ご紹介されたこの絵とも絡んでくるのだと思います。


イノベーションというからには狭い意味の科学技術だけではなくて応用分野の現場をある程度含


む必要があるので、多分広げる必要があるだろうというのはある意味で共通項であると思います。 


 ただ、問題はそのときどこまで、どういう形で広げるかという話です。今の総合科学技術会議


でいうと多分首相、官房長官、科学技術担当大臣まではマストで、あとは首相が指名するものと


なっていて、正確には覚えていないのですが、多分経済産業大臣はほぼ常に入っているのですが、


あとはアドホックです。だから、そこを多少広げるとすると一体どこまで広げるのですかという


辺りが多分１つの問題になってきて、例えばエネルギーはある意味では経済産業大臣が入ってい


ますが、医療とかあるいは農業とか、ある意味ではそういうフィールド、前線になるようなとこ


ろを入れるかどうか。その入れ方も指名して書き込むのか。それからあと枠のところを少し考え


て、そういう人たちが入れられるような枠の数を指定しておいて、あとは相対的な重みづけはそ


れぞれの政権であるでしょうからやる。ただし、枠は少し広げておくことにするのか。そういう


選択肢があるかなと思います。 


 若干それとも関連してくるのは、大西先生が言われた本部との関係です。私も基本的にはイノ


ベーションまで入れるとすると、海洋と宇宙は個別分野なのでちょっと別に置くとしても、ＩＴ


と知財の話は考え方としては統合した方が筋は通るだろうと思います。そのときに若干、これは


マイクロな調整事項ですけれども出てくるのは、多分今の知財本部とＩＴ戦略本部は多分全閣僚
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が入っている。ある意味で全部が現場だという発想です。つまり例えばＩＴについては、電子政


府であれば各省やっているわけなので全部入りますと。そこに引きずられていいのかというとこ


ろは工夫が必要です。 


 その戦略本体にどの省庁の範囲で入れるのかという話と、多分今やっているＩＴ戦略本部とか


知財の本部はかなり具体的な細かい話もやっているので、そのレベルを全部吸収できるのかどう


かは微妙なので、場合によってはそこはサブグループを作るなり、補完的メカニズムをやること


にしないと、全員引っ込んでしまうとさすがに大きすぎるだろうなと思いますので、そこは工夫


する必要があるかなと思います。 


○吉川座長 いろいろな工夫が要りますね。これは私も考えてみたけれども非常に難しい問題で


す。確かにこの図にありますように科学技術が非常に強く影響するとか、そうではないとか、さ


まざまなものがあるわけです。しかし関連しているといえば全部関連しているわけですから。関


連者と言ってしまうと全部入ってしまう。 


 とりあえずは現行のように枠というか、マストの人がいて、それ以外に話題別によっては入っ


てくるような柔らかい組織にせざるを得ないでしょう。 


○城山構成員 各省からとれる枠を少し広げるぐらいというのはあり得るのかなと。 


○吉川座長 そうかもしれません。 


○城山構成員 正確なところは覚えていませんが、そうすると少しその利用に関わる省庁の大臣


にも入ってもらう。ただし、事実上の核になるほどは広げませんよという、そこはある程度戦略


性が必要です。どこをターゲットにするかというのはそれぞれの政権の優先順位もあると思いま


すので。 


○吉川座長 そうしないとイノベーションになった原因がはっきりしないということですね。 


（古川大臣入室） 


○吉川座長 大臣が見えました。お忙しいので、ここで一言お話を。中断しますね。 


○古川大臣 どうもすみません、議論していただいている途中で恐縮でございます。科学技術担


当大臣を務めております古川でございます。国会にて党の関係でこれまで出席できなかったので


すが、大変熱心にご議論いただいている状況につきましては大串政務官や角南参与から随時報告


を受けております。吉川座長をはじめ、お集まりの有識者の皆様方に心から感謝を申し上げたい


と思います。 


 私は国家戦略担当大臣も兼ねておりまして、国家戦略の方では国家戦略会議を立ち上げました。


先の総合科学技術会議の本会議におきましても、これは野田総理から科学技術イノベーションは
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新成長戦略の主力のエンジンであると。そういうふうに位置づけられているので、とにかくこの


新しい司令塔は国家戦略会議にも政策のインプットを行う形にしたいと思っております。そうい


った意味ではこの研究会の方で新しい司令塔が示していただく方向性を着実に実現できるように


していきたいと思っております。 


 この司令塔は今申し上げましたけれども、戦略会議とも密接に連携することによって、今もご


議論になっていたと思いますが、メリハリの効いた資源配分や、あるいは規制改革といった事項


についてより影響力を与えることができるのではないかと思っております。 


 これまで私もアメリカやイギリスの科学技術補佐官ともお目にかかってお話を伺ってまいりま


した。イギリスなどでは各省に科学技術顧問を置いて、毎週１回科学技術顧問の皆さんが集まっ


て情報交換、意見交換をしている、そんなお話も伺いました。何でもイギリスの方式がいいかと


いうと、今の民主党政権も政権交代以降目指したのはイギリス方式だったのですが、文化とか違


うと相当そこはそれぞれの社会に根ざしたところもありますので、ただそのまま持ち込めばいい


ものではないというのは私自身の実感としてよく分かっております。しかし、そこは理解をした


上でいい部分は日本のシステムに応用すると。日本人はそういう意味でそのまま輸入するよりも、


そこをうまく日本流にアレンジする、モディファイする技術、これは大変古来優れているわけで


ございます。是非諸外国の科学技術を国家の中枢的なものと位置づけて、これを実際に、今回は


科学技術イノベーションと、単に科学研究だけではなくて、最後イノベーションまで繋げていっ


て、そしてまたそれを次の基礎研究や、あるいは新たな技術開発に繋げていくという、そういう


サイクルを作っていく、その在り方としてどういう政府の中の在り方がいいのか。縦割りを是正


して科学者の皆さん方と、また役所の人たちと、そして我々政治家がしっかりコミュニケーショ


ンをできるような、そういう形を是非作っていきたいと思っております。そのためにもここで皆


様方に議論していただいていることは、その方向性に従ってまとめていきたい。できれば来年の


通常国会にはそれをまとめて法案という形にもしてまいりたいと思っております。 


 大変限られた時間の中で忙しい先生方にご無理を言っておりますけれども、どうか皆様方熱心


にご議論いただきましておまとめいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 


○吉川座長 ありがとうございました。それでは議論を続けます。 


○中村構成員 先ほどの予算は非常に大事だと思いますので確認ですが、ここの司令塔が予算に


関して果たすべき役割というのは、３ページにありますように大枠としての科学技術予算の確保


に向けた努力と、それから大きなマクロな資源配分の方針を決めることと、そしてその優先順位


づけをする。この３つと考えてよろしいのでしょうか。確認です。 
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 大きな枠としての。 


○吉川座長 大枠ですね、１つは。 


○中村構成員 それから資源配分の方針ですね。 


○吉川座長 配分ですね。 


○中村構成員 それから優先順位づけですね。 


○吉川座長 そうですね、予算に関してはですね。 


○中村構成員 この辺をはっきりさせておくことは非常に重要だと思うのですが。 


○吉川座長 当然大枠は一番関心事というか、これによって非常に大きなものが決まります。も


ちろんこの司令塔で決めるわけではない。これはある意味では国家戦略の中で決められるべきも


のですから。その国家戦略会議で主張できる基礎資料をここで揃えて出すというのが大枠です。 


 それからその配分と受容度の順位を決める話がありました。個別政策を決める前にマクロな予


算配分を決める。 


○中村構成員 どういう分野にどういう割合で資源を投入するか。 


○吉川座長 そうです。それはやはり個別の省庁から出てくるプロジェクトの前に決める必要が


あります。それが予算の配分ということでしょう。 


 それから優先順位、これはなかなか難しいわけです。付ける必要がある場合もあれば、そうい


うことがつけられない場合もあろうかと思います。この３つが一応ここに書かれてはいます。 


○岡本構成員 要するにプランニングというところであれば、今、先生方がおっしゃった部分で


すが、結局、予算を執行した後の結果を次の予算にどう反映するかというところが私などは重要


なのかなと思います。ここの事務局の文章にも目標の設定でありますとか、評価とか書いてあり


ますが、そこを次の予算にどう結びつけるかというところまで含めた予算に関わる資源配分とい


うふうに私は理解します。そういう理解でいいのかどうかということかと思います。 


○吉川座長 そうですね。もちろん配分して終わりではありません。 


○岡本構成員 そういうことに関連しますと、今いわゆる司令塔が諸先生方がおっしゃったよう


な機能を持つべきだと私も思いますが、結局、そこをどう具体的に実務的に下ろしてくるかとい


うと、その司令塔を支える事務局をどう構成するかということ。それは後の議論かもしれません


が。ここはすごく重要なことになって、そこが例えば各省からの指定席になってしまったり、あ


るいはローテーション人事では困るというところです。現実にそういう本部を支える事務局はか


つていろいろなところに既に存在しています。その通りにならなかったということもあると思い


ます。その辺はぜひ議論を。 
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○吉川座長 そうですね。それは十分意識されていると思います。 


○岡本構成員 これは後の方に書いてあると思います。 


○吉川座長 具体的には従来の事務局では非常に難しかったのかもしれないのですが、シンクタ


ンクというようなものを付けて、恐らくこれはかなり高度な調査手法というものが必要になると


思います。 


○岡本構成員 先生がおっしゃったそういうシンクタンク機能を踏まえた上で、各省に対してあ


る程度一段上に立った指導権限というような、指導権限というのはおかしいですね、調整機能と


いう意味かもしれません。それを持つような事務局がないと、いかに司令塔を作っても絵に描い


た餅かなという気はいたします。 


○野間口構成員 先ほどの安西先生の司令塔というのはどこまでを指すのだという点と絡むと思


います。今、岡本委員がおっしゃったような問題は、司令塔が大臣で構成されるというだけでし


たら、それを支える科学技術顧問のレベル、あるいはその下の事務局スタッフレベルまで含めて


指すのか。それをはっきりしておいた方が今後の議論のために役に立つのではないかと思います。 


○城山構成員 前回、総合科学技術会議の白石先生が来られたときのやり取りの中にもあったと


思いますが、どういうタイプのサポート人材が必要かということで、多分２つぐらいあって、シ


ンクタンク的な機能で動向を分析したり、社会的期待を把握したり、技術が社会的影響をどう持


つかを分析する、そういうシンクタンク的な機能は１つの核として多分必要だと思います。 


 もう１つは、ある程度方針を受けて、各省から来た人たちをちゃんととりまとめて、今のお話


でいうとちゃんと指揮というか、ガイダンスしてマネジメントしていくような人たちが必要です。


前回の議論だと政策起業家みたいな言い方をしたと思います。そういうマネジメントしていくタ


イプの人と両方います。その２つのタイプは人の育て方も多分違うと思います。２つのタイプを


サポートしてどう確保するかはすごく重要です。 


 今のこの記述の中でいうと５ページのｉのところの２つ目の線です。司令塔は各省間を連携さ


せる仲介の役割を担うべきだ。連携を仲介する人材はどう育成し、確保すべきかという辺りがあ


ります。ここはまさにある程度の方針を受けて実際に各省の話を繋いでマネジメントをやる人材


というイメージなので、ここもきちっとサポート体制なり人を確保する必要がありますよという


ところを強調していただくといいのではないかと思います。 


○野間口構成員 そこまで含めて司令塔の役割ということですか。 


○城山構成員 そうですね。 


○野間口構成員 それは私もいいと思います。 
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○安西構成員 司令塔というときに戦略の本部の戦略の機能と助言の機能が混ざっています。こ


の書面だと。それは例えば科学技術顧問はかなり助言の機能も持っているし、大臣、総理等々の


科学技術担当大臣はやはり戦略といいましょうか、総合的なそこに責任を持つと思うので、そこ


が一緒になって司令塔と言われているように見えます。そこは科学技術顧問が戦略本部に入るこ


とはむしろ大事だと思いますが、その２つのファンクションを一応分けていただいた方がいい。


それが１つ。 


 それから、先ほどから手を挙げさせていただいているのは、戦略本部としての司令塔は予算を


決める権限はないかもしれませんが、相当の重みを持って、そこで予算がこうだと言ったら、や


はり通るようにしてもらわないと下はなかなかやっていられないと思います。相当多くの人たち


が関わっていますので、そこの言いぶりはこちらもあれですけれども、戦略本部なる司令塔が予


算を認めさせる権限はかなり重みを持てるようにできればしていただきたいなと思います。 


○橋本構成員 それに関わるかですかね。予算策定に関わる、そういう言い方ではないですか。 


○安西構成員 それが２点。３点目は先ほどから司令塔、戦略本部の方の司令塔のメンバーの問


題ですが、私が科学技術に関わる大臣はなるべく入った方がいいと申し上げている理由は、やは


り科学技術イノベーションとなると迅速な判断と、それから情報の共有が求められると思います。


やはり責任ある方々が２段階になっていると、それだけでもって情報の共有が間接的になってい


くのではないかと思いますので、閣議のメンバー全部が入るということは考えられないですが、


そこのバランスのとれたというよりも判断と情報の共有がきちんとできるような、それが迅速に


できるような面から是非メンバーを考えていただきたいということでございます。 


○吉川座長 そうですね。私も具体的に誰が入るかは考えていないのですけれども、ご指摘の通


りイノベーションという以上は無関係なところは非常に少なくなってくるわけです。そこに書い


てありますように関連の大きさはずっと変わるのですが、それがどういう形で関係するかという


のは、これは具体的な組織作りのときにそういう問題が出てくるだろうと思います。 


○安西構成員 例えば月一とか、どのぐらい司令塔の会議が開かれるかということにもよると思


いますけれども、かなり世界の動向は早いので、そういうことに対する対応も是非考えておいて


いただければと思います。 


○吉川座長 そうですね。 


○安西構成員 それから評価ですね。この戦略の評価、それから助言の評価というものをどうや


ってやるか。先ほどもありましたが次の予算にどう反映するかという非常に大事なことです。そ


のメカニズムについて、総合科学技術会議はよくやっておられたと思いますが、課題としてはや
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はり戦略立案と、それを評価する、それが一緒に重なっていたように思います。そこのところも


申し上げておければと思います。 


○吉川座長 最後の評価の問題については、総合科学技術会議がもし司令塔であるとすれば、司


令塔が認可した１つのプログラムが良いか悪いかというような評価はすぐにすべきものではあり


ません。当然、それが実際にイノベーションを通じて社会にどういうふうに効果したかを評価し


なければいけない。そうなると個別のプログラムの評価というのはなかなか難しいのだと思いま


す。ですから、むしろ自分たちがこれからどういう戦略を作っていくのかという上において、伝


統的にずっと何年もかかってやった科学技術研究というものがイノベーションを通じて社会にど


ういうふうに貢献したかを評価し、それによって次の立案をしていくという、大きなサイクルの


評価になると思います。ですから、それは特定のプロジェクトがどうのこうのという話とは全く


違って、現在の我が国の科学技術の浸透の度合いを見るという、そういう評価こそ戦略の本質に


とって必要なものです。 


 こここにはやはり調査機能が必要であり、やはりシンクタンク的なものになるのかなという気


がします。 


○永井構成員 それはまさにＰＤＣＡサイクルの確立ということと非常に関係があると思います。


新規技術の評価というのは確かにすぐには難しいかもしれませんが、既存技術ですね。既存技術


の評価、あるいは新たな課題の設定というのが非常に重要で、特に公共政策に絡んでいるような、


例えば医療とか、あるいはエネルギーでも、既存の技術で公共政策に組み込まれた技術の評価と


いうのはしっかりやって、それを新たな重点化方針の提示にもっていくという、そうした調査機


能をこの司令塔は担うべきだろうと思います。 


○吉川座長 そういうことですね。 


○野間口構成員 評価というのは、いわゆる研究の評価とかそういう狭い範囲でとらえられてい


るような気がしております。総合科学技術会議の評価といえども、世界との競争とか、それから


ある大学でやっている研究、ある独法でやっている、エネルギー、バイオマスを例にあげても、


いろいろなところでいろいろな研究をやっておりますが、全体が俯瞰的に見えるのは、今の体制


では総合科学技術会議だと思います。そうすると、当然のことながら最後の結果が出てからの評


価ではなくて、途中段階での研究のやり方や知恵の集め方、世界との協力の仕方、そういうのが


分かると思うのです。そういうのに対して助言するなり、方向づけをするなり、そういった貢献


というのは大いにやるべきではないかと思います。そういう意味で、評価にもいろいろな評価の


仕方があるのだと思います。 
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○城山構成員 まさにおっしゃられたように評価はいろいろなものがあります。プログラムの評


価という意味で必要になると同時に永井先生言われたように必ずしも新規技術でなくても既存技


術でも、例えば公共政策の関係で再評価することによっていろいろな使い方なりいろいろな工夫


の余地が出てくるというのもあるわけです。そういう意味でいうと事後的なプログラムの評価み


たいな話と同時に、その技術についてどういう社会的可能性があるのかみたいな、ここでも技術


の社会的影響評価という言葉を入れていますが、そういったようなものも多分必要で、ちょっと


違ったタイプの評価だと思います。ただ共通して言えるのは、ある程度戦略作成とか実施とかを


中心になって回す人からちょっと距離をとった形でそういう評価をして、それを情報提供する必


要があります。ある意味ではその人たちはある程度自由度を持って評価して、いろいろな可能性


を探っておかないと、最後の戦略として使われるのはその一部かもしれませんが、自由なある程


度アセスメントができるような仕組みをある意味では本部自身が中に持っておく必要があるのか


なという気がします。 


○吉川座長 そうですね。 


○岡本構成員 先ほどの意見と違うことを申し上げます。評価をやる主体が政策の企画立案主体


と戦略を立案する主体と一緒でいいのか。先ほど自分が言ったことと違うのですが、別の主体の


方がいいのかもしれないなという気がします。 


○吉川座長 そうですね。それはコンフリクトオブインタレストという点ではそうなるかもしれ


ません。ただ、私は思うんです。評価というのは２つあって、１つは既に今までのお話に出てい


ますが、評価することによって社会あるいは第三者がある種の理解と判断をするというサービス


的な評価です。もう１つは、自分がやっていることを常に次の戦略を決めるために過去にやった


ことの自己評価をしなければならないという、そういう評価があって、ここのＰＤＣＡでは後者


が重要です。自分が戦略を決めた。それが果たしてうまく作動したのかどうかを見る、こういう


ことですからね。それが第三者にやってもらってももちろんいいのですが、本質的に何を知りた


いかを司令塔である本人が一番知っているはずです。司令塔自身が意図をもって作ったのが戦略


であり、その意図が進化しなければならない。意図とその実現ということは、研究という未知の


ものを含む場合には、第三者だけでは理解が困難な対象です。 


○城山構成員 司令塔が自己評価することはいいと思いますが、ただその前提としていろいろな


観点からの評価があることをシンクタンク機能として確保することがまさに大事です。シンクタ


ンク機能というのはあまり決定と近づきすぎると、ある意味で決定者の顔色を見てしまうわけで


す。そうすると自由に可能性を把握できなくなるので、そこはある程度距離を持って、同じ組織
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の中にあってもいいと思いますが、例えば距離を持ってそういうことができる部署と、まさに自


己評価をして戦略にダイレクトに繋げていくところと、そこは併存するような形を考えていただ


くのは重要かなと思います。 


○吉川座長 シンクタンクはここではまだあまり提起しておりませんけれども、私のイメージで


はやはり一種のオートノミーを持つべきだと思います。これは科学的なシンクタンクですから、


決してそれは社会の中の利益構造を仮定して、利益を実現するための独特の手法を考えるシンク


タンクではないんです。そうではなくて客観的な状況の把握と、それに対応すべきエビデンスに


基づく戦略の探索、それから成果がどうなったかという科学的な評価ということですね。そうい


った問題のために存在しているシンクタンクですから、大学のオートノミーとは違うけれども、


ある種のオートノミーを持って、実際にそれを使う、シンクタンクの結果を使う人からの要請を


100％聞いて作業していたのでは新しいことを提案する可能性がなくなるのです。世の中にはビ


ジネスに有用な情報を提案するシンクタンクが存在していますが、それとは違う公共性を持った


シンクタンクでなければならないと思います。 


○大西構成員 今、評価の議論になっています。先ほど私もＰＤＣＡは極めて大事だと思うので


すが、現実問題としては司令塔が全ての科学技術イノベーション政策を自分の戦略に基づいて展


開していくということはできないですね。特に有識者にとっては不満が残るわけです。だから当


面大事なことはＰＤＣＡを自らイノベーション施策に関わる省庁の施策に対して実施していくと


いうことで戦略をいかに貫いていくかという、そこに全体を誘導していくための評価、ＰＤＣＡ


サイクルというのが非常に重要なのではないか。だから自らやらないといけないと私は思います。 


 中座しなければいけないのでもう１つだけ、最後のところに、科学技術顧問を支える体制とい


うことで学術会議のことを書いていただいています。その中で１つだけ科学的助言機能を充実さ


せるということが学術会議に求められているというのは肝に銘じたいと思いますけれども、それ


は実施していくときに、今シンクタンク機能というのは出ましたが、調査分析機能を学術会議と


して充実させることがやはり必要ではないか。吉川先生のメモに大学シンクタンクをうまく作っ


て学術会議と連携していったらどうかという案がありました。そういう案も非常に貴重な案だと


思います。これを我々としてもこれから検討を深めていきたいと思いますが、顧問との関係でこ


ういう役割も果たしたいと。 


 それから、先ほどどなたかの発言にありましたが顧問と司令塔の関係です。これはやはりイコ


ールではないと思います。ですから、そこはうまく使い分けて書くことがやはり必要なのだろう


な。顧問がアドバイスすることはかなり広くて、科学技術の応用のかなり広い部分があって、実
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際に司令塔が扱う施策の範囲よりももっと広い可能性があるし、施策で議論していない、あると


んでもない事象が起こったときに何かやらなければいけない。したがって首席顧問は１人かもし


れないけれども、いろいろな場面でそれをサポートする体制がないとなかなか大変だろうと思い


ます。 


○吉川座長 非常に仕事が多いと思いますね。 


○橋本構成員 それはちょっと混同していますね。 


○吉川座長 安西先生のご指摘にあったところですね。要するに司令塔と顧問との関係は一体ど


うなっているのかということです。それは必ずしもこの段階では明快にされていないようです。


ただ、司令塔＋顧問というものが今度新しくできるとすれば、それははっきり２つの機能を持っ


ていて、それは国家戦略に対して科学技術の立場で乗り込んでいくというか、国家戦略の中でど


れぐらいの重要性を持つかということを主張する。それは予算の大枠を決めることであり、配分


を決めることです。しかし、この司令塔がどんなに立派でも、それだけでは決して国家戦略の力


になり得ないという基本的考え方がここに提案されている組織にあるのです。それは、その下に


いる80万人の科学者とか、あるいはイノベーションの行動者としての産業が実際にこの司令塔に


対するサポート、というより信頼、トラストを思っているという力があればこそ国家戦略の中で


力を発揮できるという考え方です。ですから、明らかに司令塔＋顧問というものは実際の科学者


からのトラスト、いわば信任を受けて、それの代表者として国家戦略をやっているという側面を


持つことが必要条件です。内容はもちろん自分たちが決めるのですが、そのトラストを受けてい


るということが大切です。そうすれば、今度は逆に上で決まったことは国家戦略で決まった、例


えば予算の大きさというものを実行する部隊が今度はある意味ではきれいに矛盾なく実行できる


という、こういう構造になっているわけです。 


 ですから、今のままの組織、総合科学技術会議では、一般の科学者に対して顔を持つことが難


しかった。多分、その顔は顧問がもつであろうということが言外にも書かれているのです。その


意味で、司令塔と顧問は一体で、その２つが別々のもので対立するようなことがあったらもう終


わりだと思っています。それは研究者や産業人が国家戦略として出てくる物を受けて積極的に行


動するための必要条件としての、戦略作成過程についての信頼であるといえます。顧問というも


のを通じて、国家戦略あるいは国家の科学技術イノベーションに関する政治に対する期待感を持


つということです。 


 一方実際の政治から見ると、それは司令塔を通じていろいろな要望が上がってくる、こういう


ことですね。そういうような構造になっていると思います。それが切れてしまったら、実力のな
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い司令塔になってしまうのではないでしょうか。 


○城山構成員 まさにおっしゃられたように別のものなんだけれども、切れてはいないという、


そういう距離感だと思います。今の表現ではそれなりに工夫はしていただいていて、７ページ辺


りに書いてある政府部内における科学技術顧問の役割のところですが、要するに科学技術的アド


バイスというのと政策決定に関するそれ自体の政策のアドバイスは性格が違う、分けましょうと


か。あるいは科学的助言と政治的意思決定の関係で、政治的意思決定はまさに戦略ですが、そこ


は一定の距離をとる。しかしながら、そこにちゃんとインプットするというのも科学的顧問の重


要な役割である。そういう意味では切れているわけではない。 


○吉川座長 それをしないと科学者のトラストが得られない。 


○城山構成員 その点はある程度書かれていると思うので、そこを確認していただくということ


かなと思います。 


○吉川座長 そうですね。これは明快にしておいた方がよろしいですね。 


○安西構成員 切れてはいけないと思います、それは。一体であるべきだと思いました。 


○吉川座長 しかし、はっきり違う機能を持っているということは明快にしておく、こういうこ


とですね。 


○橋本構成員 ５ページの一番下です。研究開発法人との関係というところが自分で研究をやっ


ている人間として大変気になっております。ここを読みますと、司令塔が研究開発法人に対して


研究開発の成果が最大限出るように一定の関与ができる形にすると書いてあります。一定のと書


いて、その下に小さいので見ると活動に対して主務大臣に勧告することができるようにしてはど


うかと書いてあります。これを見ると、現在、行政刷新会議で城山先生と岡本委員がいらっしゃ


るからあれですが、そこでやっておられることは多分関係しているような気がします。研究開発


法人と他の独法とはどこが違うか。一番違うところは研究開発法人の場合は研究開発成果が一番


良く出るようにということがあります。もちろん効率化とかそういうのはありますが、それプラ


スか、それの前にか分かりませんけれども同じような位置づけで研究開発成果の最大化のための


ものが必要だと思います。 


 そうすると現実に私は今、大きな国家プロジェクトをさせていただいていますが、そのときに


自分たちの成果を実証実験しようと思ったら入札にかかるんです。こんなことあり得ないけれど


も入札にかかる。なぜそんなことがあるのか。やっているところも困っているわけです。 


 だけど、これは制度上そういうルールになっている。それは独法の通則法か何かで決まってい


るんですかね。なので、その調達の部分はそういうルールに乗らないといけないので、自分たち
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の研究成果を選んでもらうのに他のところも入れて、すごく変なことが起きています。これは明


らかに研究成果の活用のためには別のそういう制度が必要だということが消えてしまっていると


思います。 


 あとは最近出たことで申し上げますと、理研の研究員がものすごく高価な給料をもらっている


と新聞にドーンと書かれて叩かれました。あれはたくさんのお金がほしいからではなくて国際的


な競争の中から言ったら、これはみんな分かっている。そういうものは別な話なわけです。みん


ながたくさんもらっているようなイメージになっていってしまうというのは極めてまずい。それ


もやはり法律は独法の場合、研究開発法人と一般とやはり違うファンクションがあるので、そこ


はきちっと分けてやらなければいけないのではないかと思います。是非ともここは明確にしても


らいたいなと思います。このお二人が。（笑） 


○岡本構成員 私が決められればイエスとかノーを言えるんですが。（笑） 


 今、橋本先生から言われたことは私も入っている分科会で議論している内容と、まだ途中の段


階で、そういう意識を持ちながら今の100いくつある独法は１つの制度、それをおっしゃったよ


うな形でどういうふうに持っていったらいいかという議論を今させていただいているところです。


それは今議論をさせていただいているということで、途中段階ですからご理解をいただきたいと


いうこと。 


 もう１つ先生がおっしゃっていることは入札のところに関しては、これは独法の制度論という


よりも調達の方ですね。これはそちらの議論を経ないといけないかなと思います。 


 それから理研の話はいわゆる国家公務員を基準にラスパレスどうのこうのという議論で、ここ


も私は個人的には変だなと思っております。そういうことも変な議論にならないような改革に持


っていきたいなと思っています。 


○橋本構成員 それから中期計画をまたいでお金を持つとか、こういうような話も含めて、研究


開発の場合は説明するまでもないと思いますが、そういうことはあるべきなんです。 


○岡本構成員 そういう視点も議論の中には出てきておりますので。 


○吉川座長 我々としては今橋本先生の現場からの声がありましたが、これらを実現する。研究


独法はいわゆる通則法とは違う形を許すというふうにいずれなってくれるだろうという前提で、


今この議論をしているのです。 


○城山構成員 大きな流れでいうと多分研究開発独法はそれなりの特色があって、そういう類型


をどうするかというのと当然独法の話として考えるでしょう。しかしながら逆に言うと研究開発


独法の特色があるにしても、研究開発独法としてちゃんとやってもらうということを確保すると
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いうことは国としては必要なので、ある意味では行革の方のストーリーからいっても、ある意味


では司令塔みたいなところがきちっと研究開発独法についてもある程度ブリップができるという


システムを作っておくことが、逆に言うとある程度一定の自立性なり特徴をある意味では許容さ


せるためにも重要です。そういう意味でいうと、ここで議論している、ある意味では司令塔機能


をきちっとやるということが、多分そういうことを可能にする１つの制度的条件にもなり得るの


だろうと思います。 


○岡本構成員 うまくというか、城山先生に今説明していただきましたように、研究開発はこう


あるべきだという議論をここでやっていただいて、それを受けるという関係になるのだろうと思


っています。 


 そういう観点から見ると先ほど橋本先生がご指摘された研究開発独法の在り方論で書かれてい


る一定の関与ができるというここをどういうふうな在り方をすべきなのかということは、これは


行革の議論ではないと思います。むしろ科学技術の推進の方でどういう関与の在り方があるかと


いうことは議論すべきだと思います。 


○吉川座長 これについては最初に私申し上げましたように、私個人としては非常にはっきりし


た考えを持っています。やはりイノベーションができるためにはこの研究開発独法という大学と


違う研究者集団が働くのが必要条件であります。そういったためには研究開発独法というものが、


岡本先生が心配されるように研究をやっていない人もいるらしいですが、そういう人も全部研究


をやるような方向に司令塔が引っ張っていくというのはかなり大きな条件になってくると思いま


す。 


 数の上からいっても現在の研究開発独法に１万6,000人ぐらいいます。大学人は何十万人とい


るわけです。その両者がきちっとした構造を作ってイノベーションを創出する。その役割を持つ


人の数が十分あることが非常に大事です。非常に成績の良い研究独法だけ残したというのでは望


ましい構造ができず、イノベーションの可能性を削いでしまうのではないか。これは私の実感と


いうか、経験上言っているわけです。そういうふうにしていただきたいと思います。 


○安西構成員 大事なことはイノベーション国家として再生していくということです。そのため


に必要な制度改革は前提としてあるべきだと思います。ヒトまた資材、あるいは資金もそうです


が、翌年度繰り越しとかそういうことも含めて研究開発が本当に推進される、そういう仕組みに


していただきたい。一方で城山さんが言われるように研究者の方も覚悟を決めてやらなければい


けないということはその通りだと思います。 


○吉川座長 研究者が何を考えるか議論する場が比較的今は少ないと思います。世界的に話題に
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なっているのは、研究者の健全性、インテグリーということがあります。これは今までの日本で


社会から独立した研究者というイメージを払拭して、社会的な貢献を、社会の中に入ってしなけ


ればいけない。この議論の場を作ることもある意味では司令塔の大きなミッションになります。


そういうのは形式論的には非常に書きにくいわけです。それは一種の精神的なことです。これは


しかし絶対にこれから作る仕組みの中に埋め込んでおかないといけない。それが間接的にこうい


うところに出ているわけです。研究独法に一定の関与というのはそういうことだとご理解いただ


きたいと思います。 


○城山構成員 そういう意味で言うと吉川先生が最初言われた、ある意味では社会と繋いでいく


ところというのは大学とは違う、ある意味では研究開発独法が独自に持っている機能だというと


ころもあります。ある意味では科学技術イノベーション政策、今回の大きな枠ですけれども、そ


ういう世界と繋ぐところという観点から各独法についてある程度きちっと、ある種のコメントな


り、場合によっては勧告なりができる、そういうことを明確に書いておくのがいいと思います。


そうしないと、今のも書かれていますが、６ページの表現は例えば３行目辺り、司令塔が随時大


所高所的な立場から活動について勧告することができる。大所高所とはどういう大所高所か。１


つはフィロソフィーを明確にしておいた方がいいので、今日最初に議論したような科学技術とイ


ノベーションをくっつけて社会につなげていくのだという、そういうブリッジをやってもらうと


いうことをちゃんと確保するという観点から単に研究のための研究ではないですね。もちろん自


立なところは当然必要なわけですが、そういう観点からコメントができるという、そういう仕掛


けを作っておくことが重要かなと思います。 


○中村構成員 私も今回の中で研究開発法人が非常に重要な役割を果たすということで、この総


司令塔、司令塔との関係を深めるというのは必須のことだと思っております。そのためにも新し


い制度を作るとか、あるいは制度運用をするというのを内閣府、もう少し突っ込んで言うと科学


技術担当大臣のところでやはりきちんとやるべきではないかと思います。そうするとこういうこ


とが実際にできるようになるのではないか。 


○吉川座長 なるほど、そうですね。 


○野間口構成員 私は、研究開発独法は社会内存在ですから、これぐらいのことをしっかりと効


率的に活動してもらうためにやるというのは当然だと思います。国立大学法人についても、この


前の会議で、橋本先生も指摘されましたが、同じようなことをやるべきではないかと思います大


学の基本法の中身が、教育と研究と社会貢献に変わりました。大学のミッションの中に研究開発


をやる、社会貢献が入ったのであれば、ここの研究開発法人に対して行うような評価やチェック、
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そういったことも大学における研究開発に対してはある程度適応しなければいけないのではない


かと思います。 


 この前も言いましたが、国立大学法人を今の体制はこのままにしておいたら、それが十分生か


されるような政策提言と取組は何もなされないのではないかと思います。これをやらなければ研


究開発システムの強化には繋がらないのではないかと思います。そういうのに対する発言を大い


にやっていただきたい。 


○橋本構成員 大学法人の研究者を国家の研究開発イノベーションに入れ込むことは極めて重要


です。極めて重要であるからにはこの司令塔が大学法人における研究に対しても一定の関与がで


きるようにしておく必要が必ずあると思います。今までもできなかったわけではないようですけ


れども、でも実質的にはできていないわけです。なので、やはり明確に国立大学法人における研


究開発においては、イノベーション政策に関与できるようなことを明確に書く必要があると思い


ます。 


 吉川先生がおっしゃっているように研究と産業を繋ぐ働きは極めて重要ですが、繋ぐだけでは


なくて、研究をやっている人たちがイノベーションのために、要するに国家のために貢献するの


だという意識改革の部分も必要だと吉川先生は言っておられる。まさにそこの部分は結局資源配


分とかそういうところでしか効いてこないわけです、研究者には。ですので、そういうところを、


こうやって私が言うと大学の人間がなぜそんなことばかり言うのかと。逆に言うとちゃんとした


研究、自由な発想な研究を守るためにそういうところを明確に出しておく必要があると思ってい


ます。トータルな議論が必要だということを申し上げたいから申し上げました。 


○岡本構成員 橋本先生のお立場からそういうご発言が出るというのはすごく意外です。意外と


いう趣旨は、先生の言う通りだと思いますが、結局、国立大学法人の評価であるとか、文科省の


いろいろな委員会に出ると必ず研究者の研究に国家が介入してくるのはいかがなものかという考


えをベースに持っておられる。それで結局いろいろな国家戦略に結びつかない議論が……、ここ


まで言ってしまっていいですか。 


○吉川座長 それは伝統的な考えですね。 


○岡本構成員 結局、そこで議論になるのは大学の自治という、金科玉条のように出されてしま


って、議論が前に進まなくなるということが私は個人的にはいかがなものかなと実は思っていま


す。でも大学の自治は守らなければいけない。その通りですが、その内容と議論しなければいけ


ない内容が違うにも関わらず大学の自治を持ち出して議論が前に進まなくなる。これは今この科


学技術イノベーションを議論する中ではあってもならないことではないかと。 
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○橋本構成員 自分の発言が間違って大学に伝わって、私首になったら困るので。（笑）これは


前提ですが、研究は国家目標と異なる自由な発想に基づく研究は極めて重要であって、そういう


ものは守らないといけないんです。一方で科学技術立国を目指すための研究というのもあるわけ


です。それらを一緒くたにしてしまっているからまずいと思っています。ですので一緒くたにし


てしまわないためにも、そういうことを議論する場が必要だと思っています。ですので研究者の


自由な発想に基づく基礎研究を守るための、具体的に言うと私は科研費ですが、科研費の2,000


億は絶対守るべきだと思っています。そういうものを守って、かつアディショナルにいろいろ、


例えばシーリングから外れてくるとかそういうような議論をしている、それは国の産業育成のた


めの研究とファンクションを持っているわけですから、そういうものについてはきちっとここで


入っていく必要があるというふうに分けて議論するために今のようなことを申し上げております。


これだったら首にならないですよね。 


○吉川座長 ならな過ぎるというか、伝統的な教科書のお答えだった。 


○安西構成員 学術振興会と、それから研究開発法人、そのきちっとした形ですね。その構成、


そこが非常に肝心です。私は橋本先生が言われるのはごもっともだと思います。やはり大学は国


家の命令によって研究をするのではないという部分はどうしても必要だと思っております。 


 その一方でずっとここで議論のあるような方向の科学技術イノベーションに向けた研究開発に


つきましては、やはり司令塔からの、私はむしろその部分については６ページの３行目に大所高


所的な立場から研究開発法人の活動についてと書いてありますが、ここはむしろ国立大学法人の


活動についてというふうに、その部分はですね。研究開発の司令塔機能の部分については入れて


もいいのではないかと思います。 


 そうやってメリハリをつけた形で日本の学術、また科学技術イノベーションを進めていくこと


がとても大事なことではないかと思います。 


○吉川座長 そうですね。皆さんの考えていることは非常に似ているのですけれども、最初に岡


本先生がおっしゃったように、これは非常にデリケートな話題です。学問というものにいわゆる


社会というか、厳密に言えば政治といいますか、それが介入することについての論争は歴史的に


非常に長い、それこそ何百年という歴史があります。そういう歴史で常に議論されてきたことで


す。そういう中で実は総合科学技術会議がはっきり課題達成型イノベーション、これが研究の主


流なのだと言ったときには既にその言葉の中に課題という、いわゆる学問の外から与えられるよ


うな課題で研究しなければならないという、非常にデリケートな表現が既に言われてしまってい


るのです。そういう中でご指摘のように基礎研究者が今防衛的になっているという、当然の状況
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がやはりあります。そういうことに対するきちっとした回答を誰が出さなければいけない。 


 私はそういったことを話すのに、まだ話題に出てきていないのですが顧問会議でそういったこ


とをもっときちんと話して、サイエンティストと政治の人も入り、それから産業界も入るような


そういうところがあって、常時そういうところを議論すべきだと思います。 


 私自身は回答を持っていて、課題達成型イノベーションといったときのその課題自身を科学者


が発見すればいいのだ。科学者の研究テーマとして、研究した結果課題が出てくる。そうすれば


課題は外からではなくて、科学者の内在的な欲求として提起できます。ですからいわゆる学問の


自治といったときに多分岡本先生はいやだなと思われるのでしょう。その表現は確かに矛盾をは


らんでいる概念です。いわゆる国家のお金で研究者たちが研究するという、ある種の了解の下で


科学コミュニティを社会は温存しているということと、その本人たちが科学の自治が与えられて


いるというのは何かそぐわないよう気がするでしょう。それはしかしながら歴史的な意味でそう


なっている、非常に矛盾しているものなのですが、そこをどうやって現実的に突破していくかと


いう方法論をこの司令塔が作らなければいけない。ですからこれは司令塔の大きな話題です。で


すから、この委員会ではとても結論は出ませんが、そういったことも議論できるような司令塔、


あるいは顧問会議という形にしておいていただきたいでのす。 


○城山構成員 余計なことは言わない方がいいのかもしれませんが、要するに大学の自治をどう


考えるかということですが、大学の自治は自己目的ではない。ある種のファンクショナルな必要


があるので社会として大学の自治を認めているところがあります。そこは吉川先生が今おっしゃ


られたように課題をギブンとして与えて、それを解けというのでなくて、どういう課題があるか、


どういう考え方をしなければいけないかという幅は、むしろ勝手にやらせておいた方が社会にと


ってもヘッジになる。そういう仕掛けも社会全てではないにしろ、どこかそういう仕組みを持っ


ておいた方がいいのではないですかということです。 


 そういう意味で言うと大学の自治と課題解決がぶつかるというよりかは課題解決をうまい形で


やる。あるいは適切な課題発見をして適切な解を見つけていくことでいうと、大学の組織原理み


たいなものをどうやってうまく使っていったらいいのか。そういう観点でこれをきちっと位置づ


けることが重要なのだろうなと思います。 


 そう見るとこの表現は私は嫌いでなくて、大学の自治に留意しつつ、政策提言みたいな形でソ


フトな形で大学にもちゃんとフィードバックしていきますよということ。だから切り離すわけで


はありません。だけども大学の自治という自分で目的を発見していくという機能をうまく利用し


つつ、そうは言ってもこういうことをやったらどうですかぐらいの、ある意味では刺激を与えま
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す。だけど最後決めるのは大学自身でも構いません。そういう距離感なので、そういう意味では


必ずしも悪くない表現かなという気はしております。 


○吉川座長 いいと思いますね。要するに大学は自治だと言っても閉じてはいけないんです。そ


れは常時、好奇心で研究するという好奇心自身が社会をきちっと反映していなければ現代人とし


て資格がないわけですから、そういったことはきちっと言うということになると思います。 


○岡本構成員 別の件で申しておきたいことが１点。先ほどの中村先生がおっしゃったことです。


専任の大臣を置いたときに本部と研究開発法人との関係です。今はどうしても主務省を間に入れ


て法人を見ています。今、中村先生がおっしゃったのは大臣が直接法人のところに一定の関与を


するということであれば……。そこまでおっしゃっているわけではない？ 


○吉川座長 首席顧問でもいいのです。 


○中村構成員 私が申しましたのは新しい研究開発法人体制の在り方、制度の在り方とか、ある


いは制度を作ったときの運用という点では、やはり内閣府、あるいは科学技術担当大臣の方でリ


ードして議論すべきではないか、そういうことを申し上げます。 


○吉川座長 さて時間が来てしまいましたが。どうぞ。 


○野間口構成員 先ほど城山先生がおっしゃったのは、総論としてはその通りだと思います。し


かし例えば地方の国立大学では、生き残るために大学間のネットワークをどう構築しようかとい


った自己改革の動きが出ています。政策提言という標記ではそのような動きにブレーキをかけて


しまうのではないかと懸念します。。自己改革の動きをもっと加速させることも必要なのではな


いかと思います。 


○城山構成員 何を研究しろとかそういうことは言わないけれども、大学が大学として果たすべ


き機能をやれるために周りからある種の、ここで言うと政策的勧告となっていますが、何か刺激


を与える枠組みをつくっていくことが当然必要だろうと思います。 


○野間口構成員 大学の学問の自由の中で何をやるかというのと、これとは、トレードオフの関


係は全くないと思います。 


○城山構成員 あと１つだけ。今まで出てきたシンクタンク機能の話で、最初吉川先生がおっし


ゃられたバーチャルとか、私はネットワークという言い方もしますが、そういうのが大事だとい


うことは全くその通りだと思います。かといって本部に全く手足がなくていいのかというとネッ


トワークをマネージするようなところは少なくとも直結である程度の数は持っておく必要がある


のかな。それがどういう規模かとか、そこはいろいろな考え方があり得ると思います。完全に既


存のところに依存してしまうと、既存のところは先ほどの話ではないですが、それぞれの主務省
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を見る世界なので、コアで戦略本部のためにやっているというコアスタッフは一定数はあった方


がいいだろうと思います。だけども、そこで全部抱え込むということは現実的には無理なので、


現実はバーチャルなりネットワークなりを作っていく。そういう仕掛けを考えていただくことが


重要かなと思います。 


○吉川座長 そうですね。私もその通り考えました。実際にはバーチャルで仮に100人集めた。


しかし、それは自分の機関にいるのではない。その人たちが出かけてきて部屋があるんです。そ


の部屋にみんな集まっているわけです。やはり集まらなければだめです。集団として集まってい


る。バーチャルというのは所属がバーチャル。空間的には集まってきます。組織論的にはバーチ


ャル。 


○城山構成員 人材育成のプロセスを考えても新規にフルタイムの人を雇っていい人がいます。


なかなか難しいので、いろいろなところにいる人たちを連れてきて共同作業をさせみることがま


さに重要です。プロセスとしてもある種のさっきの二重性みたいなものがある人がいても全然問


題ないと思います。ただ、中期的にはそのコアをマネジメントする人たち、コミットする人たち


は必要なのだろうなと思います。 


○吉川座長 それは大学が100人でも同じことであって、もちろんコアというか、そのシンクタ


ンクが持っているミッションをどこかで統括していかなければならない。これは間違いがないと


思います。 


 さて、そういうことで司令塔についてはいろいろなことが出てまいりました。その機能あるい


は構成員についても複数のご意見が出ました。それから、それの国家戦略の中での位置づけとい


う議論もありました。更にやや曖昧にですが首席顧問との関係というのも議論がありました。首


席顧問あるいは司令塔と顧問を一緒にした１つの拡大された司令塔みたいなものが現場の研究者


群、特に今日話題になったのは研究法人です。そういったものに対してきちっとしたサジェスチ


ョンというか情報を提供できるのかという問題が出てきたわけです。 


 そういったことを含めた意味で、どうでしょうか、仮説的に事務局の方である種の報告書素案


を。まだできないですか。 


○須藤参事官 仮説的にということで今日のご議論も踏まえて作ってみるということでございま


すか。 


○吉川座長 作った方がいいでしょうね。今度の議論はそういった意味で図面も出てきて、その


図面にきちっとしたミッションと機能と、それから権限、それから権威もあるかもしれません。


そういったものを付与しながら、それから情報の流れですね。そういったことが見えるような基
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本的な原案を作ってみることにしたいと思います。 


 特にここに気をつけろということはございますか。 


○城山構成員 途中で申し上げたことですが、要するに科学顧問というのはある程度専門的観点


からちゃんとアドバイスする。それから、その人が司令塔機能に入ることも重要ですねというこ


とはかなり皆さん、共通理解だと思います。問題はそれ以外の司令塔支援をする有識者という人


たちですね。それが科学顧問という枠の中にみんな入ってくるのか、それか科学顧問以外の有識


者みたいな人も、例えばビジネスとかそういう現場を持っておられる方が入ってくるのかどうか。


あるいは、今社会科学系の人たちが果たしている機能、あれは科学顧問の機能なのか。あるいは


もうちょっと政策アドバイス的な機能なのか。そこは十分議論していないので、そこは少し選択


肢的に次回辺り議論していただく必要があるのかなと思います。 


○吉川座長 同じく今の先生の話に関係しますが、首席顧問ではなくて科学顧問というのがあり


ます。これが各府省あるいは大学、産業もあるかもしれない。そういったものをある意味では代


表するような科学顧問がいるとした場合、例えばある省の中の科学顧問とは一体どういう人なの


かというイメージが今日は議論が出来なかったのですが、ある省の人に聞いたら、うちの係長を


出しておきますということがありました。それはちょっと困るんですね。そうではなくて、それ


はサイエンティストとしての自覚というのでしょうか、アカデミーの一員としての自覚を持ち、


同時にその省の最大の理解者であり、しかも科学コミュニティの信頼を受けているという、何か


非常に難しい性格を持つ人だと思うのですが、そういったことについて仮説的に次回は事務局、


有能なる事務局が原案を出していただけると思います。 


○橋本構成員 シンクタンクのところですが、吉川先生が作ってくれた資料も、学術的なところ、


それからいろいろな制度とか社会状況を見るのも大事ですが、イノベーションの部分のシンクタ


ンクが全然入っていないような気がします。これは産業界を使うのか、どこを使うのか分かりま


せんけれども、いずれにしてもそこの部分を入れた形にシンクタンクはする必要があると思いま


すので、ちょっとコメント。 


○吉川座長 それはそうですね。科学技術政策は今やイノベーション政策になったのだから、要


するに少なくとも産業界ですね。産業界というのが入っていなければいけない。 


○中村構成員 次回もう少し議論していただきたいのは、今の点に関連します科学技術イノベー


ション戦略協議会、私は全てのステークホルダーを集めて日常的に主要な分野の戦略を検討する、


あるいはその施策を共有するという、そういう場所だと思っています。これと今のシンクタンク


との関係を、この辺については是非ご検討を。 
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○吉川座長 そうですね。それを明確に出すということ。 


○須藤参事官 先生、１点だけよろしゅうございますか。今のお話でございますが、事務局で議


論のたたき台になるかどうかも怪しいところがありますが、それを作らせていただきますが、そ


こで橋本先生のお話にございます科学技術顧問の、科学技術顧問という言い方はあくまでも仮称


でございますが、科学技術顧問の守備範囲も今までのご議論で当然科学技術イノベーション、イ


ノベーションも当然入るという形で案を作らせていただくということでよろしゅうございましょ


うか。 


○吉川座長 科学技術イノベーション顧問？ やはり入れなければならないでしょうね。発音し


にくいですが。入れましょう。 


 さて、私の不手際というか、議論が非常に不十分だったような気もしますが、その分事務局に


働いてもらいまして、次回はいつですか。 


○須藤参事官 次回は12月５日、来週の月曜日です。ただ、そこでちゃんとしたご議論をしてい


ただくためには、事前に送らないといけないということもありますので、事務局としては何とか


今週中に先生方に何がしかのものを送る形にさせていただいて、当日、プリマチュアなものかも


しれませんが、それにつきましても送らせていただいたものについてもお気づきの点は事前にご


指摘いただければありがたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。 


○吉川座長 そういうことでよろしくお願いいたします。今日は時間を超過してしまいました。


ありがとうございました。 
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第１回参考資料 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会参考資料 


第４期科学技術基本計画 
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○吉川座長 それでは時間がまいりましたので、ただいまから第４回科学技術イノベーション


政策推進のための有識者研究会を開催いたします。 


 まず、事務局から配布資料の確認をお願いします。 


○須藤参事官 お手元の資料でございますけれども、議事次第の裏面に書いてございますが、


今回は、資料１と資料２という形になってございます。机上配布資料といたしまして、第１回


の参考資料と基本計画も机上には配布させていただいてございます。欠落等がございましたら


ご連絡いただければと思います。 


○吉川座長 ありがとうございました。 


 それでは、議事に入りますが、議事１は、前回、論点整理についての議論をいただきました


が、その議論をもとに事務局作成の報告書の素案が準備されています。したがいまして、今日


の大きな仕事は事務局が取りまとめました科学技術イノベーション政策推進のための有識者研


究会報告書素案について活発なご議論をいただくということになります。 


 まずここで資料１についての説明を事務局からいただきたいと思います。 


○須藤参事官 それでは、お手元の資料１をご覧いただければと思います。前回、論点整理案


をご議論いただいたところでございますけれども、基本的に基本認識や司令塔の機能について


はかなりご議論いただきましたが、若干事務局の不手際で時間の制約がありまして、顧問等に


ついてあまりご議論が十分できなかった部分もあるかと思いますが、前回のご議論で最終的に


とりあえず今の段階のものでとりまとめるようにということでございましたので、前回ご議論


をいただいたものを踏まえまして事務局にて案を取りまとめさせていただいているというもの


でございます。そういう形でご説明させていただきたいと思います。 


 １枚めくって目次ということでございます。はじめに、というものを入れさせていただいて


ございます。１ページ以下でございますが、これにつきましては前回のご議論でなぜこういう


ものをやるのかという科学技術イノベーションの認識よりも前にこういうことがいるだろうと。


なぜ必要なのかということがいるだろうということがございましたので、まとめさせていただ


いたものでございます。 


 続きまして、第１章として基本認識と基本姿勢。第２章といたしまして機能の話。第３章と


いたしまして前回のご議論で司令塔における政策的助言と科学的助言の意味がこの資料では明


確になっていないというご指摘がございましたので、それを第３章に書かせていただいており


ます。次に、第４章が司令塔の話。第５章で科学技術イノベーション顧問の話。第６章といた


しまして、それらを支える体制の話をさせていただきまして、第７章でそれを行うタイムスケ
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ジュール、第８章で運用等での対応という形の構成になってございます。 


 １ページで、今申し上げましたように、はじめに、ということで、なぜ必要なのかというこ


とにつきまして書かせていただいておりますけれども、基本的に何が書いてあるかと言います


と、今の我が国をめぐる状況が大変なことであるということで、科学技術が非常に重要である。


科学技術は政策をいろいろと講じてきているところでございますけれども、具体的な成果に結


びついているとは言い難い状況である。そういうことを踏まえまして、科学技術イノベーショ


ンということでしっかりした体制が必要ではないかということについて、この１ページ目と２


ページ目に、まとめさせていただいていると、その中で新成長戦略、第４期基本計画に言及さ


せていただきまして、あわせて科学技術イノベーションについても定義を紹介しているという


ことでございます。 


 続きまして、３ページ目に、検討に当たっての基本認識と基本姿勢というところでございま


す。こちらにつきましては前回の論点整理のときの議論を文章にさせていただくとともに、ご


議論があったところを加えさせていただいてございます。基本的には、具体的にどういうとこ


ろが入っているかということでございますが、（１）の科学技術イノベーションに関する基本


認識の３つ目のパラグラフ、「また」で始まるところ、２行目でございます。イノベーション


に関係する者は社会の各層にわたることから、科学技術イノベーションに参加する主体という


ことで、政府、地方自治体、企業、大学、研究開発法人、地域社会、その他多くの社会セクタ


ーが一体となって科学技術イノベーション政策を推進することが重要ということを書かせてい


ただくとともに、前回の議論にございましたが、２つ目の丸にございますけれども、産業界が


科学技術イノベーション政策の企画立案に参加するということでの一体感を醸成ということを


書くべしということでございましたので、それを書かせていただいてございます。 


 ４ページ目でございますけれども、初めのパラグラフでは、研究開発法人と国立大学法人と


の役割の違いというところを書かせていただいてございます。第２パラグラフでは、後で出て


きますけれども、専任の大臣が必要ではないかという理由として、非常に重要な仕事も増えて


いることを書くべきとありましたので、そういうことを書かせていただいております。第３パ


ラグラフは、人文社会との関係ということについて記載をさせていただいております。 


 基本認識というところにつきましては、これまでの議論を踏まえまして、前回の議論がござ


いました行政刷新との関係とのご指摘がございまして、その時点では特段それに対してご異論


もなかったということでございますので、それを入れさせていただいております。 


 次に、強化すべき機能というところでございますけれども、ここにつきましては、基本的に
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前回からの違いということでは司令塔機能というところ、①につきまして、まずは戦略構想と


いうものをしっかりとつくるということを書いて、それを踏まえて施策の実施をすべきという


ことでございますので、修正をさせていただいてございます。それ以外につきましては、基本


的に前回の論点整理を踏襲した形になっているかと思います。 


 ６ページ、我が国の科学技術イノベーション政策推進組織の構成ということで、まず司令塔


と科学技術イノベーション顧問という形のものが考えられるということにさせていただきまし


て、２としてまだまだ内容が十分でないとは思いますが、基本的に司令塔の中での議論という


ものが行われるのが、２行目、政策的助言。それと顧問というものは科学的助言を行うという


ことで、この両者は違うということを認識するということでございますが、ここはまだ文章が


練れていないと反省をしているところでございます。 


 ７ページ、科学技術イノベーション政策推進の司令塔の具体像ということで、ここにつきま


しては、前回は予算、その次に権威、権限と書かせていただいておりましたけれども、この前


の議論ではまさに一番中心だったのが権威の話、その次に権限の話で、予算の話はその次でし


たので、そのような順番にさせていただいております。司令塔の権威・位置付けということで、


構成でございますけれども、ポイントは第２パラグラフの４行目、具体的にはと書いてござい


ますけれども、政策決定とその執行に責任を有する閣僚を主たる構成員とし、これに科学技術


イノベーション顧問や学界、産業界の有識者が加わる形とするべきであるということでござい


ます。さらに、他方ということでございますけれども、司令塔の行う政策決定について専門的


知見から検証を行う学界、産業界等の有識者から構成される専門組織も別途、主として閣僚か


ら構成される組織の下に整備すべきという形にさせていただいてございます。 


 次に、司令塔の規模、これもかなり前回ご議論をいただいたところでございますが、その第


２パラグラフでございますけれども、資源配分や総合調整に係る閣僚だけでなく、科学技術イ


ノベーションに深く関わる閣僚を構成員とすべきであるが、全ての閣僚を構成員とするまでの


必要はないということでございますので、閣僚の範囲につきましては、司令塔で実質的な議論


ができる範囲を考慮して決定する必要があるという形にさせていただいてございます。 


 ８ページ、その構成員のところにつきまして、閣僚、有識者につきましても、政策の立案・


実施に対して自ら責任を自覚するということで、利害関係にとらわれないことが必要であると


いうことで、そのことを担保する方策も検討すべきであるとさせていただいてございます。 


 次に、専任の大臣でございますけれども、ここにつきましては前回のご議論で、専任の大臣


を置くべきではないかというご議論がございまして、基本的にそういう形で書かせていただこ
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うと思っておりますが、第２パラグラフでこの議論に専念することが望ましく、ということで、


科学技術イノベーション政策を担当する大臣を必置とすることも検討すべきであるとさせてい


ただいておりますが、現実問題として、閣僚数にも限りがあるのも事実でございますので、専


任が難しい場合でも、この業務にしっかりと時間を割くということが前回のご議論のメッセー


ジかと思いましたので、そのように書かせていただいてございます。 


 ④として、司令塔の範囲でございますが、ここにつきましても事務局は司令塔ではないのか


という、そのようなところを明確にしたほうがいいという話がございましたので、閣僚からな


るものがトップになりまして、その下に有識者の組織、事務局というものも司令塔の構成要素


であるという形にさせていただいてございます。 


 国家戦略会議との関係というところにつきましては、２行目にございますけれども、国家戦


略のうち科学技術イノベーションの知見が必要な事項は司令塔で検討し、その結果も踏まえて


国家戦略会議で立案することが適切であるとさせていただいております。科学技術イノベーシ


ョン政策を担当する大臣が構成員になることが望ましいとさせていただいております。 


 次に、現場の科学者、技術者、企業関係者と司令塔との関係強化というところでございます


けれども、ここにつきましては、第２パラグラフ、若手研究者、中小企業の関係者等も含めた


各界各層の多様な科学技術イノベーション政策に関係する者とのコミュニケーションを透明か


つ開放的に行うことが可能な組織の設置も検討すべきということにさせていただいてございま


す。 


 次の安定的で継続的なグランドデザインの提示につきましては、基本的に前回の論点整理の


話をそのまま文章にさせていただいてございます。同じく、各府省につきましても基本的には


論点整理に書かれた文章を踏まえて書かせていただいてございます。 


 次に、（２）の必要な権限というところでございますけれども、科学技術の振興とイノベー


ションの創出の関係ということでございます。新たにイノベーションということで具体的にど


のような事務が必要になるかということで、これまで議論、論点も踏まえまして、９ページの


下のほうにポツで書かせていただいております。そういう形のものが研究開発の話と加えまし


て、今後こういう形のものが必要ではないかという形にさせていただいてございます。 


 次に、10ページ、ＰＤＣＡサイクルの確立というところでございますが、ここにつきまして


は、前回、かなり評価ということでご議論いただいたかと思いますけれども、それを踏まえま


して、具体的には第４パラグラフ、司令塔というものにつきましては戦略を立案する役割を持


つ部門とともに、戦略作成前の社会的期待、科学技術の社会に対する影響に関するアセスメン
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トや戦略に基づく施策の評価・検証により、戦略立案の支援を行う役割を持つ部門ということ


で、戦略についてもそれをしっかりと見るということで、２つがいるという話がございまして、


それをこういう形にさせていただいてございます。 


 また、戦略そのものについての評価ということが次のパラグラフに書いてございまして、こ


こで言っている司令塔というのは、閣僚を中心に構成したものということでございますが、そ


ういうものが企画立案した戦略につきまして、有識者から構成される専門組織がチェックする


という役割を担うことが期待される。その評価に当たっては、科学技術イノベーションに関係


する多様な方の意見を聞くことが重要とさせていただきました。 


 次に、各府省との関係のところでございますけれども、10ページのほうは、基本的に前回の


論点整理との関係を書かせていただいてございます。 


 11ページのところで、これは前回のご議論を踏まえまして、第２パラグラフから前回の議論


を反映させていただいてございます。いわゆるイノベーション関連部局との関係につきまして


は、司令塔というものは科学技術イノベーションの主要分野の戦略立案に関与することが重要


である。という認識のもと、このためＩＴ戦略本部、知財戦略本部については司令塔との統合


を検討すべきという話がございましたので書かせていただきました。具体的には基本法の趣旨


を踏まえて検討するべきと書かせていただきました。 


 さらに、前回のご議論では、宇宙や海洋につきましても司令塔の方針を反映できるようにす


るべきであるということで、それを書かせていただいてございます。 


 次に、科学技術に関する調整事務等の府省横断的事務ということでございますが、府省横断


的事務と言いますのは、基本的に１つの役所が各省の関係するものをまとめていくというのが


府省横断的事務ということでございますけれども、前回のご議論では文部科学省の科学技術基


本計画策定事務がございましたので、それを書かせていただくとともに、前回は調整事務とい


うことでございましたけれども、今回先生方から調整事務の内容を明らかにしないと意味がよ


くわからないとのご意見がございましたので、あくまでも例示ということで見積りの方針の調


整等の関係調整事務という形で、一元化という議論がございましたので、それは書かせていた


だいてございます。 


 次の研究開発法人との関係というところにつきましても基本的には論点整理の案をそのまま


でございます。初めの○のところで、前回は大所高所と言っていたところを科学技術イノベー


ションの取組が社会につながるようにと書かせていただいてございます。 


 次に、⑤でございます。大学との関係ということにさせていただきまして、前回は国立大学
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法人という形でしたが、大学は国立大学法人だけではないということで、そのような形に直さ


せていただきました。国立大学法人につきましては、まさに12ページでございますけれども、


そういう位置づけでございますので、文部科学省に対して政策の取組を推進するべきであると


いう形にさせていただきまして、特にイノベーションにつきましては研究開発法人等とも同様


に勧告ということも可能とするべきではないかとさせていただいております。 


 次に、産業界との関係というところでございます。ここにつきましては、前回中村構成員か


ら本日しっかり議論したいというご指摘がございましたので、ここは（Ｐ）とさせていただい


てございますけれども、ここにつきましては、科学技術イノベーション政策においては、プラ


ットフォームの構築が重要という形で、その中でイノベーションの担い手である産業界を中心


とする経済社会の多様な活動主体が参加するという形が大事ではないかと第１パラグラフに書


かせていただきまして、第２パラグラフのところで、総合科学技術会議で検討が進められてお


りますイノベーション戦略協議会の活用を書かせていただいてございます。 


 （３）ということで、予算編成等資源配分に関するところでございますけれども、議論を踏


まえ、ポイントといたしましては、第２パラグラフでございますけれども、科学技術イノベー


ション関係施策全体を把握するためには司令塔が各府省に対して情報の提供を求めることを可


能にすることが必要であるとか、施策の内容の把握のあり方としては、必ずしも詳細なものを


把握するということではなくて、政策課題解決の施策群単位での把握が大事であると書かせて


いただくとともに、司令塔が示す範囲については関係施策全般とするということで、具体的な


やり方としては、アクションプランやパッケージの対象拡大を考えることが必要であると書か


せていただいてございます。 


 さらに、第２回の時にご議論がありました司令塔の対象の範囲ということでは、研究開発法


人、国立大学法人及び大学共同利用機関も含めるべきであるという形にさせていただいてござ


いますけれども、それぞれの制度的なものなどにちゃんと留意すると書かせていただいており


ます。いずれにしても具体的には、13ページ、例えばということで、次年度概算要求前に研究


開発等についての研究開発法人、国立大学法人等が果たすべき役割に関する指令塔としての方


針を示して、それに対する対応状況について検証して、それを踏まえた政策提言を関係大臣に


行うべきであるということでございます。 


 次のメリハリのところにきましては、前回の論点整理の議論をそのまま書かせていただいて


ございます。司令塔につきましても基本的に司令塔につきましては、予算があるとしても、調


査、分析という議論でしたが、それをそのままにさせていただいてございます。 
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 司令塔の位置づけでございますけれども、これにつきましては前回ここまでご議論が明確で


なかったのですけれども、そのときの議論を踏まえますと、14ページになりますけれども、各


府省に対して施策の実施の推進及び総合調整のある本部組織とすることが望ましいのではない


かというご議論ではないかということで、このように事務局案としてまとめさせていただいて


ございます。 


 さらに、その本部というものを置く場所につきましてはそこに書いてございますように、長


期的に安定した取組が必要であると考えると、内閣府のほうが望ましいのではないかと。これ


もあくまでも事務局案でございますけれども、そうさせていただいているというところでござ


います。 


 次に顧問でございます。冒頭申し上げましたように、若干前回、十分にご議論いただけなか


った分がございますので、今回はこの部分もご議論を賜れればと思ってございます。ここにつ


きましては、意義につきまして、助言も含めてですけれども、品質保証ということを書かせて


いただいております。品質保証の内容は、本文中にパラグラフの最後のほうに書かせていただ


いております。緊急時における一元的情報提供や科学的助言への専念による中立性の確保とい


うことも書かせていただいております。 


 次に、各府省における設置、ここにつきましては、下から２行目、内閣総理大臣及びイノベ


ーション政策担当する大臣に対して助言を実施する顧問に加えて、科学技術イノベーションと


関係の深い省に各大臣に助言を行う顧問を設置することを検討すべきとさせていただきまして、


もしそういうことがある場合には、基本的には内閣総理大臣に助言を行う者につきましては、


首席科学技術イノベーション顧問とすることにさせていただき、科学技術イノベーション顧問


から構成される会議を設置するということを書かせていただいております。 


 内閣総理大臣に助言する顧問を何名程度にするかというところについて、前回ご議論がござ


いませんでしたので、ここに書かせていただくということでございます。 


 対外的な役割というところにつきましては、基本的に前回の議論を書かせていただいてござ


いますが、さらにということで第３パラグラフ、首席顧問につきましては、米国やイギリスの


顧問と定期的に会合を持つことにより科学技術外交で我が国が世界をリードしていくことも考


えられる。欧州委員会の委員長にも顧問が置かれるということもあると書かせていただいてお


ります。 


 （２）の事務ということにつきましては、若干重複するところがございますが、科学技術助


言というところと適切な情報発信、17ページでございます。関係行政への協力要請ということ
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にさせていただいてございます。 


 サポート体制、人選その他というところでは、科学アカデミー及び産業界と定期的に情報交


換するということを書かせていただいております。 


 ②の資質というところでございますが、ここにつきましては、顧問には政治家でなく民間の


方ということで、前回の議論では科学者、産業界での科学技術イノベーションの経験を有する


方というご議論がありましたので、ここではそういう形で書かせていただいてございます。 


 次の人選、定員のところでございますけれども、首席科学技術イノベーション顧問を置く場


合には、それは１名とするということで、その方は、内閣総理大臣が国家同意を得て任命され


るべきであるということにしてございます。 


 次のパラグラフにございますけれども、それ以外に総理に対する顧問が任命できることとす


るとさせていただき、その点は２名以内という形に事務局の案ではさせていただきました。で


すから、総理に助言できる顧問というのは全体で３名となっております。 


 18ページでございますけれども、関係が深い省に顧問を置く場合は、１名を基本とするとさ


せていただいてございます。 


 次に、勤務形態ということで、広く人材を確保する観点から、必ずしも常勤としないとすべ


きであると、さらに常勤の場合であっても、範囲を明確に限定した上での兼職も認めることも


検討するべきとさせていただいてございます。 


 次の任期につきましては、現行は２年でございますけれども、任期を３年として再任も可能


とするべきとさせていただいております。あとルールづくりということも書かせていただきま


した。 


 19ページ、６．の支える体制というところにつきましては、日本学術会議等との関係を書か


せていただきました。ここについてはこれまでのご議論を踏まえたものをそのまま書いてござ


います。産業界との関係につきましても書かせていただきまして、ここでも科学技術イノベー


ション戦略協議会の活用も検討するべきとさせていただきました。 


 （３）の事務局とのあり方というところでございますけれども、ここにつきまして、19ペー


ジは論点整理そのままでございますが、20ページのところで前回の議論を踏まえまして、調査


分析を行う人材というものと関係府省間を連携する、いわゆる政策起業家的人材というものに


ついて言及させていただきました。さらに、キャリアパスの話につきまして、前回の議論で出


向元との関係ということのみを書いておりましたけれども、そのようなことを専門とする人材


の育成の考え方、登用ということも含めさせていただいてございます。さらに、シンクタンク
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の機能というところでございますけれども、第２パラグラフに、連携を強化するとのご議論だ


ったと思いますが、さらに加えまして、各シンクタンクの調査分析に関する的確な指示等を行


うことが重要であるということでございます。それに加えまして、事務局がシンクタンクのネ


ットワークのハブとして、このネットワークを運営することが重要であろうということで、事


務局にシンクタンク機能の中核になる部分を整備も検討するべきであるとさせていただきまし


た。 


 21ページ、これはこれまでの議論を踏まえて、イノベーション戦略推進体制図ということを


書かせていただいてございます。 


 次に、22ページ以降は、タイムスケジュールということでございます。これにつきましては、


これからご議論いただくところでございますけれども、ここにつきましては、推進体制の基盤


の強化となるもので、実施するべきことが明確であるということで、早急に対応すべき事項と


いうこと。その早急に対応するべき事項の実現を前提として検討が必要であるとか、具体的な


対応の内容が必要なものという形に分けさせていただきまして、分類を行ってございます。 


 なお、今後政府部内で調整が必要なものにつきましては（Ｐ）とさせていただきました。 


 ８ページのほうで、冒頭のこの議論で、運用でできることをしっかりしたほうがいいという


話がございましたので、ここにつきましては、いろいろご議論があり、未整理の部分があるか


と思いますし、今後さらに検討が必要と思いますけれども、参考ということで、運用で対応で


きるものということと、24ページになりますけれども、現行制度の改正の対応ということを書


かせていただいてございます。少なくとも新しい司令塔の設置ということで、先ほど申し上げ


ましたように、本部という形をするのであればそういう制度の改正が必要であるとさせていた


だいております。 


 説明が長くなって恐縮ですが、以上でございます。 


○吉川座長 ありがとうございました。 


 非常にスピード高く、長文の素案を説明いただきました。既に委員の方々のご意見も入れさ


せていただいていますが、改めて今日、しっかりと議論をすることが必要です。特に司令塔の


具体像ということと、それから顧問の具体像については今日はっきりしたイメージをつくりた


いので、この７ページの第４章の司令塔の具体像というところと、15ページの第５章のイノベ


ーションの顧問について、集中的に時間を分けて効率的に議論したいと思っております。です


から、司令塔については40分ぐらい、顧問について30分ぐらい、その他20分ぐらい、こんな感


じでやらせていただきます。もちろん関連部分がいろいろあると思いますので、別にそれ以外
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は絶対に議論しないとは申し上げませんが、４章、５章をきちんと詰めることを目標にすると


いうことで、ご発言をいただきたいと思います。 


○須藤参事官 先生、大変粗相をして申し訳ありませんが、資料２を忘れておりましたけれど


も、はじめに、というところにつきまして、ちょっと事務局の案をご覧いただいて、若干この


場の議論をしっかり反映していないのではないかという問題意識だと思うのですけれども、そ


れで吉川先生のほうから、このようなご提案をいただいておりますので、これも合わせて配布


させていただいております。このご紹介をお願いいたします。 


○吉川座長 これは、はじめに、ですので、４章、５章とは関係ありませんが、ちょっと１、


２分使わせていただきます。これはなぜ我々はこういう議論をしなければならないのかという


基本の共通理解の確認を、ここで改めてしたいということで書いたものです。日本が大変な状


況にあり、その解決にイノベーションが必要であり、そのために政府の役割が重要だという基


本は間違いがないことなのですが、もう少し深い共通理解がほしい。 


 現実的には15年間にわたる科学技術基本計画で基礎研究に大きな投資をしながら、それが産


業の競争力、あるいは世界の中で日本産業の位置に果たしてプラスしたのだろうか。そこには


科学技術を基にしたイノベーションという概念から言うと問題がある。これは何か不思議な現


象だと言われているわけですが、研究に投資したけれども産業の競争力がなくなっている。も


ちろん現実には円高とか他の原因はたくさんありますが、それを乗り越えて力をつけなければ


ならないことは明らかです。それを一口に言うと、これは決して科学者が悪いとか政治家が悪


いということではなく、日本の中に科学技術イノベーションをどうやって推進するかという政


治的意図（ポリティカルウィル）と科学技術者総体としての科学者のコミュニティの中で自分


たちの研究をもとにどうやってイノベーションを起こすかということについての役割意識、こ


の両者が調和していない。政治的意図と役割意識との間に適合性が欠けている。この不適合は、


科学技術に関する制度とその運用に対する科学者コミュニティの応答、その結果としての政府


と科学者との間の情報の共有や流通などに原因があるのではないか。そして、今、説明のあっ


た提案は、実はその両者をイノベーションという視点から相互に強い関連のある構造を作り出


そうとしているはずである。ここでは非常に妙な言葉を使って、凝集的施策といったのですけ


れども、要するに政治的意図と科学者の役割意識とが、社会の期待に応える方向に向くという


こと、それには両者の調和的な構造が必要であって、しかもそれが時代とともに動いていく。


そういう一つのダイナミックな機能をもった組織をこれから我々は提案しようとしているので


はないか。そういうことをやはりきちんと書いておく必要があると思ったのです。 
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 そういったことで、４ページ目にありますような、イノベーションに関連する要素として大


学があり、研究独法があり、産業があり、そして日本学術会議がある。そして科学技術イノベ


ーション戦略本部がそれぞれの要素に対して図にあるような関係にある。この関係が先ほど言


った凝集の意味なのですが、この関係が単に抽象的な話ではなく、現実的な形で、そこを流れ


る情報がしっかり定義される構造を日本の社会にインプルメントするのが今回やっていること


ではないかということです。このようなことを「はじめに」に書くことについていずれまた皆


さんでご議論いただきたいと思います。 


 それでは、直ちに議論に入りますが、この第４章の司令塔に関して、いろいろご議論いただ


いていますが、さらにご意見をいただきたいと思います。 


○大西構成員 全体によくまとめていただいていると思うのですが、これが公になる文章だと


思うのでちょっと気になるのが、この司令塔というのは、総理大臣が入っているわけですよね。


そういうことは行政のトップが入っているので、そこで決めるというのは何か、それが他の行


政組織に勧告するとかいうことになっているのですが、ちょっと行政組織上はそういうことが


あり得るのかもしれませんけれども、一般の、私も含めた国民の感覚から言うと、なぜトップ


が自分の任命した大臣に勧告、少し遠慮的な行為をしなければいけないのか。つまり内閣総理


大臣が決めればそれで政策として少なくとも内閣のレベルではほぼ決まりではないかというふ


うにも思うわけです。その辺の司令塔というのは、これは総理大臣を含んだその組織全体を司


令塔と指していると思うので、ですよね。そこの書き方というのがこれでいいのかどうか。 


○吉川座長 司令塔という言葉ですか。 


○大西構成員 言葉はいいのですが、その司令塔が勧告をしたりするわけですよね。例えば大


学のあり方については文部科学大臣に場合によっては勧告すると出ているわけですね。だけど


文部科学大臣よりも総理大臣は上にいるわけだから、その人が決めるということは、それは最


終決定なのだろうと。勧告するということは従わないということもあり得るわけだから。そう


いうことがあるのか。もしそういうことが行政組織上問題ないのであれば、何かその辺の関係


をどこかで整理して書いておいたほうが、少なくとも国民レベルでは理解できると、私も含め


てだけど、という気がします。 


○吉川座長 そうですね。内閣総理大臣というのは、独裁者ではないわけで、ここで扱ってい


るものは科学技術イノベーション政策という個別の課題です。そういったことについて、専門


性を持つ各省とかあるいは大学という自主的な判断の機能も持っている者に対する勧告という


ことでしょうか。上に立つ者が全体の状況を見て全体の方向を定めようとするとき、その一つ
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一つ個別に、あるいは自主的な行動をしている社会の各セクターに対して、忠告あるいは勧告


という形をとることもあり得るのではないか。 


 ここにある12ページの勧告という言葉は、大学に対して言っているように読めるかもしれな


い。大学に対して勧告というのはやめたほうがいいかなと思います。今日はまだ安西さんが来


てないけれども、安西さんから問題提起が出る予想はします。 


○大西構成員 今、おっしゃるのは、12ページの一番上のところ。 


○吉川座長 そうそう。 


○大西構成員 これは文部科学大臣ですよね。ですから大学に関することについて文部科学大


臣に勧告する。 


○吉川座長 これは、しかしかなり現実的に具体的に言っていますよね。ですから、今、先生


がおっしゃるように、司令塔が決めたのだから、全部聞くべきだという基本的なスタンスに加


えて、やや現実的な問題をいろいろ勧告したりすることはあり得ると思うのだけれども、ここ


にあるように大学のあり方について科学技術イノベーション戦略本部が勧告するということが


ありうるのか。これはどういう意味で勧告という言葉が出てきたのか事務局に聞いてみましょ


う。 


○須藤参事官 基本的に、ここの勧告の相手は大西先生がおっしゃっていただきましたように


大学ではなく、文部科学大臣ということにしておりまして、国立大学法人につきましてはここ


に書いてございますように、文部科学大臣が中期目標を定めておられる。そういう観点から文


部科学大臣に勧告させていただくということですが、勧告の内容につきましてもあくまでもイ


ノベーションの取組ということに当然限定というか、そういう形にはさせていただいてござい


ます。 


 吉川先生のお話ですと、大学そのものにしているように思っておられますけれども、そうで


はないということだけはまず……。 


○吉川座長 そうですね。これは大変気を使って書いていただいたのはわかるのだけれども、


ここで急に勧告が出てくるとね。勧告というのは強いものでしょう。 


○須藤参事官 ここにつきましては、いろいろ、これも先生方のコメントを踏まえさせていた


だきましたけれども、先ほども説明させていただきましたように、研究開発法人のほうでもそ


こもそもそも勧告というのがいいのかというご議論もあるかと思いますけれども、まさにイノ


ベーションということについてはみんなと言って言い方が悪いかもしれません。しっかりやる


ということであれば、ということで書かせていただいています。 
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○吉川座長 ちょっとその問題はもう一回議論します。先生のご議論はそこではないのですね。 


○大西構成員 そうです。城山先生がいたらコメントを得られると思うのですが、国家組織上、


総理大臣が……。 


○須藤参事官 その点についてよろしいでしょうか。その点については、内閣総理大臣はとい


うことでございますけれども、ここは今司令塔ということで、これも後でご議論いただくこと


でございますが、一応本部というものということにしてございます。あくまでも総理もそこの


本部長という形でというのがアイデアでございます。そこが一般の方から見ると、わかりにく


いと言われるとそれまでなのですが、本部として勧告するということでございますので、そう


いうことで総理というよりはここは本部がやるということでございます。ただし、その本部長


が総理であるということでございますので、その勧告というものがより強力になるという形で


ございまして、ここはあくまでも総理大臣はヘッドでありまして、総理自らがやるということ


ではなくて、本部という組織がやるという、そういう建てつけになるということを、ご理解い


ただければと思います。 


○大西構成員 何か印象としては、総理大臣の権能を分節化して低めているともとれるしね。


だから、そこはちょっとどこかで司令塔の行政組織上の役割みたいなことについては整理して


書いておいたほうがいいのかなと。 


○吉川座長 これは、理念的なお話をされているわけですね。総理大臣というものがここにあ


る以上ね、まさにこれは国家の中枢であって、ここで決めたものは勧告どころではなく、決定


でなければならない。そこに司令塔という言葉と内閣総理大臣がいるという事実のニュアンス


がちょっとわからない。 


 中鉢さん、どうぞ。 


○中鉢構成員 今のお話は重要なところだと思います。今の状況、総合科学技術会議がどうな


っているかというと、関係の閣僚が入った、内閣総理大臣が議長の会議です。これと何が違う


のだろうかと。結局、会議を本部にした、今の議長を本部長にした、非常に皮肉で言うと、そ


ういった形だけの変更で、コンセプト的に変わりはないのではないかとの印象を受けます。 


 もちろん前書きに書いてあるように、科学技術からイノベーションを付加したということと、


会議体の権威を高めるために本部にする、それから、顧問を設置する、この部分は、今の体制


と違う部分ですが、リポーティング体制、あるいは建てつけについては、今の状況と変わりが


ないような印象を受けます。 


 吉川先生がおっしゃった、いわゆるポリシーメイク、立案とそれからそれを実行するコント
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ローラー、さらにポリティカルウィル、これは方針だと思いますが、司令塔は何をやるのかで


すね。全てを行うのか、それともポリティカルウィルのほうを強くするのか、あるいは行政執


行のほうを強くするのか。この基本的な建てつけはぜひご議論していただきたいと思います。 


○吉川座長 その点で、私自身が考えているのは、ポリティカルウィルというものと実行とい


うものが遊離したらおしまいなので、それをどうやって構造化するかという問題なのかなと思


っているのです。 


○中鉢構成員 追加で質問です。それを一体的にやるのが新しい本部というイメージでしょう


か。それとも総理大臣なのでしょうか。あるいは科学技術担当大臣なのでしょうか。つまりポ


リシーのウィルと行政を両方やりますよということがコンセンサスでございますねという確認


です。私が感じていることは、今はあまりにも遊離しすぎています。統合しようとするともう


少し時間が必要なのではないかという印象を、現実に妥協するわけではありませんが、総理大


臣になりかわって行政とポリシーのウィルを全てやるというのは、どういう建てつけなのかな


と。 


○吉川座長 ただそのときに、ここで対象にしているのが科学技術であるということを忘れて


はいけないのですね。一般的な行政の場合と科学技術には違いがあります。科学技術の場合、


ポリティカルウィルが一定の自治をもった科学者コミュニティに対するメッセージにならなけ


ればならない。それは決して行政機構を通じて伝えられることができないものなのです。です


から、そこのところは非常に難しい。行政機構として形をつくればすべて命令系統でいくのか。


科学技術研究ではそうならない。 


○中鉢構成員 もう一言だけ。そうしますと今は各府省が各々個別に政策を行っていますが、


科学技術に関しては特出ししますよと、こういう方針ですね。 


○吉川座長 そうです。 


○中鉢構成員 これは間違いないですか。 


 予算決定も含めてですよ、財務省の。 


○吉川座長 いや、それは違うと思います。 


○中鉢構成員 どこで切り分けるかということがあると思います。現行の総合科学技術会議で


は調査、審議という制約がありますが、この調査、審議にプラス総合調整が加わっている点が


目新しい点だと思います。では、この総合調整とは何だと。今、何もやってないかと言うと、


それはご議論がありましたように、制約がある中でも概算要求前に聞いたりしているわけです。


しかし、基本計画に書かれていることがなかなか実行されません。実行されないので、司令塔
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機能を強化するということなのかどうか、この論点です。 


 この論点の指摘をしておくだけに留めますが、これをはっきりさせないと、玉虫色になる恐


れがあります。調査、審議だけなので、それに今度は総合調整を加えると。総合調整だけでし


かないのに、ＰＤＣＡサイクルの役割を持たせようとするといった無理な建てつけになってく


ることも考えられます。このことを誰が権限をもって行うのか、つまり制度上の責任者と実際


に行う担当者、ここのところをガチンとジョイントするのかしないのかという点です。 


○吉川座長 これは、非常に重要なご指摘なのですけれども、やはり私としては科学技術とい


うことにこだわりたいのです。科学技術というのは、例えば農水省だったら植物の研究をして


いる。厚生労働省は体の研究をしている。文部科学省は植物も体も研究しています。ですから


実は各省がそれぞれの行政目的に従って予算を獲得したとき、それは決して科学でもらってい


るのではないので、農水なら農水のために予算があるわけです。その中の科学技術予算は各省


の行政目的の中で配分されているわけです。一方科学者という立場で見れば、それはバーチャ


ルではあるが、これらの研究を要素としながら大きな科学技術コミュニティという研究集団が


結果として存在してしまうのです。その存在しているものを一つの日本のパワーとしてやって


いこうというのが科学技術イノベーション行政ですが、それは各省の行政と交絡しているわけ


です。府省の行政目的と科学技術を振興するというものとの関係です。しかもそれが単なる構


造上の交絡ではなく、科学技術というのは科学者同士が交流しながら科学を進めていくという、


そういう一つの現実的なダイナミクスがそこに存在するわけです。それはパワーでもあり、現


実のエネルギーでもあるわけです。その２つは確かにご指摘のように、矛盾しているように見


える。科学技術というものが行政機構に入り込んだということは現代の特徴であり過去にはな


かった話であり、伝統的な考えでは基本的に矛盾しているといえるのかもしれません。しかし


それは現代の重要な課題であり、非常に難しい面を持っていますが、解決しなければならない。


ご指摘のようにこれらかいろいろな制度を決める上で常に問題が出てくる可能性があり、非常


に重要なご指摘だと思います。 


○橋本構成員 私も実はそこは８ページの５番目の国家戦略全体を担当する組織との関係、こ


こにあらわれているような気がします。実は、もともと先週いただいた案では、この司令塔が、


国家戦略会議へ提言、報告するとなっていたのですが、私はコメントをつけさせていただきま


して、それだったら今、中鉢委員が言われたように、総合科学技術会議というのは結局提言、


報告なのです。今までと結局同じであって、本部という名前になってもやることは同じなので


はないかと。会議から本部になるというのはやはりそこに実行するその権限を移すのだろうと
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私は理解します。 


 そうしないと結局名前が変わっただけになってしまうのではないかという気がいたしまして、


だからここを、実は私はもっと強く言ったのですけれども、今いただいたのは検討してその結


果を踏まえて国家戦略会議が立案することが適切であるというふうに結局提言報告と同じにな


っているのです。ですので、もう一歩踏み込んで、その予算の獲得、そういうところにまでこ


こがかかわる、どういう書きぶりがいいのか、私は法律家でないのでわからないのですけれど


も、そこまで書かないと結果的に同じなのではないか、今までの総合科学技術会議と、という


気がするのですけれども。本部と会議、違うはずですよね。 


○吉川座長 違います。そこをうまく表現できますか。 


○須藤参事官 ただ１点、申し上げたいのは、まさに先生方がおっしゃったように科学技術イ


ノベーションというものは国家戦略の一つである。そういうお話でございました。まさに科学


技術イノベーションの政策というところにつきましては、まさにこの新しい本部というものが


実行までやるということであるかと思うのでございますけれども、ここの国家戦略というのは、


それはまさに国全体ということで、科学技術以外のものの全体を俯瞰してやられる。そういう


ところでございますので、そことの関係で言うと、あくまでも国家戦略会議のほうが俯瞰して


いるということを踏まえた書き方にせざるを得ないのかなというのが１点でございます。 


 そういう意味で言うと橋本先生がおっしゃった予算云々というところがございますけれども、


それはありていに言えば、科学技術の予算について配分権まで云々という話であれば、それは


なかなか、これまでご議論にはなかった話かなと思ってございます。ただ国家戦略のほうにあ


る程度こういうふうなものをすべきということを言うことはできますが、そこはやはり国家戦


略全体と科学技術イノベーションの関係ということはあるのではないかと思います。 


○吉川座長 だから、そこはもうちょっと明解に一言つけ加えるほうがいいですね。 


○橋本構成員 そこはそんなに変わってないのですね。要するに、先ほどの話ではないですけ


れども、勧告という言葉はきついでしょうけれども、そこに一定の割合関与できる、もちろん


おっしゃるように全体の話と一部の話、全体の中での一部があるわけですから、ただそこがそ


こに関与できるということが重要なのかなという気がするのですけれどもね。 


○吉川座長 関与ね。 


○橋本構成員 それがどういう書きぶりになるか。 


○吉川座長 そうなのですね。 


○須藤参事官 そういう意味で言いますと、一番明確な関与というのは、ここでは望ましいと
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いう表現になってございますが、科学技術政策担当大臣がこういうことになるべきということ


だ、というのが一番明確なメッセージになるかと。 


○吉川座長 望ましいではなくて、べきだ、でいいですか。 


○橋本構成員 はい……。中鉢先生がまだ納得されてない。 


○野間口構成員 私も中鉢先生の意見に近いなと思いながらも、もう一つよくわかっていない


ところがあります。12ページの勧告のところが最初に問題になりましたが、これは前回私の発


言を反映したものであると思うのですが、勧告の意味するところをある程度お互いに共通認識


にしておいたほうが良いのではないかと思います。先ほど座長のほうから説明がありましたよ


うに、勧告がされるとそれに全て従うというのではなくて、それをもとにして真摯に検討する。


そういう相互作用が生じてしかるべきという意味で勧告をとりましたが、これが総理をヘッド


とするもので、勧告をしたら非常に大きな制約、強制力を持つのであるというのであれば、そ


れは前段にも出てきているような各省庁に対する勧告も同じ意味を持つのではないでしょうか。 


○吉川座長 そうですね。勧告ということは、私は法律家ではないのでわからないのだけれど


も、例えば日本学術会議が政府に対して勧告する機能を持つと法律に書いてあるのですね。


我々科学者の間ではこの勧告というのは非常に強く認識していて、簡単に言えばそう滅多には


出さないぞと、何年に１回ぐらいしか出さない。諮問に対する答えは、これはいくらでもやる。


勧告というのは強制力とは言わないのだけれども、少なくとも社会的に非常に強い圧力がかか


るという解釈があると思います。 


○須藤参事官 一般的に国家行政組織法上、勧告というのは、まさに野間口先生がおっしゃっ


たような意味で、この勧告があれば必ずそれに従わなければいけないというところまで、ただ


し勧告があったということは、それに対して従わない場合には、当然なぜ従わないかというこ


とについて、受けた役所のほうにあるという、そういう形になるということで、そういう意味


では、勧告を出すということは、今、吉川先生がおっしゃいましたように、非常に重いものが


あるということだと思ってございます。 


○吉川座長 回答の責任を負うということですよね。 


○永井構成員 提言という言葉ではいけないのでしょうか。 


○吉川座長 提言は弱いのですよね。 


○永井構成員 弱すぎるのですか。 


○吉川座長 提言は、「そうか、そうか」と言っていればいいのですけど。勧告になると、言


うとおりにしなければ、その理由はこうこうなのだと。それを公表しなければいけない。少な
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くとも科学の世界で国際的に勧告とはそのように言われます。 


○中鉢構成員 勧告というものが実際にどこまで効力を発揮するのかもきちんと考えておくべ


きではないかと思います。昨年、日本学術会議は、科学と技術の間に黒丸をつけろと勧告され


ましたが、今、この文書でも「科学技術」のままです。 


 21ページを見て考えされるわけですが、科学技術イノベーション戦略本部とありますが、総


合科学技術会議と置き換えても、おそらく読み取れます。どちらにも有識者がいます。本部に


は首席の科学技術顧問が入っていますが、首席顧問以外に有識者が入るとなると、今とどこが


違うのかがわかりづらいという印象です。総合科学技術会議には、８人の有識者が入っていま


すので、あとは、本部と同じです、メンバー的には。日本学術会議の会長はここに定席として


入っています。ほかの有識者議員とは違って特別扱いされています。ですから、科学者の意見


を全部入れることができる格好になっています。科学技術系シンクタンクというのはありませ


ん。産業界からは８名のうち２名が入っています。本部は、国のＣＴＯといってもいいのかも


しれませんが、首席の顧問が新たに加わるというぐらいの違いにしか私には見えないのですね。


もしこれ以上の違いがあるようでしたら、ぜひ事務局からも説明していただきたいと思います。


私の解釈が間違っているのかどうか。 


○須藤参事官 大きな違いといたしましては、あくまでも総合科学技術会議は調査、審議しか


できませんので、意見具申とかしかできませんので、それを踏まえて動くのは科学技術政策担


当大臣が実際の総合調整をやるということになってございます。 


 有識者が決めたことを、言い方を変えますと、総合科学技術会議が決めたこと、その話につ


きまして科学技術政策担当大臣がやるかやらないかを判断するという形になっているのが現状


だと思います。若干、言葉が乱暴ですけれども。それに加えまして、こちらの戦略本部のほう


はそうではなくて、その本部自らが審議することを自らの責任でしっかりとやる。要は、担当


大臣にやってくださいよ、というのではなくて、やれと各省に言えるというところが、各省に


やれと言ってくださいと言うのと、各省に直接言えるというのが、これが大きな違いかなと思


ってございます。 


○中鉢構成員 私だけが発言すると問題ですが、非常に重要なことをおっしゃっていると思い


ます。つまり政策では、イノベーションの範囲まで第４期で言っています。しかし、第4期が


計画通り進んでいないとなると、科学技術担当大臣が指導力を発揮していないということにな


るとおっしゃっているようにも解釈できます。だから、科学技術担当大臣をさしおいて、有識


者がやれと言えと、そういう権限を与えよと、こういうことのように聞こえるのですが。 
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○須藤参事官 別に有識者がということではなくて、ここはあくまでも大臣が本部長というも


のでやるということになっておりまして、今でも担当大臣はしっかりやっていただいていると


思いますけれども、これまでの議論では決めたことを大臣にお願いするのではなくて、自らや


ったほうがいいのではないかというのが前回のご議論かなと思って書かせていただきました。 


 前回の資料では、中鉢先生がおっしゃったような会議形態と本部形態、両方あるという形で、


両論併記で論点整理案を出させていただいたのですが、この司令塔というものは自らがしっか


りと各省に対してやっていただくということまで言わないといけないんじゃないかという、そ


ういうご議論があったので、そういう方向性であったと事務局で受け止めまして、今、これを


本部という形にさせていただいているということでございます。 


○吉川座長 わかりましたか。 


○中鉢構成員 いや、言っていることはよくわかります。それにいささか違和感を覚えますの


で、しつこくお話ししているのですが、そうすると本部というのは行政機能を持っているので


しょうか。これが一番重要な違いです。 


○須藤参事官 申し訳ございません。そのとおりです。 


○中鉢構成員 そうすると本部での会議というのはあるのでしょうか。 


○須藤参事官 本部も会議は……、先生の言っている会議というのはどういうことですか。 


○中鉢構成員 今の総合科学技術会議とは違う会議が本部の中で行われるわけですね。 


○須藤参事官 当然会議は開かれると思いますけれども。 


○中鉢構成員 会議でなく、本部にしましたと言うからちょっと違和感がありました。本部と


いう一つの行政機構をつくろうということに皆さんが賛成されたのでしょうか。 


○野間口構成員 待って下さい、本部長は担当大臣ではないのでしょうか。 


○中鉢構成員 本部長は総理ですよ。 


○須藤参事官 総理という形で、今の案はそうさせて……。 


○野間口構成員 総理で、それを補佐するのが担当大臣ということでしょうか。 


○吉川座長 担当大臣は副ということになるのでしょう。 


○野間口構成員 そこの合意をなしにやるとは思えないですね。 


○須藤参事官 私の説明が悪かったと思います。要は、今回はいわゆる総合科学技術会議、政


策会議ということでございますけれども、基本的には一般の審議会的なところでございますの


で、そうではなくて中鉢先生がおっしゃいましたように、本部ということでまさに自ら行政機


関として行動できるようなものに変えるということでございます。 
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○中鉢構成員 これですっきりしました。 


○大西構成員 だから、相当大きな権限があるということですよね。会議で意見を言うという


だけではないと。それでやはりさっきのところにどうしても引っかかるわけです。 


 普通、例えば震災の復興対策本部、これも本部ですよね。この本部は復興対策については、


権限を持っているわけですね。その権限を行使する政策、あるいは予算を決めるところで当然


各省との折衝とか、持てる資源をどう使うかということについて十分な議論が政府内部で行わ


れるけれども、最終的に総理大臣ヘッドとした本部で決めたら、それは実行されなければいけ


ないわけですよね。それは内閣の根幹にかかわるわけですね。それが実行できないということ


は。だから、そういうふうに考えれば、この本部も科学技術イノベーション政策について、い


ろいろな調整をするけれども、最終的に決めたことについて文部大臣に勧告するということは、


僕はあり得ないと思うのですよね。それはもう調整が行われて、ある意味で実際のやり取りと


しては、決めたことについては実施されるということでないといけないのだろうと。 


○吉川座長 ですから、行政機関でありながら、相手が科学者だということです。これが違う


のですよね。経産省が物事を決めて、その決めたことを地方の経産局に持って行ってやらせる、


その経産局に対して金を使って企業を動かすというような仕組みにないわけです。科学技術に


対しては。科学技術というのは自ら研究しているわけでしょう。これに対して、どこまで決め


られるのですか。それはやはりかなり抽象的な決定しかできないわけでしょう。そうしたこと


を具体的に科学者がやるためには、やはりそれはＰＤＣＡの観察も必要になる。こういうこと


ですからね。 


○大西構成員 先生おっしゃることはわかるのですが、だからそういうテーマについてはそう


いう言い方になるのだろうと思います。ただ、どこの研究費にどのぐらいつけるとか、あるい


はここの部門は縮小するとか、そういう行政行為です。国の金をどう使うかという。こういう


ことについては、やはり決めたことが実行されないといけないと思います。ただ具体的に研究


をどう進めるとかいうのは、それは総理大臣が決めたって、そのとおりの成果が出るわけでは


ないわけですから、まさに科学的な行為としてその研究者がやらなければいけない。そのこと


は当然本部もわきまえて、使い分ける必要は当然あると思います。 


○吉川座長 具体的な話としていろいろなケースがあり、難しい点がある。 


○須藤参事官 まさに大西先生がおっしゃったように、基本的に本部はそういう形でしっかり


やられますので、それで当然各省が調整した結果ですから、従っていただくというのが当然の


建前ですし、そうあるべきなのですけれども、いろいろな事情があって、どうしてもできない
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ようなときには、やはりやるべきではないかということを言わざるを得ない場合ということも


そもそもそれはおかしいのではないかと言われると、ちょっとそれまでなんですけれども、そ


ういうことを想定されるわけでございますので、そういうこともあるからこそ勧告ということ


が、今でも別段、科学技術のみならず特命担当大臣というものについては、勧告というものを


持っているという、そういう形になってございます。総理大臣を補佐する特命担当大臣も勧告


権を持っているという、そういう建前でございますので、基本的にノーマルには大西先生がお


っしゃる基本的勧告とか出す必要は全くないと思うのですけれども、最終的に各省がやはり本


部の方針に従っていただくということを考えたときに、ひとつ勧告ということはあってもおか


しくは、国家行政組織の世界ではあってもおかしくないのかなとは思います。 


○大西構成員 そういうことであれば、例えばここだけ取り上げてもしようがないけれども、


12ページの上のところについては、これは文部科学大臣が国立大学の中期計画を作成する。そ


れに対して、司令塔が企画立案した政策に関する国立大学法人全体の活動を踏まえて、文部大


臣がまず政策提言の取組をする。イノベーションについては、さらに勧告することも可能。こ


ういうふうに言って、提言と勧告が主な機能なのです。だから、もし本部であれば、主な機能


はやはり調整して決めたことを実施するというのが本来の機能であって、場合によって、もの


によっては、勧告とか提言とかかなり弱い活動もあり得るということ、それは相手に考える余


地を与えていることですよね。提言も。だからそういうこともあり得るので、第１番の機能が


書いてないのではないかという気がします。 


○須藤参事官 はい。 


○吉川座長 それはそうですね。いいじゃないですか。多様なものがあるということですよね。 


 ですから、例えば日本は素粒子研究をするのかをどこで決めるのかも実ははっきりしない。


基本的に科学者の意思があり、それに対してポリティカルウィルが及ぶべきことだと思ってい


ますが、その過程は一般の人にははっきりとは見えない。司令塔とは別に、そういった問題は


常に残ってしまう。やはりこの辺は非常に慎重にいろいろなことができると言っておいたほう


がいいのでしょう。 


○大西構成員 一番重要なことを書いていただきたい。 


○吉川座長 検討します。ほかによろしいでしょうか。 


○永井構成員 ９ページの調査のことですが、これは、司令塔は調査を命ずることができるの


かどうか、もう少し明確に書いたほうがよろしいように思います。必要な情報を提供するとい


うことだけではなくて、やはり司令塔の調査権ということをしっかり明記したほうがよろしい
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と思います。 


○吉川座長 調査権……。 


○永井構成員 権というのか……。 


○吉川座長 調査は確かに介入、権力が要りますよね。 


○永井構成員 そうすると20ページのシンクタンクのあり方にもその辺は関係してくると思い


ます。 


○吉川座長 そうですね。わかりました。何行目ですか。 


○永井構成員 ９ページの⑧の２つ目のパラグラフのあたり。司令塔に対して政策判断に必要


な情報を提供できるというのは、これは事務局が提供できるということですが、調査を命じて


いるわけではない。 


○吉川座長 政策判断に必要な情報を提供できるようにすると。この書き方は弱いということ


ですね。 


○永井構成員 はい。調査を命じることができるということをどこかに書く必要があると思い


ます。 


○吉川座長 それはそのほうがいいかもしれませんね。ちょっと考えたいと思います。ありが


とうございました。 


○岡本構成員 すみません、ちょっと私の観点からだと、どうしても研究開発法人、あるいは


国立大学法人との関係が気になるのですけれども、例えば１１ページ、先ほどの議論にも関係


いたしますが、１１ページから１２ページに関係しまして、まず言葉がちょっと気になるとい


う意味において、この研究開発法人の部分の最初に「連携しつつ」というのがありますよね。 


○吉川座長 何ページ。 


○岡本構成員 １１ページの④の１行目、「制度改革が検討されていることと連携しつつ」と、


この連携というのは前のペーパーにもあったような気がしますが、これはどういう意味なのか


なと、ちょっとすみません、コメントを出していながら申しわけないのですけれども、なぜこ


んなことを申し上げるかというと、ちょっとそもそも論に立ち戻ると、新成長戦略ですとか、


あるいは第４期の科学技術計画においても、他の行政刷新、独法改革のそこの整合性を確保す


ると書いてあるわけですよね。これを読むと、連携しておればいいじゃないかとか、例えばこ


れは４ページで言いますと、「行政刷新会議の科学技術・研究開発に関する取組との整合性に


配慮すること」と微妙に言い方を我々から見ると書きかえられていらっしゃるような気がして


いて、これは確保するということを弱めていらっしゃるのですね、これは明らかに。というの
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をまず確認したくて、その上での議論がいろいろあるのですけれども。 


○須藤参事官 弱めるつもりも何もなく、この前の議論をそのまま書かせていただいたのがフ


ァイルになっていますし、ここについては「連携しつつ」というのは、まさに今行政刷新のほ


うで独法全体の話が議論されていることとしっかりと連携をとるという意味では、まさに整合


性をとるということでいっているわけでございまして、今そういうご発言をされるということ


自体、若干心外でございます。 


○岡本構成員 それはどういう意味ですか。 


 というのは、何を申し上げたいかというと、前回申した研究開発法人というものがどういう


位置づけになるかということをしっかり位置づけないといけないと思っているわけです。 


 連携ということであれば、あえて言うと独立行政法人の改革が行われていて、その中から研


究開発のところを抜き出してきて、別の法人体系をつくりますと。ただし、研究開発法人の制


度設計に関しては、独立行政法人で議論されていることを参考にしつつ制度設計をしますとい


うお立場をとっていらっしゃる。そういうふうなのか、あるいは独立行政法人の改革の中で、


研究開発法人の一類型として位置づけて、なおかつ独立行政法人で議論されているいろいろな


今の改革の中身をそのまま適用されようとされているというのは、ここは大きな違いだと思っ


ているのですよ。そこをどのようにとらえられていらっしゃるかというのは、明確にしないと


議論が前に進まないと思うのですね。 


○橋本構成員 ちょっと答える前に、発言させていただけますか。 


 多分岡本委員と正反対の意見だと思うので、正反対の意見があるということを明確にしてお


いたほうがいいと思いますので、述べさせていただきます。 


 私は、ここは今おっしゃられた点を明確にして、研究開発法人の特殊性、特殊性という意味


は目的ですよね。ですから、研究開発成果の最大化を第一の目的にするという明確な目的があ


りますので、そこの部分を明確にするためには、他の独立行政法人とは別の法体系でするべき


だと思っているのですね。前回もそれを申し上げました。 


 それを私はあえてここで意見対立することはわかっていますけれども、明確に述べさせてい


ただいて、それは、理由は今申したとおりですけれども、自分がやはり研究をやっている立場


として、ここは極めて譲れないところなので、明確にそこは記載していただきたいということ


の意見を述べさせていただいて、その上でまた議論させていただければと思います。 


○岡本構成員 多分、今の橋本先生の議論と対立しているというよりも、そこを明確にしてく


ださいということで、制度設計のやり方はあると思っているわけですね。 
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 ひとつ担保をしなきゃいけないのは、ここで言っている、例えば司令塔が一定の関与ができ


る範囲というのは、あえて言うと科学技術イノベーション政策のＰＤＣＡサイクルを確実に回


すという観点から関与していくというのにとどまっているのですかということなのです。 


 法人類型をつくると、確かにその法人の目的が科学技術イノベーション政策にかかわる実施


だとしても、そうじゃない観点からのいろいろな制度設計が行われているわけですね。そこの


ＰＤＣＡというのは、実はこの司令塔の範囲外にあって、そういうことを想定されていらっし


ゃるのであれば、制度の出し方が全然違ってくる、あるいはすべてこの司令塔の中でやられる


のですかというのだったら、そういう制度設計もできる。そこを明確にしていかないと、研究


開発との関係というのは、制度設計に戻していくと、非常に根本の思想がどちらに立つかとい


うのは大分変わってくると、そこの観点をしっかりしたいということと。 


 それから、私はどちらがいいということは申しているつもりは、ただ私が刷新会議側の人間


だから、そういうふうに思われることはあるかもしれませんが、どちらがいいということを申


し上げているのではなくて、そこをはっきりしておかないと、研究開発法人と司令塔との関係


が非常に不明確なものに、刷新側は刷新側で議論をする。それから、こちらはこちらで議論す


る。それはよくないと思っているので、そういう観点から申し上げております。 


○吉川座長 これは難しいことですけれども、それをここで議論することではないと思うので


すね。基本的に国家における諸行政は相互に矛盾が最低になるように行われるのが目的である


と思いますが、したがって行政刷新のほうで決める結果と我々の議論で決める結果がうまく一


致するようになるのが本来の姿です。一致しなきゃいけない。 


 矛盾があるということは、国家戦略としてどこかに齟齬があると考えなければならないでし


ょう。それは別途議論しなきゃいけないということでしょう。 


 それから、ここのところはある意味では抽象的に書かれていますが、この部分は研究者の側


からの要求という形で書かざるを得ない。それはここでは研究者のことを議論しているんです


から、研究者が最もよく研究できる、イノベーションが最もよくできる、そのためにはどうい


う構造があればいいかということが議論の課題です。それは研究開発法人に対して、その役割


を司令塔がきちっと明言できるということを要請しています。そういう可能性さえあれば、あ


る意味では制度はどうでもいいわけなのだけれども、しかしそういう要請を保障するためにど


ういう制度が必要かという制度論はあり得ます。 


 それを対立構造としてとらえる必要があるのですかね。 


○橋本構成員 こういう議論になった上で、こういう置き方になるのでしょうか、そういうこ
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とがあるのだということを。 


○岡本構成員 私はどういう立場ということではなくて、どういうことを考えていらっしゃる


かということを明確にしていただいて、それぞれの会議体においてやるべきことは違うでしょ


うから、先生がおっしゃるように、行政刷新の役割もして、こちらの委員会の役割だと思うの


ですね。 


 それで、ここでおっしゃっていることは、私もこの会議のメンバーに入っているから、研究


者ということを言うのはちょっとおこがましい部分がありますけれども、この会議体の総意と


して、橋本先生がおっしゃったように、研究開発法人というものは独立行政法人とは違った法


体系のもとで置いて、なおかつ細かい制度設計については、こう要望するという議論で今後の


話を進めていくという理解でしょうか、今、吉川先生がおっしゃったのは。 


○吉川座長 私はそこまで言及する必要がないといっているのです。研究法人の制度設計をこ


の委員会はやるわけじゃありませんから。もし入れるとすれば付帯条項か何か、付録か何かで


書く話だと思います。研究法人の制度的位置づけは、ここで議論する話じゃないでしょう。 


○岡本構成員 それはそうですね。 


○吉川座長 ですから、ここは抽象的になってしまいますが、それをさらに突っ込んで、制度


論的に考えることがどうしても必要である状況が議論の途上で出てくれば、付録のような形に


なるのではないかと思います。 


○岡本構成員 それから、先生、もう１点別の観点で、前回ちょっとこれは極論的に前回申し


上げてしまって、反省している部分もあるのですけれども、国立大学法人との関係、研究開発


独法等において、どのような違いがあるのでしょうかという議論で、今回はもともとの大学と


の関係というのにされて、私立大学も含められるような書き方をされているのですけれども、


あえて国立大学法人について言えば、この司令塔が関与できる事業というか、研究内容につい


ては、研究開発法人に対する関与と国立大学法人との関与というのは、これは同じレベルで考


えていらっしゃるのですか、そうではないような文面にとれますが。 


○吉川座長 これはいいですか。 


○須藤参事官 こちらにつきましては、まさにこれからのご議論だと思いますけれども、まさ


に今研究開発法人というか、研究開発についての独立行政法人制度と国立大学法人の制度とい


うのが別の法律体系でございますので、そこは違うという形で今は書かせていただいて、そこ


をどうするかというのは、まさにここでのご議論かなと思いますけれども。 


○岡本構成員 わかりました。 
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○吉川座長 それは内容的に言うと、私の出した資料の２の３ページに書いてある原則論と関


係します。「大学の研究者は、顕在あるいは潜在する社会的期待に応えることを条件として、


研究の自治を持つ」、それから「研究法人の研究者は、各府省の行政目的の中で研究するとい


う条件のもとで研究の自治を持つ」と。本質的な違いがあります。 


 さて、それでは次へ。 


 どうぞ。 


○中鉢構成員 ちょっと関連するところでもあるのですが、１２ページの下から３分の１ぐら


いのところ、科学技術イノベーション、司令塔が各府省に対して、このイノベーション関係施


策に関する情報の提供を求めることを可能にするという表現は極めて弱いと思います。 


 総合科学技術会議ではこれを徹底させることができていません。徹底できないことに対して


同じようなトーンで書いても、何の変革にもなりません。今だって可能です。ただ、言うこと


を聞くかどうかは別ですよね。提供してくださいと言っても、嫌だよと言えばそれだけで何も


できません。これをきちっとやらなきゃいけないのではないかなと思います。 


 それから、もう一つはちょっと細かい話、２３ページですが、連携の範囲、宇宙、海洋云々


というところが、前段のところでは緊密にすべきだと言っているにもかかわらず、このまとめ


のところだと連携の緊密化と終わっています。連携の緊密化よりも統合などのさらに踏み込ん


だことをこの場では考えているのではないのでしょうか。 


 以上です。これは後でまた議論があるかもしれませんので、今お答え頂かなくても結構です。 


○吉川座長 これはそれなりの理由がある。理念論といわゆる時系列としてどうするかという


ことの関係だと思います。 


○中鉢構成員 ちょっと矛盾しているように感じたものですから、後で確認できれば結構です。 


○吉川座長 最初のほうは、表現を変えますか。 


○須藤参事官 提供を求めることを可能にすべきであると。 


○中鉢構成員 「可能にする」ですと、ちょっとまだ気になります。 


○須藤参事官 提供を可能ではなく、可能にするということです。 


○中鉢構成員 「求める」ではだめですか。 


○須藤参事官 求めるべきである。 


○中鉢構成員 「可能にすることが重要である」というのは、頭がついていけないので。 


○吉川座長 中鉢さんが言うのは、こたえなければならない。ここまでつけ加えればいいので


はないですか。そこは非常にはっきりと書く。 
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○中村構成員 ちょっと確認なのですが、先ほどの１１ページの研究開発法人の上のパラグラ


フで、科学技術に関する調整事務等の府省横断等々とありますが、私の理解は科学技術基本計


画というのは、文部科学省が策定事務を行っているのではなくて、各府省すべてが策定に関与


しているというふうに理解してきたのですけれども。 


○吉川座長 どこでしたっけ、何ページ。 


○中村構成員 １１ページですね。 


○吉川座長 真ん中ですね。 


○中村構成員 これはあくまで事実確認です。 


○吉川座長 これはそうでしょう。 


○中村構成員 それから、もう一つその文章のその次ですが、具体的な話が「経費の見積りの


方針の調整等の」とあるのですが、ここの司令塔というのはかなり重要な問題、今議論されて


いるような問題がいっぱいあるわけで、そういうこの大きな問題を議論してもらって、この調


整等の調整事務等、具体的にどんなのか、私はイメージわきませんけれども、そういうところ


はここでやらないほうがいいのではないかなという感想です。 


○吉川座長 これはなぜ書いたのですか。 


○須藤参事官 １点目でございますけれども、仰せのとおり科学技術基本計画につきましては、


科学技術ということでございますので、各省が関係しておられるということでございます。 


 先ほど冒頭説明で申し上げたつもりなのですが、この府省横断的事務というのは、一つの役


所が科学技術のように各省が関係するものについてまとめていくということでございます。 


 今、少なくともこれまでの議論、今、中村先生がおっしゃったようなご指摘もあるのかもし


れませんけれども、少なくともこれまでは文部科学省がそういう関係府省がいる中で一つの案


をつくって、関係府省に調整するという、調整というか、そういう形で一つにまとめていくと


いう事務をされていて、第４期の基本計画もまさにそういう形でやっておられたと思います。 


 その府省横断的にというのは、まさにそういうことを申し上げているのであって、そういう


意味での基本計画策定事務ということで申し上げているわけでございます。 


 それと、もう１点調整のところにつきましては、これも先生方からこの調整というだけでは


具体的な内容がわからないだろうということで入れさせていただいたものでございますが、１


点見積もりは細かとおっしゃいましたけれども、まさにこの見積もり方針というのは文言の話


でございまして、まさに概算要求の全体の情報を調べるというのが見積もり方針調整でござい


ます。 
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 ここはあえて、事務局のほうで例示として入れさせていただいたのは、一方、ここでの議論


で予算についてはしっかりとめり張りをつけるようなことにするのが本部の仕事であると、そ


のようなことをおっしゃっておられるので、そのようなことであるならば、当然この調整事務


をどうするかというのは、先生方がお考えになられることでございますけれども、そういうこ


ともありますので、そういうことの問題提起として書かせていただいたということでございま


すが、調整ということが細かなというのは若干違うのではないかと思います。 


○中村構成員 最初の科学技術基本計画の策定のところをこの司令塔で実施するという段につ


いては、全く異論ございませんので、ちょっと書きぶりで疑問を持ったということです。 


 ２番目は、前回、予算については大枠を決めるということと、それからどういうところに重


点的に配分するかということを決めると。それから、優先順位を決めると、この大きなところ


をやるというふうなところで大体意見が合ったのではないかと思いますので、そういうことに


関するものだったらいいと思います。 


○須藤参事官 そういうものになっております。 


○野間口構成員 もう後半になりましたので、２１ページについてですが、私はこの戦略本部


のところの箱の中に首席科学技術イノベーション顧問プラス有識者云々というのがあります。


また各府省に所属する、関係する科学技術イノベーション顧問がありますが、特に関係府省と、


この科学技術イノベーション顧問の間を余りディジットに一対一の対応にすると、府省の壁が


残ってしまうのではないでしょうか。この各府省に所属する科学技術イノベーション顧問も大


きな箱の中に入れるか、あるいはここのあり方を考えるかというのは、科学技術イノベーショ


ン顧問というのは、いろいろな府省の仕事に対していろいろ発言権を持つというほうが、国全


体の科学技術イノベーションに責任を持つという意味で、非常に重要じゃないかと思うのです


が。 


○吉川座長 それについては、また私の資料で恐縮ですが、この５ページにそこのところをど


うするか考えながら書いた右側の図があります。ここで、顧問会議と書いてあるところは科学


技術イノベーション戦略本部でいいのですけれども、戦略本部は顧問も含めて、この各府省が


やっている行政のうち、科学技術イノベーションに関するところを全体的に俯瞰していくとい


うことなのですね。 


 ですから、こういうふうに各顧問は、ここにみんな入っている、そういうふうに考えていた


だいてもいいのかなという気がします。よろしいですか。 


○野間口構成員 この顧問もこっちのほうに入っているのですね。 
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○吉川座長 これは書き方でそうなっていますが、矢印でつながっている部分の具体的な形を


これから考えるということです。 


○野間口構成員 そういう絵にしたほうがよいと思います。 


○吉川座長 そうですね。確かにこれでは何かばらばらに入れるような、孤立しているような


感じがしますね。 


○野間口構成員 間違ったメッセージを出してしまう可能性がある。 


○吉川座長 そうですね。そういう対立する可能性のある構造はできるだけやめようというこ


とですね。 


○須藤参事官 今の確認でございますけれども、基本的に関係府省に顧問を置くということの


議論のままでよろしいということでございますか。先ほどの野間口先生は若干そうではないよ


うにコメントをいただいたかと。 


○野間口構成員 私は、例えば文部科学省、総務省について、非常に中身がよくわかる科学技


術イノベーション顧問が任命される必要はあると思うのですが。その省に属する形であると、


どうしても公平な意見具申というのができないのではないかと思います。やはりこれは戦略本


部の中にいて、有識者が下のほうの顧問になるのか、この辺のところをちょっと議論していた


だいたほうがいいのではないかと思います。 


○吉川座長 これは事務的な組織だけを見ると野間口さんのご心配になるような点はあるので


すが、やや説明が必要かもしれません。今、行政機構内あるいは政府内の科学者という概念が


世界的に話題になっています。これはサイエンティスト・イン・ガバメントと言うのですけれ


ども、基本的に科学者なのですね。サイエンティストとして、大学人も含めた科学者コミュニ


ティ一般の信頼を受けていなければならない。そのうえで同時に彼は府省のために尽くすとい


う非常に難しい役割を果たすわけです。 


 たびたび話題になる科学者とは、ここでどのようなものであると考えるのか、という話にな


りますが、いずれにしても各省顧問というのは両方から信頼を受けなければならない科学者で、


非常に苦しむ人、非常に難しいことをやる人です。 


 でも、イノベーションというのは本質的にそういう人の存在を前提にしているので、こうい


う人、あるいはこういうものになりたい人がたくさん必要である。本当は日本にもっといなけ


ればいけないのですが、潜在的には多くいるにしても、実際に機会を与えられてその意識をし


っかり持つ人は、まだ確かに少ないでしょう。巻き込まれてもいけないし、対立してもいけな


い。これは実行上育っていくのではないか。どこかそういうことも一言触れておく必要がある
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かもしれません。それは後で考えます。 


 さて、それでは顧問に入りましたので、首席顧問も含めて、顧問に関して、これはページで


言うと。 


○須藤参事官 顧問で１５ページ以降でございます。 


○吉川座長 １５ページですね。１５ページ以降についてご指摘をいただければと思います。 


 品質保証って嫌な言葉だと言う人もいるのだけれども、どうでしょうね。クオリティ・アシ


ュアランスという工場の言葉ですね。とりあえず良いことにして。この顧問というのは、余り


今まで議論してなかった話題です。 


○中鉢構成員 顧問の話は、さきほどの話に続いていきます。行政の組織だよとなると、今ま


での調査、審議するところに総合調整を足されたと、ファンクション的には。それをするため


に、顧問を入れたり、シンクタンクを使ったりとか、あるいはメンバーをかえる、これはこれ


で決めればいいと思います。 


 非常に重要なことは、総合調整するだけで行政と言えるのだろうかと。政治家である総理大


臣や科技大臣が権限を持っていて、それをサポートする立場としてアドバイスするのではない


かなと、個人的にはそう思っているのですが。それになりかわってやろうとすると、極めて事


務局も膨大なものになるという心配もあります。顧問というのは誰に対して、政府に対して言


うのでしょうか。 総理にぜひこれをやってくださいと。ですが、行政機関が顧問の役割を行


うとなると、何か変な感じがします。世の中の科学者はこう考えていますよと、こう耳打ちす


るだけなのかどうか。政策的提言は審議会から出され、各府省の大臣が省庁としてやりたい施


策を言ってくる、そうしたときに、本部長が助言を必要とするのかどうかです。簡潔に言うと、


この顧問のアドバイスは科技大臣にするのですか、あるいは各大臣にするのですか、あるいは


本部そのものにするのですかと。 


○吉川座長 顧問は違うのです。科学者なのです。 


○須藤参事官 顧問はどなたに助言するのかと。 


○吉川座長 首席顧問は基本的には総理に助言するのです。 


○中鉢構成員 総理ですか、わかりました。 


○橋本構成員 これは前回議論されたのですよ。ですから、２１ページをごらんいただくと、


首席科学技術顧問と戦略本部の中にいる顧問は、これは同じ人かもわからないけれども、同じ


人だけれども、結果的にこうやって書いていれば同じ人ですけれども、ファンクションは別で


あるということを明確になっている。 
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○中鉢構成員 科技担当大臣の役割というのは、どうなるのでしょうか。 


○吉川座長 担当大臣というのは、これは戦略本部という一つのボディというか、存在を代表


して、これを国家戦略の中に埋め込んでいくと、こういう役割ですね、担当大臣は。 


○中鉢構成員 今未整理の段階で私今ちょっと無責任な発言しましたけれども、本部が行政を


行うということですよね。 


○吉川座長 そうです。 


○中鉢構成員 そうすると、副本部長である科学技術担当大臣の役割というのはどうなるので


しょうか。 


○吉川座長 それは副本部長が科学技術担当大臣だと思いますよ。本部長は総理大臣ですね。


副本部長が担当大臣で、担当大臣は副ですから、本部長と一体に行動するわけです。 


 顧問は全然違って、顧問というのは全く責任を取らない、いわばスタッフですから、総理に


対しては相談相手をやっているだけです。あるいは要するに総理の中の科学ブレインそのもの


です。 


○中鉢構成員 わかりました。 


 この司令塔機能と顧問は別ですね、本部が決めるということであれば。 


○吉川座長 そうです、もちろん。 


○中鉢構成員 そうですね。それは別になりますね。 


○吉川座長 行政的な決定には関係ない。 


○中鉢構成員 司令塔の決定事項を高めるための顧問かと思いました。それは実行者としての


総理にしっかりしてくださいとか、これはやらなきゃいけませんと、こういうファンクション


でしょうか。 


○吉川座長 基本的にはそういうことですよね。 


○中鉢構成員 そうすると、本部というのは何だったのかなと、またわからなくなります。 


○吉川座長 どうぞ。 


○大西構成員 ちょっと私は今の議論に関係あるのですが、ちょっと違う観点だと思いますけ


れども、疑問なのは、これは有識者の科学技術イノベーション本部の委員の中心の人がイコー


ル顧問だという、本部のトップは総理大臣だけれども、有識者のメンバーがいるわけですよね。


その有識者のメンバーの中心人物がこの図はそうなっているのではないですか。２１ページの


図がありますよね。この図の真ん中のところに科学技術イノベーション戦略本部というのがあ


って、総理大臣ヘッドで閣僚がいて、その下に有識者がいるわけですね。その有識者の一番左
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に四角で囲った首席科学技術イノベーション顧問という方がいるわけですよ。 


 この人は、だから閣僚じゃないから有識者で、その代表格の人ですよね。だから、人格的に


一致しているんですよね。顧問と代表者、ファンクションとしては有識者の代表格の人は政策


を議論する、そういうメンバーの有識者の中心ですよね。これは政策に一定の責任があるわけ


ですね。 


 一方で、顧問のほうはもう少し広く政策一般に対して学術なり科学技術の見解というものを


反映させると、そういうものに照らして、政策が妥当かどうかということについてアドバイス


する、そういう役割も持っているわけですよね。 


 通常これは重なって、同じ人格で両方果たせることも多いと思うのですけれども、例えばあ


くまで例ですが、原子力発電について政策を推進してきたと、だけれども事故が起きたと。そ


れを推進してきた有識者の代表がその事故が起こったときにアドバイスをするということで、


外から、国民から見て信頼が得られるかといえば、非常に疑問だと思うのですよね。 


 だから、場合によっては、この顧問というのは具体的な政策の推進とは別に存在していたほ


うがいいケースがあり得ると思うのですね。もう少し客観的な立場で政策にコミットしない観


点で存在しているということはあり得ると思うのですね。 


 だから、一緒になってもいいけれども、一緒にならなくてもいいと、それは総理が任命する


わけですから、そのときの判断によるのではないかと。だから、余り常に一緒の絵を想定して


おかないほうがいいのかなと思います。 


○吉川座長 そうですね。私ももともとは別に書いていたのですが。 


○大西構成員 先生はそういう見解だったと思います。 


○中鉢構成員 私は少し違うイメージを持っていました。この顧問が司令塔を強化するために


いるのであって、総理大臣に助言だけするのではないと。責任は余り持ちませんというよりも、


本部のメンバーとして連帯責任を持つべきかどうか検討することが重要だと思います。ＰＤＣ


Ａサイクルを回す際の迫力というか責任を誰が持つのかにも関わってきますので、ここは非常


に重要な建て付けのような気がします。 


 行政そのものをやるのは、実は科学技術イノベーション政策担当大臣ですよね。この人には


アドバイスしないで、本部長たる総理大臣にアドバイスをするとなると、二重構造を持つこと


になってきます。だからどうだということではありませんが、これを踏まえて顧問制度を考え


ないといけないのではないかと思います。 


○吉川座長 そうですね。私のイメージでは、さっき凝集的政策と言ったのだけど、実は科学







 －33－


技術に対する一つの司令塔になる集団が、一方では、国家戦略の中に殴り込みといったらおか


しいけど、入り込んで、国家戦略の中での重要さを主張するというのと、一方では、科学のコ


ミュニティに対してきちっと信頼感をつくり、その信頼感を受けて実行上の力が保証された科


学技術政策が国家戦略に入るという構造をつくろうというのが、凝集体なのですね。この科学


技術イノベーション戦略本部と科学コミュニティとを結ぶ、その結節点が顧問なのですね。 


 ですから、顧問というのは、私は、最初は本当は戦略本部の主要なメンバーであるどころか、


戦略本部に対しても、総理に対すると同じようにアドバイザーなのかなと思っていたのです。


これを今ここで確定的にいうのは難しいのかもしれません。○大西構成員 今、先生おっしゃ


るほうが私はわかりやすいと思いますね。何かの弾みでそれが一致することだってあるかもし


れませんよ。総理の任命だから。だけど、違ってもいいと、常に同じ絵を書いておくと、やっ


ぱり少しおかしくなるのかと。 


○吉川座長 私は科学者から信頼されるためには、イノベーション戦略本部のど真ん中にいて


はいけないと、直感的に思ったのですね。 


 これは制度的にどうだったかな。 


○須藤参事官 ご議論ですけれども、今のお話は、基本的にイノベーション戦略本部の中心と


なる方と、科学的助言をするという意味での顧問というものは、別の人間の方にすべきである


という。そういうご指摘かと思いますけれども。 


○吉川座長 もう一回。 


○須藤参事官 科学的助言を総理する方と、戦略本部に入っていろいろと政策的な助言という


ことになると思いますけれども、それをされる有識者というのは、今、21ページの案では、首


席顧問ということで、再掲ということで、同じ方がなることが多いのではないかという形での


絵にしてございますけれども、ただいまのご議論はそうではなくて、イノベーション戦略本部


のほうにおられる顧問という方と、総理に科学的助言をする方というのは、基本的に別の方に


しないと、その総理に対する科学的助言をする方が信頼を得られないという、そういうご議論


かと受けとめたのですが。 


○吉川座長 そうではないのですよ。 


 私は、やっぱり科学技術戦略本部の中に、科学者から信頼される人が１人いて、ほかの総理


大臣とか、担当大臣がこの顧問の顔を見るときには、その背後に科学者がいると、そういう人


ですよね。そういう人は、やっぱりこの討議の中にいなければいけないだろうと思うのです。 


 その人が同時に、科学技術イノベーション本部の本部長である総理大臣に助言するというの
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は、何ら不自然なことではない。それは科学技術についての助言であり、ほかの問題の助言を


するわけではありません。いわば内閣総理大臣が科学技術イノベーション戦略本部の本部長に


なったときにだけ助言するわけでしょう。時間的なこと言っているのではないですよ。そうい


う頭になったときにだけ助言するのです。別の政策について助言したら行き過ぎです。そうい


う意味で、私は中に入っていてもいいような気がするのだけど、どうですか。 


 ただ、図の書き方がちょっと気になるわけで、できるだけ隅っこに。 


○中鉢構成員 私は吉川先生と非常に近い考えを持っているのですが、もしそうだとしたら、


23ページの下から４行目、別に大西委員に遺恨があるわけではないのですが、日本学術会議の


「科学的助言」機能の強化とあります。日本学術会議をなぜ特出しするのかと。こういうこと


が見え隠れすると、イノベーション、産業化までを視野に入れてと言っておきながら、何か違


う意図があるのかなと思ってしまいます。 


○吉川座長 どこですか。 


○中鉢構成員 P.23の下から４行目です。 


○吉川座長 「科学的助言」機能の強化。これは、ですから、恐らく私のイメージでは、日本


学術会議と総合科学技術会議は車の両輪と言われながら、合同会議をやったことが１回もない。 


○中鉢構成員 今、日本学術会議会長の大西委員は総合科学技術会議の議員でもあります。１


度も日本学術会議を無視したことはないわけです、総合科学技術会議は。もっと強化しろとい


うのは、どういうことなのかなと。 


○大西構成員 別に私が弁解してもしようがないのですが、これは前から日本学術会議の提言


形成システムですか。ここは十分ではないということがあるわけですね。二千何人の学者が集


まっているけれども、それが会議をやっているわけで、例えば、研究的なマインドを持った事


務局が十分にないとか、いろいろな点が指摘されている。そのことを受けて、科学的助言がき


ちんとできるような機能強化を図れという趣旨だと私は理解しています。 


 だから、そのことはそれで、私は、学術会議は個人というよりも、これまで総合科学技術会


議なりに１つの席を与えていただいて、そこで科学者グループの代表、コミュニティの代表と


して発言するという役割があると思うのですが、その人が顧問になるとか、ここに代表になる


とかということとは、全く別なことだと思っているのですね。だから、どういう方が顧問にふ


さわしいかというのは、それは最終的には総理大臣が選ぶわけですから、そのときの状況に応


じて適切な方が選ばれると思うので、それは人格的には全く学術会議とは無関係であっても、


それを支えるという役割、機能として持っているというふうに思っています。 
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○吉川座長 そうですね。 


○中鉢構成員 今、学術会議の代表者は議員として入っています。歴代の日本学術会議の会長


が。一方でまた政府系のシンクタンクをつくろうではないかと。あるいは民間のいろいろな機


関を使うべきであるというふうにすると、このご時世で、そういうことが許されるのかなと。


民間的な立場から言うと、いかがなものかと思います。 


○吉川座長 私は２つシンクタンクをつくるべきだという原案をつくったわけですが、それは


互いに全く違うものだと思うのです。日本学術会議は、10年はおろか100年にわたる科学、学


術の進展を展望し、しかもそのことにずっと歴史的に責任を負っていくという、重大な役割を


持っていて、それゆえに国際的に認められたアカデミーの一員なのです。そういった意味で、


それは日本国のアカデミーであると同時に、これは世界のアカデミーの一員です。日本という


特性の中にいるアカデミーとして、科学に関する見解を日本学術会議でまとめていくのは、科


学に固有のものであって、極論すれば、日本の政府がどのように変わっても必要なのですね。 


 しかし、一方でそれは、当然日本の中の学術会議であるわけです。そういった世界の流れの


責任を負った日本学術会議が、現在の、あるいはあすの政策を決める戦略本部に対して発言す


るということは、意味がないどころか極めて大切なことなのです。ですから基本的には次元が


違う。だから、大西先生は全く違う次元にいるわけで、現実の戦略に対して大西先生との意見


の対立は、あるとすれば本質論のところであって、実際の戦略の選択などについては余り起き


ないのだと思います。しかし、顧問というのはそうではなく、これはやっぱり戦略本部の一員


として、政策形成過程にかかわる人です。 


○中鉢構成員 私は日本学術会議の会員ではないので詳しくはわかりませんが、科学者のコミ


ュニティの集まり、いろいろな学会も含めて。その立場で助言をすることは、ものすごく歓迎


すべきだと思います。そのほかに事務局の調査分析機能を強化して、しかも今度は政府系シン


クタンクを作って、民間も使ってやっていこうとなると、一体司令塔は何をしようとしている


のだということにならないでしょうか。 


○吉川座長 ですから、学術…… 


○中鉢構成員 お金がいっぱいあるなら、やっていいと思います。 


○吉川座長 日本学術会議のシンクタンクというのは、私はお金をゼロでやろうと言っている


のですよ。これは各大学が１つポストを提供すれば、100人というスタッフが集められるわけ


ですね。私は、大学機能の中で日本学術会議と連携する機能は非常に大きいので、今の大学と


日本学術会議の関係はおかしいという問題提起をしてきたのです。その立場から言って、日本
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学術会議が、70万人と言われる科学集団、科学コミュニティの社会への接点である以上、大学


と日本学術会議は現実的に協力することが必要です。それがこのシンクタンクを通じて今まで


にない側面が開ける。１大学１人ポストを出せば、事務局とは異なる機能を持つ集団ができ、


210人の日本学術会議の会員が調査や提言のために自由に動ける。そういうものをつくろうと


いうことで、これは戦略本部のものとは全く別物です。 


 一方、科学技術イノベーション戦略本部のシンクタンクは、政策を決めるために非常に大き


な機能を果たす。あらゆる研究に関する情報を集め、さらに科学者コミュニティに属する研究


者が何に関心を持ち、どういう意思を持っているかということを調べる。今の総合科学技術会


議ではこれらを調べる方法が全くありません。これは中鉢さん一番ご存じだけど、実は科学技


術政策を決定するためには、現実にどういう研究者がいて、何を研究しており、さらに研究者


の頭の中で何が次の研究課題として考えられているかという情報を全部集める必要があるので


すね。これは国にとって必要な研究課題を提案する使命を持ちますが、そのために研究者との


信頼関係を持ち、ある意味では研究者の一種であり、将来を見越して研究課題を研究者ととも


に考える存在です。このようなシンクタンクが絶対に必要なのだという前提で、こういうもの


をつくろうとしているわけです。 


 これもお金をかけないで、既存の組織を使って作るのです。ここに控えめに、スクラップ・


アンド・ビルドと書いてあるのはそういう意味なので、そこに人員をふやそうなんてことは一


切主張するつもりはない。 


 それでも過重に見えますか。 


○中鉢構成員 私にはそう見えます。なぜ日本学術会議だけが科学的助言での特権が与えられ


るのかと。産業界にもシンクタンク機関はたくさんあります。使うお金を考えれば、産業界の


ほうが多いかもしれませんが。科学的助言に対しては、より強化して学術会議の意見を聞くと。


加えて、政府系のシンクタンク、これも政策提言です。ところが政策提言を行うシンクタンク


は今でもあります。政府系も民間も。 


 なぜそれらを一体化して進められないのだという議論がまた出てくるわけですよね。科学を


言う人と政策をやる人は別ですと。そして、それぞれにまた組織つくりましょうと。今日本の


置かれている状況を考慮すると、これはいかがなものかと考えざるを得ないと思います。 


○吉川座長 「司令塔」を支える体制のところですね。 


○須藤参事官 先生よろしいですか。 


 まさに中鉢先生がおっしゃっているようなことを踏まえ、そういう問題意識を冒頭から、む
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やみに肥大化しないということで議論させていただいております。そういうことで、基本的に


ここで書かせていただいているのは、今の現行の中でも、調査分析機能というものをしっかり


と強化していくということが求められるということを23ページの運用のところで書かせていた


だいているわけでございまして、そのために、必要なお金云々の話につきましては、当然、今、


吉川先生がおっしゃいましたように、スクラップ・アンド・ビルドというのを大原則でやって


いくという。そういう問題意識で書いておりまして、基本的にこれを書いて、いろいろ物事を


増やしていくということは、当然やるだけかえって無駄ですから、そういうつもりはないので、


そこは事務局の用意した資料の表現ぶりが悪いのかと思いますが。 


○吉川座長 今、いろんな人が行政や研究法人にいて、ばらばらに科学技術イノベーション政


策を考えている。それをきちっと戦略本部の仕事のために使おうと、こういう話です。 


○中鉢構成員 ここには４つの強化と書いてあります。みんな強化。お金を使わずにちゃんと


やれということでしょうか。 


○吉川座長 当然です。 


○中鉢構成員 そういうことですか。 


○吉川座長 お金は使わない。 


○須藤参事官 お金を使うとしたら、そのお金は既存の資源を利用する。そういうことです。 


○中鉢構成員 そうすると、何を言っているのかというと、しっかりしろということですね。 


○吉川座長 それは現実的に大学に１人出せという。 


○中鉢構成員 お金は使わないと言う点は大事なことだと思います。 


○吉川座長 大学に１人出せ、これだけですよ。だけど、これを言うか言わないかは大変大き


な問題です。そのような意思を持つことを、もっと重要なことだと考えてほしい。 


○大西構成員 今、議論されている肥大化しないというのは、これは４ページのそもそも基本


姿勢というところに、全体を貫く格好で書いてあるのだと思うのですよね。これを見てややが


っかりする人もいるけれども、しかし明確に組織の肥大化を招かないとかということが書いて


あるので、全体がこういう基調の上にまとめられているということだと思います。 


 それから、学術会議については、学術会議法という法律があって、そこに内外に、日本の我


が国の科学者は内外に対する代表機関だということが定義されているのですね。だから、こう


いう文書のときに、学術会議という組織が出てくるということになるのだろうと思って、我々


はそのメンバーですから、そういう自覚を持って活動しなきゃいけないということになるんだ


と思うんで、そこに学術会議の特殊性というのがあるということではないかと思います。 
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○吉川座長 ありがとうございます。 


○中村構成員 ちょっと先ほどの件に戻るのですが、12ページで恐縮なのですけれども、12ペ


ージで産業界等との関係（Ｐ）と書いてあるところですけれども、前回、私が是非今日は科学


技術イノベーション戦略協議会、いろんなステークホルダーが集まって、１年を通じて、各分


野の重要な施策について検討するプラットフォームをつくるという話を議論していただきたい


と申し上げたわけですが、今回は前回と比べると、かなり詳しくその内容については書いてい


ただいていると思います。 


 それで総合科学技術会議で検討中とここではありますが、総合科学技術会議でどういうこと


を検討しておられるのか。非常に具体的にはこの協議会的なものを、先ほどの司令塔の中に置


くのか、外でつくろうとしているのか、その辺について何か現状わかれば教えていただきたい。 


○須藤参事官 よろしくお願いしていいでしょうか。 


○泉政策統括官 今、基本計画に書かれている方向を踏まえて、例えば、年間の予算サイクル


の中でどういうふうな活動をしていくだとか、そのために必要な、予算サイクルの中で、去年、


今年から始めているアクションプランというような取組もありますけれども、そういうふうな


ものをつくって動かしていくときに、どういうふうな立場、位置づけで、この協議会というも


のが機能していくのかというようなことを、今、事務局の中で議論しておりますけれども、こ


れから総合科学技術会議、専門調査会も立ち上がっておりますので、そういった場で具体化を


図っていくということになると思います。 


○中村構成員 私が非常に大事だと思いますのは、ある時期に委員会を集めて、そこで短期間


検討して、また１年たって、また同じことをやるというのではなくて、１年を通じて議論して


フォローアップして、ＰＤＣＡサイクルを回すと、そういうプラットフォームを持つというの


は、もしそれが実現すれば、今回の総司令塔の機能の非常に大きな目玉になるのではないかと


思います。そういう思いでいるものですから、ちょっと申しております。 


○中鉢構成員 今、泉統括官がおっしゃったとおりですが、第４期にかかわった者として、こ


このところを取り出して、社会のシステム、社会科学技術イノベーション推進に向けたシステ


ム改革として１章を割いて話しています。その中で、戦略本部の必要性も説いています。 


 ２つ目に強調しているのは、産官学の連携のための場を設定せよと明確に言っています。こ


れは第４期の中で閣議決定された内容です。それで、もちろん知のネットワークをつくる、学


の中でのネットワーク、産官学の連携、及び地域との連携というものに特出しをした、連携と


いうものを協調しているので、今中村さんがお話しされたような内容を示唆するようなことは、
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私は指摘されているのではないかと思います。 


○吉川座長 そうすると、中村委員のご指摘は、ここをもうちょっときっちり書けということ


ですか。 


○中村構成員 はい。 


○吉川座長 そうですね。私も書きたい。 


○中鉢構成員 それは書くべきです。 


○吉川座長 これはいいでしょう、もう現実的にいろいろ書くことがいっぱいあるわけで、む


しろ遠慮して余り書いていないのだけれども、とにかくイノベーションの担い手は産業が最大


ですから、産業のことが表に書かれていないのはおかしいのかもしれません。 


○安西構成員 多少細かいことに聞こえるかもしれませんけれども、影響は大きいと思うので


一応確認させていただければと思うのですけれども、大学の役割について、11ページの一番下


に、「国立大学法人、私立大学及び公立大学の有する能力が十分に活かされるように、科学技


術イノベーション政策における大学の役割を『司令塔』は示すことが必要である」と、こうあ


りまして、「役割を示すことが必要である」と、こう書いてあるのですけれども、その他のと


ころでは、例えば12ページの下から２行目に「『司令塔』が方針を示す対象として、研究開発


法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人も含めるべき」と、こうありまして、「方針を


示す」ということと「役割を示す」ということがどういうふうに違うのか。また、国立大学法


人と私立大学の役割といいますか、方針といいますか､どういうふうに違うのかということは、


お聞きしておいたほうがいいと思います。 


○吉川座長 そうですね。ここは安西さんが見えるのを待っていたのです。ここはさっきも議


論が出たのですけれども、もうちょっと詰めて議論しなければいけませんね。 


○安西構成員 大学の研究者は非常に数が多く、また私立大学にいる研究者も非常に多いので､


そういうところに対してやはり明確に意思が伝わらないといけないのではないかと思います。 


○吉川座長 これはどのように書いたらいいのですかね。私はここではっきり研究開発法人と


大学の役割は違うのだと。したがって、例えば司令塔の提示するものも、提示の仕方も違うし、


仕組みも違うし、内容も違うというようなことを明示するべきなのかどうかということなので


すが、それをやり出すと、非常に難しい問題がいっぱいあるのですね。 


 さっき特に問題になったのは、この12ページの上のパラグラフの最後の「勧告する」という


のが非常に強いのではないかということです。文科大臣が司令塔から勧告した場合に一体何が


起きるのかということについては、非常に難しい問題があると思われますが、それも含めて。 
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○安西構成員 私は大学のある一部分の活動が科学技術イノベーション政策に沿って行われる


ということについては、肯定的でございます。ただ、その一部分というのは、できれば、やは


り大学が自らかかわるべきだなと、大学の理念からいってそうあるべきであってほしいという


ことであります。それは外圧で大学にやらせるということは、ある意味大学にとっては大学で


はなくなるということであります。これは理念的なことなのですけれども、吉川先生がおっし


ゃっていたように、大学の歴史というのが、国家と大学の間の非常に微妙な関係の歴史でもあ


ったわけで、そういうところについて書きぶりとして、しっかりしたフィロソフィーを持つ必


要があると思います。 


○吉川座長 ご指摘の中の、外圧によってイノベーションを起こすという立場に立つとしたら、


私はこの制度の大半の価値は薄れてしまうと思うのですね。この新しく提案する制度の価値と


いうのは、大学がみずから自分のミッションを理解し、そうすることによってみずから自分が


変わっていく、大学改革もこれに従って起こっていくと、こういうところにあるべきなのです


ね。そこのところを明示的に書いたほうがいいのかもしれません。 


○安西構成員 私自身は、今、吉川座長がおっしゃったことをきちんと書いていただくととも


に、自分としてはやはり大学が自ら変わっていくように、何としてもキャンペーンを張ってい


きたいというふうに思います。 


○吉川座長 ありがとうございます。お配りした、まだ中途半端な資料２のですけれども、そ


こにもそう書いてあるわけで、要するに行政側の１つの方策が決まるということと、大学がみ


ずからイノベーションに参画していくということが、同時並行的に動けるような、そういう関


係、そういう政策とは一体何なのかというのが最も重要な点です。これがいわゆるコヒーレン


ト・ポリシー、日本語で凝集的政策と書いたものですが、国家の戦略を作る政治も、各省の行


政も、そしてイノベーションの核を作る科学者も、実現する産業をはじめとする社会セクター


も、ばらばらに反目したり無関係でいるのではない、イノベーション実現に向けて１つの方向


に向いた、日本全体として協調できるようなものになることが、わが国のイノベーションを育


てる環境として不可欠であるということを考えているので、大学について安西さんのおっしゃ


るとおりです。その場合、片一方が他方に命令している限りは、そのような環境はできない。


このことを書くべきでしょうか。 


○安西構成員 ここのところは官僚の方、または産業界の方には非常にわかりにくいかもしれ


ないなと思いますけれども、やはりそこのところはぜひ、大学が自ら動くことをとにかくキャ


ンペーンを張らせていただくということでお願いができれば思います。 
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○野間口構成員 東京大学や慶應大学はそれでいいが、北海道から九州、沖縄までの日本の大


学全体を見た場合に、特に国立大学法人のあり方について、今のままでいいのかというのがあ


ります。やはりここは東京を中心とした大学像ではなく、日本全国の大学像を描いてやらなけ


れば、本当の意味の日本の強化にはならないと思います。したがって勧告という表現の文言が


あっても然るべきだと思います。 


 それから、先ほど安西先生がおっしゃったように、役割のようなところは、表現をわかりや


すくして、統一できるところは統一したほうがよいように思います。 


○吉川座長 わかりました。それで、時間が来てしまったのですけれども、本当にいろいろ意


見をいただきましたし……。 


○永井構成員 １つだけよろしいですか。２ページの真ん中のパラグラフですが、「受益者と


しての社会からの視点」と、社会との共同が非常に重要ということを私は前に申し上げたので


すが、必ずしも受益者でなくて、場合によってはいろいろ巻き込まれることがありますので、


これは「当事者」、あるいは枕詞をなくして、「さらには社会からの視点」と、簡単にしてお


いたほうがよろしいと思います。 


○吉川座長 この受益者ね、そうですね、わかりました。 


 それでは、そういうことで、まだ議論をすればあと数時間かかるような気がしないでもない


のですけれども、まだご意見があると思いますので、メールで事務局が受けると言っておりま


すので、締め切りが12月７日。 


○須藤参事官 できれば今日のご議論を覚えていただいている間にいただければということで、


明後日中がありがたいかなというお願いでございます。 


○吉川座長 そういうことで、また修正いたします。その修正した結果をもちろんまたお見せ


するわけですけれども、そういうことで、今回は進めさせていただくということでよろしいで


しょうか。よろしくお願いいたします。 


 ここで、角南参与から発言がありますので、これを伺いたいと思います。 


○角南参与 ありがとうございます。参与という立場で、この有識者の研究会に直接議論に参


加することができなくて、いつも委員として来ている立場としては、非常にもどかしいという


か、つらい経験をしてきたと思っています。 


 先生方ご存じのとおり、この議論というのは日本の科学技術政策にとっても非常に歴史的な、


エポックメーキングな制度設計ということで、時間的な制約ということもあって、どうしても


来年度の通常国会での法制ということで、議論のエッセンスというか、そこを集約した形で報







 －42－


告書の取りまとめに努めていただいていますけれども、これが将来歴史的に耐え得る、これか


ら将来、なぜこういう制度設計をしたのかということに対する考え、あるいはそういうことが


進んだのかということをきちんと残していくために、最終的な報告書といたしましては、私は


もう少しきちんとした、先生方の哲学とかフィロソフィーとか、そういうものをきちんと反映


した、多少時間はかかるかもしれませんが、そういったものをまず目指してつくっていくべき


だろうと思っておりますので、またこの研究会が終わった後も、そういう意味では少しいろい


ろ作業に参加してお手伝いいただきたいと思っております。 


 それから、海外からも非常に注目をされております。日本が科学顧問を初めて置くというこ


とでありますと、やはり今ご存じのとおり、アメリカ、それからイギリス、そして今度ＥＵと


いう形で、そういう科学顧問ということで、今度は日本ということ、カウンターパートという


ことはどうなるのだろうということで注目されておりますので、海外に対しても日本のここで


の議論というものがどういったものなのかという背景もわかりやすくまとめておく必要がある


のかなというふうに思っています。 


 今回ちょっと急いで先生方にはこういう中間報告という、これは法律をつくる上で必要なエ


ッセンスを凝縮した形のものをつくっていただいておりますけれども、これが終わりというわ


けではなくて、これとは別にきちんとした、これは当初からそういうことを考えておったわけ


ですけれども、そういう報告書を作成していきたいというふうに思っていますので、ご協力の


ほど、よろしくお願いしたいと思います。 


○吉川座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。哲学多様性というか、そういっ


たことを報告書としてまとめたいということで、また報告書が出てもみなさんは解放されなと


いうことですので、よろしくお願いいたします。 


 まだこの会は続きますが、次回で最終取りまとめになります。これは19日ですね。ちょっと


時間があるのですが、この間に外部からもコメントをいただこうと思います。一般にはパブリ


ックコメントをするのですけれども、パブリックコメントをするにはやや専門性が高い課題な


ので、むしろ私の案としては、専門家たちの意見を求めることにしたい。日本学術会議と、経


団連と、国立大学協会、私立大学全体団体連合会、この４者に意見を求める。非常に短期間で


すので、その中の専門の方から回答をもらうという形にして取り組んだらどうかというふうに


考えているわけです。よろしいでしょうか。 


 今日のこの案と、それに今日のご議論を併せまして、この４団体に送ろうかと思います。そ


して、それを集めたものを入れて、それが最終案の原案として出されます。その原案はいつ出
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るのでしたか。皆さんに19日の前に届くようにするのでしたね。 


○須藤参事官 はい、19日の前に届けるようにしたいと思います。 


○吉川座長 それをごらんの上、19日はできれば最終決定でいこうと、こういうスケジュール


でおりますので、よろしくお願いいたします。 


 それでは、ここで、お忙しいところお越しいただいています石田副大臣から。 


○石田内閣府副大臣 ご紹介いただきました、内閣府副大臣の石田勝之でございます。今日は


大臣政務官の大串代議士も来ておりますが、二人とも今日は予算編成の実務者会議がございま


して、先ほどまでそれにかかっていたものですから、先生方のご意見を聞く時間が最後のほう


になってしまって、まことに恐縮とは存じます。一言ごあいさつを述べさせていただきたいと


存じます。 


 本日も活発に科学技術イノベーション政策の推進体制についてご議論いただきまして、まこ


とにありがとうございました。第１回のこの場でも私は申し上げさせていただきましたが、科


学技術立国と言われて久しくなるわけであります。我が国が世界のフロントランナーとして力


強く成長し続けるためには、科学技術イノベーションの役割は極めて大きなものがあろうとい


うふうに思っております。そのために新しい時代の変化に対応し、めり張りの利いた予算配分、


あるいは各省の取り組みの調整、また政策の助言といった、司令塔の機能を発展させることが


大変期待をされているわけであります。 


 本日のご指摘を踏まえて、次回、この研究会としての最終的な取りまとめというふうなこと


を伺っております。先生方のご意見をまとめて、各４団体に意見を聴取されて、最終案をまと


められる、今吉川座長のほうからお話があったわけでありますが、そのご意向を踏まえて、政


務三役としても、この研究会からいただいたご提言を可能な限り実現できる方向で努力してま


いりたいと考えております。 


 先生方のご尽力、ご労苦に重ねて感謝を申し上げまして、ごあいさつとさせていただきたい


と存じます。本日はまことにご苦労さまでございました。ありがとうございました。 


○吉川座長 どうもありがとうございました。 


 それでは、これで閉会といたします。今日はちょっと時間を過ぎましたけれども、ありがと


うございました。 
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科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議の内閣府組織図中の位置


沖縄・北方対策
金融
消費者及び食品安全
経済財政政策
科学技術政策
男女共同参画
行政刷新
地域主権推進
「新しい公共」
少子化対策
原子力損害賠償支援機構
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・予算等資源の配分の方針など、科学技術の振興に関する重要事項の調査審議
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大臣等政務三役・総合科学技術会議
有識者議員会合


○ 総合科学技術会議としての重要な議論、
決定を機動的に行う場として、以下の事
項を検討・整理
・ 総合科学技術会議で調査審議する事項
・ 総合科学技術会議が取扱いを委ねた事項


・ 政務三役が検討・整理を求めた事項







内閣総理大臣が、内閣の重要政策に関して総合調整をするために特に必要がある場合に、内閣総理大臣を助け、
内閣総理大臣の命を受けて内閣府設置法の所掌事務を掌理する特命担当大臣を内閣府に設置。
科学技術政策を担当する特命担当大臣が科学技術政策担当大臣。
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①科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
②科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
③その他科学技術の振興に関する事項
（２）権限
ア．担当事務の遂行のために必要がある場合に、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を請求可能。
イ．担当事務の遂行のために特に必要がある場合に、関係行政機関の長に対し勧告が可能。
ウ．勧告した場合、勧告した行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を請求可能。
エ．勧告した事項について特に必要がある場合に、内閣総理大臣に対し、勧告した行政機関の長に対する内閣総
理大臣の指揮監督をするように意見具申することが可能。


科学技術政策担当大臣


３


【参考】内閣府設置法
（所掌事務）
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項


第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて 第四条第一項及び第二項に
規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務（これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。）を掌理する 職（以下「特命担当大臣」という。）を置くことができる。
２ 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。


第十二条 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることが
できる。
２ 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
３ 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
４ 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申す
ることができる。







内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」。我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、
総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行う。平成13年1月、内閣府設置法に基づき、「重要政策
に関する会議」の一つとして内閣府に設置。


１．機能


２．役割
①内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議。
ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策


イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関する重要事項
②科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発を評価。
③①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理大臣等に対し意見具申。


総合科学技術会議有識者議員（議員は、両議院の同意を経て内閣総理大臣によって任命される。）


相澤益男議員
（常勤）


前東京工業
大学学長


奥村直樹議員
（常勤）


元新日本製鐵
(株)代表取締役
副社長


本庶佑議員
（常勤）


元京都大学医学
研究科長・医学
部長


内閣総理大臣を議長とし、議員は、①内閣官房長官、②科学技術政策担当大臣、③総理が指定する関係閣僚（総務
大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣）、④総理が指定する関係行政機関の長（日本学術会議会長）、⑤有
識者（７名）（任期２年、再任可）の14名で構成。


３．構成


大西隆議員
（非常勤）


日本学術会議
会長


[関係行政機関の長]


今榮東洋子議員
（非常勤）


名古屋大学名誉
教授


青木玲子議員
（非常勤）


一橋大学
経済研究所
教授


中鉢良治議員
（非常勤）


ソニー(株)取
締役代表執行
役副会長


白石隆議員
（非常勤）


政策研究大
学院大学長


総合科学技術会議


4
(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H19.1.6)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H22.1.6)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H18.6.26)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H21.3.13)


(H23.1.6～H25.1.5)
（初任：H19.1.6)


(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H21.1.6、
H23.1.5まで常勤）


(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H21.1.6)







５


（所掌事務等）
第二十六条 総合科学技術会議（以下この目において「会議」という。）は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項
について調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
２ 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの（以下「科学技術政策担当大臣」という。）は、その掌理
する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
３ 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
４ 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を
述べることができる。
（組織）
第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
（議長）
第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
（以下略）


（議員）
第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 科学技術政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
２ 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議
員として、臨時に会議に参加させることができる。
３ 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
４ 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
（議員の任命）
第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
２ 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理
大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。


３ 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその
議員を罷免しなければならない。


（議員の任期）
第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 前項の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）
第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協
力を依頼することができる。


（参考）内閣府設置法（総合科学技術会議関連主要部分）







評価専門調査会
(H13.1.18～)


<調査･検討事項>
・評価のためのルール作り
・重要研究開発の評価


生命倫理専門調査会
(H13.1.18～)


<調査･検討事項>
・ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用
に関する指針


・特定胚の取扱いに関する指針
・ヒト胚の取扱いに関する基本
的考え方


知的財産戦略専門調査
会 (H14.1.30～)


<調査･検討事項>
知的財産の保護と活用に
関する総合的な戦略


科学技術イノベーション政策
推進専門調査会 (H23.8.19～)


<調査･検討事項>
・第４期科学技術基本計画の推進
の上で専門的検討が必要とされる
事項


・第４期科学技術基本計画に掲げ
た施策の効果的な推進と、実施状
況についての把握と更なる推進策
の検討


総合科学技術会議


① 科学技術に関する基本的な政策の調査審議


② 予算・人材等の資源配分方針等の調査審議


③ 国家的に重要な研究開発の評価


総合科学技術会議組織図


６







第１期基本計画


（１９９６～２０００年度）


第２期基本計画
（２００１～２００５年度）
第３期基本計画


（２００６～２０１０年度）


第４期


科学技術基本計画
（２０１１～２０１５年度）


科
学
技
術
基
本
法


（
１
９
９
５
年
制
定
）


●政府研究開発投資の拡充


期間内の科学技術関係経費


総額の規模は１ ７兆円
（実績：１ ７.６兆円）


●新たな研究開発システム
の構築


・競争的研究資金の拡充
・ポストドクター１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施


等


●政府研究開発投資の拡充


期間内の科学技術関係経費


総額の規模は１ ７兆円
（実績：１ ７.６兆円）


●新たな研究開発システム
の構築


・競争的研究資金の拡充
・ポストドクター１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施


等


●基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生


●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進


－重点分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化 等


・２期総額規模は２４兆円
（実績：２１.１兆円）
・３期総額規模は２５兆円
（実績：21.7兆円）


●基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生


●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進


－重点分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化 等


・２期総額規模は２４兆円
（実績：２１.１兆円）
・３期総額規模は２５兆円
（実績：21.7兆円）


●基本方針
・科学技術イノベーションの一体的展開
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに創り進める政策の実現


●基本方針
・科学技術イノベーションの一体的展開
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに創り進める政策の実現


・分野別の重点化から課題対応型の
重点化へ
震災からの復興、再生の実現
グリーン、ライフイノベーション等


・基礎研究と人材育成の強化
・PDCAサイクルの確立やアク
ションプラン等の改革の徹底


総額規模は２５兆円


科学技術基本計画と科学技術基本法
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科学技術基本法（科学技術基本計画関連部分）


第二章 科学技術基本計画
第九条 政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画
（以下「科学技術基本計画」という。）を策定しなければならない。
２ 科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 研究開発（基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。）の推進に関する総合的な方針
二 研究施設及び研究設備（以下「研究施設等」という。）の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のた
めの環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 その他科学技術の振興に関し必要な事項
３ 政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。
４ 政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画
に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
５ 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しな
ければならない。
６ 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す
範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位


論文数


論文被引用度


論文数及び論文被引用度の各国順位


基礎研究の成果事例


基礎研究の推進 科学技術システム改革


○基礎研究で世界に伍していくには、
全体的に研究の質を高め、新たな芽
の創出や、国際的に芽の出た研究
を更に伸ばすための取組が必要。


○国として取り組むべき大きな課題
を設定し、その解決・実現に向け
た戦略を策定する中で研究開発
課題を設定することが必要。


戦略重点科学技術の成果事例


鉄系超伝導物質の発見


政策課題対応型研究開発の推進


ヒトｉＰＳ細胞作製


○諸外国も力を入れる中、質向上が課題。 ○科学技術の発展が課題の解決に必ず
しもつながっていなかった。


○若手研究者が将来展望を描きにくく
なっている。


○基礎的な科学技術力をイノベーショ
ンまで十分つなげられていない。


○若い世代が活き活きと活躍
し、未来を切り拓いていける
ような環境が必要。
○強みを活かしイノベーション
を効率的に生み出す仕組み
の構築が必要。


※2007年実績 ◇競争的資金の拡充
◇制度・運用上の隘路の解消
◇大学等の競争力の強化
・グローバルＣＯＥプログラム
・世界トップレベル研究拠点形成
・先端融合領域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出拠点の形成
◇地域イノベーションシステムの構築
・知的ｸﾗｽﾀｰ、産業ｸﾗｽﾀｰの形成
◇知的財産の創造・保護・活用


◇若手研究者の活躍促進
◇女性研究者の活躍促進


人材の育成、確保、活躍の促進


次世代スーパーコンピュータ次世代スーパーコンピュータ


Ｘ線自由電子レーザーＸ線自由電子レーザー


宇宙輸送システム宇宙輸送システム
海洋地球観測探査システム海洋地球観測探査システム


高速増殖炉サイクル技術高速増殖炉サイクル技術


科学の発展と絶えざるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出


地球温暖化対策地球温暖化対策 高度画像高度画像


知能ロボット知能ロボット


創 薬創 薬


希少資源対策希少資源対策


世界トップレベルの革新的技術


食料生産食料生産


産業の国際
競争力強化


健康な
社会構築


日本と世界
の安全保障


国家基幹技術


３次元映像


マグロの養殖等


高効率太陽光発電
水素エネルギー


レアメタル代替
材料・回収


感染症ワクチン


生活支援
ロボット


緊急地震速報の提供開始


月周回衛星「かぐや」 日本実験棟「きぼう」


Ｈ－ⅡＡロケット


・・・等・・・等


これまでの第３期科学技術基本計画の実績と課題
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① 震災からの復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国
② 安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国
③ 大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国
④ 国家存立の基盤となる科学技術を保持する国
⑤ 「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国


目指すべき国の姿目指すべき国の姿


○ 「科学技術イノベーション政策」の一体的展開
科学技術とイノベーションの連携強化に向け、分野別による重点化から課題対応型の重点化
に転換
○ 「人材とそれを支える組織の役割」の一層の重視
天然資源に乏しく、人口減少が見込まれる我が国において、若手研究者をはじめとする世界で
活躍する人材の育成と、それを支える大学や公的研究機関等における組織的な支援機能を
強化
○ 「社会とともに創り進める政策」の実現
国民との対話を通して、政策の企画立案への国民参画を得る


基本方針基本方針


第４期科学技術基本計画 概要（１／３）
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Ⅰ．基本認識


・政策の大目標として、５つの国の姿を掲げるとともに、３つの基本方針を提示


Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の実現の発展


・「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、「ライフイノベーションの推進」を
主要な柱と位置づけ、科学技術イノベーション政策を戦略的に展開


・科学技術イノベーション推進に向けたシステム改革を推進
-戦略的な推進体制の強化（「科学技術イノベーション戦略協議会（仮称）」の創設、産学官の「知」のネットワーク強化、
産学官協働のための「場」の構築）
-規制・制度の改革、地域イノベーションシステムの構築、国際標準化戦略の推進 など


Ⅲ．我が国が直面する重要課題への対応


・上記以外の我が国が直面する重要課題を設定し、課題達成に向けた研究開発を重点的に推進。
①安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現 ②我が国の産業競争力の強化 ③地球規模の問題解決への貢献


④国家存立の基盤の保持（国家安全保障・基幹技術の強化等）⑤科学技術の共通基盤の充実、強化


・重要課題の達成に向けたシステム改革を推進


-国主導で研究開発を行うプロジェクト（国家安全保障・基幹プロジェクト（仮称））の創設等


・世界と一体化した国際活動の戦略的展開


-アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進（「東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリア構想」など）


-科学技術外交の新たな展開 （我が国の強みを活かした国際活動の展開など）


具体的内容具体的内容


第４期科学技術基本計画 概要（２／３）
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Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化
・基礎研究の抜本的強化
独創的で多様な基礎研究の強化（科研費の一層の拡充 など）
世界トップレベルの基礎研究の強化（研究重点型大学群の形成、世界トップレベルの拠点形成 など）


・科学技術を担う人材の育成
大学院教育の抜本的強化 （産学間の対話の場の創設、大学院教育振興施策要綱の策定等）、研究者のキャリアパス
の整備、女性研究者の活躍促進（女性研究者採用目標３０％）、次代を担う人材の育成 など


・国際水準の研究環境及び基盤の形成
大学の施設及び設備の整備、先端研究施設及び設備の整備、共用促進、知的基盤の整備 など


Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開


・「社会及び公共のための政策」の実現に向け、国民の理解と信頼と支持を得るための取組を展開
-政策の企画立案及び推進への国民参画の促進、リスクコミュニケーションを含めた科学技術コミュニケーションの促進


-政策の企画立案及び推進機能の強化（科学技術イノベーション戦略本部（仮称）等）


-研究資金制度における審査及び配分機能の強化


-研究開発の実施体制の強化（国の研究開発機関に関する新たな制度の創設）


-科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立
-官民合わせた研究開発投資の対ＧＤＰ比４％以上、政府研究開発投資の対ＧＤＰ比１％及び総額２５兆円 など


※エネルギー基本計画等政府の他の計画等の検討結果を踏まえ、必要に応じ見直しを行う。


具体的内容具体的内容


13


第４期科学技術基本計画 概要（３／３）
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平成23年度科学技術関係予算の構成
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平成23年度科学技術関係予算（各府省別）


（単位：億円）


平成22年度予算額 平成23年度予算額


増減


平成22年度予備費・補正予算額
平成23年度予算額


＋
平成22年度予備費・補正予算額


一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計


国会 11 11 0 11 12 11 0 12 0 0 0 0 0 12 11 0 12 


内閣官房 636 0 0 636 670 0 0 670 34 188 0 0 188 858 0 0 858 


内閣府 199 164 0 199 172 144 0 172 △ 27 0 0 0 0 172 144 0 172 


警察庁 24 21 0 24 22 21 0 22 △ 2 0 0 0 0 22 21 0 22 


総務省 596 435 14 610 535 431 0 535 △ 74 24 12 0 24 560 443 0 560 


法務省 64 0 0 64 64 0 0 64 1 0 0 0 0 64 0 0 64 


外務省 118 0 0 118 116 0 0 116 △ 1 0 0 0 0 116 0 0 116 


財務省 14 11 0 14 13 10 0 13 △ 0 0 0 0 0 13 10 0 13 


文部科学省 21,824 8,572 1,412 23,236 23,145 8,929 1,349 24,494 1,259 606 343 0 606 23,752 9,272 1,349 25,100 


厚生労働省 1,512 1,125 29 1,541 1,474 1,090 26 1,501 △ 41 0 0 0 0 1,474 1,090 26 1,501 


農林水産省 1,234 1,141 17 1,251 1,135 1,083 3 1,138 △ 113 0 0 0 0 1,135 1,083 3 1,138 


経済産業省 1,763 1,311 3,625 5,388 1,426 1,087 4,436 5,862 474 914 753 245 1,159 2,340 1,840 4,681 7,021 


国土交通省 546 301 5 551 520 281 5 525 △ 26 0 0 0 0 520 281 5 525 


環境省 279 242 101 380 296 264 96 392 12 1 0 0 1 297 264 96 393 


防衛省 1,714 0 0 1,714 968 0 0 968 △ 745 0 0 0 0 968 0 0 968 


計 30,531 13,334 5,204 35,735 30,570 13,352 5,915 36,485 750 1,733 1,108 245 1,978 32,302 14,460 6,160 38,463 
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科学技術振興費の推移
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科学技術関係予算の推移


（億円）


10,000


0


20,000


30,000


40,000


当初政府予算 補正予算
予備費


地方公共団体分


１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度
第２期 第３期


45,841 43,581
40,490 40,841 40,404 41,401


35,113


第２期（13～17年度）第１期（8～12年度）
基本計画での投資規模：17兆円
実際の予算額：17.6兆円


基本計画での投資規模：24兆円
実際の予算額：21.1兆円


第３期（18～22年度）
基本計画での投資規模：25兆円
実際の予算額：21.7兆円（H22補正予算を含む）


34,685 35,444 35,974 36,084 35,779 35,743


うち科学技術振興費


科学技術関係予算の総額


（11,208） （11,832） （12,298） （12,841） （13,170） （13,312） （13,477）


２０年度


35,708


40,447


（13,628）


１９年度


科学技術振興費


42,405


（13,777）


35,639


２１年度


4,297
2,400


50,463


10,970


50,000


２２年度


（13,334）


35,890


3,853


41,897


※23年度予算額については、社会資本整備事業特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等を除いてとりまとめたものである


4,028


36,485


２３年度


（13,352）


1,978


第４期（23～27年度）
基本計画での
投資規模25兆円


第４期


4,160
1,175


4,206
1,451
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平成24年度概算要求・要望における科学技術関係予算【速報値】


注) １．本表は、各府省庁から提出されたデータを基に内閣府が速報値としてとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
２．社会資本整備事業特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等については、除いて取りまとめたものである。
３．各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


平成23年度
予算額


平成24年度概算要求・要望額【Ａ】
（「東日本大震災からの復旧・復興
対策に係る経費」を除く）


「東日本大震災か
らの復旧・復興対
策に係る経費」
【Ｂ】


平成24年度概算
要求・要望額
【Ａ】＋【Ｂ】


対前年
度増額


対前年
度増減
率


うち「日本再生重点
化措置」要望額


科学技術関係予算
計 ①＋②


36,432 37,358 4,128 3,765 41,123 4,690 12.9%


一般会計① 30,517 31,729 3,700 3,745 35,474 4,956 16.2%


うち科学技術
振興費


13,352 13,932 2,035 2,574 16,506 3,154 23.6%


特別会計② 5,915 5,629 428 20 5,649 △ 266 -4.5%


(単位：億円)
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平成24年度概算要求・要望における科学技術関係予算【速報値】（各省別）


注) １．本表は、各府省庁から提出されたデータを基に内閣府が速報値としてとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
２．社会資本整備特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等については、除いて取りまとめたものである。
３．各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


(単位：億円)


平成23年度予算額


平成24年度概算要求・要望額【Ａ】
（「東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費」


を除く）
「東日本大震災からの復旧・復
興対策に係る経費」【Ｂ】


平成24年度概算要求・要望額
【Ａ】＋【Ｂ】


対
前年度
増減率


うち「日本再生重点化措置」要
望額


一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計


国会 12 11 0 12 13 11 0 13 3 2 0 3 0 0 0 0 13 11 0 13 13.8%
内閣
官房 670 0 0 670 680 0 0 680 80 0 0 80 0 0 0 0 680 0 0 680 1.6%


内閣府 172 144 0 172 187 160 0 187 40 40 0 40 4 0 0 4 192 160 0 192 11.7%


警察庁 22 21 0 22 20 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 20 -10.2%


総務省 535 431 0 535 628 448 0 628 111 20 0 111 33 0 0 33 661 448 0 661 23.4%


法務省 64 0 0 64 54 0 0 54 1 0 0 1 0 0 0 0 54 0 0 54 -16.0%


外務省 64 0 0 64 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64 0.0%


財務省 13 10 0 13 13 10 0 13 0 0 0 0 1 1 0 1 14 11 0 14 2.0%
文部
科学省 23,145 8,929 1,349 24,494 23,776 9,353 1,374 25,149 2,649 1,580 20 2,669 3,174 2,158 0 3,174 26,950 11,511 1,374 28,323 15.6%
厚生
労働省 1,474 1,090 26 1,501 1,803 1,201 16 1,819 389 147 0 389 43 43 0 43 1,846 1,244 16 1,862 24.1%
農林
水産省 1,135 1,083 3 1,138 1,035 1,001 3 1,038 0 0 0 0 29 16 0 29 1,064 1,017 3 1,067 -6.2%
経済
産業省 1,426 1,087 4,436 5,862 1,452 1,169 4,108 5,559 190 190 408 598 237 237 20 257 1,689 1,407 4,128 5,816 -0.8%
国土
交通省 520 281 5 525 600 275 5 606 121 0 0 121 16 8 0 16 616 283 5 621 18.4%


環境省 296 264 96 393 313 285 124 437 56 56 0 56 178 111 0 178 491 396 124 615 56.6%


防衛省 968 0 0 968 1,090 0 0 1,090 58 0 0 58 30 0 0 30 1,120 0 0 1,120 15.7%


計 30,517 13,352 5,915 36,432 31,729 13,932 5,629 37,358 3,700 2,035 428 4,128 3,745 2,574 20 3,765 35,474 16,506 5,649 41,123 12.9%
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予算編成プロセスの改革


資
源
配
分
方
針


施
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
特
定


政
府
予
算
案
の
決
定


各
府
省
概
算
要
求


アクション・プラン以外に
各府省が特に推進する施策を重点化重点的に取り組むべき事項を提示


◎平成２４年度科学技術予算編成プロセスの効果


○ 政府全体が協力して早期に検討


○ パブリックコメントを実施


○ 課題解決に特に重要な施策を各府省に提示


○ 各府省連携の推進と予算要求の重複排除


重点化


効率化


通年化


予算編成プロセスの


を実現する
新たな取組


新たな取組


透明化


（７月） （９月末） （10月～11月）
（12月）


資
源
配
分
方
針


優
先
度
判
定


政
府
予
算
案
の
決
定


各
府
省
概
算
要
求


（６月頃） （８月末） （９月～10月）
（12月）


政権交代後の編成プロセス


旧政権における編成プロセス


・ ６月に方針を提示
・ 概算要求後に各省の施策に対して優先度判定を実施


概算要求検討の前倒し・通年化が必要


予
算
の
成
立


予
算
の
成
立


（３月）


（３月）


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


策
定


最重要施策を政府全体が協力して検討


当
面
の
科
学
技
術
政
策


の
運
営
に
つ
い
て


我が国が取り組むべき課題を提示


（５月） （７月）


新たな取組
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科学技術に関する予算等の資源配分方針の概要


世界トップレベルの科学技術力を強化


東日本大震災を乗り越え、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現


Ｉ．第４期科学技術基本計画期間における予算等の資源配分方針


ＩＩ．平成２４年度における予算等の資源配分方針


○ＡＰ対象施策への最重点化
①復興・再生並びに災害からの安全性向上
②グリーンイノベーション
③ライフイノベーション
④基礎研究の振興及び人材育成の強化


○２３年度補正予算における機動的かつ迅速な措置


科学技術関係予算（本省研究開発費、運営費交付金等）の全てに関する資源配分について


○科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ）対象施策に資源配分を最重点化
○これまでの優先度判定を見直し、これにとって代わる新たな予算編成プロセスを導入


第４期科学技術基本計画に掲げる政策を着実に実行し、重要課題への対応とともに基礎研究
や人材育成を推進していくため、これを支えるために必要な研究開発投資を拡充
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科学技術重要施策アクションプラン


○ アクションプランのねらいは、最も重要と考えられる施策の方向性を概算要求前に


示すことによって、政府全体の科学技術予算の重点化を誘導することである。


○ 平成23年度予算編成において初めて実施。先行的に、グリーン及びライフの二大
イノベーション、並びに競争的資金の使用ルール等の統一化を対象とした。


○ 平成24年度予算編成においては、アクションプランを最も重要な政策誘導ツールの
一つとして位置づけ、アクションプラン対象施策への科学技術予算の最重点化を図る。


資
源
配
分
方
針


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


第
４
期
科
学
技
術


基
本
計
画
案


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


対
象
施
策
の
検
討


東日本大震災を
踏まえた見直し


「当面の科学技術政策の運営について」


内容の反映


平
成
24
年
度


予
算
編
成
プ
ロ
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（5月2日科学技術政策担当大臣・有識者議員）
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４つの重点対象を設定


復興・再生並びに
災害からの安全性向上


グリーンイノベーション


ライフイノベーション


基礎研究の振興及び
人材育成の強化


東日本大震災を
踏まえた新たな
柱として設定


我が国の現状を
踏まえて内容を
見直し


新たに追加


東日本大震災からの復興・再生を遂げ、地域住民
がより安全に暮らせる社会の実現を目指す。


東北地域の復興・再生をモデルとして、より安全、
かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国を
目指す。


自然と共生し持続可能な環境・エネルギー先進国
の実現を目指す。


心身ともに健康で活力ある社会の実現を目指す。


高齢者・障がい者が自立できる社会の実現を目指
す。


世界共通の課題を克服し、豊かな国民生活を実現
し、科学技術を文化として育み、多様な人材を育成
確保する社会の実現を目指す。


平成２４年度アクションプランの内容







重点施策パッケージの特定について


今年度から、優先度判定に代わり


【これまでの優先度判定】
アクションプランの対象を含む一定予算規模以上の個別施策毎に、優先度(SABC等)を判定


昨年度まで


施策パッケージとは
・ 第４期科学技術基本計画に従い、各府省が成果検証可能な具体的目標を
掲げ、その達成に必要な複数の施策をまとめた施策群をいう
・ 各府省が特に推進しようする施策パッケージを提案
・ 科学技術政策担当大臣・有識者議員は、各府省が提案した施策パッケージから
重点化すべきものを特定し、総合科学技術会議に報告


何故、施策パッケージなのか
第４期計画は、課題解決型に転換。このため、個別施策ではなく、課題解決までの
一連の流れを構成する施策群を捉えることが必要


■ アクションプランの対象の施策については、概算要求前に、対象施策を特定し
(AP対象施策)、資源配分を最重点化


■ アクションプランの対象として特定された施策以外の施策については、
概算要求後に、重点施策パッケージを特定し、資源配分を重点化
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【重点施策パッケージの評価方針】


資源配分方針において、新たな予算編成プロセス導入の際の留意事項として、「研究開発等の目的、達成
目標、達成時期が明確であること等に加えて、イノベーションを着実に推進する上で、施策を担う組織が適切に
機能を発揮することが極めて重要であることから、施策を推進する組織の実績やマネジメント体制が優れている
ことを重要な視点の1つとする。」とされていることを踏まえた評価を実施


重点施策パッケージの特定基準について


【重点施策パッケージの特定基準】


○ 目的・目標等について
• 成果検証が可能となる明確な目標とその達成時期が設定されていること。
• 目的・目標が、社会情勢、国際的な水準からみて妥当なものであり、かつ第４期計画の目標、重要課題の達
成に大きく貢献すると判断されるものであること。


○ 目標達成に向けたアプローチについて
• 目標達成に必要な取組（社会実装に向けた取組、制度の改善など）が明確であること。


○ 実施体制について
・ 適切なマネジメントが期待できるものであること
－ 施策パッケージ責任組織が過去に実施した同程度規模の取組において、どのような目標設定を
行い、その目標達成に向けてどのようなマネジメントを行ってきたのか。また、どのような成果を
挙げてきたのか。その経験を踏まえ、今回どのようにマネジメントを行うのか。


－ 施策パッケージ責任組織と施策実行組織の役割分担は明確となっているか（施策実行組織の
責任と権限は文書等に基づき明確にされているかなど）
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○大綱的指針（平成20年10月31日改定）の概要


研究開発課題


評価の意義


評価結果を次の段階
の研究開発に連続し
てつなげる（PDCAサ


イクル）


基本的考え方


対象別評価の実施


公正な評価によ
る競争的で開か
れた研究開発環
境の創出


支援的な評価によ
る研究開発の質や
研究者の意欲の向


上等


評価結果の公表によ
る国費投入に関する
国民への説明責任を


果たす


評価結果の予
算、人材等の資
源配分に反映


研究開発成果の国民・社会への還元 より良い政策・施策の形成 研究開発の効果的・効率的推進


効果的・効率的な評価の実施 評価実施体制の確立 評価の国際的水準の向上評価関係者の責務


研究開発施策 研究開発機関等 研究者等の業績


評価の
実施主体


評価者の選任


評価の
実施時期


評価方法


評価結果
の取扱い


課題、制度、施策を実施する府省又は研究開発
法人等


研究開発機関の長


外部評価を原則、十分な評価能力を有する専門家等を選任、利害関係者
を含めず


開始前の評価、終了時の評価、中間評価、追
跡評価


一定期間ごとに評
価


機関の長がルー
ルを整備


評価手法、評価項目・基準等を明確に設定、
自己点検結果を評価に活用


研究開発の実施・推進と
機関運営の両面からの


評価


研究実績の他、企
画・管理、標準化寄
与等も評価


企画立案、機関運営、資源配分等を通じて次の段階につなげる、
評価情報を国民へ積極的に発信する


処遇や研究費の配
分等に反映（インセン


ティブ）


国の研究開発評価のルールづくりを行う観点から、ガイドラインとなる「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の内容をとりまとめ、内閣総理大臣名で
各府省に通知。これを踏まえ、各府省及び各研究開発機関等は研究開発評価の指針やルールを作成し、評価を実施。


総合科学技術会議における研究開発評価の取組み
１ 評価のためのルールづくり


各府省の
研究開発評価指針等


研究機関等の評価ルール


科学技術基本計画
(平成18年3月28日決定)


国の研究開発評価に
関する大綱的指針


（平成20年10月31日改定）


評価の実施


総合科学技術
会議での審議
を踏まえ政府
が決定


各府省


研究開発機関等


各府省
研究開発機関等


○国における研究開発評価の流れ
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①目標


②研究開発内容


③推進・実施体制


④事業費


⑤研究・事業期間⑥広報・情報公開


⑦知的財産権


⑧人材育成


⑨その他


２ 国家的に重要な研究開発の評価の実施


国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する国費総額約300億円以上の大規模研究開発等の国家的に重要な研究
開発を対象に評価を実施（平成23年度までに17件の事前評価、2件の事後評価を実施。また、平成24年度予算要求に関して4件の事前評価を実施中）。


基礎研究
2


基盤研究
2


ライフサイエン


ス
7 分野横断


3


情報通信
1環境


1


エネルギー
1


政策課題


対応型


研究開発
13


・再生医療の実現化プロジェクト ・イネゲノム機能解析研究 ・準天頂衛星システム
・ゲノムネットワーク研究 ・南極地域観測事業 ・アルマ計画
・先端計測分析技術・機器開発事業
・第3次対がん10か年総合戦略に基づく研究開発
・最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用
・Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用 ・戦略的基盤技術高度化支援事業
・太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 ・ターゲットタンパク研究プログラム
・地域イノベーション協創プログラム ・イノベーション創出基礎的研究推進事業
・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
・気候変動問題対策二酸化炭素削減技術実証


これまでに実施した事前評価対象一覧（17件）


事前評価対象（17件）の
研究開発性格及び分野 分野横断：


複数分野に
またがるもの、
１つの分野の
限定されない
もの


事前評価（17件）における指摘事項


・目標が不明確・抽象的
・目標の絞り込み不足等


・計画の見直しが必要
・内容が不明確


・推進・実施体制の整
備が不十分
・評価体制が未整備
等


・研究費配分見直し
・研究費配分枠を固
定化せず弾力的な
運用が必要等


・事業期間の短縮
・事業期間の延長


・国民への説明責任
・国民の理解増進に
向けた取組強化等


・成果の
活用・実用化等


・知的財産権の確保に
向けた戦略的取組
・知的財産の専門人材
育成


・次世代研究者の
育成


・日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発
・超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
・高効率ガスタービン技術実証事業費補助金 ・石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金


現在実施中（平成24年度予算要求分）の事前評価対象一覧（4件）
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生命倫理に関する調査・検討


生命倫理専門調査会の設置


これまでの主な検討内容


ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方を総合科学技術会議で決定。
【基本理念】
○ ヒト胚は「ヒトの生命の萌芽」
○ ヒト胚を損なう取扱いは原則禁止
○ ヒト胚の作成・利用は科学的合理性、人への安全性確保及び社会的妥当性がある場合のみ容認
【基本理念を受けた決定】
○ ヒト受精胚については、生殖補助医療研究目的での作成・利用は容認
○ ヒトクローン胚については、難病等に関する基礎研究に限って容認
○ ヒト胚の取扱いに関する国のガイドラインを整備


生命科学の急速な発展に対応して、生命倫理に関する調査・検討を行うため、総合科学技術会議の下に
生命倫理専門調査会を設置。


生命科学研究の進展に伴う新たな生命倫理上の課題について
調査・検討を実施
○ ES細胞、iPS細胞を用いたヒト受精胚作成の是非
→ 現在、ヒトiPS細胞等からの生殖細胞（精子・卵子）の作
成は認められているが、これらを受精させてヒト胚を作成
することは禁止されている。
最近の研究状況等を踏まえ、ヒトiPS細胞等からの生殖
細胞を用いたヒト胚作成の是非が今後の検討課題。


今後の検討課題
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最先端研究開発支援プログラム


○研究者を最優先した従来にない研究者支援のための制度の創設
○ 我が国の中長期的な国際競争力、底力の強化
○ 研究成果の国民及び社会への成果還元


○ ３～５年で世界のトップを目指した先端的研究
○基礎から応用まで、さまざまな分野が対象
⇒ 30課題を選定（H21.9.4）、各課題の研究費・
研究支援担当機関等を決定（H22.3.9）


○ 潜在的可能性を持った次世代の若手・女性研究者支援
○若手の年齢は原則45歳を上限
○女性の割合や地域性を考慮
○研究対象は ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ又は ﾗｲﾌ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
⇒329課題及び研究費配分額を決定（H23.2.10）


○ ｸﾞﾘｰﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝやﾗｲﾌ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを中心に、国内外の若手
研究者を惹きつける最先端の研究設備の整備・運用の支援
⇒ 23年度は前年度に決定した事業計画に基づき、継続13
事業を実施（22年度に14事業を支援）


○海外への若手研究者派遣を行う大学等研究機関を支援


⇒22年度に68件を支援


最先端研究開発支援について


○国際シンポジウム等プログラム全般及び30課題の
研究内容を広く公開する活動
⇒公募により選定して実施（22年度は17機関を支援（３億円））


○ 最先端研究開発支援プログラムに採択された30課題
の研究開発を一層加速・強化
⇒ 22年度に26課題を支援（97億円）


最先端研究（30課題） 1,000億円 若手・女性の研究活動を支援 500億円


最先端研究（30課題） 若手等が活躍する
研究基盤等の強化


（先端研究助成基金 1,500億円）


最先端研究開発戦略的強化費補助金 23年度予算 175億円 (22年度 400億円）


23年度 2 億円
(22年度100億円)


23年度 173億円
(22年度300億円)


○ 将来における我が国の経済社会の基盤となる先端的な研究開発の推進
○ 潜在的可能性を持った研究者に対する支援体制の強化


加速・強化 相互 補完
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最先端研究開発支援プログラム30課題一覧
（単位：億円）


中心研究者 研究課題 研究支援担当機関 基金配分額
加速・強化
補助金配分額


合原 一幸 東京大学生産技術研究所／教授
複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技
術応用


科学技術振興機構 （JST) 19.36 ―


審良 静男
大阪大学免疫学フロンティア研究
センター／拠点長


免疫ダイナミズムの統合的理解と免疫制御法の確立 大阪大学 25.20 1.95


安達 千波矢
九州大学未来化学創造センター／
教授


スーパー有機ＥＬデバイスとその革新的材料への挑戦 九州大学 32.40 1.95


荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所／教授 フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
技術研究組合光電子融合
基盤技術研究所


38.99 5.95


江刺 正喜
東北大学原子分子材料科学高等
研究機構／教授


マイクロシステム融合研究開発 東北大学 30.87 1.95


大野 英男 東北大学電気通信研究所／教授 省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発 東北大学 32.00 1.95


岡野 光夫
東京女子医科大学先端生命医科
学研究所／所長


再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション－臓器ファ
クトリーの創生－


科学技術振興機構 （JST) 33.84 1.95


岡野 栄之 慶應義塾大学医学部／教授 心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開 理化学研究所 30.68 1.95


片岡一則
東京大学大学院工学系研究科、
医学系研究科／教授


ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション 科学技術振興機構 （JST) 34.15 1.95


川合 知二 大阪大学産業科学研究所／教授
１分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研
究―超高速単分子DNA シークエンシング、超低濃度ウイルス
検知、極限生体分子モニタニングの実現―


大阪大学 28.77 1.95


喜連川 優 東京大学生産技術研究所／教授
超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエンジン
の開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サービスの実証・
評価


東京大学 39.48 1.95


木本 恒暢
京都大学大学院工学研究科／教
授


低炭素社会創成へ向けた炭化珪素（SiC）革新パワーエレクトロ
ニクスの研究開発


産業技術総合研究所 34.80 1.95


栗原 優
東レ株式会社水処理・環境事業本
部／顧問


Mega-ton Water System 新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 29.24 5.15


小池 康博 慶應義塾大学理工学部／教授
世界最速プラスチック光ファイバーと高精細・大画面ディスプレイ
のためのフォトニクスポリマーが築くFace-to-Faceコミュニケー
ション産業の創出


慶應義塾大学 40.26 1.95
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児玉 龍彦
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


がんの再発・転移を治療する多機能な分子設計抗体の実用化
分子動力学抗体創薬技術
研究組合


28.76 1.95


山海 嘉之
筑波大学大学院システム情報工学
研究科／教授


健康長寿社会を支える最先端人支援技術研究プログラム 筑波大学 23.36 ―


白土 博樹
北海道大学大学院医学研究科／
教授


持続的発展を見据えた「分子追跡放射線治療装置」の開発 北海道大学 36.00 11.95


瀬川 浩司
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


低炭素社会に資する有機系太陽電池の開発～複数の産業群
の連携による次世代太陽電池技術開発と新産業創成～


新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 30.67 1.95


田中 耕一
株式会社島津製作所田中耕一記
念質量分析研究所／所長


次世代質量分析システム開発と創薬・診断への貢献 科学技術振興機構 （JST) 34.00 6.55


十倉好紀
東京大学大学院工学系研究科／
教授


強相関量子科学 理化学研究所 30.99 1.95


外村 彰 株式会社日立製作所／フェロー 原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡の開発とその応用 科学技術振興機構 （JST) 50.00 11.95


永井 良三
東京大学大学院医学系研究科／
教授


未解決のがんと心臓病を撲滅する最適医療開発 東京大学 34.64 1.95


中須賀 真一
東京大学大学院工学系研究科／
教授


日本発の「ほどよし信頼性工学」を導入した超小型衛星による新
しい宇宙開発・利用パラダイムの構築


東京大学 41.05 3.45


細野 秀雄
東京工業大学フロンティア研究セン
ター／教授


新超電導および関連機能物質の探索と産業用超電導線材の応
用


東京工業大学 32.40 4.95


水野 哲孝
東京大学大学院工学系研究科／
教授


高性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究 東京大学 28.43 1.95


村山 斉
東京大学数物連携宇宙研究機構
／機構長


宇宙の起源と未来を解き明かす−−超広視野イメージングと分光
によるダークマター・ダークエネルギーの正体の究明−− 東京大学 32.08 1.95


柳沢 正史
テキサス大学サウスウェスタン医
学センター／教授


高次精神活動の分子基盤解明とその制御法の開発 筑波大学 18.00 ―


山中 伸弥
京都大学物質‐細胞統合システム
拠点iPS細胞研究センター／セン
ター長


iPS 細胞再生医療応用プロジェクト 京都大学 50.00 11.81


山本 喜久
国立情報学研究所、スタンフォード
大学／教授


量子情報処理プロジェクト 国立情報学研究所 32.50 ―


横山 直樹 株式会社富士通研究所／フェロー グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発 産業技術総合研究所 45.83 1.95
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・活用対象を、総合科学技術会議が各府省等を牽引し、各府省が参画して実施する施策や機動的に各府省施策を充
実させる施策に重点化。
・運用においても、関係府省と連携推進体制を整備し、実質的に主導。


・競争的資金としないことで、総合科学技術会議自らが課題の内容を決定するなど、より主体的に課題設定することが
可能となり、政策誘導をより効果的に増進。
・ＰＤＣＡサイクルを主体的に回し、施策の質を向上。


⇒総合科学技術会議の科学技術政策の「司令塔」機能の強化に資する取組の１つとする。


科学技術戦略推進費（２３年度分）


科学技術戦略推進費（以下「推進費」という。）は、平成２３年度が第４期科学技術基本計画の初年度であることを
踏まえ、総合科学技術会議が発展的に改組される科学・技術・イノベーション戦略本部（以下「本部」という。）の機能を
前倒しし、総合科学技術会議が各府省等を牽引して科学技術政策を戦略的に推進する新たな資金（競争的資金とは
せず、平成２３年度は文部科学省に予算計上（８０億円））。


概
要


実
施
体
制
等


特
徴


プログラムの実施


① 活用のスキーム


総合科学技術会議（大臣・有識者会合）


実施ＷＧ
（内閣府＋関係府省＋学識
経験者）


⇒プログラムの進捗状況の把
握等


② 実施体制


助言 報告


推進費に関する基本方針


平成２３年度推進費実施方針


推進費の実施方法・運営体制等を記載


方針の提示 検討結果報告


推進費の活用の基本方針の策定 等


推進費企画検討委員会
（有識者議員＋内閣府＋関係各府省）


⇒総合科学技術会議（大臣・有識者会
合）で決定するための予備的な検討
（プログラム等）
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総合科学技術会議が中心となり、関係府省庁の融合・官民連携の下


異分野融合した技術開発とシステム改革を一体化して進め


実証実験（H24年度までに開始）を通して成果の社会還元を加速


従来の問題点：
要素技術としては確立しつつあるものの、それらを統合し


もう一歩進めた形での成果を国民が享受できていない。


社 会還元加速プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て （H20年度～H24年度）


社会還元加速プロジェクトとは社会還元加速プロジェクトとは


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員）


サブリーダー


○
○
省
責
任
者


△
△
省
責
任
者


外
部
専
門
家
１


外
部
専
門
家
２


・・・ ・・・


（課長級以上）


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員） 、サブリーダー（産学から任命される専門委
員）、外部専門家、および各府省庁責任者（課長級以上）から構成し、有識者議員で
あるプロジェクトリーダーの強力なリーダーシップにより運営。


タスクフォースで行う事項
・各府省庁施策の調整と指示
・技術開発とシステム改革のロードマップを作成し、各府省庁の施策を推進
・実施状況についてフォローアップを行い、必要に応じてロードマップを見直し


プロジェクト
リーダー


サブリーダー 関係府省庁


失われた人体機能を再生する医療の実現 本庶議員 浅野茂隆 （早大院特任教授） 文科、厚労、経産


きめ細かい災害情報を国民一人ひとりに届けるとともに災害
対応に役立つ情報通信システムの構築


奥村議員 福和伸夫 （名大院教授） 内閣府、総務、文科、経産、国交


情報通信を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現 奥村議員 渡邉浩之 （トヨタ自動車技監） 警察、総務、経産、国交、内閣官房


高齢者・有病者・障害者への先進的な在宅医療・介護の実現 相澤議員
伊藤利之 （横浜市総合リハビ
リテーションセンター顧問）


厚労、経産、総務


環境・エネルギー問題等の解決に貢献するバイオマス資源
の総合利活用


本庶議員 横山伸也 （鳥取環境大教授） 農水、経産、環境、総務、国交


言語の壁を乗り越える音声コミュニケーション技術の実現 奥村議員 清水愼一 （立教大特任教授） 総務、経産、観光


現在進行中の6プロジェクト現在進行中の6プロジェクト


推進体制: タスクフォース推進体制: タスクフォース
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  平成２３年８月１９日 


閣 議 決 定 







科学技術基本計画について 


 


平成２３年８月１９日 


閣 議 決 定 


 


政府は、科学技術基本法（平成７年法律第１３０号）第９条第１項


の規定に基づき、平成２３年度から５か年の科学技術基本計画を別紙


のとおり定める。 







（別紙） 


 


 


 


科学技術基本計画 
 







 
 


 
i 


目  次 


 


はじめに                                  １ 


 


Ⅰ．基本認識                                ２ 


 


１．日本における未曾有の危機と世界の変化                 ２ 


２．科学技術基本計画の位置付け                      ３ 


３．第３期科学技術基本計画の実績及び課題                 ４ 


４．第４期科学技術基本計画の理念                     ５ 


（１）目指すべき国の姿                           ５ 


（２）今後の科学技術政策の基本方針                     ６ 


 


Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現             ８ 


 


１．基本方針                               ８ 


２．震災からの復興、再生の実現                      ９ 


（１）目指すべき復興、再生の姿                       ９ 


（２）重要課題達成のための施策の推進                    ９ 


（３）震災からの復興、再生に関わるシステム改革             １０ 


３．グリーンイノベーションの推進                    １１ 


（１）目指すべき成長の姿                         １１ 


（２）重要課題達成のための施策の推進                   １１ 


（３）グリーンイノベーション推進のためのシステム改革           １２ 


４．ライフイノベーションの推進                     １３ 


（１）目指すべき成長の姿                         １３ 


（２）重要課題達成のための施策の推進                   １３ 


（３）ライフイノベーション推進のためのシステム改革            １５ 


５．科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革          １６ 


（１）科学技術イノベーションの戦略的な推進体制の強化           １６ 


（２）科学技術イノベーションに関する新たなシステムの構築         １８ 


 


Ⅲ．我が国が直面する重要課題への対応                  ２１ 


 


１．基本方針                              ２１ 


２．重要課題達成のための施策の推進                   ２２ 


（１）安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現                ２２ 


（２）我が国の産業競争力の強化                      ２３ 


（３）地球規模の問題解決への貢献                     ２４ 


（４）国家存立の基盤の保持                        ２４ 







 
 


 
ii 


（５）科学技術の共通基盤の充実、強化                   ２５ 


３．重要課題の達成に向けたシステム改革                 ２６ 


（１）課題達成型の研究開発推進のためのシステム改革            ２６ 


（２）国主導で取り組むべき研究開発の推進体制の構築             ２６ 


４．世界と一体化した国際活動の戦略的展開                ２７ 


（１）アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進             ２７ 


（２）科学 技術外交の新たな展開                      ２７ 


 


Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化                     ３０ 


 


１．基本方針                              ３０ 


２．基礎研究の抜本的強化                        ３０ 


（１）独創的で多様な基礎研究の強化                    ３０ 


（２）世界トップレベルの基礎研究の強化                  ３１ 


３．科学技術を担う人材の育成                      ３２ 


（１）多様な場で活躍できる人材の育成                   ３２ 


（２）独創的で優れた研究者の養成                     ３４ 


（３）次代を担う人材の育成                        ３６ 


４．国際水準の研究環境及び基盤の形成                  ３７ 


（１）大学及び公的研究機関における研究開発環境の整備           ３７ 


（２）知的基盤の整備                           ３８ 


（３）研究情報基盤の整備                         ３９ 


 


Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開                  ４０ 


 


１．基本方針                              ４０ 


２．社会と科学技術イノベーションとの関係深化              ４０ 


（１）国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進         ４０ 


（２）科学技術コミュニケーション活動の推進                ４２ 


３．実効性のある科学技術イノベーション政策の推進            ４３ 


（１）政策の企画立案及び推進機能の強化                  ４３ 


（２）研究資金制度における審査及び配分機能の強化             ４４ 


（３）研究開発の実施体制の強化                      ４５ 


（４） 科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立      ４６ 


４．研究開発投資の拡充                         ４８ 


 


  







 


 
1 


はじめに 


 


２１世紀に入って１０年を経た現在、人類社会は環境、エネルギー、食料、感染症など、


地球規模の様々な問題に直面している。さらに、平成２３年３月１１日に発生した東日本


大震災は、広範な地域、そして長期にわたって甚大な被害をもたらし、自然災害に対する


脅威を新たにするとともに、原子力の安全性向上やエネルギー政策の在り方について世界


的な再考を迫っている。このような過去に例を見ない世界規模の多様な問題に対峙しなけ


ればならない中、人類社会は危機を克服し、次なる繁栄を導くための新たな秩序の形成に


向けた挑戦を続けなければならない。 


現下の世界を取り巻く状況において、いかなる国も一国のみでこれらの問題を解決する


ことはできない。大規模な自然災害や地球温暖化、エネルギー、食料、水資源等にまつわ


る問題は、世界各国が協調、協力して取り組まなければならない人類的課題である。多様


な価値観や利益が国境を越えて交錯するグローバル社会において、こうした課題への挑戦


は、世界を共生に導く価値観の形成につながるものであり、これは科学技術（「科学及び技


術」をいう。以下同じ。）の使命でもある。我が国は、科学技術の先進国として、これらの


問題に世界に先駆けて対峙するとともに、その経験と成果を世界と共有することを目指し


ていくべきである。 


 


平成７年、「我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の


発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な


発展に貢献することを目的とする」という高い理念の下に、科学技術基本法が制定された。


同法に基づき、３期１５年間にわたって科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）を


策定し、その実行によって、厳しい財政事情の中にあっても研究開発投資の拡充が図られ、


世界をリードする研究成果や数々の実績を上げてきた。一方、この間、我が国の国内総生


産は伸び悩み、環境や医療等でも課題が山積するなど、科学技術の成果を新産業や雇用の


創出、国民の福祉向上、さらには今回の震災をはじめとする自然災害対応など、社会的な


問題の解決に必ずしも有効に活かすことができなかった面も否めない。 


平成２３年度からの５か年を対象とする第４期基本計画の策定に当たっては、科学技術


政策の役割を、科学技術の一層の振興を図ることはもとより、人類社会が抱える様々な課


題への対応を図るためのものとして捉える。さらに、科学技術政策を国家戦略の根幹と位


置付け、他の重要政策とも密接に連携しつつ、科学技術によるイノベーションの実現に向


けた政策展開を目指していく。すなわち、第４期基本計画は、第３期基本計画までの成果


と課題を踏まえて政策を更に発展させ、科学技術とイノベーションを一体的に推進するこ


とにより、様々な価値創造をもたらすための新たな戦略と仕組みを構築するものである。 


 


今、改めて科学技術基本法に込められた精神に立ち返り、科学技術政策が社会及び公共


のための主要な政策の一つとして、その役割を高めつつ使命を果たすとともに、我が国が


世界に貢献し、また世界と共生していくとの視点に立ち、政府全体で実行していく新たな


科学技術政策を、ここに「第４期科学技術基本計画」として定める。 
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Ⅰ．基本認識 


 


１．日本における未曾有の危機と世界の変化 


平成２３年３月１１日、東日本大震災が起こった。これにより、多くの人々が亡くな


り、あるいは行方不明となり、我が国は人的、物的に甚大な被害を被った。震災の社会


的、経済的影響は極めて深刻であり、これは我が国の国としての在り方にも再考を迫っ


ている。東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「東京電力福島第一原子力発電


所」という。）の事故も含め、世界の国々と人々がこの震災を世界的課題と捉え、我が


国の対応を注視する中、国は、あらゆる政策手段を動員して震災対応に取り組まなけれ


ばならない。 


我が国と世界は、また、政治、社会、経済的に激動の只中にあり、多くの国々は、こ


うした激動に迅速に対処すべく、あらゆる政策手段を総動員している。 


そうした中、科学技術に関する政策に期待される役割も大きく変化しており、これま


での実績と課題、可能性と限界、リスク等を検証した上で、我が国の復興と再生、さら


には持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役割を果た


すことが求められている。また、震災の発生に伴い喫緊の課題が追加されたことも踏ま


え、これまで以上に重点化を図りながら施策を効果的、効率的に推進する必要がある。 


以下、近年の科学技術に関連する情勢の変化のうち、主なものを挙げる。 


 


＜日本における未曾有の危機＞ 


東日本大震災では約２万人の人々が死亡、あるいは行方不明となっている。また、東


北地方の太平洋沿岸域は地震や津波によって壊滅的状況となった。この震災により、我


が国は、直接的被害に加え、サプライチェーンの寸断等、間接的被害も含め、経済社会


的に深刻かつ甚大な影響を受けた。 


東京電力福島第一原子力発電所の事故は、大量の放射性物質を広範な地域に拡散し、


周辺住民が避難を余儀なくされるなど、深刻な事態をもたらしている。この事故は、電


力不足やエネルギー政策の見直しを我が国の喫緊の課題とするとともに、エネルギー安


定確保の問題等を改めて世界的課題として提起することとなった。また、この事故によ


って、我が国のリスクマネジメントと危機管理に不備があったことが明らかとなり、こ


れが我が国の原子力技術に対する不安、不信を生むとともに、科学技術の可能性と潜在


的リスク、マネジメント等について国民の理解と信頼と支持をいかに求めるかを極めて


重要な政策課題とすることとなった。さらに、地震、津波等によって多くの研究施設と


設備が損壊し、また震災を理由として、海外からの研究者等が帰国あるいは来日延期し、


これらも我が国の研究開発活動の再興における大きな課題となっている。震災とそこか


らの復興、再生を世界的経験として共有するためにも、我が国としては、震災、特に東


京電力福島第一原子力発電所の事故について科学的な検証等を行うとともに、これまで


の科学技術政策の問題点等について真摯に再検討し、その結果を丁寧に、かつ率直に、


国内外に情報発信していく必要がある。 


我が国はまた、少子高齢化や人口減少など、将来の社会的、経済的活力の減退につな


がる問題に直面している。我が国の国内総生産（ＧＤＰ）は、近年、ほぼ横ばいで推移
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しており、国民一人当たりＧＤＰの国際的な順位も低下している。少子高齢化と人口減


少の趨勢を考えれば、長期的に労働力の減少と国内市場の縮小も避けられない。天然資


源に乏しい我が国にとって、科学技術と人材こそ資源であるが、若者の理工系離れが進


む一方、我が国の優秀な研究者や技術者が退職年齢を迎えつつあり、科学技術において


も将来的に我が国の存在感の低下が懸念される。さらに、日本企業のイノベーションシ


ステムの変化への対応はなお道半ばであり、それも一因となって、我が国の産業競争力


は長期低落傾向から抜け出していない。その意味で、我が国のイノベーションシステム


の国際競争力強化は最も大きな課題の一つである。 


 


＜世界の変化＞ 


環境問題をはじめ、世界の国々が協調、協力して取り組むべき地球規模の問題はます


ますその深刻さを増している。一方、資源、エネルギー、食料などの国際的な獲得競争


が激化し、これが中長期的に世界の経済成長にひずみをもたらすとともに、世界経済と


政治の不安定化をもたらすことも懸念される。また、中国、インドをはじめ、潜在的に


大きな市場を擁する新興国の経済的台頭とともに、世界的にも地域的にも富と力の分布


が急速に変容しつつある。 


さらに、経済におけるグローバル化の一層の進展、新興国市場における競争の激化、


消費者ニーズの多様化等に伴い、イノベーションの迅速な実現が一層重要となり、イノ


ベーションシステムがオープン、グローバル、フラットなものに大きく構造変化すると


ともに、科学技術に関する研究開発の市場化も進展している。また、世界的に頭脳循環


（ブレインサーキュレーション）が進み、科学技術及びイノベーションの鍵となる優れ


た人材の国際的な獲得競争がますます熾烈となっている。 


 


 


２．科学技術基本計画の位置付け 


我が国は、平成７年に制定された科学技術基本法に基づき、３期１５年間にわたって


基本計画を策定し、科学技術の着実な振興を図ってきた。しかしながら、科学技術政策


はこれまで、経済や教育、防災、外交、安全保障、国際協力等の重要政策との有機的連


携が希薄なまま、主として科学技術の振興政策として推進されてきた面が否めない。一


方、諸外国では、科学技術政策を国家戦略の根幹に位置付け、産業、経済、外交政策等


との有機的、統合的連携の下、積極的な展開を図っている。こうした中、我が国におい


ても、平成２０年に制定された「研究開発力強化法」1で「イノベーションの創出」が初


めて法的に位置付けられるなど、科学技術政策とイノベーション政策とを一体的に捉え、


産業政策や経済政策、教育政策、外交政策等の重要政策と密接に連携させつつ、国の総


力を挙げて強力かつ戦略的に推進していく必要性が高まっている。 


このため、第４期基本計画は、これからの１０年を見通した今後５年間の科学技術に


関する国家戦略として、平成２２年６月に策定された「新成長戦略～『元気な日本』復


活のシナリオ～」（以下「新成長戦略」という。）を科学技術、さらにはイノベーション


の観点から幅広く捉え、この新成長戦略に示された方針をより深化し、具体化するもの


と位置付ける。さらに、経済政策や産業政策等に加えて、今回の震災からの復興、再生、


                                                 
1 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律


（平成２０年法律第６３号） 
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災害対応の強化等に関わる政策を幅広く含め、他の重要政策との一層の連携を図りつつ、


我が国の科学技術政策を総合的かつ体系的に推進するための基本的な方針を提示する


ものとする。 


なお、東日本大震災を受け、新成長戦略をはじめとする他の計画等も見直しが検討さ


れており、それを踏まえ、第４期基本計画についても、必要に応じて見直しを行う。 


 


 


３．第３期科学技術基本計画の実績及び課題 


我が国では、第１期基本計画以降、政府研究開発投資の増加、研究開発基盤の整備、


科学技術システムの改革等によって、数多くの研究成果や実績があがっている。その一


方、様々な課題への対応に向けた科学技術の貢献、人材育成、研究環境整備等において、


課題もある。ここでは第３期基本計画期間における主な実績と課題を挙げる。 


 


＜研究開発投資及び戦略的重点化＞ 


第３期基本計画では、重点推進４分野、推進４分野と指定された８分野2において、重


点的な研究開発が推進され、多くの革新的技術が創出されている。しかし、個々の成果


が社会的な課題の達成に必ずしも結びついていないとの指摘もあり、国として取り組む


べき重要課題を明確に設定した上で、その対応に向けた戦略を策定し、実効性のある研


究開発の推進が必要である。 


また、我が国の基礎研究は、論文被引用数で世界トップの研究者を輩出するなど着実


に成果をあげているが、国全体で見ると論文の占有率は漸減傾向にあり、論文被引用度


の国際的な順位も先進諸国と比較して低い水準にある。我が国の科学技術の発展の基盤


を構築するため、新しい概念を創出し人類の知の資産を生み出す独創性、多様性に富ん


だ基礎研究の抜本的強化が必要である。 


さらに、第３期基本計画の期間中、財政状況が厳しいこともあり、政府の研究開発投


資はほぼ横ばい、もしくは微増にとどまり、目標に掲げた約２５兆円の達成は難しい状


況にある。このままでは将来的に我が国の科学技術の弱体化が懸念されるため、研究開


発投資の一層の拡充が必要である。 


 


＜科学技術システム改革＞ 


第３期基本計画においては、基本理念の一つとして「モノから人へ」を掲げ、人への


投資、人材の流動性向上、競争促進に向けた改革を重視している。しかし、大学院重点


化で大学院学生が急激に増加する一方、研究者のキャリアパスの確立が遅れていること


もあり、若手研究者は将来展望を描きにくく、また近年では若手研究者が海外での研鑽


に消極的となっていると指摘されている。科学技術、イノベーションの担い手は人であ


り、女性、外国人を含めた人材の積極的な育成と確保、活躍の促進、派遣、招へい、さ


らには環境整備の一層の推進が必要である。 


我が国ではこれまで、基礎的、基盤的な研究に根ざしたブレークスルーから多くの優


れた技術が生み出された。その一方、産業の仕組みが急速に変化し、オープンイノベー


ションが大きな潮流となる中、基礎的な研究段階においても研究者のコミュニティーと


                                                 
2 「重点推進４分野」：ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、「推進４分野」：エネ


ルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア 
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外部との連携による「知」のネットワークがイノベーションを生み出す鍵となるなど、


新しい開かれた科学技術とイノベーションのシステムの構築が急務となっている。 


また、大学（大学共同利用機関を含む。以下同じ。）と研究開発法人は、我が国の科


学技術の推進において、民間部門とともに極めて重要な役割を担っている。しかし、こ


れらの機関に対する運営費交付金等は減少しており、研究活動、教育活動、保有する施


設及び設備の維持管理、運用等で支障が生じている。 


 


＜国民に支持される科学技術＞ 


国民は、科学技術が我が国の国際競争力の向上や社会的な課題の達成に重要な役割を


果たすことに大きな期待を持っている。その一方、科学技術への投資は「未来への投資」


であるとの考え方は、必ずしも国民の理解を得られていないとの指摘もある。科学技術


が国民の期待により一層応えていくため、研究開発で着実に実績をあげることは当然で


あるが、それと併せて社会の要請を的確に把握する取組を進めるとともに、国民の科学


技術に対する理解と信頼と支持を得ることができるよう、科学技術コミュニケーション


活動等の取組を促進していく必要がある。 


 


 


４．第４期科学技術基本計画の理念 


 


（１）目指すべき国の姿 


科学技術は、我が国の豊かさや人々の安全な暮らしの実現、経済をはじめとする国力


の基盤の構築に資するとともに、知のフロンティアを切り拓き、我々人類の直面する課


題の克服に貢献するための手段となるものである。その意味で、科学技術政策は、科学


技術の振興のみを目的とするものではなく、社会及び公共のための主要な政策の一つと


して、経済や教育、防災、外交、安全保障等の重要政策と有機的に連携しつつ、我が国


がどのような国として存立するか、更に世界とどのように共生していくかという我が国


の将来の姿、あるいはアイデンティティの実現につながるものである。 


こうした観点から、国として、国民の科学技術に対する期待、要望に応えていくため


にも、これからの科学技術政策で中長期的に目指すべき国の姿を明確に提示していく必


要がある。このため、第４期基本計画では、以下の五つの国の姿を我が国が中長期的に


目指すべき大きな目標として掲げ、政策を推進することとする。 


 


① 震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国 


東日本大震災による未曾有の被害を克服し、復興、再生を遂げていくことは、我が国


の将来的な成長、発展の大前提となる。その上で、我が国が抱える資源、エネルギーの


制約、これらの安定確保、高齢化等の問題は、中長期的には我が国のみならず世界的に


深刻かつ重大な課題となることが予想される。このため、震災から復興、再生を遂げる


とともに、世界の共通課題を世界に先駆けて克服して、新たな産業の創成や雇用の創出


につなげ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国となる。 
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② 安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国 


地震や津波等による自然災害や重大事故等から国民の生命及び財産を守るとともに、


人々に物質的、精神的な豊かさを実現していくことは、国がその責務として取り組むべ


き重要な課題である。このため、国民生活の基盤をなす社会経済インフラ等が複雑化、


多様化する中、将来にわたって安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現し、国民がこれ


を誇りとする国となる。 


 


③ 大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国 


地球温暖化や大規模な自然災害、新興・再興感染症など、地球規模で発生する深刻か


つ重大な問題に対し、国際協調と協力の下、これまでの我が国の経験や実績、さらには


我が国独自の知的資産と創造性をもって積極的に取り組み、貢献していくことで、その


解決を先導する国となる。 


 


④ 国家存立の基盤となる科学技術を保持する国 


我が国の存立の基盤となる基幹的な科学技術を保持し、その一層の発展を図ることで、


国及び国民の安全を確保するとともに、未知・未踏の新たな知のフロンティアを開拓す


る国となる。 


 


⑤ 「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国 


多様で独創的な最先端の「知」の資産を創出し続けるとともに、そうした研究活動、


それに携わる人々、研究機関、さらには研究基盤や研究環境など、我が国の科学技術そ


れ自体を文化として育む国となる。 


 


（２）今後の科学技術政策の基本方針 


（１）に掲げた五つの国の姿を実現するためには、世界最高水準の優れた知的資産を


継続的に生み出すとともに、我が国が取り組むべき課題を明確に設定し、イノベーショ


ンの促進に向けて、科学技術政策を総合的かつ体系的に推進していく必要がある。ま 


た、これらの政策を着実に推進していく上で、優れた人材の役割が極めて重要であるこ


とは言うまでもない。さらに、「社会及び公共のための政策」の実現には、政策に対す


る国民の関わりを一層深めていく必要がある。 


第４期基本計画では、こうした観点から、第３期基本計画の実績と課題も踏まえ、以


下の三つを今後の科学技術政策の基本方針とする。 


 


① 「科学技術イノベーション政策」の一体的展開 


イノベーションの重要性は第３期基本計画でも掲げられた。しかし、科学技術の成果


を、イノベーションを通じ、新たな価値創造に結びつける取組は、なお途上にある。我


が国としては、新たな価値の創造に向けて、我が国や世界が直面する課題を特定した上


で、課題達成のために科学技術を戦略的に活用し、その成果の社会への還元を一層促進


するとともに、イノベーションの源泉となる科学技術を着実に振興していく必要がある。


そのためには、自然科学のみならず、人文科学や社会科学の視点も取り入れ、科学技術
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政策に加えて、関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進


を図っていくことが不可欠である。このため、第４期基本計画では、これを「科学技術


イノベーション3政策」と位置付け、強力に展開する。 


科学技術イノベーション政策の推進においては、我が国が取り組むべき課題を予め設


定し、その達成に向けて、研究開発の推進から、その成果の利用、活用に至るまで関連


する科学技術を一体的、総合的に推進する方法と、独創的な研究成果を生み出し、それ


を発展させて新たな価値創造に繋げるという方法の二つがある。第４期基本計画では、


前者に該当するものとして、我が国が喫緊の課題として取り組むべき震災からの復興、


再生、環境・エネルギー、医療・介護・健康への対応をⅡ．に、我が国が直面する多様


な重要課題への対応をⅢ．に、また、後者に該当するものとして、基礎研究の強化をⅣ．


に整理し、それぞれ具体的取組を掲げる。さらに、これらの課題対応に向けた取組を実


効性をもって推進するための具体的取組をⅤ．に掲げる。 


 


② 「人材とそれを支える組織の役割」の一層の重視 


天然資源に乏しく、また今後も人口減少が見込まれる我が国において、科学技術イノ


ベーション政策を強力に推進していくためには、これを担う優れた人材を絶え間なく育


成、確保していくことが不可欠であり、このような人材に係る取組こそ、国として特に


重点的かつ横断的に取り組むべきものである。このため、「人材とそれを支える組織の


役割」を一層重視し、国内外のあらゆる場で活躍できる人材、世界をリードする人材、


次代を担う人材の育成と確保、キャリアパスの充実を積極的に進め、我が国の将来を担


う人々が、夢と希望を抱いて科学技術イノベーションの世界に積極的に飛び込むことが


できるよう、取組を強化する。また、このような人材が能力を十分に発揮して活躍でき


るよう、大学や公的研究機関等において人材を支える組織的な支援機能の充実、研究者


間や組織間のネットワーク形成等を強化する。 


 


③ 「社会とともに創り進める政策」の実現 


１９９９年７月にハンガリーのブダペストで開催された世界科学会議で「科学と科学


的知識の利用に関する世界宣言」が採択され、「社会における科学と社会のための科学」


という考え方が示された。それから既に１０年余、科学技術と社会の関係はますます緊


密なものとなり、科学技術イノベーションに対する国民の期待も高まっている。一方、


東日本大震災を受けて、科学技術の可能性と潜在的リスクに関する情報共有の在り方な


ど、科学技術と社会との関わりについて再構築していくことが社会的に要請されている。


国としては、こうした国民の期待や社会的要請を的確に把握し、政策の企画立案及び推


進に適切に活かすとともに、政策の成果や効果を広く国民に明らかにし、社会に還元し


ていくことがますます重要となっている。このため、国は、「社会とともに創り進める


政策」の実現に向けて、社会と科学技術イノベーションとの関わりを深めるための取組


を進めるとともに、政策の実施主体、達成目標、成果などをより明確にし、国民との対


話や情報提供を更に進めることにより、国民の理解と信頼と支持を得るよう努める。


                                                 
3 「科学技術イノベーション」とは、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値


の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」と定義する。 
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Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現 


 


１．基本方針 


我が国が、東日本大震災で受けた未曾有の被害を克服し、安全で豊かな国民生活を実


現するとともに、世界の中で枢要な地位を維持していくためには、国として、今回の震


災から力強く復興、再生を遂げ、将来にわたり、持続的な経済成長と社会の発展を実現


していくことが極めて重要であり、これが科学技術イノベーション政策に最も期待され


る役割の一つである。その意味で、Ⅰ．で掲げた五つの国の姿のうち、最も重要なもの


は、「① 震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現


する国」である。 


この目標達成のために、我が国としてまず取り組むべき喫緊の課題は、東日本大震災


からの復興、再生に向けた取組である。今回の震災は、我が国の経済社会に深刻な影響


を及ぼしており、これは今後、しばらくの間、続くものと予想される。我が国の経済成


長、発展の大前提として、世界の成長センターとしてのアジア、さらにはアジア太平洋


のダイナミズムを十分に取り込むことを念頭に置きつつ、被災地域の産業再生や人々の


安全な生活の実現等に向けて、科学技術イノベーション政策を積極的に推進していく必


要がある。特に、我が国の復興、再生の実現のためには、新たな産業の創成が不可欠で


あり、それに向けて、国は、既存技術の発展のみならず、新たな原理や機構により、経


済社会システムの変革を目指す非連続な革新的技術の研究開発の推進や環境整備等に


積極的な役割を果たす必要がある。 


また、我が国は、震災前から既に長期にわたって経済的に停滞している。こうした閉


塞状況から脱却し、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現していくためには、


エネルギーの安定確保と両立した低炭素社会の実現と気候変動への対応、そして高齢化


の問題への対応が極めて重要である。特に、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴


い、深刻な電力不足等の需給逼迫が予想される。我が国として、低炭素社会の実現を目


指しつつ、エネルギーを安定的に供給、確保していくため、革新的な再生可能エネルギ


ーの開発と普及の拡大、分散エネルギーシステムの構築、強靭な社会インフラの整備等


を速やかに進めなければならない。これらの取組は、我が国の直面する問題の解決に資


するのみならず、世界的にも新市場の開拓につながり、我が国の資源、エネルギー制約


の克服と、新たな産業の創成、雇用の創出をもたらすものである。また、高齢者の増加


と人口減少は、社会保障費の急激な増大をもたらすとともに、労働力人口の減少につな


がり、我が国の将来の成長にとって大きな制約要因となる。しかし、その一方、高齢社


会の進展は、医療・介護・健康サービスの需要拡大をもたらし、こうした社会的制約を


克服する取組は、中長期的に新たな成長を生み出す原動力ともなり得る。 


こうした観点から、「震災からの復興、再生の実現」、環境・エネルギーを対象とする


「グリーンイノベーションの推進」、医療・介護・健康を対象とする「ライフイノベー


ションの推進」を、我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な柱


として位置付け、科学技術イノベーション政策を戦略的に展開する。また、Ⅱ．で掲げ


る課題以外にも、我が国が直面する深刻かつ多様な課題は山積しており、これらの課題


への対応に向けた取組については、Ⅲ．において明確な方針を示すこととする。 
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さらに、科学技術の高度化、複雑化、市場の急速なグローバル化に伴い、国として、


産学官の連鎖や社会との連携を飛躍的に高めたイノベーションシステムを構築してい


く必要がある。このため、産学官の各主体の多様性や独自性等を十分に尊重しつつ、科


学技術によるイノベーションを促進するため、新たな体制の構築をはじめとするシステ


ム改革を推進する。 


 


 


２．震災からの復興、再生の実現 


 


（１）目指すべき復興、再生の姿 


我が国は、東日本大震災によって、自然災害としては戦後最悪となる未曾有の被害を


受けた。この震災による深刻かつ広範な影響を早期に軽減、緩和し、地域の特色と強み


を活かして、できるだけ速やかに、力強く復興、再生を実現していくため、国として、


科学技術イノベーションを強力に推進する。これにより、被災地における産業の再生と


その一層の発展を実現するとともに、強靭な社会インフラの再構築によって、人々の生


活の安定や利便性の向上、被災地に住む人々の安全な生活を実現する。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べた震災からの復興、再生の目標実現に向けて、具体的には以下に掲げる


重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、こ


れに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 


 


ⅰ）被災地の産業の復興、再生 


東日本大震災により、東北及び関東地方の沿岸域を中心として、広範囲にわたり、


地場産業である農林水産業等の第一次産業が甚大な被害を受けた。これを踏まえ、こ


れら産業の復興、再生、さらには成長の実現に向けて、汚染された土壌や水質等の調


査及び改善改良、海洋生態系の回復、生産性の向上、農林水産物の安全性の向上等に


関する研究開発を推進するとともに、その成果の利用、活用を促進する。 


また、被害地域は、先端材料や部品等の生産と研究開発の拠点として、我が国のみ


ならず、世界的なサプライチェーンの中で重要な役割を担っており、その被害を踏ま


え、サプライチェーンの再建が、国内的にも国際的にも急速に進みつつある。これに


鑑み、先端材料、部品等の拠点の再構築に向けて、その高品質化、生産設備、機器等


の再生と高度化、安定的な供給体制の構築に資する研究開発等の取組を推進する。 


さらに、新しい産業の創成と雇用の創出に向けて、被災地域を中心に、再生可能エ


ネルギーや医療・介護、情報通信技術等の領域における研究開発等の取組を促進する。 


 


ⅱ）社会インフラの復旧、再生 


被災地域では、地震と津波、さらには液状化等によって、多くの建築構造物等が倒


壊あるいは流失し、社会インフラが寸断され、甚大な被害が発生した。これを踏まえ、


家屋やビル等の修繕や修復、堤防等の防災インフラ、港湾、空港、鉄道、橋梁、道路
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等の交通インフラ、さらに電気、ガス、上下水道、情報通信等の生活インフラの復旧、


再生とその機能性、利便性、安全性の向上等に資する研究開発等の取組を進める。 


また、公共施設等の防災機能の強化、民間も含めたネットワークの強化に向けた研


究開発等の取組を進める。 


 


ⅲ）被災地における安全な生活の実現 


東日本では、東北地方太平洋沖地震の後も、余震活動が継続している。また、こう


した大地震は他の地域でも起こり得る。これに鑑み、地震、津波等の調査観測等を充


実、強化するとともに、二次災害防止のため、地方公共団体と連携しつつ、被災地に


おける防災、減災対策に関する取組を強化する。 


また、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、周辺地域及び全国における放


射線モニタリングを強化するとともに、こうした情報を国内外に正確かつ迅速に発信


する。さらに、国際社会からの協力も得て、汚染された土壌、水等の除染、放射性廃


棄物4の処理、処分等に関する取組を推進する。また、復旧作業時を含め、労働災害防


止に関する研究を推進する。 


被災地域における感染症の拡大、地震や津波の恐怖、長期間の避難生活等による心


身の疲労や心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、東京電力福島第一原子力発電所の事


故に関連した懸念など、人々の健康不安を解消し、精神的な安定を確保するため、被


災地の人々を対象とする長期間の健康調査と分析、心理学や精神医学等に基づく診断、


治療、研究等を強化する。 


 


（３）震災からの復興、再生に関わるシステム改革 


  震災からの復興、再生においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施策の推進と


併せ、被災地の産業再生や地域復興等を、それぞれの地域の特色を活かしつつ、迅速か


つ効果的に実現していくための取組を進めなければならない。国は、こうした観点から、


被災地を中心に、特区制度も活用し、産学官協働を加速するための取組、人材育成、研


究開発、国際頭脳循環推進の取組など、復興、再生に関わるシステム改革を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、被災した地域を中心に、地方公共団体、大学、公的研究機関、産業界等が連


携して、特区制度も活用し、再生可能エネルギーや医療・介護、情報通信、先端材料、


環境技術など、研究のいかなるフェーズでも、世界的に競争力のある領域において、


官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノベーションの国際的拠点等の形


成に向けた検討を行う。さらに、国は、これらの拠点を復興、再生のモデルとして、


国内外に積極的に情報発信していく。 


・ 国は、被災した地域において、大学、公的研究機関、産業界、金融機関等の関係者


が結集し、大学等の知を活用した新たな先端産業の創成に向けて、研究開発、事業化


構想等を一体的に推進するための「場」を形成する。 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界等と連携、協力して、被災地の産業の復興と再


生、新たな産業創出に向けた研究開発等の担い手となる人材の育成と確保に向けた取


組を促進する。 


                                                 
4 放射性物質に汚染されたあるいは汚染されたおそれがある廃棄物 
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３．グリーンイノベーションの推進 


 


（１）目指すべき成長の姿 


エネルギーの安定確保と気候変動問題への対応は、我が国にとっても、世界にとって


も、喫緊の課題であり、この二つの課題に対応するため、国として、グリーンイノベー


ションを強力に推進する。これにより、我が国が強みをもつ環境・エネルギー技術の一


層の革新を促すとともに、エネルギー供給源の多様化と分散化、エネルギー利用の革新


に向けた社会システムや制度の改革、長期的に安定的なエネルギー需給構造の構築と世


界最先端の低炭素社会の実現を目指す。また、世界各国が将来の成長の鍵として、脱化


石燃料に向けた熾烈な競争を展開する中、これらの技術やシステムの国内外への普及、


展開を強力に推進し、我が国の持続的な成長を実現する。さらに、これらの取組により、


世界に先駆けた環境・エネルギー先進国の実現を目指すとともに、持続可能な自然共生


社会や循環型社会の実現、豊かな国民生活の実現を目指す。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べたグリーンイノベーションの目標実現に向けて、具体的には以下に掲げ


る重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、


これに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 


特に、短期的には、既存技術の改良、導入を積極的に推進するとともに、中長期的観


点から、新たな革新的技術の創出に向けた研究開発等の取組を重点的に推進する。 


 


ⅰ）安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現 


我が国全体のエネルギー供給の安定性、経済性、持続可能性と整合をとった形で、


再生可能エネルギーの普及の大幅な拡大に向けた革新技術の研究開発、分散エネルギ


ーシステムの革新を目指した研究開発等の取組を促進する。 


太陽光発電、バイオマス利用、風力発電、小水力発電、地熱発電、潮力・波力発電


等の再生可能エネルギー技術の研究開発については、これまでの技術を飛躍的に向上


させるとともに、例えば、宇宙太陽光発電、藻類バイオマスなど新たなブレークスル


ーとなり得る革新的技術の獲得を目指し、戦略的に必要な取組や検討を進める。さら


に、これらの技術の温室効果ガス排出削減ポテンシャルを最大限に活かし、それぞれ


の技術の特徴や地域の特性に応じた海外展開を図る。 


また、分散エネルギーシステムの革新を目指し、燃料電池や蓄電池等のエネルギー


の創出、蓄積システム、製造・輸送・貯蔵にわたる水素供給システム、超電導送電の


研究開発、さらに基幹エネルギーと分散エネルギーの両供給システム及びエネルギー


需要システムを総合的に最適制御するスマートグリッド等のエネルギーマネジメント


に関する研究開発及び自律分散エネルギーシステムの研究開発を促進し、これらの海


外展開を図る。 


さらに、基幹エネルギー供給源の効率化と低炭素化に向けて、火力発電の高効率化、


高効率石油精製に加え、石炭ガス化複合発電等と二酸化炭素の回収及び貯留を組み合


わせたゼロエミッション火力発電の実現に向けた研究開発等の取組を推進する。原子
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力に関する研究開発等については、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証を踏


まえるとともに、今後の我が国のエネルギー政策や原子力政策の方向性を見据えつつ


実施する。ただし、原子力に係る安全及び防災研究、放射線モニタリング、放射性廃


棄物や汚染水の除染や処理、処分等に関する研究開発等の取組は、これを強化する。 


 


ⅱ）エネルギー利用の高効率化及びスマート化 


製造部門における化石資源の一層の効率的利用を図るため、製鉄等における革新的


な製造プロセスや、ここで用いられる材料の高機能化、グリーンサステイナブルケミ


ストリー、バイオリファイナリー、革新的触媒技術に関する研究開発を推進する。 


我が国の最終エネルギー消費の約半分を占める民生（家庭、業務）及び運輸部門の


一層の低炭素化、省エネルギー化に向けて、住宅及び建築物の高断熱化、家電及び照


明の高効率化、高効率給湯器（コジェネレーション、次世代型ヒートポンプシステム）、


定置用燃料電池、パワー半導体、ナノカーボン材料等の技術に関する研究開発、普及


を推進する。また、次世代自動車に用いられる蓄電池、燃料電池、パワーエレクトロ


ニクスによる電力制御等のエネルギー利用の革新を目指した研究開発、普及に関する


取組を推進する。さらに、高効率輸送機器（次世代自動車、鉄道、船舶、航空機）や


モーダルシフト等の物流を効率化するための手法に関する研究開発、導入を推進する。 


また、情報通信技術は、エネルギーの供給、利用や社会インフラの革新を進める上


で不可欠な基盤的技術であり、次世代の情報通信ネットワークに関する研究開発、情


報通信機器やシステム構成機器の一層の省エネルギー化、ネットワークシステム全体


の最適制御に関する技術開発を進める。 


 


ⅲ）社会インフラのグリーン化 


環境先進都市の構築に向けて、高効率な交通及び輸送システムの構築に向けた研究


開発を推進する。また、これまで人が通信主体であったネットワークに生活の中の全


ての電力で作動する人工物が通信主体として接続し、電力、ガス、水道、交通等の社


会インフラと一体となった巨大ネットワークシステムに関する研究開発を推進する。


さらに、高度水処理技術を含む総合水資源管理システムの構築に向けた研究開発等を、


実証実験も含めて推進する。同時に、これらの普及、拡大に向けて、統合システムと


しての海外展開を推進する。 


また、資源再生技術の革新、レアメタル、レアアース等の代替材料の創出に向けた


取組を推進する。 


さらに、地球観測、予測、統合解析により得られる情報は、グリーンイノベーショ


ンを推進する上で重要な社会的・公共的インフラであり、これらに関する技術を飛躍


的に強化するとともに、地球観測等から得られる情報の多様な領域における活用を促


進する。これらも含め、気候変動や大規模自然災害に対応した、都市や地域の形成、


自然環境や生物多様性の保全、森林等における自然循環の維持、自然災害の軽減、持


続可能な循環型食料生産の実現等に向けた取組を進める。 


 


（３）グリーンイノベーション推進のためのシステム改革 
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グリーンイノベーションの推進においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施


策の推進と併せて、イノベーションを促進し、産業や雇用の創出等による我が国の持続


的な成長や地球規模の問題解決に迅速かつ効果的につなげていくための取組を進める


必要がある。こうした観点から、イノベーションを加速するための規制・制度改革、技


術をはじめとする成果の海外への展開促進など、システム改革を積極的に推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、例えば、バイオ燃料に関する温室効果ガス排出削減基準等の持続可能性基準


の設定や自動車燃費基準の改定など、企業におけるイノベーションに向けた研究開発


等の取組を促進するため、国際競争力も勘案しつつ、技術的、経済的合理性に立脚し


た新たな規制や制度の在り方を検討する。 


・ 国は、次世代自動車、水素ステーション等の供給インフラ設備、再生可能エネルギ


ー設備等の実用化、普及を促進するため、これを妨げるおそれのある関連法の点検、


改革を推進する。 


・ 国は、地方公共団体や大学、公的研究機関、産業界と協働し、それぞれの地域の特


色を活かしつつ、スマートコミュニティ等の新しい社会システムの構築に向けて、研


究開発から技術実証、普及、展開までを一体的に行う取組を支援する。 


・ 国は、エネルギー、水、交通、輸送システム等の社会インフラの整備に関連して、


官民が有する先進技術、管理運営ノウハウ、人材育成等をパッケージ化した総合シス


テムとしてその海外展開を促進する。 


・ 国は、我が国のもつ優れた技術を活かした途上国等への支援促進のため、気候変動


対応に関する技術移転とシステム改革を、貧困対策や農業、水資源の開発、防災等の


政策と連動させて総合的に推進し、これらの国々の自立的な対応力を強化する。 


 


 


４．ライフイノベーションの推進 


 


（１）目指すべき成長の姿 


我が国では世界で最も急速に高齢化が進行しており、今後、ますます深刻となる医療、


介護の問題について、個人の人生観や死生観を尊重しつつ、その解決の方策を見出すこ


とが喫緊の課題となっている。このため、国として、国民が心身ともに健康で、豊かさ


や、生きていることの充実感を享受できる社会の実現に向けて、ライフイノベーション


を強力に推進する。これにより、医療・介護・健康サービス等の産業を創成し、活性化


することで、我が国の持続的な成長と社会の発展を実現する。さらに、先進諸国がこれ


から直面する高齢社会への対応や発展途上国に蔓延する疾病に対し、医薬品、医療機器


の開発等を通じて、国際貢献を目指す。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べたライフイノベーションの目標実現に向けて、具体的には以下に掲げる


重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、こ


れらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 
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ⅰ）革新的な予防法の開発 


国民の健康状態を長期間追跡し、食などの生活習慣や生活環境の影響を調査すると


ともに、臨床データ、メタボローム、ゲノム配列の解析等のコホート研究を推進し、


生活習慣病等の発症と進行の仕組みを解明することで、客観的根拠（エビデンス）に


基づいた予防法の開発を進める。さらに、疾患の予兆を発見し、先制介入治療（先制


医療）による予防法の確立を目指す。東日本大震災を受けて、被災地の人々を中心に


長期間の健康調査を行い、疾病等の予防法開発に活用する。また、大規模疫学研究の


推進のために、医療情報の電子化、標準化、データベース化等の基盤整備を推進する


とともに、個人情報保護に配慮しつつ、これらの情報の有効利用、活用を促進する。 


社会的影響の大きい感染症や、自然災害の発生時に急速に影響が拡大する感染症等


を対象として、予防効果の高いワクチンの研究開発を推進するとともに、これらの国


内外への普及、展開を促進する。 


さらに、認知症等による社会的、経済的な損失や負担の大きさを踏まえ、積極介入


研究を推進することにより、認知症等の発症防止や、早期診断、進行の遅延技術等の


研究開発を推進する。 


 


ⅱ）新しい早期診断法の開発 


国民の健康を守るためには、疾患の早期発見につながる診断手法の開発が重要であ


ることから、早期診断に資する微量物質の同定技術等の新たな検出法と検出機器の開


発、新たなマーカーの探索や同定など、精度の高い早期診断技術の開発を推進する。 


また、より小型で侵襲が少ない高性能の内視鏡等の肉眼視技術・機器の開発、３次


元映像法などの早期診断に資する新たなイメージング技術の開発を推進する。 


さらに、これらを有機的に統合し、早期診断の新技術開発を促進する。 


 


ⅲ）安全で有効性の高い治療の実現 


新薬の開発においては、動物疾患モデルやｉＰＳ細胞による疾患細胞等を駆使して


疾患や治療のメカニズムを解明し、新規創薬ターゲットの探索を行う必要があり、そ


のために生命科学の基礎的な研究を充実、強化する。 


また、核酸医薬、ドラッグデリバリーシステム等の革新的な治療方法の確立を目指


した研究開発を推進する。治療の質と安全性と有効性の向上に向けて、疾患の層別化、


階層化等に基づく創薬を推進し、国民の遺伝背景に基づいた副作用の少ない医薬品の


投与法の開発を進める。 


放射線治療機器、ロボット手術機器等の新しい治療機器の開発、内視鏡と治療薬の


融合など診断と治療を融合させる薬剤や機器の開発、更に遠隔診断、遠隔治療技術の


開発、それを支援する画像情報処理技術の開発を進める。 


疾患の治療や失われた機能の補助、再生につながる再生医療に関しては、ｉＰＳ細


胞、ＥＳ細胞、体性幹細胞等の体内及び体外での細胞増殖・分化技術を開発するとと


もに、その標準化と利用技術の開発、安全性評価技術に関する研究開発を推進する。


また、生命動態システム科学研究を推進する。 
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ⅳ）高齢者、障害者、患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上 


高齢者や障害者のＱＯＬの向上や介護者の負担軽減を図るため、生活支援ロボット


やブレインマシンインターフェース（ＢＭＩ）機器、高齢者用のパーソナルモビリテ


ィなど、高齢者や障害者の身体機能を代償する技術、自立支援や生活支援を行う技術、


高度なコミュニケーション支援に関する技術、さらには介護者を支援する技術に関し


て、安全性評価手法の確立も含めた研究開発を推進する。 


また、がん患者や高齢者の終末期における精神的、肉体的苦痛を取り除く緩和医療


に関する研究を推進する。 


 


（３）ライフイノベーション推進のためのシステム改革 


ライフイノベーションの推進においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施策の


推進と併せて、これらの成果を医薬品や医療機器として迅速に実用化に結び付けるため


の仕組みを整備する必要がある。特に、我が国では、医薬品等に関する研究成果を臨床


研究、治験、さらには製品化につなげていく際、国際比較で著しく開発時間を要すると


いう問題が指摘されており、これらの問題を解決し、ライフイノベーションを促進する


観点から、承認審査に係る規制・制度改革や研究開発環境の整備を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、レギュラトリーサイエンス5を充実、強化し、医薬品、医療機器の安全性、有


効性、品質評価をはじめ、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいた審査


指針や基準の策定等につなげる。 


・ 国は、医薬品及び医療機器の承認審査を迅速かつ効率的に行うため、審査機関の体


制を大幅に整備、強化するとともに、当該審査機関におけるレギュラトリーサイエン


スの研究機能の充実、これらに精通した人材の養成及び確保を推進する。 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界との連携の下、新たな創薬や医療機器開発につ


ながるシーズを生み出し、その実用化を加速するため、官民を挙げた創薬・医療技術


支援基盤の整備を推進する。特に、「橋渡し」研究拠点を充実、強化するとともに、


研究提案を公募し、全国の大学や企業等に開かれた医療機関ネットワークを構築する。 


・ 国は、医薬品及び医療機器の臨床研究と治験を一体化した制度に関して、海外の類


似した制度（例えば、米国におけるＩＮＤ（Investigational New Drug）、ＩＤＥ


（Investigational Device Exemption）等）を調査研究し、その導入について検討す


るとともに、大学等に対して、国際標準に基づく臨床研究の実施を求める。 


・ 国は、臨床研究の成果を円滑、効率的に創薬や医療機器開発に結びつけるため、研


究開発の早期の段階から規制当局による相談や助言を受けられる体制を整備すると


ともに、臨床研究から治験、承認申請、さらには承認後の市販後安全対策までを一体


的に進めることができるよう、相談や届出の窓口、承認審査及び安全対策の体制を充


実、強化する。 


・ 国は、革新的な医薬品及び医療機器の開発につながる新たなシーズの創出に向けて、


バイオベンチャーを長期的視点から支援するための取組を進める。 


                                                 
5 科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技


術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学 
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５．科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革 


 


（１）科学技術イノベーションの戦略的な推進体制の強化 


 


① 「科学技術イノベーション戦略協議会（仮称）」の創設 


グリーンイノベーション、ライフイノベーションをはじめ、国として取り組むべき重


要課題への対応に向けて、科学技術イノベーションを推進していくためには、産学官を


はじめ、多様で幅広い関係者の主体的な参画を得て、将来ビジョンを共有し、総力を挙


げて協働できる体制を構築する必要がある。これにより、各参加主体は全体を俯瞰した


上で、それぞれの役割を理解し、密接に連携、協力しつつ、取組を推進していくことが


可能となる。国は、こうした観点から、重要課題に関する戦略の検討から推進までを担


うプラットフォームを構築する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、総合科学技術会議（若しくは、これを改組した「科学技術イノベーション戦


略本部（仮称）」。以下同じ。）の調整の下で、「科学技術イノベーション戦略協議会（仮


称）」（以下「戦略協議会」という。）を創設する。戦略協議会は、科学技術イノベー


ションの一体的な推進に向けて、重要課題ごとに設置することとし、関係府省や資金


配分機関、大学、公的研究機関、産業界、ＮＰＯ法人等の多様で幅広い関係者の参加


により、緊密な連携、協力を行う場とする。 


・ 国は、幅広い関係者や関係機関の主体的な参画を促すとともに、関係機関間の連携


や調整を担う者（「戦略マネージャー（仮称）」）を指名するなど支援体制を整備する。 


・ 戦略協議会は、重要課題の将来ビジョンを明確にするとともに、その実現に向けた


戦略策定に資するため、基礎から応用、開発、更に事業化、実用化の各段階に至るま


で、各フェーズにおいて推進すべき具体的な研究開発、規制・制度改革、達成目標、


推進体制、資金配分の在り方等について、幅広い観点から検討する。総合科学技術会


議は、戦略協議会における検討を踏まえ、重要課題達成のための戦略を策定する。 


・ 戦略協議会は、本戦略の実効性を確保するため、戦略の推進に係る全体マネジメン


トを担う。大学、公的研究機関、資金配分機関、産業界等の参画機関及び関係者は、


「戦略マネージャー（仮称）」の全体調整の下、連携、協力しつつ、取組を推進する。 


 


② 産学官の「知」のネットワーク強化 


科学技術の複雑化、研究開発活動の大規模化、経済社会のグローバル化の進展に伴い、


これまでの垂直統合型の研究開発モデルの問題が顕在化し、これを反映する形でオープ


ンイノベーションの取組が急速に進んでいる。こうした中、大学や公的研究機関の優れ


た研究成果を、迅速かつ効果的にイノベーションにつなげる仕組みの必要性が高まって


いるが、その一方、国内外の産学連携活動の現状を見ると、大学の外国企業との共同研


究は低い割合にとどまり、技術移転機関（ＴＬＯ）の関与した技術移転件数も減少傾向


にある。このため、科学技術によるイノベーションを促進するための「知」のネットワ


ークの強化に向けて、産学官の連携を一層拡大するための取組を進める。 
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＜推進方策＞ 


・ 国は、大学間連携の強化や金融機関をはじめとした関係機関との連携を視野に入れ


た産学官のネットワーク構築を推進する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、優れた研究成果の提供、そのための権利調整を迅


速に行う体制の整備など、産業界との連携を円滑に行うための機能を強化することを


求める。また、大学が、広域的な機能を持つＴＬＯの編成、産学官連携本部とＴＬＯ


の統合、連携強化など、産学官連携機能の最適化を図ることを期待する。 


・ 国は、大学による国内外の特許取得の支援を強化するとともに、特定領域における


重要な技術であって海外で特許侵害されるなど国益を損なうおそれがあるものにつ


いて支援を行う。また、国は、大学及び公的研究機関に対し、海外の大学や企業との


共同研究や受託研究の拡大に向けて、知的財産保護等に関する連携ルールの整備、専


門人材の育成、確保など、研究マネジメント体制の整備を求める。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、取得特許の管理や活用、博士課程学生等が参画す


る場合の知的財産の取扱いや秘密保持の原則に関する考え方の明確化を図るととも


に、企業内研究室や企業の大学内研究室の設置など、柔軟な産学官連携体制を整備す


ることを期待する。 


・ 国は、大学や公的研究機関における有望なシーズの発掘から事業化に至るまで、切


れ目無い支援を強化する。その際、関係投資機関とも連携しつつ、マッチングファン


ド等により、民間資金の活用も促進する。また、公的研究機関は、大学が持つシーズ


を社会に結びつける役割も期待されるため、産学官連携に係る機能を充実、強化する。 


・ 国は、産学官連携の成果を総合的に検証するため、特許実施件数や関連収入などの


量的評価を推進するとともに、市場への貢献、研究成果の普及状況、雇用の確保など


質的評価を充実する。また、これらの評価に必要な体制を整備する。 


 


③ 産学官協働のための「場」の構築 


科学技術によるイノベーションを効率的かつ迅速に進めていくためには、産学官の多


様な知識や研究開発能力を結集し、組織的、戦略的に研究開発を行う連鎖の「場」を構


築する必要がある。東日本大震災は、特に東北及び関東地方において、研究施設、設備


等に直接的な被害をもたらし、研究開発システムにも深刻な影響を及ぼした。我が国と


して、震災からの復興、再生を早期に実現するためにも、領域横断的な連携など産学官


の多様な研究者の連携を強化し、知を結集するための取組を強化していく必要がある。


これまで我が国では、筑波研究学園都市や関西文化学術研究都市をはじめ、国際的な研


究開発拠点の整備を進めてきたが、すでに集積の進んだ拠点の一層の発展に向けて、機


能強化を図る必要がある。諸外国では、産学官の総合力を発揮する体制や機関の役割が


ますます重視されるようになっており、これも参考に、イノベーションの促進に向けて、


産学官の多様な研究開発能力を結集した中核的な研究開発拠点を形成する。また、国の


総力を結集して革新的技術の研究開発に関する推進の仕組みや制度の整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、基礎から応用、開発の段階に至るまで、産学官の多様な研究開発機関が結集


し、非競争領域や前競争領域における共通基盤技術の研究開発を中核として、「競争」
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と「協調」によって研究開発を推進するオープンイノベーション拠点を形成する。特


に、大学や公的研究機関が集積する拠点において、相乗効果を発揮し、イノベーショ


ンを促進するため、機関の垣根を越えた施設、設備の利用、研究成果の一体的な共有


や発信を推進する。 


・ 国は、革新的技術の研究開発に関して、産学官の連携を主導し、事業化までを見据


えた研究開発体制を構築するとともに、継続的な支援を行う。また、国は、ここで得


られた成果の活用、普及を促進するため、国際標準化を促進する。 


・ 国は、産学の間で設定された研究領域で緊密な産学対話を行いつつ、従来の組織の


枠を越えて、協働して研究開発と人材育成を行うバーチャル型の中核拠点（「共創の


場」）の形成を推進する。 


・ 国は、産学協働によるイノベーションの場として「先端融合領域イノベーション創


出拠点」の形成を推進する。 


 


（２）科学技術イノベーションに関する新たなシステムの構築 


 


① 事業化支援の強化に向けた環境整備 


先端的な科学技術の成果を有効に活用した創業活動の活性化は、産業の創成や雇用の


創出、経済の活性化において極めて重要である。しかし、近年、大学発ベンチャーの設


立数が、人材確保や資金確保の問題を一因として急激に減少していることにもみられる


ように、創業を取り巻く環境は厳しさを増している。このため、研究開発の初期段階か


ら事業化まで、切れ目無い支援の充実を図ることにより、先端的な科学技術を基にした


ベンチャー創業等の支援を強化するための環境整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、起業家精神の涵養、起業体験教育等の人材養成、専門家による法務、知的財


産、資本戦略に関する支援を行うネットワークの構築など、総合活動の基盤を整備す


る。また、大学発ベンチャーに対して、マネジメントチームの組成とこれに携わる人


材の育成、マーケティング、資本戦略、知的財産戦略を含む総合的ビジネス戦略の構


築など、経営戦略面に十分留意した支援を行う。 


・ 国は、先端的な科学技術の成果を事業化につなげるための仕組みとして、「中小企


業技術革新制度」（ＳＢＩＲ（Small Business Innovation Research））における多段


階選抜方式の導入を推進する。このため、各府省の研究開発予算のうち一定割合又は


一定額について、多段階選抜方式の導入目標を設定することを検討する。 


・ 国は、ベンチャー活動の活性化を図るため、リスクマネーがより効果的に提供され


る仕組みを強化するとともに、研究成果を創出した者が人的資本や知財等の無形資産


によって出資することを可能とする仕組みを検討する。また、エンジェル投資の充実


も含めて、新たなベンチャー支援策を検討する。 


・ 国は、市場の限られた公共部門でのイノベーションを促進するため、技術を利用す


る側と、技術を持つ側の研究開発機関の連携システムを構築する。 
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② イノベーションの促進に向けた規制・制度の活用 


研究開発活動を取り巻く規制や制度は、本来、研究開発活動の円滑な推進や安全性向


上等を目的として設けられているものであるが、過度に厳格なために、イノベーション


を阻害していることも少なくない。一方、規制・制度を上手く活用することで、イノベ


ーションを加速する効果が期待されることもある。このため、規制の特例措置及び税


制・財政・金融上の支援措置等を総合的に実施する総合特区制度等を含め、イノベーシ


ョンの促進に向けた規制・制度の改善や活用等に関する取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術によるイノベーションの隘路となる規制や制度を特定するとともに、


その改善方策について関係府省間で議論し、解決を図る仕組みを整備する。 


・ 国は、企業におけるイノベーションに向けた研究開発等の取組を加速するため、国


際競争力も勘案しつつ、技術的、経済的合理性に立脚した新たな規制や制度の在り方


について検討する。具体的には、バイオ燃料に関する温室効果ガス排出削減基準等の


持続可能性基準の設定や自動車燃費基準の改定等が検討対象として挙げられる。 


・ 国は、先端研究開発を強化するため、研究開発の円滑な推進を妨げるおそれのある


規制を、補完的な措置を講じた上で限定的に解除する特区制度等を活用した先端研究


拠点の形成を検討する。具体的には、大学や公的研究機関における既存の研究組織の


中から、厳選してこれを指定し、その制度的な可能性について検証する。 


 


③ 地域イノベーションシステムの構築 


地域レベルでの様々な問題解決に向けた取組を促し、これを国全体、さらにはグロー


バルに展開して、我が国の持続的な成長につなげていくためには、それぞれの地域が持


つ強み、多様性や独自性、独創性を積極的に活用していくことが重要である。今回の東


日本大震災では、東北及び関東地方の沿岸域を中心とした地域が壊滅的な被害を受けた。


国としては、これらの地域の特色、地域がこれまで培ってきた伝統等を活かすなど、科


学技術イノベーションを積極的に活用した新たな取組を優先的に推進し、ベンチャー起


業の活性化等によって、地域の復興、再生を速やかに実現していく必要がある。また、


地方の財政状況が厳しい中、それぞれの地域で科学技術の振興が必ずしも定着していな


い状況にあることから、地域がその強みや特性を活かして、自立的に科学技術イノベー


ション活動を展開できる仕組みを構築する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、地方公共団体や大学、公的研究機関、産業界が連携、協力して、地域が主体


的に策定する構想のうち優れたものについて、研究段階から事業化に至るまで連続的


な展開ができるよう、関係府省の施策を総動員して支援するシステムを構築する。 


・ 国は、優れた成果をあげている地域クラスターが、当該地域における自律的な成長


の核として、更に重要な役割を果たすことができるよう、研究開発の推進に加えて、


研究開発におけるネットワークの形成、人材養成及び確保、知的財産活動等に関する


重点的な支援を行う。 


・ 国は、被災地域等を中心として、地方公共団体、大学、公的研究機関、産業界等と


連携し、特区制度も活用しつつ、官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノ
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ベーションの国際的拠点等の形成について検討する。 


・ 国は、被災地域がそれぞれの特色を活かして飛躍的に発展することができるよう、


これまで実施されている優れた取組に重点的支援を行うとともに、全国の大学等の知


を結集して研究開発等によって新たな産業の創成を目指す取組を推進する。 


・ 国は、地域における研究開発やマネジメント、産学官連携や知的財産活動の調整を


担う人材の養成及び確保を支援する。また、国は、大学や公的研究機関が、人材養成


や産学官連携、知的財産活動において、地域貢献機能を強化する取組を支援する。 


 


④ 知的財産戦略及び国際標準化戦略の推進 


世界的にオープンイノベーションに関する取組が展開され、また、研究活動や経済活


動がグローバル化する中、大学、公的研究機関、産業界が、これらの変化に適切に対応


していくためには、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略を、研究開発戦略等と一体的


に推進していく必要がある。このため、国として、世界的なイノベーションの環境変化


に対応し、国際標準化戦略を策定、実行するとともに、知的財産権制度の見直し、知的


財産活動に関わる体制整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、世界的に成長が期待され、我が国が優れた技術を持つ国際標準化特定戦略分


野について、官民一体となった競争力強化戦略を策定する。また、国際標準獲得に寄


与する国際的な共同研究開発プログラムを推進するとともに、国際標準化や、性能評


価及び安全基準の策定に関わる研究開発機関の機能を強化する。さらに、特にアジア


において、製品試験や認証を行う機関への協力を進める。 


・ 国は、産学官連携の下、国際標準化機構（ＩＳＯ）、国際電気通信連合（ＩＴＵ）、


国際電気標準会議（ＩＥＣ）等の標準化機関に対し、国際標準に関する提案を積極的


に進めるとともに、産業競争力強化に資するフォーラム標準も含めた国際標準化活動


を総合的に支援する。また、国際標準化活動に的確に対応できる人材の養成、確保に


向け、研修プログラムの開発や国際標準化活動への参加支援を行う。 


・ 国は、特許審査結果の実質的な国際相互承認を目指し、日米欧韓中の間で各特許庁


の審査結果を共有するシステムの構築、特許審査ハイウェイの対象拡大、手続の簡素


化を行い、特許審査ワークシェアリングの質の向上、量の拡大を図る。また、特許法


条約への加盟を視野に、出願人の利便性向上に資する制度整備を進める。 


・ 国は、出願フォーマット（様式）の自由化、新規性喪失の例外の拡大、アカデミッ


クディスカウントの改善など、制度が大学及び公的研究機関の利用を促進するものと


なるよう、特許制度の見直しを行う。 


・ 国は、大学等の参画機関の協力を得て、研究目的に限り、特許を無償開放する仕組


みを構築する。また、特許と関連する科学技術情報を併せて収集、公開する仕組みや、


知的財産を利用、活用するための枠組みを整備する。さらに、特許や各種文献を連結、


分析するシステムなど、知的財産関連情報の基盤整備とネットワーク化を推進する。 
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Ⅲ．我が国が直面する重要課題への対応 


 


１．基本方針 


我が国が、科学技術で優れた成果を創出し、成果の社会への還元を進めていくために


は、国として、より一層効果的、効率的な研究開発の推進を図る必要がある。このよう


な観点から、第２期及び第３期基本計画では、特に重点を置き、優先的に資源配分を行


う研究開発の分野として、重点推進４分野及び推進４分野を指定し、研究開発の重点化


を図ってきた。しかし、これについては、基本計画で掲げた理念や政策目標との関連が


不明確であること、分野の設定において、社会的な課題に対応するという視点とシーズ


を生み出し伸ばすという視点が混在していること、分野の縦割りにより必ずしも課題達


成型の総合的な研究開発となっていないことなどの問題点が指摘されている。 


これを踏まえ、今後、国として重点的に推進する研究開発等については、取り組むべ


き課題を明確に設定し、これに資する研究開発から成果の利用、活用に至るまでの一体


的、総合的な取組に対して、資源配分を重点化していく必要がある。Ⅱ．で掲げた、震


災からの復興、再生や、グリーンイノベーション及びライフイノベーションの推進に関


する取組は、我が国が抱える制約や東日本大震災によって生じた広範かつ甚大な被害を


克服し、将来にわたる持続的な成長と社会の発展につなげる重要課題達成のための取組


である。しかし、我が国としては、こうした震災からの復興、再生という喫緊の課題や


成長と発展に向けた環境・エネルギーと医療・介護・健康という課題以外にも、今後発


生し得る自然災害から人々を守り、より安全な生活を実現することをはじめ、多様な重


要課題に直面している。このため、国として、これらの課題に対応していくため、産学


官の多様な機関の参画を得て、分野横断的に、かつ各機関で進められている基礎から応


用、開発、更に事業化、実用化の各段階に至るまでの活動を相互に連携させ、新たな価


値創造に結びつくよう、研究開発等の取組を総合的かつ計画的に推進していく必要があ


る。また、その際、科学技術の潜在的リスクを勘案し、その評価やリスクマネジメント


に関する取組を同時に推進することが重要である。 


こうした認識の下、本章では、Ⅰ．で掲げた五つの国の姿の実現に対応する形で、Ⅱ．


における震災からの復興、再生、環境・エネルギー、医療・介護・健康と同等に、国と


して取り組むべき重要課題を設定し、その達成に向けて重点的に推進すべき研究開発を


はじめとする関連施策の基本的方向性を提示する。したがって、第４期基本計画では、


これまでの重点推進４分野及び推進４分野に基づく研究開発の重点化から、重要課題の


達成に向けた施策の重点化へ、方針を大きく転換する。ただし、この方針に基づく具体


的な研究開発課題の抽出に当たっては、これまでの分野別の重点化による研究開発の実


績と成果を適切に活用することとする。さらに、重要課題達成のための施策の推進にお


いては、社会システムの改革も含めて、科学技術イノベーション政策を総合的に展開し


ていく必要があり、これらの取組も一体的に推進する。 


我が国が直面する重要課題は、地球規模課題をはじめ、それ以外の課題も中長期的に


は世界的な共通課題となることが想定される。また、世界的な成長センターとしてのア


ジアの台頭、我が国における少子高齢化の趨勢を考えれば、科学技術イノベーションに


おける国際競争力の維持、強化を図るため、国として、世界の活力と一体となった科学
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技術活動の国際展開が一層重要となる。我が国の科学技術は世界でも有数の高い水準に


あり、これを積極的に活用し、先進国から途上国まで重層的な連携、協力を促進するこ


とにより、我が国が直面する重要課題への対応、科学技術水準の向上、さらには、これ


らの外交活動への活用を積極的に推進する。 


 


 


２．重要課題達成のための施策の推進 


 


（１）安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現 


我が国が東日本大震災で受けた甚大な被害を克服し、国民が将来にわたって安全かつ


豊かで質の高い生活を送ることができるよう、国として、大規模な自然災害の発生に際


し、人々の生命と財産を守るための取組を着実に進めていく必要がある。また、日々の


暮らしに不可欠な食料や水、資源等、その安全性を向上させつつ、安定的かつ継続的に


供給していく必要がある。さらに、人々の安全に加えて、生活の利便性や快適性の向上


も含め、真の豊かさを実現するための取組を進めることも重要である。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界との連携、協力の下、これらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推


進する。 


 


ⅰ）生活の安全性と利便性の向上 


自然災害をはじめとする様々な災害等から、人々の生活の安全を守るため、地震、


火山、津波、高波・高潮、風水害、土砂災害等に関する調査観測や予測、防災、減災


に関する研究開発を推進する。特に、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、震災前


に想定していた内容を検証した上で、将来、発生が予想される海溝型巨大地震とそれ


に伴う津波等に関する調査観測等の充実、強化を図る。同時に、これらの成果を積極


的に活用し、国や地方公共団体における防災マップの作成等を通じた防災体制の強化、


災害発生の際の迅速な被害状況の把握及び情報伝達、リスク管理も含めた災害対応能


力の強化に向けた研究開発等の取組を促進する。さらに、火災や重大事故、犯罪への


対策に関する研究開発を推進し、国や自治体等における対策等の取組を促進する。 


また、人の健康保護や生態系の保全に向けて、大気、水、土壌における環境汚染物


質の有害性やリスクの評価、その管理及び対策に関する研究を推進する。 


さらに、安全性の向上と、利便性及び快適性の向上の両立に向けて、交通・輸送シ


ステムの高度化及び安全性評価に関する研究開発、老朽化対応のための住宅・社会資


本ストックの高度化、長寿命化に関する研究開発を推進する。 


 


ⅱ）食料、水、資源、エネルギーの安定的確保 


我が国の食料自給率の向上や食品の安全性向上、水の安定的確保に向けて、安全で


高品質な食料や食品の生産、流通及び消費、更に食料や水の安定確保に関する研究開


発を、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）等の先端技術の活用や産業的な観点も取り入れつ


つ、推進する。 
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また、新たな資源の獲得に向けた探査や技術開発、その効率的、循環的な利用、廃


棄物の抑制や適正管理、再利用に関する研究開発を推進するとともに、成果の普及、


展開を促進する。 


さらに、エネルギー安全保障の観点から、Ⅱ．３．（２）で掲げた方針に基づき、我


が国のエネルギー政策の方向性を見据えつつ、再生可能エネルギーの大幅な普及の拡


大に向けた取組を促進するとともに、新たなエネルギー源の獲得に向けた研究開発等


の取組を推進する。 


 


ⅲ）国民生活の豊かさの向上 


人々の生活における真の豊かさの実現に向けて、最新の情報通信技術等の科学技術


を活用した教育、福祉、医療・介護、行政、観光など、公共、民間のサービスの改善・


充実、人々のつながりの充実・深化など、科学技術による生活の質と豊かさの向上に


資する取組を推進する。 


また、人々の感性や心の豊かさの増進に資するため、人文社会科学と自然科学の融


合の観点も含め、新たな文化の創造や、我が国が誇るデザイン、コンテンツの潜在力


向上につながる研究開発を行うとともに、その国民生活への還元と海外展開に関する


取組を推進する。 


 


（２）我が国の産業競争力の強化 


東日本大震災は、我が国の経済を支える産業活動に対し、直接的被害に加え、電力不


足、サプライチェーンの寸断等による間接的影響など、被災地のみならず全国規模で、


極めて深刻な影響をもたらした。我が国として、震災からの復興、再生を遂げるために、


産業活動の活性化が不可欠であり、民間企業の研究開発能力と生産能力の再生に向けて、


官民一体で取り組む必要がある。アジアを中心として新興国の存在感が高まる中、我が


国が持続的な成長を遂げていくためには、国際競争力を有し、我が国の経済成長を支え


る産業を強化するとともに、新たな付加価値を獲得できる分野を創出、育成し、アジア、


さらには世界との連携を強化していくことが重要である。こうした観点から、我が国に


おけるものづくりを更に強化しつつ、新たな産業基盤の創出に向けて、多くの産業に共


通する波及効果の高い基盤的な領域において、世界最高水準の研究開発を推進し、産業


競争力の一層の強化を図っていく必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界との連携、協力の下、これらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推


進する。 


 


ⅰ）産業競争力の強化に向けた共通基盤の強化 


付加価値率や市場占有率が高く、今後の成長が見込まれ、我が国が国際競争力のあ


る技術を数多く有している先端材料や部材の開発及び活用に必要な基盤技術、高機能


電子デバイスや情報通信の利用、活用を支える基盤技術など、革新的な共通基盤技術


に関する研究開発を推進するとともに、これらの技術の適切なオープン化戦略を促進


する。 
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また、多様な市場のニーズに対応できるよう、計測分析技術や精密加工技術、組込


みシステム開発技術の高度化、要素技術の統合化、性能や安全性に関する評価手法の


確立、さらには材料、部材、装置等のハードとソフトの連携に関する研究開発を促進


し、新たなものづくり技術の共通基盤を構築する。 


 


ⅱ）我が国の強みを活かした新たな産業基盤の創出 


機械や自動車、電機等の最終製品の国際競争が激化する中、新たな付加価値の創出


に向けて、次世代交通システム、スマートグリッド等の統合的システムの構築や、保


守、運用までも含めた一体的なサービスの提供に向けた研究開発を、実証実験や国際


標準化と併せて推進するとともに、これらの海外展開を促進する。 


また、我が国のサービス産業の生産性の向上に向けて、科学技術を有効に活用する


ための研究開発等の取組を推進する。さらに、新産業の創出とともに、経済社会シス


テム全体の効率化を目指し、次世代の情報通信ネットワークの構築、信頼性の高いク


ラウドコンピューティングの実現に向けた情報通信技術に関する研究開発を推進し、


これらの幅広い領域での利用、活用を促進する。 


 


（３）地球規模の問題解決への貢献 


我が国は、これまでの振興策により、世界的にも高い科学技術水準を有する国となっ


た。今後は、成熟した国として、我が国自らの科学技術の更なる発展を目指すばかりで


なく、諸外国との協調と協力の下、これらの科学技術を積極的に活用し、地球規模で発


生する様々な問題の解決に積極的に貢献する必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界、さらには諸外国や国際機関との連携、協力の下、これらに対応した研究開


発等の関連施策を重点的に推進する。 


 


ⅰ）地球規模問題への対応促進 


大規模な気候変動等に関して、国際協調と協力の下、全球での観測や予測、影響評


価を推進するとともに、これに伴い発生する大規模な自然災害等の対策に関する研究


開発を推進する。生物多様性の保全に向けて、生態系に関する調査や観測、外的要因


による影響評価、その保全、再生に関する研究開発を推進する。 


また、資源やエネルギーの安定供給に向けて、新たな資源、エネルギーの探査や循


環的な利用、代替資源の創出に関する研究開発を推進する。 


さらに、新興・再興感染症に関する病原体の把握、予防、診断、治療に関する研究


開発を推進する。 


これらの研究開発の推進と併せて、得られた成果の国内外への普及と展開を促進す


るとともに、課題への対応に向けた国際社会の合意形成を先導する。 


 


（４）国家存立の基盤の保持 


我が国が国際的な優位性を保持し、安全な国民生活を実現していくためには、国自ら


が長期的視点に立って、継続的に、広範囲かつ長期間にわたって研究開発を推進し、成
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果を蓄積していくべき研究開発課題がある。このような研究開発課題については、国と


して、国家存立の基盤に関わる研究開発と位置付けて強力に推進する。なお、その際に


は、国家存立基盤を広く捉え、安全保障に加え、科学技術における新領域開拓に向けた


独自の科学技術基盤構築のための研究開発の推進を含むものとする。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、これらに対応した


研究開発を重点的に推進する。その際、宇宙基本計画や海洋基本計画、エネルギー基本


計画、原子力政策大綱など、他の計画等に基づく推進との整合性に配慮する。 


 


ⅰ）国家安全保障・基幹技術の強化 


有用資源の開発や確保に向けた海洋探査及び開発技術、情報収集や通信をはじめ国


の安全保障や安全な国民生活の実現等にもつながる宇宙輸送や衛星開発及び利用に関


する技術、地震や津波等の早期検知に向けた陸域、海域における稠密観測、監視、災


害情報伝達に関する技術、独自のエネルギー源確保のための新たなエネルギーに関す


る技術、世界最高水準のハイパフォーマンスコンピューティング技術、地理空間情報


に関する技術、更に能動的で信頼性の高い（ディペンダブルな）情報セキュリティに


関する技術の研究開発を推進する。 


また、原子力に係る安全、防災に関する技術、核不拡散及び核セキュリティに関す


る技術等の研究開発を大幅に強化する一方、高速増殖炉サイクル等の原子力に関する


技術の研究開発については、我が国のエネルギー政策や原子力政策の方向性を見据え


つつ、実施する。核融合の研究開発については、エネルギー政策や原子力政策と整合


性を図りつつ、同時に、その技術の特性、研究開発の段階、国際約束等を踏まえ、こ


れを推進する。 


さらに、海洋、宇宙、情報（サイバー）、原子力に関する技術など、極めて高度、か


つ複雑な技術システムに事故あるいはトラブルが発生した場合の国としての対応や、


人々の生活の安全に資する研究開発等を促進する。 


 


ⅱ）新フロンティア開拓のための科学技術基盤の構築 


物質、生命、海洋、地球、宇宙それぞれに関する統合的な理解、解明など、新たな


知のフロンティアの開拓に向けた科学技術基盤を構築するため、理論研究や実験研究、


調査観測、解析等の研究開発を推進する。 


 


（５）科学技術の共通基盤の充実、強化 


我が国及び世界が直面する様々な課題への対応に向けて、科学技術に関する研究開発


を効果的、効率的に推進していくためには、複数の領域に横断的に用いられる科学技術


の研究開発を推進する必要がある。また、広範かつ多様な研究開発に活用される共通的、


基盤的な施設や設備について、より一層の充実、強化を図るとともに、相互のネットワ


ーク化を促進していく必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、これらに対応した


研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 
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ⅰ）領域横断的な科学技術の強化 


先端計測及び解析技術等の発展につながるナノテクノロジーや光・量子科学技術、


シミュレーションやｅ－サイエンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学


技術など、複数領域に横断的に活用することが可能な科学技術や融合領域の科学技術


に関する研究開発を推進する。 


 


 ⅱ）共通的、基盤的な施設及び設備の高度化、ネットワーク化 


科学技術に関する広範な研究開発領域や、産学官の多様な研究機関に用いられる共


通的、基盤的な施設及び設備に関して、その有効利用、活用を促進するとともに、こ


れらに係る技術の高度化を促進するための研究開発を推進する。 


また、これらの施設及び設備の相互のネットワーク化を促進し、利便性、相互補完


性、緊急時対応等を向上するための取組を進める。 


 


 


３．重要課題の達成に向けたシステム改革 


 


（１）課題達成型の研究開発推進のためのシステム改革 


課題達成型の研究開発を効果的、効率的に推進していくためには、産学官の幅広い参


画を得て、相互に連携、協力しつつ、研究開発等の取組を計画的かつ総合的に推進する


必要がある。このため、２．で掲げた重要課題の達成に向けて、Ⅱ．５．の「科学技術


イノベーションの推進に向けたシステム改革」で掲げた推進方策に基づく取組を積極的


に進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界等との連携、協力の下、Ⅱ．５．で掲げた推進


方策に基づき、重要課題ごとの戦略協議会の創設や産学官の連携促進、事業化支援の


強化、規制・制度改革、地域における科学技術の振興、更に国際標準化戦略を含む知


的財産戦略の推進等の取組を進める。 


 


（２）国主導で取り組むべき研究開発の推進体制の構築 


国の安全保障にも関わる基幹的技術や、複数の領域や機関に共通して用いられる基盤


的な施設及び設備に関する研究開発の推進に当たっては、これらが長期的かつ継続的に


取り組むべきものであることから、国主導の下、関係する産学官の研究機関の総力を結


集して研究開発を実施する体制を構築する必要がある。このため、これらの研究開発を


効果的、効率的に進めるための新たなプロジェクトを創設する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国家安全保障・基幹技術を中心とする基盤技術に関する研究開発について、


関係する計画等も踏まえ、それぞれの技術課題ごとに、国主導で研究開発を行うプロ


ジェクト（例えば、国家安全保障・基幹技術プロジェクト（仮称））を創設する。そ


の際、第３期基本計画で選定された「国家基幹技術」の成果を最大限活用する。 


・ 国は、本プロジェクトの推進に当たり、個々の研究開発にとどまらず、プロジェク
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ト全体を俯瞰し、実効的な統括を行うプロジェクトマネージャーを設置するとともに、


関係機関の連携、協力を得て、実施計画の策定から知的財産の保護、さらには人材養


成に至る中長期的な戦略を策定する。その際、第３期基本計画で「国家基幹技術」と


して選定された課題の評価結果を踏まえ、プロジェクトの在り方を検討する。 


 


 


４．世界と一体化した国際活動の戦略的展開 


 


（１）アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進 


我が国が地球規模の問題解決で先導的役割を担い、世界の中で確たる地位を維持する


ためには、国として、科学技術イノベーション政策を、国際協調及び協力の観点から、


戦略的に進めていく必要がある。特にアジアには、環境・エネルギー、食料、水、防災、


感染症など、問題解決に当たって我が国の科学技術を活かせる領域が多く、このような


アジア共通の問題の解決に積極的な役割を果たし、この地域における相互信頼、相互利


益の関係を構築していく必要がある。このため、アジア諸国との科学技術協力の強化に


向けた新たな取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、東アジア共同体構想の一環として、「東アジア・サイエンス＆イノベーショ


ン・エリア構想」を推進する。具体的には、参加各国が域外にも開かれた形で互恵関


係を構築し、共通課題の克服に資する研究開発を共同で実施するとともに、人材養成


や人材交流を促す。その際、日本が強みを持つ研究開発は我が国がリードするものの、


アジア諸国の特性を活かして実施すべきものは、そうした国々で推進する。 


・ 国は、同構想の一環として、域内の科学技術水準の向上やイノベーションの促進に


向けて、国際的な研究ファンドの設置や大型の共同プロジェクトの実施を検討する。 


 


（２）科学技術外交の新たな展開 


 


① 我が国の強みを活かした国際活動の展開 


我が国は、環境・エネルギーをはじめとする様々な課題について、世界に先駆けた取


組を進めており、その科学技術も世界的に高い水準にある。我が国としては、今後、持


続的な成長を実現していくためにも、特に成長の著しいアジアを中心として、これら科


学技術を基本とした「課題達成型処方箋の輸出」（システム輸出）を促進し、新たな需


要を創造していく必要がある。このため、国として、我が国の強みを活かし、社会変革


につながるシステムのアジア地域を中心とした新興国への展開を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、我が国が技術的優位を有する領域において、アジア諸国と協力し、我が国の


技術や規制、基準、規格の国際標準化を進めるための取組を支援する。 


・ 国は、新興国を中心として、エネルギーや水、交通、輸送システム等の社会インフ


ラの整備に関し、官民が有する先進技術と、管理及び運営ノウハウ、人材育成等をパ


ッケージ化した総合システムの海外展開に向けた取組を推進する。 
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・ 国は、関係府省、産業界、学界等が科学技術について継続的に情報交換する場とし


て、「科学技術外交連携推進協議会（仮称）」の設置を検討する。 


 


② 先端科学技術に関する国際活動の推進 


我が国の科学技術の一層の発展を図るとともに、科学技術と外交の相乗効果を高める


ためには、先進国あるいは国際機関との連携、協力の下、先端的な科学技術に関する研


究開発活動を推進し、これらを我が国の外交活動に積極的に活用していく必要がある。


このため、技術流出等について留意しつつ、先端科学技術に関する国際活動を強力に推


進するとともに、国際研究ネットワークの充実に向けた取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、世界的に高い科学技術水準を持つ諸国との間で、幅広い分野での国際研究ネ


ットワークの充実を図り、海外の優れた研究資源を活用しつつ、先端科学技術に関す


る国際協力を推進する。 


・ 国は、国際的な大規模プロジェクトや包括的なデータ整備が必要な研究開発につい


て、研究者コミュニティーの意見を踏まえつつ、協力を推進する。その際、各研究領


域における我が国の国際的な位置付けを勘案し、特に我が国が強みを持つ領域や関心


の高い領域については、リーダーシップを発揮できるよう支援する。 


・ 国は、世界最高水準の研究開発能力をもつ大学及び公的研究機関が、海外の研究拠


点を活用し、世界の活力と一体となった研究活動を展開できるよう支援を行う。その


際、国は、これらの大学及び公的研究機関が、現地の優れた研究者の雇用、海外諸地


域の特性を活かした研究の実施、海外の研究資金制度の有効活用など、海外資源の取


り込みを図ることを期待する。 


・ 国は、科学技術の推進において、Ｇ８やＡＰＥＣ、ＡＳＥＡＮ＋３、東アジア首脳


会議（ＥＡＳ）等の国際的な枠組み、国際連合、ＯＥＣＤ等の国際機関、東アジア・


ＡＳＥＡＮ経済研究センター（ＥＲＩＡ）等の研究機関の活用を進める。また、各国


の政策決定に大きな影響を与える会議において、我が国の科学技術を活かして新たな


枠組みづくりを先導する。さらに、原子力の平和利用に関する国際的信頼を得つつ、


核不拡散及び核セキュリティに関する技術開発や人材養成における国際協力を先導


する。 


 


③ 地球規模問題に関する開発途上国との協調及び協力の推進 


我が国は、アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国との国際協力を積極的に推進し、


これらの国々における科学技術の発展、人材養成等に貢献していくことを強く期待され


ており、これは国際社会における我が国の責務でもある。このような観点から、開発途


上国との間で、科学技術について多面的な国際協調及び協力を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国際機関や各領域で活躍するＮＰＯ法人等とも連携しつつ、開発途上国の問


題解決に向けて、我が国の先進的な科学技術を活用した国際共同研究と政府開発援助


（ＯＤＡ）による技術協力を組み合わせた取組を推進する。 


・ 国は、国際共同研究に関与した相手国の若手研究者等が、我が国で学位を取得する
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ことを支援するとともに、帰国後も継続的な支援を行うなど、人材養成において多面


的な協力を進める。 


 


④ 科学技術の国際活動を展開するための基盤の強化 


科学技術に関する二国間、多国間の国際協力活動を戦略的に進めていくためには、我


が国と諸外国との政府間対話等を一層充実するとともに、海外の科学技術の動向に関す


る情報を継続的に収集、活用していく必要がある。このため、科学技術の国際活動を展


開するための基盤強化を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、閣僚会議の開催等を通じて、首脳や閣僚による諸外国との科学技術に関する


政策対話を充実する。また、これまで二国間や多国間協力で培ってきた政府間、機関


間の連携の下、政府対話や協定に基づく協力を一層効果的に推進する。 


・ 国は、大学や公的研究機関と連携、協力しつつ、これらの機関の海外拠点と在外公


館、在外研究者との情報交換や協力体制の構築を進める。また、国は、我が国の国際


活動の幅を広げる観点から、民間による科学技術に関する政策対話を支援する。 


・ 国は、科学技術に関する政策決定に活用するため、海外の情報を継続的、組織的、


体系的に収集、蓄積、分析し、横断的に利用する体制を構築するとともに、これらに


携わる人材の養成を進める。 
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Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化 


 


１．基本方針 


基礎研究の振興は、人類の新たな知の資産を創出するとともに、世界共通の課題を克


服する鍵となる。また、基礎研究は、我が国の国力の源泉となる高い科学技術水準の維


持、発展や、イノベーションによる新たな産業の創出や安全で豊かな国民生活を実現し


ていくための基盤を成すものでもある。さらに、これらの基礎研究によって知のフロン


ティアを開拓するとともに、課題達成を進めていくのは、それに携わる人である。 


このような観点から、Ⅱ．及びⅢ．で掲げた国として取り組むべき重要課題への対応


とともに、「車の両輪」として、長期的視野に立った基礎研究の推進と科学技術を担う


人材の育成を一層強化していく必要がある。 


研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究は、近年、イノベーションの源泉た


るシーズを生み出すもの（多様性の苗床）として、また、広く新しい知的・文化的価値


を創造し、直接的あるいは間接的に社会の発展に寄与するものとして、ますますその意


義や重要性が高まっている。我が国の科学技術イノベーションの礎を確たるものとする


ためには、国として、独創的で多様な基礎研究を重視し、これを一層強力に推進してい


くことが不可欠であり、基礎研究の抜本的強化に向けた取組を進める。 


また、我が国としては、科学技術イノベーションの推進を担う多様な人材を、中長期


的な視点から、戦略的に育成、支援していく必要がある。特に、近年、あらゆる活動が


グローバルに展開される中、人材の国際的な獲得競争は一層激化しており、国を挙げて


科学技術イノベーションを強力に推進する観点から、優れた人材の育成及び確保に関す


る取組を強化する。特に、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延


期、我が国の研究者も含めた流出等が懸念される。我が国の基礎研究及び人材育成の一


層の強化のためには、グローバル化する世界にますます開かれた形で国際水準の基礎研


究を実施し、人材育成を行うことが極めて重要である。これに鑑み、国として、世界に


開かれた研究開発環境を構築し、国際水準の研究開発活動や、人材育成、確保に資する


国際的な交流、循環を促進する。 


さらに、我が国が世界トップクラスの人材を国内外から惹き付け、世界の活力と一体


となった研究開発を推進していくためには、優れた研究施設や設備、研究開発環境の整


備を進める必要がある。このため、国際水準の研究環境及び基盤の形成を一層促進する。 


 


 


２．基礎研究の抜本的強化 


 


（１）独創的で多様な基礎研究の強化 


基礎研究は、研究者の知的好奇心や探究心に根ざし、その自発性、独創性に基づいて


行われるものである。その成果は、人類共通の知的資産の創造や重厚な知の蓄積の形成


につながり、ひいては我が国の豊かさや国力の源泉ともなるものである。このような独


創的で多様な研究を広範かつ継続的に推進するための取組を強化する。 
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＜推進方策＞ 


・ 国は、研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究を支援するとともに、学問


的な多様性と継続性を保持し、知的活動の苗床を確保するため、大学運営に必要な基


盤的経費（国立大学法人運営費交付金及び施設整備費補助金、私学助成）を充実する。 


・ 国は、科学研究費補助金について、新規採択率３０％及び間接経費３０％の確保に


向けて一層の拡充を図る。また、制度を簡略化し、ＰＩ（Principal Investigator）


に対する研究費を十分に確保する仕組みを整備する。 


・ 国は、これらの研究から生まれたシーズを発展させ、課題達成等につなげていくた


め、多様な研究資金制度の整備、充実を図るとともに、科学研究費補助金との連携を


強化する。特に、基礎的、基盤的な研究を戦略的、重点的に支援するための研究資金


を一層拡充する。 


・ 国は、基礎研究の性格を踏まえ、研究者の独創性や研究の発展可能性を考慮し、研


究課題の柔軟な選定、国際的基準などの多様な指標に基づく評価の実施など、ピアレ


ビューを含めた審査や評価の在り方について改善を図る。 


・ 国は、基礎研究が長期的視野に立って推進するものであることを十分勘案しつつ、


施策の企画立案、資源の配分、成果の把握、評価の在り方等について、不断の検証と


見直しを行う。 


・ 国は、自然災害の影響等によって研究設備、機器が被害を受けるなど、研究活動に


支障が生じる場合には、研究資金の柔軟な執行や研究期間の延長等が可能となる仕組


みを整備する。 


・ 国は、大学、公的研究機関に所属する研究者が、研究の意義や期待される成果につ


いて、国民の幅広い理解が得られるよう、情報発信を積極的に進めることを期待する。


国は、このような活動を支援する。 


 


（２）世界トップレベルの基礎研究の強化 


国内外の優れた研究者を惹き付け、世界最先端の研究開発を推進するとともに、国際


的に高く評価される研究を更に伸ばすためには、国際研究ネットワークのハブとなり得


る研究拠点を形成する必要がある。このため、世界トップレベルの研究活動、教育活動


を行う拠点の形成に向け、大学運営の改革と弾力化を促進するとともに、海外の優れた


研究者や学生が活発に行来し、かつ、定着するための環境整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国際的に高い水準の研究活動、教育活動を行う研究重点型の大学群の形成に


向けて、関連する取組を重点的に支援する。 


・ 国は、国際水準の研究の推進や人材の育成と確保、国際的な情報発信の機会の充実


等の取組を多面的に支援する。その際、大学及び公的研究機関の機関別、研究領域別


に評価を行い、その結果を資金配分に反映する仕組みを検討する。 


・ 国は、世界第一線の研究者の集積、迅速な意思決定、独自の人事及び給与体系、全


ての職務における英語使用、卓越した融合研究領域の開拓によって、優れた研究環境


と高い研究水準を維持する世界トップレベルの拠点の形成を促進する。 


・ 国は、国際的な頭脳循環（ブレインサーキュレーション）における中核的拠点とし
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て、最先端の大型研究開発基盤を有する研究拠点の形成を進める。 


・ 国は、他国の事例も参考としつつ、研究領域別に国際比較が可能な仕組みを作り、


各大学の研究領域毎の国際的、国内的位置付けを明らかにする。また、これを踏まえ、


各研究領域で国際的なハブとなり得る大学に対し、重点的な資金支援、戦略的な人事


や経営を奨励する取組を進める。 


・ 国は、上記の取組も通じて、各研究領域の論文被引用数で世界上位５０位以内に入


る研究教育拠点を１００以上構築することや、研究領域毎の論文被引用数で世界トッ


プ１％の研究者を格段に増やすことを目指す。 


・ 国は、大学や公的研究機関において、海外の優れた研究者や学生の受入れを促進す


るため、フェローシップ（研究奨励金）や奨学金等の支援体制の充実、再任可能な３


年以上の契約、出入国管理制度上の措置の検討、家族の生活環境を含む周辺自治体や


地域の国際化に向けた環境整備の支援を行う。また、「留学生３０万人計画」に基づ


き、優秀な留学生の戦略的な獲得に向けた総合的取組を進める。 


・ 国は、我が国で研究経験のある研究者、留学生との関係の維持、強化を図るため、


再招へいや研究費支援に関する取組を進める。また、海外で活躍する日本人研究者の


データベースを整備し、採用や国際ネットワーク構築における活用を促進する。 


・ 国は、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期が相次ぎ、我


が国の研究機関における研究開発活動に支障が生じるなどの影響が懸念されている


ことを踏まえ、海外からの優秀な研究者等の招へいを促進するため、海外の研究機関


等に対する安全情報の発信強化、国内の研究機関等における給与等の処遇改善、研究


者等への対応に係る体制整備、研究環境の整備、充実等を促進する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、海外の優れた研究者の登用を促進するため、研究


環境の整備や給与等の処遇面の改善、専門性の高い職員の配置等の体制の強化を進め


るとともに、大学等の特性に応じ、海外からの研究者の比率を１０％とするなど、多


様な取組を進めることを奨励する。国は、これらの取組を支援する。 


 


 


３．科学技術を担う人材の育成 


 


（１）多様な場で活躍できる人材の育成 


 


① 大学院教育の抜本的強化 


国際的に通用する高い専門性と、社会の多様な場で活躍できる幅広い能力を身につけ


た人材を育成する上で、大学院教育が担うべき役割は極めて大きい。大学院をより魅力


あるものにし、キャリアパスの充実を図っていくためには、第３期基本計画の成果と課


題も踏まえ、社会の多様な要請に応え、大学の教育及び研究の質の向上に向けた取組を


進める必要がある。このため、産学官を問わず、あらゆる分野でグローバルに活躍でき


る優れた人材の育成に向けて、大学院教育の抜本的な改革と強化を推進する。さらに、


大学がこうした人材を育成し、また、そうした人材が社会の多様な場で活躍できるよう、


教育研究の成果を社会から大学へフィードバックするシステムの整備を検討する。併せ
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て、大学が国内外の社会への情報発信と対話を深める取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの育成を目指し、国際的


なネットワークと産業界との連携の下、一貫性のある博士課程教育を実施する「リー


ディング大学院」の形成を促進する。 


・ 国は、人材育成に関する共通理解を図るため、産学間の対話の場として「人材育成


協議会（仮称）」を創設する。また、産業界は、この場を通じて、大学院修了者に求


める人材像を明確化するとともに、大学院修了者の質の向上とキャリアパスの多様化


に向けて、大学の要請に応じ、カリキュラム作成等に協力することが求められる。 


・ 国は、大学院改革の方向性と、大学院教育の目的やその達成に向けた体系的、集中


的な取組を明示した新たな「大学院教育振興施策要綱」を、中央教育審議会の意見を


踏まえて策定し、これに基づく施策の展開を図る。 


・ 国は、大学における評価の実質化を促進するとともに、大学の機能別、分野別評価


を促進するため、国内的、国際的に比較可能な多面的な評価基準及び評価指標を整備


する。また、これらの評価を教育研究支援プロジェクト等の資源配分に活用する方策


を検討し、推進する。 


・ 国は、大学における研究科や専攻単位での体系的な評価の実施を促進するため、人


材育成の目的、そのための達成目標の設定、教育内容と方法の明確化、コースワーク


の充実、教材の開発と活用等を進めることを求める。国は、これらの取組を支援する


とともに、大学院教育に関する情報を集約し一覧できる仕組みを構築する。 


・ 国は、大学が、大学院教育の質を確保する観点から、人材育成の目的に応じて、博


士課程の入学定員の見直しを検討するとともに、公正で国内外に開かれた入学者選抜


を実施することを求める。 


・ 国は、大学が、教員の教育面での業績を可視化して多面的に評価し、人事や処遇に


反映する取組、教員に対するＦＤ（ファカルティディベロップメント）の実質化、自


己研鑽機会の充実等を通じ、教員の意識改革を進めることを期待する。 


・ 国は、大学が、海外の大学や研究機関との連携の下、単位互換や我が国の大学と海


外の大学との間のダブルディグリープログラムなど、国際的な教育連携を進めること


を奨励する。また、国はこれらの取組を支援する。 


 


② 博士課程における進学支援及びキャリアパスの多様化 


優秀な学生が大学院博士課程に進学するよう促すためには、大学院における経済支援


に加え、大学院修了後、大学のみならず産業界、地域社会において、専門能力を活かせ


る多様なキャリアパスを確保する必要がある。このため、国として、博士課程の学生に


対する経済支援、学生や修了者等に対するキャリア開発支援等を大幅に強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、優秀な学生が安心して大学院を目指すことができるよう、フェローシップ、


ＴＡ（ティーチングアシスタント）、ＲＡ（リサーチアシスタント）など給付型の経


済支援の充実を図る。これらの取組によって「博士課程（後期）在籍者の２割程度が


生活費相当額程度を受給できることを目指す。」という第３期基本計画における目標
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の早期達成に努める。また、授業料の負担軽減、奨学金の貸与など家計に応じた負担


軽減策を講じるとともに、民間からの寄付金等を活用した大学の自助努力を奨励する。 


・ 国は、大学が、産業界と協働し、博士課程学生に対して産業界で必要とされるマネ


ジメント能力や複数の専門分野にまたがる基礎的な能力を育成するよう求める。また、


産業界は、博士課程修了者やポストドクターの能力を評価し、研究職以外でもその登


用を進めていくことが期待される。 


・ 国、地方自治体、大学、公的研究機関及び産業界は、互いに協力して、博士課程の


学生や修了者、ポストドクターの適性や希望、専門分野に応じて、企業等における長


期インターンシップの機会の充実を図るなど、キャリア開発の支援を一層推進する。 


 


③ 技術者の養成及び能力開発 


科学技術イノベーションの推進において、産業界とそれを支える技術者は中核的な役


割を果たしている。また、技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力


はますます高度化、多様化している。このため、国として、こうした変化に対応した技


術者の養成と能力開発等の取組を強化する。 


 ＜推進方策＞ 


・ 国、大学、高等専門学校及び産業界は、相互に連携、協力して、実践的な技術者養


成に向けた分野別到達目標の策定、教材作成、インターンシップ、産学双方向の人材


交流を推進する。また、国は、大学が、大学院において、実践的な技術者を目指す学


生に対し、複線的で多様なカリキュラム設定を検討するとともに、組織的、体系的な


教育体制を整備することを期待する。 


・ 国は、技術士など、技術者資格制度の普及、拡大と活用促進を図るとともに、制度


の在り方についても、時代の要請に合わせて見直しを行う。また、産業界は、技術士


を積極的に評価し、その活躍を促進していくことが期待される。 


 


（２）独創的で優れた研究者の養成 


 


① 公正で透明性の高い評価制度の構築 


独創的で優秀な研究者を養成するためには、若手研究者に自立と活躍の機会を与え、


キャリアパスを見通すことができるよう、若手研究者のポストの拡充を図っていく必要


がある。現在、大学では、若手教員の割合が減少する傾向にある一方、教員は大幅な世


代交代を迎えつつあり、この機を捉え、若手研究者のポストを増やすとともに、その採


用に際し、能力本位の公正で透明性の高い人事システム確立のための取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、研究者の業績評価に当たって質的な評価を重視し、


例えば、研究開発成果を実用化につなげる取組や教育業績、論文の国際的な評価など、


多様な観点から能力本位の公正かつ柔軟で透明性の高い評価を行うことを求める。ま


た、このような研究者の評価を、その処遇において適切に反映することを期待する。 


・ 国は、大学が、その目的や特性に即して、業績や業務に応じた処遇の見直しを検討


し、例えば、一定年齢を超えた研究者の再審査や別の給与体系への移行によって、若
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手研究者のポストの拡充や優秀な研究者の登用を図ることを期待する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、その目的や特性に応じて、国際公募によって、国


内外から優秀な人材を登用することを期待する。また、その目的や特性に応じて、年


俸制による雇用を段階的に進めることを期待する。 


 


② 研究者のキャリアパスの整備 


優れた研究者を養成するためには、若手研究者のポストの確保とともに、そのキャリ


アパスの整備を進めていく必要がある。その際、研究者が多様な研究環境で経験を積み、


人的ネットワークや研究者としての視野を広げるためにも、研究者の流動性向上を図る


ことが重要である。一方、流動性向上の取組が、若手研究者の意欲を失わせている面も


あると指摘されており、研究者にとって、安定的でありながら、一定の流動性が確保さ


れるようなキャリアパスの整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、テニュアトラック制6の普及、定着を進める大学への支援を充実する。これに


より、各大学が、その目的や特性に応じて、テニュアトラック制の導入を進めること


により、テニュアトラック制の教員の割合を、全大学の自然科学系の若手新規採用教


員総数の３割相当とすることを目指す。 


・ 国は、競争的に選考された優れた若手研究者が、自ら希望する場で自立して研究に


専念できる環境を構築するため、フェローシップや研究費等の支援を大幅に強化する。 


・ 国は、大学や企業等が協働して、優れた研究者が大学や企業等の間でステップアッ


プできるような人事交流を促進することにより、人材の流動化を図ることを期待する。


また、大学が、その目的や特性に応じて、出身校以外の国内外の優れた大学や公的研


究機関における経験や実績を高く評価する人事システムを構築することを期待する。 


・ 国は、優れた資質を持つ若手研究者や学生が海外で積極的に研鑽を積むことができ


るよう、海外派遣や留学促進のための支援を充実する。また、大学及び公的研究機関


が、若手研究者の採用の際に、海外での研究経験を適切に評価する人事システムを構


築することを期待する。 


 


③ 女性研究者の活躍の促進 


我が国は、第３期基本計画で女性研究者の採用に関する数値目標を掲げ、その登用及


び活躍促進を進めており、女性研究者数は年々増加傾向にある。しかし、その割合は、


諸外国と比較してなお低い水準にある。女性研究者の登用は、男女共同参画の観点はも


とより、多様な視点や発想を取り入れ、研究活動を活性化し、組織としての創造力を発


揮する上でも、極めて重要である。このため、女性研究者の一層の登用及び活躍促進に


向けた環境整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、現在の博士課程（後期）の女性比率も考慮した上で、自然科学系全体で２５％


という第３期基本計画における女性研究者の採用割合に関する数値目標を早期に達


成するとともに、更に３０％まで高めることを目指し、関連する取組を促進する。特


に、理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％の早期達成及び医学・歯学・薬学系


                                                 
6 公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が、審査を経てより安定的な職を得る前に任期付の雇


用形態で自立した研究者として経験を積むことができる仕組み 
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合わせて３０％の達成を目指す。 


・ 国は、女性研究者が出産、育児と研究を両立できるよう、研究サポート体制の整備


等を行う大学や公的研究機関を支援する。また、大学や公的研究機関に対し、柔軟な


雇用形態や人事及び評価制度の確立、在宅勤務や短時間勤務、研究サポート体制の整


備等を進めることを期待する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、上記目標の達成に向けて、女性研究者の活躍促進


に関する取組状況、女性研究者に関する数値目標について具体的な計画を策定し、積


極的な登用を図るとともに、部局毎に女性研究者の職階別の在籍割合を公表すること


を期待する。また、指導的な立場にある女性研究者、自然科学系の女子学生、研究職


を目指す優秀な女性を増やすための取組を進めることを期待する。 


 


（３）次代を担う人材の育成 


我が国が、将来にわたり、科学技術で世界をリードしていくためには、次代を担う才


能豊かな子ども達を継続的、体系的に育成していく必要がある。我が国では、諸外国と


比較して、科学について学ぶことに興味を持ち、理数系の勉強が楽しいと答える中学生


及び高校生の割合が低いとされており、初等中等教育段階から理数科目への関心を高め、


理数好きの子ども達の裾野を拡大するとともに、優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、


その才能を伸ばすための一貫した取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、教育委員会と大学が連携し、専科制や特別非常勤講師制度も活用して、理工


系学部や大学院出身者の教員としての活躍を促進することを期待する。 


・ 国は、教育委員会と大学が連携し、現職教員研修や教員養成課程において、科学技


術に触れる機会、観察や実験を行う実習の機会を充実するよう求める。 


・ 国及び教育委員会は、大学や産業界とも連携し、研究所や工場の見学、出前型の実


験や授業、デジタル教材の活用など、実践的で分かりやすい学習機会を充実する。ま


た、国及び教育委員会は、学校における観察や実験設備等の整備、充実を図る。 


・ 国及び教育委員会は、大学や産業界の研究者や技術者、教員を志望する理工系学部


や大学院の学生等の外部人材が、観察や実験を支援するスタッフとしてより一層活躍


できる機会を充実する。 


・ 国は、次代を担う科学技術関係人材の育成を目指すスーパーサイエンスハイスクー


ル（ＳＳＨ）への支援を一層充実するとともに、その成果を広く他の学校に普及する


ための取組を進める。 


・ 国は、国際科学技術コンテストに参加する児童生徒を増やす取組や、このような児


童生徒の才能を伸ばす取組を進めるとともに、「科学の甲子園」や「サイエンス・イ


ンカレ」の実施など、科学技術に対する関心を高める取組を強化する。 


・ 国は、国際科学技術コンテストの結果、スーパーサイエンスハイスクールの成果等


を大学の入学試験で評価する取組を支援するとともに、高等学校在籍中における大学


の自然科学系科目や専門科目の履修など、円滑な高大連携に向けた取組を促進する。 


・ 国は、科学技術に関する才能を伸ばす観点から、高等学校の生徒がより発展的な内


容を学べるようにするための方策や大学の入学試験の在り方に関する課題改善等に
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ついて検討を行う。 


 


 


４．国際水準の研究環境及び基盤の形成 


 


（１）大学及び公的研究機関における研究開発環境の整備 


 


① 大学の施設及び設備の整備 


大学が、高度化、多様化する教育研究活動に対応し、優れた人材を惹き付けるととも


に、国際競争力の強化、産学連携の推進、地域貢献、さらには国際化を推進するために


は、十分な機能を持つ質の高い施設や設備を整備する必要がある。大学の施設及び設備


の整備は着実に進捗しているが、財政事情の厳しい中、計画的整備や維持管理に支障が


生じていることに加え、今回の震災により、東北や関東地方の大学において、施設及び


設備の損壊や電力不足等による教育研究活動の停止など深刻な被害が生じている。これ


を踏まえ、大学の施設と設備の整備や高度化、安定的な運用確保に向けた取組を促進す


る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国立大学法人（大学共同利用機関法人及び国立高等専門学校を含む。）にお


いて重点的に整備すべき施設等に関する国立大学法人全体の施設整備計画を策定し、


十分な機能をもった、質の高い、安全な教育研究環境の確保とその一層の高度化に向


けて、安定的、継続的な整備が可能となるよう支援の充実を図る。 


・ 国は、国立大学法人が、長期的視野に立ったキャンパス全体の整備計画を策定する


とともに、施設マネジメントを一層推進するよう求める。また、寄付や自己収入、長


期借入金、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）など、多様な財源を活用した施設


整備を進めることを期待する。国は、税制上の優遇措置の在り方の検討を含め、これ


を支援するための取組を進める。また、私立大学における施設及び設備の整備に係る


支援を充実する。 


・ 国は、国立大学法人の研究設備の計画的な整備や更新、安定的な維持管理、共同利


用・共同研究に供する大型及び最先端の研究設備の整備に関する支援の充実を図る。


また、研究設備の保守、運用、整備を行う技術職員の確保を支援する。 


・ 国は、大学が保有する研究施設及び設備について、限られた資源の有効活用を図る


ため、大学間連携による相互利用や再利用を効果的に行う体制の整備を進める。 


・ 国は、大学が中心になって進める科学研究の大型プロジェクトについて、研究者コ


ミュニティーの議論を踏まえて、運用段階も含めた推進計画を策定し、これを基本と


しつつ、客観的かつ透明性の高い評価の実施の上で、安定的、継続的な支援を行う。


その際、国際協力で進めるプロジェクトについては、我が国の研究開発能力の国際的


な位置付けや国内における利用度等を適切に勘案し、参加の要否や関与の程度等につ


いて慎重に検討する。また、プロジェクト開始後も不断の見直しを行い、より優先度


の高いプロジェクトに重点化するなど、資源配分の最適化を図る。 
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② 先端研究施設及び設備の整備、共用促進 


整備や運用に多額の経費を要し、科学技術の広範な分野で共用に供することが適切な


先端研究施設及び設備については、これまで公的研究機関が中心となって整備や運用を


進めてきた。このような最先端の研究施設及び設備は、優れた研究開発成果の創出や人


材養成において極めて重要であるが、公的研究機関に対する財政支援が減少傾向にある


中、その維持管理の在り方が問題となっている。このため、公的研究機関等が施設及び


設備の整備や運用、幅広い共用促進を行うことができるよう取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、公的研究機関を中心に、世界最先端の研究開発の推進に加えて、幅広い分野


への活用が期待される先端研究施設及び設備の整備、更新等を着実に進めるとともに、


その着実な運用や、「共用法」7に基づく施設など世界最先端の研究施設及び設備につ


いて共用を促進するための支援を行う。 


・ 公的研究機関等は、保有する施設及び設備の共用を促進するとともに、これを利用


する研究者や機関の利便性を高めるため、安定的な運転時間の確保や利用者ニーズを


把握した上での技術支援者の適切な配置など、利用者支援体制を充実、強化する。ま


た、優れた研究成果が創出できるよう、共用に際して、研究課題の公募や選定の在り


方を含め、より成果が期待される研究開発を戦略的に実施するための方策を講じる。 


・ 国及び公的研究機関は、分野融合やイノベーションの促進に向けて、飛躍的な技術


革新をもたらし、幅広い研究開発課題に共通して用いられる基盤技術の高度化につな


がる研究施設及び設備の整備を進めるとともに、相互のネットワークを強化する。 


・ 国は、自然災害等の影響で、公的研究機関等が保有する先端研究施設及び設備の安


定的、継続的な運用に著しい支障を生じるような場合、これらの復旧や高度化に向け


て柔軟な支援が可能となるような仕組みを整備するとともに、国内外の施設及び設備


等の利用を支援するための取組を進める。 


 


（２）知的基盤の整備 


研究開発活動を効果的、効率的に推進していくためには、研究成果や研究用材料等の


知的資産を体系化し、幅広く研究者の利用に供することができるよう、知的基盤8を整備


していく必要がある。研究用材料、計量標準、計測・評価方法等の整備はこれまでも順


調に進捗しており、今後は、多様な利用者ニーズに応えるため、質の充実の観点も踏ま


えつつ、知的基盤の整備を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、「知的基盤整備計画」の達成状況を踏まえ、新たな整備計画を策定し、大学


や公的研究機関等を中核的機関として、関係する機関との連携、協力による知的基盤


の整備及びその利用、活用を促進する。 


・ 国は、利用者ニーズを踏まえた成果の蓄積、データベースの整備や統合、その利用、


活用、既に整備された機器及び設備の有効活用を促進し、知的基盤の充実及び高度化


を図る。また、知的基盤整備に関する国際的な取組への参画、他国との共同研究の実


施、相互利用の促進、標準化の取組を進める。 


・ 国は、大学や公的研究機関等が保有する研究用材料やデータベース等について、緊


                                                 
7 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成６年法律第７８号） 
8 研究用材料、計量標準、計測・分析・試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器、関連データベース等 
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急時に対応するための体制を構築するとともに、これらの安定的、継続的な運用に著


しい支障を生じるような場合には、柔軟な支援が可能となる仕組みを整備する。 


・ 国は、先端的な計測分析技術及び機器について、事業化の主体や利用者を交えた連


携体制による開発を進めるとともに、開発された技術や機器について、大学や企業等


の研究開発機関や市場への普及、活用を促進する。 


・ 国は、安定的かつ継続的な知的基盤整備の進展を図るため、整備に関わる人材の養


成及び確保、整備機関に対するインセンティブ付与のための取組を進める。 


 


（３）研究情報基盤の整備 


研究情報基盤は、我が国の研究開発活動を支える基盤的情報インフラであり、これま


でも研究情報ネットワークの整備や運用、研究成果の保存、発信など着実な推進が図ら


れてきた。一方、財政問題や事務体制、技術的問題により、個々の機関では研究情報基


盤の整備が難しくなりつつある。これらを踏まえ、国として、研究成果の情報発信と流


通体制の一層の充実に向けて、研究情報基盤の強化に向けた取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学や公的研究機関における機関リポジトリ9の構築を推進し、論文、観測、


実験データ等の教育研究成果の電子化による体系的収集、保存やオープンアクセスを


促進する。また、学協会が刊行する論文誌の電子化、国立国会図書館や大学図書館が


保有する人文社会科学も含めた文献、資料の電子化及びオープンアクセスを推進する。 


・ 国は、デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コンテンツの所在を


示す基本的な情報整備、更に情報を関連付ける機能の強化を進め、領域横断的な統合


検索、構造化、知識抽出の自動化を推進する。また、研究情報全体を統合して検索、


抽出することが可能な「知識インフラ」としてのシステムを構築し、展開する。 


・ 国は、大学や公的研究機関が、電子ジャーナルの効率的、安定的な購読が可能とな


るよう、有効な方策を検討することを期待する。また、国はこれらの取組を支援する。 


                                                 
9 論文等のデータを機関毎に保存・公開する電子アーカイブシステム 
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Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開 


 


１．基本方針 


我が国では、近年、科学技術イノベーション政策をめぐる政治、社会的環境が大きく


変化しつつある。国民は、科学技術の可能性に大きな期待をもっている。同時に、東日


本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、我が国のリスクマネジ


メントと危機管理の不備が明らかとなり、これが科学技術に対する国民の不安と不信を


生んでいる。これに鑑み、国としては、科学技術イノベーション政策の策定と実施に際


し、社会と国民の期待と不安を十分かつ的確に考慮し、我が国の直面する課題の達成に


向けた科学技術の可能性と条件、条件が妥当しない場合のリスクやコストについて、研


究者、技術者、研究機関と連携、協力しつつ、国民に率直に説明し、その理解と信頼と


支持を得る必要がある。 


こうした観点から、第４期基本計画では、科学技術イノベーション政策を「社会及び


公共のための政策」の一環と明確に位置付け、これを政策推進の基本として、社会と科


学技術イノベーションの関係の深化に向けて、国民の政策過程への参画、リスクコミュ


ニケーションも含めた科学技術コミュニケーション活動を一層促進する。また、政策の


企画立案及び推進の各段階において、推進主体、目的、目標を明確化し、説明責任を強


化するとともに、ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組を進める。 


科学技術の研究開発システムに関しては、これまでも、国、大学、公的研究機関にお


いて、その改革に向けて様々な取組が進められ、研究開発基盤の整備、研究環境の改善


が図られてきた。一方、全ての政策分野において一層の効率性が求められる中、政策の


推進体制、研究資金の配分、研究開発の実施体制等で課題も指摘されている。また、平


成２０年には研究開発力強化法が制定され、同法の３年以内（平成２３年１０月）の見


直しが謳われている。このため、国として、研究開発を取り巻く現状と課題を踏まえ、


研究開発システム改革を強力に推進することで、科学技術イノベーション政策の実効性


を大幅に高める。 


さらに、第４期基本計画の目標達成に向けて、科学技術イノベーション政策を着実に


実行していくためには、研究開発投資の十分な確保が不可欠である。諸外国が科学技術


投資を一層強化する中、我が国唯一の資源とも言うべき科学技術イノベーションの競争


力を高め、国際的地位を保持し続けていくためにも、国民の広範な理解と信頼と支持を


得て、研究開発投資の一層の拡充を図る。 


 


 


２．社会と科学技術イノベーションとの関係深化 


 


（１）国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進 


 


① 政策の企画立案及び推進への国民参画の促進 


我が国において、科学技術イノベーション政策を推進することが、経済的、社会的に


価値あるものとなるためには、国が、その企画立案、推進に際して、取り組むべき課題
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や社会的ニーズについての国民の期待を的確に把握し、これを適切に政策に反映してい


く必要がある。また、これらの政策を広く国民各層に発信し、説明責任の強化に努める


ことも必要である。このため、政策の企画立案、推進に際して、意見公募手続の実施や、


国民の幅広い参画を得るための取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術イノベーション政策で対応すべき課題や社会的ニーズ、成果の社会


還元の方策等について、広く国民が議論に参画できる場の形成など、新たな仕組みを


整備する。 


・ 国は、政策、施策、さらには大規模研究開発プロジェクトの企画立案及び推進に際


し、国民の幅広い意見を取り入れるための取組を進める。また、国は、大学や公的研


究機関が、同様の取組を積極的に進めていくことを期待する。 


・ 国は、国民の政策への関与を高める観点から、例えば、ＮＰＯ法人等による科学技


術活動、社会的課題に関する調査及び分析に関する取組などを支援する。 


・ 国は、科学技術に関する政策の立案を担う側と研究開発を担う側の連携を深めるた


め、国会議員や政策担当者と研究者の対話の場づくりを進める。 


・ 国は、政策、施策等の目的、達成目標、達成時期、実施主体、予算等について可能


な限りの明確化を図り、これら及びその進捗状況を広く国民に発信するとともに、得


られた国民の意見を政策等の見直しに反映する取組を進める。 


 


② 倫理的・法的・社会的課題への対応 


科学技術が進展し、その内容が複雑化、多様化する中、先端的な科学技術や生命倫理


に関する問題、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた原子力の安全性に対する


不安など、科学技術と国民の関わりは、倫理的、法的、社会的にますます深くなりつつ


ある。このため、国として、科学技術が及ぼす社会的な影響やリスク評価に関する取組


を一層強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術を担う者が倫理的・法的・社会的課題を的確に捉えて行動していく


ための指針を、国際動向も踏まえ、策定する。その際、学協会等において、主体的に


これらの指針等の策定を念頭に置いた取組を進めることを期待する。 


・ 国は、倫理的・法的・社会的課題への取組を促進するため、研究資金制度の目的や


特性に応じて、これらの取組に研究資金の一部を充当することを促進する。 


・ 国は、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいた審査指針や基準の策定


に向けて、レギュラトリーサイエンスを充実する。 


・ 国は、テクノロジーアセスメント10の在り方について検討するとともに、生命倫理


等の問題に関わる先端的な科学技術等について、具体的な取組を推進する。また、政


策等の意思決定に際し、テクノロジーアセスメントの結果を国民と共有し、幅広い合


意形成を図るための取組を進める。 


・ 国は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証を行った上で、原子力の安全性


向上に関する取組について、国民との間で幅広い合意形成を図るため、テクノロジー


アセスメント等を活用した取組を促進する。 


                                                 
10 研究開発の発展段階に応じ、科学技術が社会や国民に与える影響について調査分析、評価を行う活動 
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③ 社会と科学技術イノベーション政策をつなぐ人材の養成及び確保 


科学技術イノベーション政策に関わる取組を実効性のあるものとしていくためには、


それに携わる人材の役割が重要である。このため、国は、社会と科学技術イノベーショ


ンとの橋渡しを担う人材の養成及び確保に向けた取組を進めるとともに、これら人材の


科学技術イノベーションの多様な場における活躍を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、戦略協議会を主導する「戦略マネージャー（仮称）」、関係府省や資金配分機


関におけるＰＤ（プログラムディレクター）、ＰＯ（プログラムオフィサー）など、


社会や国民からの要請等を踏まえつつ、科学技術イノベーションに関する研究開発等


のマネジメントを担う人材を養成、確保する。 


・ 国は、専門知識を活かして研究開発活動全体のマネジメントを担う研究管理専門職


（リサーチアドミニストレーター）、研究に関わる技術的業務や知的基盤整備を担う


研究技術専門職（サイエンステクニシャン）、知的財産専門家等を養成、確保する。 


・ 国は、テクノロジーアセスメントをはじめ、社会と科学技術イノベーションとの関


わりについて専門的な知識を有する人材を養成、確保する。 


・ 国は、国民と政策担当者や研究者との橋渡しを行い、研究活動や得られた成果等を


分かりやすく国民に伝える役割を担う科学技術コミュニケーターを養成、確保する。 


 


（２）科学技術コミュニケーション活動の推進 


科学技術イノベーション政策を国民の理解と信頼と支持の下に進めていくには、研究


開発活動や期待される成果、さらには科学技術の現状と可能性、その潜在的リスク等に


ついて、国民と政府、研究機関、研究者との間で認識を共有することができるよう、双


方向のコミュニケーション活動等をより一層積極的に推進していくことが重要である。


このため、研究者による科学技術コミュニケーション活動、科学館や博物館における


様々な科学技術に関連する活動等をこれまで以上に積極的に推進する。また、これによ


り、科学技術に関する知識を適切に捉え、柔軟に活用できるよう、国民の科学技術リテ


ラシーの向上を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学や公的研究機関等と連携して、科学技術の現状、可能性とその条件、潜


在的リスクとコスト等について、正確な情報を迅速かつ十分に、国民に提供していく


よう努める。また、国は、海外の事例を参考にしつつ、国民との間で、こうした問題


に関する多層的かつ双方向のリスクコミュニケーション活動を促進する。 


・ 国は、国民が科学技術に触れる機会を増やすため、地域と共同した科学技術関連の


イベントの開催、科学技術週間を活用した研究施設の一般公開、サイエンスカフェの


実施等を通じて、双方向での対話や意見交換の活動を積極的に展開する。 


・ 国は、各地域の博物館や科学館における実験教室や体験活動等の取組を支援する。


また、科学技術に関わる様々な活動を行う団体等を支援する。 


・ 国は、大学や公的研究機関における科学技術コミュニケーション活動に係る組織的


な取組を支援する。また、一定額以上の国の研究資金を得た研究者に対し、研究活動


の内容や成果について国民との対話を行う活動を積極的に行うよう求める。 
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・ 国は、大学及び公的研究機関が、科学技術コミュニケーション活動の普及、定着を


図るため、個々の活動によって培われたノウハウを蓄積するとともに、これらの活動


を担う専門人材の養成と確保を進めることを期待する。また、研究者の科学技術コミ


ュニケーション活動参加を促進するとともに、その実績を業績評価に反映していくこ


とを期待する。 


・ 国は、学協会が、研究者による研究成果の発表や評価、研究者間あるいは国内外の


関係団体との連携の場として重要な役割を担っていることを踏まえ、そうした機能を


強化するとともに、その知見や成果を広く社会に普及していくことを期待する。また、


国は、研究者コミュニティーの多様な意見を集約する機能を持つ組織が、社会と研究


者との橋渡しや、情報発信等において積極的な役割を果たすことを期待する。 


 


 


３．実効性のある科学技術イノベーション政策の推進 


 


（１）政策の企画立案及び推進機能の強化 


我が国では、内閣総理大臣のリーダーシップの下、科学技術政策を府省横断的に推進


する組織として総合科学技術会議が設置され、基本政策等の戦略や資源配分方針の策定、


大規模研究開発の評価などにおいて一定の役割を果たしてきた。しかし、国として科学


技術イノベーション政策を一体的に推進していくためには、各府省が、具体的な政策等


の企画立案、推進、さらには社会還元に至るまで、一貫したマネジメントの下で取り組


むとともに、各府省の政策全体を俯瞰し、より幅広い観点から、政策を計画的かつ総合


的に推進する機能を強化していく必要がある。このため、科学技術イノベーション政策


を国家戦略として位置付け、より一層強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総


合調整機能を強化し、さらに、これを改組して、新たに「科学技術イノベーション戦略


本部（仮称）」を創設し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術イノベーション政策を国家戦略における重要政策と位置付け、「科


学技術イノベーション戦略本部（仮称）」の下、第４期基本計画に基づく具体的な戦


略の策定、科学技術イノベーションに関連する予算の確保及び資源配分に関する取組


を強力に推進する。 


・ 国は、産学官の幅広い参画を得て、国が定める重要課題毎に戦略協議会を創設し、


ここでの検討を踏まえて、それぞれの重要課題に対応した戦略を策定する。また、戦


略協議会において、これらの戦略に基づく取組を推進する。 


・ 国は、関係府省の連携、協力の下、重要課題に関する施策を総合的に推進する「科


学技術重要施策アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）の取組を拡


充するとともに、アクションプラン及び資源配分に関する取組を活用し、予算編成プ


ロセスの改革を進める。アクションプランの策定においては、戦略協議会における具


体的な戦略の検討の成果を十分に活用する。 


・ 国は、基本計画や重要課題に対応した戦略、アクションプラン等に基づき、科学技


術イノベーションを戦略的に推進するため、基礎的な研究から社会還元に関する取組
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に至るまで、より効果的、効率的な施策等の実施に向けた資源配分を行う。 


・ 国は、我が国の研究開発システムの機能を「政策決定」、「施策策定」、「資金配分」、


「研究開発実施」の４段階に区分し、それぞれの段階に求められる役割、機能、主体


等の明確化を図る。 


・ 国は、「科学技術イノベーション政策のための科学」を推進し、客観的根拠（エビ


デンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めると


ともに、政策の前提条件を評価し、それを政策の企画立案等に反映するプロセスを確


立する。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の研究者の参画を


得て、これらの取組を通じ、政策形成に携わる人材の養成を進める。 


・ 国は、科学技術の成果等を、政策の企画立案、推進等に活用する際の課題など、科


学技術と政策との関係の在り方について幅広い観点から検討を行い、基本的な方針を


策定する。 


・ 国は、科学技術によるイノベーションを促進する観点から、これを阻む隘路となる


規制や制度を特定するとともに、その改善方策を関係府省間で議論するための仕組み


を整備する。 


 


（２）研究資金制度における審査及び配分機能の強化 


 


① 研究資金の効果的、効率的な審査及び配分に向けた制度改革 


研究資金制度の運用においては、研究資金が研究者や研究機関で適切に活用されるよ


う、研究資金の審査及び配分主体を明確にするとともに、研究資金が使いやすく、効果


的なものとなるよう、制度の改善を図っていく必要がある。現在、研究資金の配分等は、


制度に応じて、府省と資金配分機関が担っている。また、研究費の使いやすさは改善し


つつあるものの、使途等でなお問題のあることが指摘されている。これらを踏まえ、よ


り効果的で効率的な研究資金制度に向けた改革を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、行政需要と直結した研究開発については各府省が、それ以外の研究開発は独


立した資金配分機関が、研究資金の審査及び配分機能を担うこととし、研究資金の効


率的で弾力的な運用やマネジメントの専門性確保の観点から、資金配分機関が担うこ


とが適切な研究資金制度については、その目的や特性に応じて、各府省からの機能の


移管を進める。 


・ 国は、目的や研究開発対象が類似する研究資金制度について、府省内あるいは府省


を越えた整理統合を行う。また、研究資金制度の使用ルール等の統一化、簡素化、合


理化や、繰越明許制度の活用を一層推進する。また、科学研究費補助金をはじめとす


る競争的資金制度については、その効果的、効率的な運用等の観点から、基金化によ


る研究の成果、効果を検証しつつ、必要な取組を推進する。 


・ 国は、研究資金で購入した設備の有効利用を図るため、資金を支給された研究者以


外との設備の共同利用が広く認められるよう、研究資金制度の条件緩和を進める。 


・ 国は、平成２１年度に基金として設けられた「最先端研究開発支援プログラム」を


推進するとともに、研究費の弾力的運用の観点から、プログラムの評価を行う。また、
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その他の研究資金制度についても、その目的や特性に応じた制度改革を検討する。 


 


② 競争的資金制度の改善及び充実 


競争的資金制度は、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究開発に


継続的、発展的に取り組む上で基幹的な研究資金制度であり、目的や特性に応じて多様


な制度が設けられている。研究開発活動がますます高度化、複雑化する中、競争的資金


制度の多様性を確保した上で、制度の一層の改善及び充実に向けた取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、新規採択率の向上や一件当たりの十分な研究費の確保を目指し、競争的資金


の一層の充実を図る。その際、全ての競争的資金制度において、直接経費を確保しつ


つ、間接経費の３０％措置を実施するよう努める。また、国は、大学及び公的研究機


関等が、間接経費の効果的な活用を図ることを求める。 


・ 国は、我が国の競争的資金制度全体を俯瞰した上で、資金配分機関の多様性の確保


を前提として、各制度の目的や位置付けの明確化を図るとともに、制度間の連続性を


確保するための取組を推進する。 


・ 国及び資金配分機関は、公正かつ透明で質の高い審査及び評価を行うため、審査員


の年齢、性別、所属等の多様性の確保、利害関係者の排除、審査員の評価システムの


整備、さらには審査及び採択の方法や基準の明確化、審査結果の開示を徹底する。 


・ 国及び資金配分機関は、ＰＤ（プログラムディレクター）、ＰＯ（プログラムオフ


ィサー）の権限と役割の明確化を図った上で、その充実と確保を図る。また、国は、


大学及び公的研究機関が、ＰＤ、ＰＯとしての職務経験を評価し、研究者のキャリア


パスの一つとして位置付けることを期待する。 


・ 国及び資金配分機関は、資金配分の不合理な重複や過度の集中を避けるため、大学


及び公的研究機関に研究者のエフォート管理の徹底を求めるとともに「府省共通研究


開発管理システム（e-Rad）」を運用し、競争的資金を適切かつ効率的に執行する。 


・ 国及び資金配分機関は、研究資金の不正使用の防止に向けた取組を進める。また、


国は、大学及び公的研究機関が、研究資金の適切な管理と監査体制を整備するよう求


める。 


 


（３）研究開発の実施体制の強化 


 


① 研究開発法人の改革 


研究開発法人は、長期的視野に立った研究開発、公共性が高い研究開発、現時点では


リスクが高い研究開発など、民間や大学では困難な研究開発を実施する機関である。現


在、研究開発法人は独立行政法人として設立されているが、研究開発の特殊性等を十分


に踏まえた法人制度に改善を図る必要がある。このような観点から、研究開発力強化法


及び附帯決議では、研究開発法人の在り方について必要な措置を講じるとされたところ


であり、これらを踏まえ、研究開発法人の機能強化に向けた取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月７日閣議
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決定）を踏まえつつ、研究開発の特性（長期性、不確実性、予見不可能性、専門性）


に鑑み、組織のガバナンスやマネジメントの改革等を実現する国の研究開発機関に関


する新たな制度を創設する。また、現行制度においても、運用上、改善が可能なもの


については、早急に見直しを検討する。 


・ 国は、研究開発法人に対して必要な予算措置を行うとともに、研究開発法人におけ


る施設及び設備の共用、共同研究や受託研究の受入れ等による外部資金の導入を促進


する。 


 


② 研究活動を効果的に推進するための体制整備 


大学や公的研究機関において、研究活動を効果的、効率的に推進していくためには、


研究者に加えて、研究活動全体のマネジメントや、知的財産の管理、運用、施設及び設


備の維持、管理等を専門とする多様な人材が活躍できる体制を整備する必要がある。し


かし、各研究機関における専門人材の確保が十分ではなく、研究者が研究時間を十分確


保できていないとも指摘されており、これらの改善に向けた取組を強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学が、博士課程の学生や修了者、ポストドクターに対し、リサーチアドミ


ニストレーター、サイエンステクニシャン、知的財産専門家等としての専門性を身に


付けることができるような取組を進めることを奨励する。また、国は、これらの取組


を支援する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関において、リサーチアドミニストレーター、サイエン


ステクニシャン、知的財産専門家等の多様な人材を確保する取組を支援する。また、


大学及び公的研究機関が、これらの人材を適切に評価し、処遇に反映するとともに、


そのキャリアパスを構築していくことを期待する。 


・ 国は、大学が、計画的なＳＤ（スタッフディベロップメント）によって、研究活動


の推進に関わる人材の養成と確保を進め、事務局体制を強化することを求める。また、


これらの職員の活動実績を適切に評価し、処遇に反映することを期待する。 


 


（４）科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立 


 


① ＰＤＣＡサイクルの実効性の確保 


科学技術イノベーション政策を効果的、効率的に推進するためには、ＰＤＣＡ


（Plan-Do-Check-Action）サイクルを確立し、政策、施策等の達成目標、実施体制など


を明確に設定した上で、その推進を図るとともに、進捗状況について、適時、適切にフ


ォローアップを行い、実績を踏まえた政策等の見直しや資源配分、さらには新たな政策


等の企画立案を行う必要がある。このため、国として、ＰＤＣＡサイクルの実効性のあ


る取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、政策、施策、プログラム又は制度、個別研究開発課題という研究開発システ


ムの階層毎に、目的、達成目標、達成時期、実施主体等の可能な限りの明確化を図る。


その上で、これらに基づく評価の実施を徹底するとともに、評価結果を政策等の見直
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しや新たな政策等の企画立案、資源配分の重点化、効率化等に適切に反映する。 


・ 国は、戦略協議会において、それぞれの重要課題に対応した戦略全体の進捗状況を


踏まえて、研究開発や推進体制、資金配分等の見直しを行うなど、戦略の柔軟かつ弾


力的な推進を図るとともに、これを戦略に適時、適切に反映する。 


・ 国は、アクションプランに関して、予算への反映状況や施策の進捗状況等に関する


フォローアップを行い、その改善に反映する。その際、戦略協議会における検討の成


果も十分に活用する。 


・ 国は、東日本大震災を受けて、大規模災害に対する科学技術の役割を含め、これま


での科学技術政策の課題等を評価、検証した上で、資源配分や研究開発マネジメント


など、科学技術政策の推進の在り方について幅広い観点から検討を行い、必要に応じ


て、政策の見直し等に反映する。 


・ 国は、第４期基本計画の進捗状況について、適時、適切にフォローアップを行い、


その結果を、基本計画の見直しや新たな政策の企画立案に活用する。 


・ 国は、新成長戦略やエネルギー基本計画、原子力政策大綱など、政府が定める他の


計画等の検討結果を踏まえ、第４期基本計画の内容についても、必要に応じて見直し


を行う。 


 


② 研究開発評価システムの改善及び充実 


研究開発の実施段階における評価は、研究開発の質を高め、ＰＤＣＡサイクルを確立


する上で重要な役割を担っている。一方で、研究開発の高度化と複雑化に伴い、評価に


求められる視点も多様化し、これも一因となって、評価の重複や過剰な負担の問題が指


摘されている。このため、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 20 年 10 月


31日内閣総理大臣決定）に沿って研究開発評価システムの一層の改善と充実を図り、優


れた研究開発活動の推進や人材養成、効果的、効率的な資金配分、説明責任の強化等へ


の評価結果の活用を促進する。 


＜推進方策＞ 


 ・ 国は、研究開発の各階層（政策、施策、プログラム又は制度、研究開発課題）を踏


まえた研究開発評価システムの構築も含め、科学技術イノベーションを促進する観点


から、研究開発評価システムの在り方について幅広く検討を行い、「国の研究開発評価


に関する大綱的指針」について必要な見直しを行う。 


・ 国及び資金配分機関は、ハイリスク研究や新興・融合領域の研究が積極的に評価さ


れるよう、多様な評価基準や項目を設定する。研究開発課題の評価においては、研究


開発活動に加えて、人材養成や科学技術コミュニケーション活動等を評価基準や評価


項目として設定することを進める。また、それが有効と判断される場合には、世界的


なベンチマークの適用や海外で活躍する研究者等の評価者としての登用を促進する。 


・ 国及び資金配分機関は、優れた研究開発成果を切れ目無く次につなげていくため、


研究開発が終了する前の適切な時期に評価を行う取組を促進する。 


・ 国及び資金配分機関は、評価の重複や過剰な負担を避けるため、他の評価結果の活


用を通じて、研究開発評価の合理化、効率化を進める。 


・ 国は、評価に関する専門的知見や経験を有する人材の養成と確保を進める。国は、
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大学及び公的研究機関が、業務運営のための情報システムを研究開発評価にも活用で


きるようにするなど、評価を効果的、効率的に行う事務体制を整備するとともに、こ


れに携わる人材の養成やキャリアパスの確保を進めることを期待する。 


 


 


４．研究開発投資の拡充 


天然資源に乏しく、少子高齢化の進展や人口減少が見込まれる我が国にとって、科学


技術、そしてそれに基づくイノベーションは、将来に向けた唯一とも言うべき競争力の


源泉であり、その意味で我が国の生命線と言ってもよい。このような観点から、我が国


ではこれまで、基本計画において研究開発投資の拡充に向けた目標額を掲げ、政府一体


となって科学技術への取組を強化してきた。これにより、第２期及び第３期基本計画に


ついては目標額には達しなかったものの、国のＧＤＰが伸び悩み、財政事情も厳しい中、


他の政策経費に比べて、科学技術関係経費の増額が図られてきたことは高く評価できる。 


しかし、近年、先進国に加えて、中国をはじめとする新興国が科学技術投資を大幅に


拡充し、国を挙げて科学技術の発展を図っており、この分野においても、我が国の相対


的地位が将来的に低下していくことが強く懸念される。また、東日本大震災は、東北及


び関東地方を中心として、広範囲にわたり、人的、物的に甚大な被害をもたらすととも


に、我が国の経済社会システムにも極めて深刻な影響を及ぼした。この震災により、研


究施設及び設備の損壊や研究開発活動の停滞に加え、海外からの研究者の離日等、我が


国の科学技術システムも大きな影響を受けている。さらに、東京電力福島第一原子力発


電所の事故の結果、科学技術、特に原子力技術について、国民の間でそのリスクとコス


トについて不安と不信が広がっている。この国難を乗り越え、我が国が経済的、社会的


に再び力強く成長、発展していくためには、我が国の科学技術力を積極的に活用し、イ


ノベーションを一層強力に推進するとともに、世界トップレベルの科学技術力を強化し


ていく必要がある。我が国としては、第４期基本計画で掲げる政策を着実に実行し、科


学技術先進国としての地位を保持するとともに、各国との協調、協力の下、地球規模の


問題解決など科学技術イノベーションで世界に貢献していくため、これらを支える研究


開発投資の目標を明確に設定した上で、投資を拡充していくことが不可欠である。 


政府においては、２０２０年度までの官民合わせた研究開発投資の拡充目標11を設定


したところであるが、一方で我が国の政府負担研究費割合が諸外国に比して低水準であ


ること、民間企業の研究開発投資が厳しい状況にある中、政府の研究開発投資が呼び水


となり、民間投資が促進される相乗効果が期待されること、更に諸外国が研究開発投資


目標を掲げて拡充を図っていること等を総合的に勘案し、第４期基本計画においては政


府研究開発投資に関する具体的な目標を設定して、投資を拡充していくことが求められ


る。 


このため、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の４％以上にするとの目標に加え、


政府研究開発投資を対ＧＤＰ比の１％にすることを目指すこととする。 


その場合、第４期基本計画期間中の政府研究開発投資の総額の規模を約２５兆円とす


ることが必要である（同期間中に政府研究開発投資の対ＧＤＰ比率１％、ＧＤＰの名目


                                                 
11 「新成長戦略」において、「２０２０年度までに官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上にする。」とさ
れている。 
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成長率平均２.８％を前提に試算）。 


これらを踏まえ、我が国の財政状況が一層悪化し危機的な状況となる中、平成２２年


６月に閣議決定された財政健全化目標及び中期財政フレームを含む財政運営戦略との


整合性の下、基本計画に掲げる施策の推進に必要な経費の確保を図ることとする。 


また、これと同時に、民間の研究開発投資を誘発するため、国として、規制や制度の


合理的な見直しや、民間研究開発投資への税制優遇措置等について検討を行うことが必


要である。 


 





		110818【セット版】第４期基本計画(①表紙～別紙)

		110818【セット版】第４期基本計画（②本文）
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 (第 5回 )


議事次第


,平成 23年 12月 19日 (月 ) 16100～ 18100


中央合同庁舎第4号館12階共用1214特別会議室


1.開会


2.議事


(1)科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書 (素案)


に対する関係業界からの意見について


(2)科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書 (案 )について


(3)その他


3.閉会







【酉己イ市整野米斗】


議事次第


資料 1-1 各団体から頂いたご意見の総括表


資料 1-2 -般 社団法人 国立大学協会提出コメント


資料 1-3 日本私立大学団体連合会 提出コメント


資料 1-4 日本学術会議 提出コメント


資料 1-5 (社 )日 本経済団体連合会 提出コメント


資料2-1 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 報告書 (案 )


資料2-2 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書 (案 )【素案からの見えけし版】


資料2-3 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書 (素案)(第 4回資料1)


資料 3 第3回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録 (案 )


資料 4 第4回科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会議事録 (案 )


【机上配布資料】


第 1回参考資料 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会参考資料


第 4期科学技術基本計画








資料１－１


平成23年12月19日


各団体から頂いたご意見の総括表


　


　　　　　　 　第４回有識者研究会で示した「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（原案）」
　　　　　　について、一般社団法人　国立大学協会、日本私立大学団体連合会、日本学術会議、（社）日本経済団体
             連合会に対し、各団体の有識者にご意見を伺った。


　　        　　いただいたご意見のうち、個別具体的にいただいた修正意見については、次頁以降に意見への対応結果
             を示し、具体的な箇所に対する意見でないものについては、今後の科学技術イノベーション推進体制の具体
             的な取組に向けた政府の検討において参考とすることで対応。







意見該当箇所 ご意見 ご意見理由 頂いたご意見に対する対応


Ｐ 11
14行目


②  文部科学省の科学技術基本計画策定事務及び科学
技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調
整等の調整事務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務
は「司令塔」に一元化することを検討すべきである。を削
除し、「司令塔」の方針を踏まえ、関係府省の連携を強化
し、一体的な取り組みが促進されることを検討すべきであ
る。を追加


国立大学の実施する科学技術イノベーション
は、国立大学の機能として、高等教育と一体で
あることが重要であり、政策面においても文部科
学省が所管する高等教育政策と切り離すことは
不適切であるため。


該当部分は我が国の科学技術イノベーション政策全体の
推進に関連し、各府省を対象とした文部科学省の府省横
断的事務を内閣府へ一元化することについて検討するも
のである為、原文のままとします。


P.11～12
４.（２）⑤


「大学の自治」に留意しつつ、研究開発及び研究開
発の成果の社会での利活用（社会的実装）において
国立大学法人、私立大学及び公立大学の有する能力
が十分に活かされるように、科学技術イノベーショ
ン政策における大学の役割の基本的方向性を「司令
塔」は示すことが必要である。


「大学の自治」に鑑み、「司令塔」の役割
は、大学の役割を具体的に示すものではな
く、その基本的方向性を示すにとどめるべ
きである。以上のことを明確にするため。


該当部分を以下のとおり修正。
「国公私立大学の研究成果が社会で十分に活かされるよう
にすることは重要である。一方、大学では学生の教育が研
究を通して行われており、大学の研究は基本的に政策の
短期的な変転から自由でなければならない。また、「大学
の自治」のもとで研究者の自主性が尊重され、自由な発想
に基づく研究が行われる中で、偉大な発見が生まれてきて
いる。このような大学の研究の特性への配慮は、既に科学
技術基本法にも謳われている。「司令塔」と大学の関わり
は、大学の研究内容そのものにまで踏み込むのではなく、
大学が自発的に科学技術イノベーション政策に貢献するよ
うに、イノベーションにつながるような国の目的に沿った研
究開発及び人材育成への大学の取組へ及び社会におけ
る研究成果の利活用（社会的実装）のための取組とすべき
である。」


Ｐ.12
４行目


②  「国立大学法人全体の活動」を「国立大学法人全体の
研究活動」としてはどうか。


③  今回の報告書における大学への関与は科
学技術イノベーションに係る部分のみであり、管
理運営や教育は対象とすべきではないと考える
ため。


該当部分を、以下のとおり修正。
「国立大学法人については、文部科学大臣が定める中期
目標に沿って国立大学法人が中期計画を作成することとさ
れており、「司令塔」は、国立大学法人全体の研究活動の
状況を踏まえ、文部科学大臣に対する長期的な科学技術
イノベーション政策に関する提言等の取組を推進すべきで
ある。」


一般社団法人　国立大学協会







意見該当箇所 ご意見 ご意見理由 頂いたご意見に対する対応


Ｐ.12
５～７行目


② 「特にイノベーションの取組については、その取組を社
会につなげるため文部科学大臣に勧告することも可能と
すべきである。」を削除


　　国立大学法人については、大学の自主性・
自律性を踏まえ、文部科学大臣が中期目標を定
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ
め国立大学法人の意見を聴き、当該意見に配
慮すること（国立大学法人法第30条第3項）、及
び中期目標の実際上の作成主体が法人である
ことに鑑み、文部科学大臣は個々の教員の教育
研究活動には言及しないこと、中期目標・中期
計画の原案の変更は、財政上の理由など真に
やむを得ない場合に限ること（国立大学法人法
の参議院附帯決議五号）とされていることから、
科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」が
文部科学大臣に「勧告」をするといった強制力の
強い権限を持つことは、制度上の整合性が取れ
ないと考える。


該当部分を以下のとおり修正
「特にイノベーションに関する取組については、その取組を
社会につなげるため文部科学大臣に検討を要請することも
可能とすべきである。」


Ｐ.12 （３）①　18行目 ②国立大学法人及び大学共同利用機関法人を削除。


Ｐ.13　１行目 ②及び国立大学法人制度を削除。


Ｐ.13　３行目 ②国立大学法人及び大学共同利用機関法人を削除。


Ｐ.13　５行目 ②と国立大学法人全体としての対応を削除。


Ｐ.13　８行目 ② また、大学及び大学共同利用機関が行う研究活動に
ついては、大学の自主性・自律性を尊重しつつ、大学が
自ら科学技術イノベーション政策に貢献できるよう「司令
塔」は必要な政策提言を関係大臣に行うことができるよう
にすべきである。を追加。


Ｐ.19　18行目 ② 一文を挿入すること。例えば、「なお、司令塔は、日本
学術会議から提供された中立的な立場からの専門的な知
見については、社会に広く公表すべきである。」


③ 「中立な立場」からの科学的知見が、国民に
とって、政策評価の一つの基準となるため。


以下のとおり挿入。
「なお、「司令塔」の透明性、公正さを維持する観点から、
日本学術会議、日本経団連、その他の各団体等から提供
された専門的な知見については、社会に広く公表すること
を原則とすべきである。」


Ｐ.22　17行目 ②  ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務
の移管（Ｐ）を削除。


③  国立大学の実施する科学技術イノベーショ
ンは、国立大学の機能として、高等教育と一体
であることが重要であり、政策面においても文部
科学省が所管する高等教育政策と切り離すこと
は不適切であるため。


該当部分は我が国の科学技術イノベーション政策全体の
推進に関連し、各府省を対象とした文部科学省の府省横
断的事務を内閣府へ一元化することについて検討するも
のである為、原文のままとします。


国立大学法人制度は独立行政法人制度とは異
なる制度であることから、同じ括りでの標記は不
適切。特に国立大学法人に対する検証について
は、国立大学法人法参議院附帯決議第十一で
法人評価等に係る資料の提出等の依頼は文部
科学大臣に対して行うこととされていることに鑑
み直接行う事とせず、必要な提言を関係大臣に
行うとの記述にしてはどうか。


研究開発法人と国立大学法人とを別々に記載いたします。







意見該当箇所 ご意見 ご意見理由 頂いたご意見に対する対応


P.11
34行目


文頭にある『「大学の自治」に留意しつつ、』の前に、『イノ
ベーションのもととなる基礎研究を行う大学に対しては、』
を入れる。


P.11
34-35行目


『社会での利活用（社会的実装）』を『社会での利
活用（実用）』に代える。


日本私立大学団体連合会（日本私立大学協会）


これまで日本の科学技術が成果を上げてきたの
は、国民全体として数理教育に支えられていて、
大企業ばかりでなく中小企業までもが優れた技
術力を備えおり、さらに協力体制を組みながら技
術の推進や開発に当たることができた点にある
と考える。どのような優れた科学技術イノベー
ション政策を提案できても、このような従来の優
れた点を見過ごしては実現が難しい。真の意味
で科学技術を育てるためには、大学での、特に
約８割の学部学生を預かる私立大学での人材
育成に関して充分な配慮がなされなければなら
ない。
一方、残念ながら数理科目を含む学生の学力に
対する懸念が近年報じられており、ゆとり教育の
反省に立ち初等中等教育の見直しが行われて
いるが、科学教育についていえば、大学及び大
学院教育においてもその余波が大きい状況にあ
る。まずはこの回復のために、国としてかなり大
がかりな教育支援を行わなければ、どのような
高邁な科学技術イノベーション政策をかかげて
もその実行は困難と思われる。
　このような危機的な状況回避には、私立大学
をはじめとする大学での早急な人材育成が極め
て重要である。11頁の⑤では大学との関係につ
いて触れているが、もっと積極的に基礎科学教
育の推進と人材育成の必要性を明文化し、科学
技術イノベーション政策の一つとして盛り込む必
要がある。


該当部分を以下のとおり修正。なおその他の箇所でも社会
的実装を用いているのでその点は原文のままとします。
「国公私立大学の研究成果が社会で十分に活かされるよう
にすることは重要である。一方、大学では学生の教育が研
究を通して行われており、大学の研究は基本的に政策の
短期的な変転から自由でなければならない。また、「大学
の自治」のもとで研究者の自主性が尊重され、自由な発想
に基づく研究が行われる中で、偉大な発見が生まれてきて
いる。このような大学の研究の特性への配慮は、既に科学
技術基本法にも謳われている。「司令塔」と大学の関わり
は、大学の研究内容そのものにまで踏み込むのではなく、
大学が自発的に科学技術イノベーション政策に貢献するよ
うに、イノベーションにつながるような国の目的に沿った研
究開発及び人材育成への大学の取組へ及び社会におけ
る研究成果の利活用（社会的実装）のための取組とすべき
である。」







意見該当箇所 ご意見 ご意見理由 頂いたご意見に対する対応


P．19
第６章


６章の冒頭を以下のとおり修正いただきますようお願いし
ます。


６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令
塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称））を支える体
制


（１）日本学術会議等科学アカデミーとの関係
「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的


確な判断を下すことを可能とするため、日本学術会議法
でわが国の科学者の内外に対する代表機関とされている
日本学術会議によって、「司令塔」及び科学技術イノベー
ション顧問（仮称）に対し、中立な立場で専門的な知見が
提供される仕組を構築することが必要である。


該当部分を以下のとおり修正。
「このため、日本学術会議法で「わが国の科学者の内外に
対する代表機関」として位置付けられている日本学術会議
はもとより、日本経団連、その他の各団体等から「司令塔」
及び科学技術イノベーション顧問（仮称）に対し、各府省か
ら中立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構築す
ることが必要である。」


日本学術会議








 


 


「科学技術イノベーション戦略本部」(司令塔)の役割について（意見） 


 


 


 大学は、学術研究の成果を上げるとともに、研究と教育を総合的・一体的に推進する


ことにより、優れた人材を養成することを使命としており、かかる使命の遂行にかんが


み、各大学の自主性・自律性が尊重されなければならない。 


 このため、政府における大学への関与は、個別具体的な指示に及ぶべきではなく、か


つ研究活動の遂行という側面のみから講じられるべきではない。また、大学における研


究は、社会的実装を前提としたイノベーションだけでなく、イノベーションの原点であ


る真理の探究そのものに関わる基盤研究も数多く行われており、政府戦略の一環として


位置付け推進することになじまない側面も有していることについて、特に留意すべきで


ある。 


 


 以上のことから、「科学技術イノベーション戦略本部」(司令塔)の役割は、当該政策


に関する我が国のグランドデザインを示すことにより、大学に対し、研究における大学


間及び大学と研究機関との協力と競争を促すことに徹すべきであると考える。 


 


 


 


平成 23 年 12 月 14 日 


 


一般社団法人国立大学協会 


会 長  濱 田 純 一 
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平成 23 年 12 月 14 日 


 


 


内閣府政策統括官 


（科学技術政策・イノベーション担当）企画担当 御中 
 
 
 


一般社団法人国立大学協会 
教育・研究委員会委員長 


濵 口 道 成 
 
 
 
 


「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（素案）」に対する意見 
 
 
 


今般、科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（素案）について、意見照 
会という貴重な機会をいただけたことに感謝したい。 


科学技術イノベーション政策を推進するための新たな体制の構築については、地球規模の課題の


解決のために世界に先駆けて我が国として役割を果たしていくためにも、極めて重要であると認識して


いる。 
本件については、国立大学協会としてはこれまでの議論に加わっておらず、貴研究会の基本的な


考え方について伺っていないため、十分な見解を述べることは難しいが、別紙の通り意見を提出するの


で、検討に際してご配慮いただきたい。 
国立大学協会としては、引き続き、科学技術イノベーション政策推進に係る議論について、協力を


行っていきたいと考えている。 
 


 







①意見（修正文案有）


意見箇所 訂正内容 意見理由


①  Ｐ１１　１４行目 ②  文部科学省の科学技術基本計画策定事務及び科学技術に
関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整等の調整事
務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務は「司令塔」に一元化
することを検討すべきである。を削除し、「司令塔」の方針を踏ま
え、関係府省の連携を強化し、一体的な取り組みが促進される
ことを検討すべきである。を追加


国立大学の実施する科学技術イノベーションは、国立大学の機能として、高等教育と一体であるこ
とが重要であり、政策面においても文部科学省が所管する高等教育政策と切り離すことは不適切
であるため。


①P.11～12  ４.（２）⑤ 「大学の自治」に留意しつつ、研究開発及び研究開発の成
果の社会での利活用（社会的実装）において国立大学法
人、私立大学及び公立大学の有する能力が十分に活かされ
るように、科学技術イノベーション政策における大学の役
割の基本的方向性を「司令塔」は示すことが必要である。


「大学の自治」に鑑み、「司令塔」の役割は、大学の役割を具体的に示すものではなく、
その基本的方向性を示すにとどめるべきである。以上のことを明確にするため。


①  Ｐ１２　４行目 ②  「国立大学法人全体の活動」を「国立大学法人全体の研究
活動」としてはどうか。


③  今回の報告書における大学への関与は科学技術イノベーションに係る部分のみであり、管理
運営や教育は対象とすべきではないと考えるため。


①  P.12  5～7行目 ② 「特にイノベーションの取組については、その取組を社会につ
なげるため文部科学大臣に勧告することも可能とすべきであ
る。」を削除


　　国立大学法人については、大学の自主性・自律性を踏まえ、文部科学大臣が中期目標を定
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ国立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮
すること（国立大学法人法第30条第3項）、及び中期目標の実際上の作成主体が法人であることに
鑑み、文部科学大臣は個々の教員の教育研究活動には言及しないこと、中期目標・中期計画の
原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合に限ること（国立大学法人法の参議院
附帯決議五号）とされていることから、科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」が文部科学大
臣に「勧告」をするといった強制力の強い権限を持つことは、制度上の整合性が取れないと考え
る。


①  Ｐ１２（３）①　１８行目 ②国立大学法人及び大学共同利用機関法人を削除。


①  Ｐ１３　１行目 ②及び国立大学法人制度を削除。


①  Ｐ１３　３行目 ②国立大学法人及び大学共同利用機関法人を削除。


①  Ｐ１３　５行目 ②と国立大学法人全体としての対応を削除。


①  Ｐ１３　８行目 ② また、大学及び大学共同利用機関が行う研究活動について
は、大学の自主性・自律性を尊重しつつ、大学が自ら科学技術
イノベーション政策に貢献できるよう「司令塔」は必要な政策提
言を関係大臣に行うことができるようにすべきである。を追加。


国立大学法人制度は独立行政法人制度とは異なる制度であることから、同じ括りでの標記は不適
切。特に国立大学法人に対する検証については、国立大学法人法参議院附帯決議第十一で法人
評価等に係る資料の提出等の依頼は文部科学大臣に対して行うこととされていることに鑑み直接
行う事とせず、必要な提言を関係大臣に行うとの記述にしてはどうか。







①  P.１９　１８行目 ② 一文を挿入すること。例えば、「なお、司令塔は、日本学術会
議から提供された中立的な立場からの専門的な知見について
は、社会に広く公表すべきである。」


③ 「中立な立場」からの科学的知見が、国民にとって、政策評価の一つの基準となるため。


①  Ｐ２２　１７行目 ②  ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務の移管
（Ｐ）を削除。


③  国立大学の実施する科学技術イノベーションは、国立大学の機能として、高等教育と一体であ
ることが重要であり、政策面においても文部科学省が所管する高等教育政策と切り離すことは不
適切であるため。







②意見


意見箇所
全体に関して


全体に関して


全体に関して


全体に関して


はじめに


はじめに


①pp.11-12, 13
「司令塔」と大学の関係について


①pp.11-12, 13
「司令塔」と大学の関係について


「推進体制」での議論の透明性を確保できるか


従来の科学技術政策が科学技術イノベーション政策へと拡張される理由の簡略な説明がほしい。
従来の科学技術政策では基礎研究には成果があったにもかかわらず、その成果がイノベーションを実現するに至らない、産業の振興につながらないという限界が
あった。その原因は次のようなものが考えられる。
・研究者コミュニティに科学技術を社会に役立てるところまでもっていくということに関するコンセンサスが希薄なこと（現在も多くは基礎研究で閉じてしまっている）
・イノベーションのリーダーであるインダストリーから、基礎研究を通じて創られた知的財産の利活用を図るというアカデミアへの働きかけ、交流が不十分だったこと
・行政が基礎研究と産業をつなぐ回路をつくり、そこに必要な人材を配置し予算を投入することまで手が回らなかったこと


これらの原因を克服し、科学技術の成果をイノベーションに結ぶつけるために、第4期科学技術基本計画で、従来の科学技術政策から科学技術イノベーション政
策に拡張したことを、「はじめに」のなかに簡潔に述べることを望む。


・「はじめに」の部分で、少なくとも基礎研究との関係、予算的なバランスなど科学技術政策の中での全体像を議論した上で、イノベーションの重要性と現在的な課
題などを議論するべき


大学の研究が丸ごと科学技術イノベーションと関係しているという認識が前提になっている印象を受けた。そこで「司令塔」と大学の関係については、まず対象を限
定することと、あわせて「司令塔」と大学との間に国立大学法人の場合は文部科学大臣が仲立ちする、というワンクッションが必要と思われる。


対象の限定について、大学に対して科学技術イノベーションにかかわる研究という期待をもつことは当然だが、大学の研究者が同じ認識をもつという保証はないの
で、ここは大学の研究者に選択する自由を保障することが必要。大学の自治の所以です。それでも国立大学法人は研究成果を広く社会に普及することを自らの使
命として自覚しているので、中心的な役割は十分に果たせる。


意見理由
科学技術によるイノベーション創出の多元性や成果予測の困難性を考える為、 科学技術イノベーション政策に含まれない科学技術の研究開発にも相応の資源が
注入されることが保障されるべきである。


①イノベーション政策の定義づけを明確にしないと混乱の原因となるのではないか。
②人間存在や認識の深い問題を扱う人文・社会科学からの視点を踏まえた政策の推進が必要ではないか。
③「司令塔」事務局に優秀な若手行政官や若手研究者を登用することが重要ではないか。
④政策の実現を支える「基礎研究」の位置づけを重要視すべきではないか。


・この報告書（案）は、イノベーション政策について語ろうとしながら、実は言葉の定義などに紙面を割きすぎている。
・この報告書（案）では省略されていますが、基本的には、『新成長戦略や第4期科学技術基本計画で提案したグリーンイノベーションやライフイノベーション』が中心
課題だと思います。







①pp.11-12, 13
「司令塔」と大学の関係について


①pp.11-12, 13
「司令塔」と大学の関係について


①p.19 (1),(2)
アカデミーとの関係、産業界との関
係について


①p.19 (1),(2)
アカデミーとの関係、産業界との関
係について


①P19
キャリアパスの構築の場合の人材
育成・確保の意味


概算要求とその政策実現効果に関する検証も「司令塔」が行うとしているが、国立大学法人法、学校教育法と照らし合わすと、これらの法の命ずる「評価」と「司令
塔」が行おうとする「検証」との間に重複が起きることが予想される。国立大学法人は毎年、法人評価委員会に業務実績を報告し、評価を受けるほか、中期目標期
間が終了した時点で同期間の評価を受ける。そのうえ、定期的に大学評価・学位授与機構から認証評価を受けることが義務付けられている。「司令塔」が関心をも
つ科学技術イノベーションにかかる大学の成果の達成状況を検証するのであれば、「司令塔」が直接行わずとも、現行の法に基づいて行っている評価で代行できる


アカデミーとの関係では「司令塔」が日本学術会議と定期的に意見交換を行うとしている。だが、科学技術イノベーションでは産業界と並ぶ研究者コミュニティとし
て、日本学術会議だけでは網羅することはできない。「司令塔」が研究者コミュニティにおいて権威と信頼を得るには、国立大学法人・大学共同利用機関法人を束ね
る国立大学協会、私立大学の連合体、公立大学協会等との意見交換の機会もあわせてもつことを期待する。


産業界との関係では、産業も大学も全国に分布している状況を考えると、地区ブロックごとに大学も参加できるコミュニケーションのチャンネルが設けられるとイノ
ベーションの裾野が広がるものと考えらる。ご検討を願います。


【説明】６．（３）②「事務局の陣容」に行政官のキャリアパスの在り方について触れているが、科学技術イノベーションを支える人材育成を担うのは大学が中心となる
はずだが、その時に想定している人材像は記載されていない。
将来の科学技術を担う人材は、科学技術に関する高度な専門的知識に加えて、事態を俯瞰できる力を発揮するために、人文社会科学の堅固な知識と高い見識を
備えている必要があり、この点を軽視すべきではないと考える。


国立大学法人は主務大臣である文部科学大臣が定めた中期目標に沿って中期計画を立てているので、「司令塔」の政策提言等も中期目標と整合しなければ実現
は困難だし、それを打開するために文部科学大臣に勧告して実施を迫る場合、文部科学大臣と国立大学法人の信頼関係は根本から損なわれる可能性がある。文
部科学大臣に対する「司令塔」の政策提言や勧告は抑制が求められる。
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はじめに 


-なぜ科学技術イノベーション政策を推進する新たな体制の構築が必要なのか-  


 


現在、我が国は、地球規模で解決しなければならない課題（地球温暖化、水、食料、


資源、エネルギー等）や激変する国際環境への適応（新興国の台頭に伴う国際競争力


の相対的な低下、世界金融危機後の欧米経済の停滞や政府債務危機の影響等）等の課


題に直面している。 


さらに、我が国は世界に先駆け、急速な高齢化、少子化社会に突入しており、労働


力の減少への対応や低価格で安全な医療・介護・健康サービスの提供が求められる状


況となっている。また、我が国の経済状況は、供給能力と需要能力が質的又は量的に


見合わない需給ギャップが生じているとともに、地域間の経済状況についても大都市


圏と地方圏とで大きな格差が存在する状況となっている。 


これに加え、本年３月に発生した東日本大震災からの復興・再生も我が国の今後の


持続的な成長のために不可欠である。 


 


これらの課題を克服していくためには、科学技術（科学及び技術をいう。以下同じ。）


を新たな需要創造に繋げるイノベーションが大きな役割を果たさなければならない。 


 すなわち、科学技術は、我が国を取り巻く厳しい状況変化を成長へのチャンスへと


変換し、国際競争力の向上及び新たな経済活動や雇用の場の創出に繋がるイノベーシ


ョンを持続的に生み出す力の源泉であり、科学技術から得られた知見をイノベーショ


ンの創出につなげることが、我が国が直面する課題の解決にとって重要である。 


 


 これまでも政府は、我が国の課題の解決に向け、厳しい財政状況にもかかわらず、


科学技術に対する投資を行い、科学技術の振興による新たな成長への取組を行ってき


たところである。しかしながら、我が国の優れた研究開発成果が実際の社会で十分に


活かされず、新たな新産業や雇用の創出などに結び付いていない状況である。 


 このことは、1990 年代以降の数々の施策の努力にもかかわらず、デフレ基調が継続


し、社会経済に閉塞感が漂うことからも明らかである。 


また、科学技術分野においても、組織の枠を越えた研究者の流動性は乏しく、若手


研究者が将来に不安を持ち、産学官の連携についても具体的な成果に結びつく例がま


だまだ少ない状況である。 


 


 このようなこれまでの取組に対する反省を踏まえれば、科学技術イノベーション政


策は、真に豊かで活気のある社会を実現する源となる基礎研究や明日の我が国の活力


を担う人材育成等の取組から、基礎研究の成果を実際のイノベーションにつなげる技


術のシーズにしていく応用研究・開発研究、さらには、その技術シーズを実際に社会


に普及させて新たな産業の創造や生活様式の変化にまで導く取組を一体的に進める


ための政策として位置付けられる必要がある。 
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第４期科学技術基本計画（平成 23 年８月 19 日閣議決定）では、科学技術政策とイ


ノベーション政策を一体的に進めることを「科学技術イノベーション政策」と位置付


け、あわせて「科学技術イノベーション」を「科学的な発見や発明等による新たな知


識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・


公共的価値の創造に結びつける革新」と定義しているところである。 


 


 また、政府においては、昨年６月に閣議決定された「新成長戦略」（平成 22 年６月


18 日）において、「政策推進体制の抜本的体制強化のため、総合科学技術会議を改組


し、『科学・技術・イノベーション戦略本部(仮称)』を創設する」ことを謳っている。


前述の第４期科学技術基本計画においても、「科学技術イノベーション政策を国家戦


略として位置付け、より強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総合調整機能


を強化し、さらに、これを改組して、新たに『科学技術イノベーション戦略本部（仮


称）』を創設し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る」としている。 


 


 この「科学技術イノベーション戦略本部（仮称）」を創設するに当たっては、研究


者の視点だけでなく、企業、さらには受益者としての社会からの視点を含めた一体的


な取組によって科学技術イノベーション政策を強力に推進するため、資源配分だけで


なく、規制改革や需要創出等の、研究成果を発展・活用するための方策について総合


的に推進することが重要であり、そのための戦略の企画立案機能、各省の取組の調整


機能、政策助言機能についても強化することが求められている。 


 あわせて、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえ


た危機対応を強化するため、緊急時における、様々な対策への科学的知見の活用や国


民への一元的な情報発信という観点からの体制強化も求められている。 


 


 本研究会では、この科学技術イノベーション政策を強力に推進するための体制の在


り方について、緊急時における科学的知見の活用の在り方も含めて検討を行った。 


 この検討結果に基づき、政府において具体的な取組がなされることを期待する。 
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１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢 


 


科学技術イノベーション政策を強力に推進するために必要な体制の在り方の検


討の前提として、まず科学技術イノベーション政策に対する基本認識を明確にする


ことが重要である。 


あわせて、本研究会としての検討に対する基本姿勢も明確にしておく。 


 


（１）科学技術イノベーション政策に関する基本認識 


科学技術イノベーション政策を推進する体制の検討に当たっては、対象となる科


学技術イノベーション政策をどのようなものとして認識するかが必要である。 


 


科学技術イノベーション政策は、産業政策、教育政策、外交政策、国家安全保障


政策、農業政策、社会保障政策等と並ぶ、国家戦略の骨格をなすものの一つとして


位置付けることが重要である。 


 


また、科学技術イノベーション政策では、その対象が「科学技術」から「科学技


術イノベーション」へ拡張されることになるが、イノベーションに関係する者は社


会の各層にわたることから、科学技術イノベーションに参画する主体（政府、地方


自治体、企業、大学、研究開発を行う独立行政法人（以下、「研究開発法人」とい


う。）、地域社会及びその他多くの社会セクター）が一体となって科学技術イノベー


ション政策を推進することが重要であり、政策の推進に当たっては、以下のような


体制を構築することが重要である。 


○他の重要政策（産業、教育、外交等）とも連携し、研究開発の成果により我が


国の経済・社会に新しい価値を創造する体制 


○イノベーションの重要な担い手である産業界が科学技術イノベーション政策


の企画立案に参画するとともに、各企業が個々の施策に参加することにより科


学技術イノベーション政策推進に一体感を醸成する体制 


○科学技術イノベーション政策に関する情報が、研究者から国民まで、正確かつ


迅速に提供されて共有できる体制 


 


その政策の対象としては、研究開発だけでなく、研究開発成果の社会での利活用


（社会的実装）による価値の創造に向けた様々な環境整備が加わるほか、イノベー


ションの担い手である研究者、研究機関、企業等の個々の研究主体（以下「研究者


等」という。）に関し、研究資金と人材の流れをより柔軟にする等、多様な研究者


等が自由に切磋琢磨できる環境の整備や、大学・研究開発法人・産業界という異な


った環境に所属する個々の研究者等が既存の組織の壁を越えて有機的連携を実現


するための政策を行うことが求められる。 
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なお、研究開発法人については、科学技術イノベーション政策において必要な「研


究開発」を実施する範囲を明確にすることが必要であるとともに、研究開発法人と


国立大学法人の役割の違い（前者は所管府省から示されたミッションを実施するた


めの研究を行うのに対し、後者は自らの知的探究心に基づく研究（人類・国家の繁


栄を目的とする研究を含む）を実施するほか、研究を通して学生への教育を実施）


を明確に認識することが重要である。 


 


このように科学技術イノベーション政策は、科学技術政策よりも概念が広がって


おり、今まで国民が科学技術から受け取っていた以上の恩恵を受けることを目指す


ものである。また、科学技術イノベーション政策の範囲が科学技術政策よりも拡大


しているため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の事務は科学技術政策


担当大臣の事務よりも増大し、かつ、国家戦略の一つとして位置付けられる。その


ため、科学技術イノベーション政策を担当する大臣の果たす役割は、従来よりも拡


大すると考えられる。 


  


なお、第４期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策に関し、「自


然科学のみならず、人文社会や社会科学の視点も取り入れ、科学技術政策に加えて、


関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進をはかって


いくことが不可欠である」としており、科学技術イノベーション政策においては、


人文・社会科学の知見を積極的に活用することが必要である。但し、人間存在や認


識の深い問題を扱っている人文・社会科学のあらゆる分野をすべて科学技術イノベ


ーション政策の対象とすることについては十分な検討が必要であることに留意す


べきである。 


 


（２）科学技術イノベーション推進体制の検討に当たっての基本姿勢 


  本研究会の検討に当たっての基本姿勢は、以下のとおりである。 


○科学技術イノベーション政策の実現のためには何を、どのように変える必要が


あるのかという具体的な問題意識に根差した検討を行う必要があること 


○厳しい財政状況の下で科学技術イノベーションを推進していくためには、組織


の肥大化を招かないこと 


○行政刷新会議の科学技術・研究開発に関する取組との整合性に配慮すること 


○科学技術イノベーションに携わる関係者による国民の信頼を得る努力が不可


欠であること 
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２．我が国の科学技術イノベーション政策推進組織において強化すべき機能 


 


科学技術イノベーション政策推進組織には、科学技術イノベーション政策を強力


に推進していくため、以下のような機能を持たせることが重要である。 


  


（１）司令塔機能 


① 科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰した上での、科学技術イノベー


ション戦略構想の一元的な企画・立案及び各府省におけるメリハリの利いた


施策の実施の推進 


② 科学技術イノベーション戦略構想に基づく科学技術基本計画の作成及び同


計画に示された施策等の関係府省における着実な実施の確保 


③ 研究開発法人、大学、民間企業等のそれぞれの役割を明確に位置付けた上で


有機的に連携させた政策の企画立案 


④ 各界各層の多様な科学技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動


向や科学技術への社会的期待及び科学技術の社会的影響を把握した上での


政策の企画立案 


⑤ 各府省の行政ミッションとは別に、科学技術イノベーション推進の観点から、


研究者群（各府省及び研究開発法人の研究者、大学の研究者及び民間企業の


研究者）との双方向の情報交換による研究者間の連携促進・国として必要な


研究開発の提言（その結果としての各省の縦割りの打破） 


⑥ 学界、産業界等の有識者の専門的知見に基づいた政策的助言・科学的助言（両


助言とも社会科学の知見に基づく助言を含む。以下同じ。）双方を踏まえた


政策の企画立案 


 


（２）府省間の調整機能 


① 関係府省が行う研究開発成果の活用策（規制緩和、需要創出策等）、そのた


めの教育・人材育成施策、外交政策等を含むイノベーション関連施策との連


携 


② 研究開発及び科学技術系人材育成等における各省の連携の実現 


 


（３）科学的助言機能 


① 科学的助言の権威の向上による強化 


② 政策執行における行政庁のトップに対する科学技術的知見・イノベーション


に関する知見に基づく助言及び政府における科学技術的知見の「品質保証」


の実現 


 


（４）一元的な情報発信機能 


① 科学的知見を踏まえた政府としてのワンボイスの情報発信 
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② 科学技術イノベーション政策に関する情報の「司令塔」と研究現場との間で


の情報の双方向による正確な伝達  


 


（５）情報収集・分析機能 


① シンクタンクを活用した独自の立場での分析 


② 施策立案及び評価への効果的反映 


 


 


３．我が国の科学技術イノベーション政策推進組織の構成 


 


（１）「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称） 


  科学技術イノベーション政策を推進する組織としては、具体的には、 


○政府における科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」 


○政府に対して科学技術イノベーション施策の執行に当たって科学的助言を行う


組織（科学技術イノベーション顧問（仮称）） 


が考えられる。 


 


（２）「助言」機能の違い 


 「司令塔」においては、科学技術イノベーション政策を企画立案する際に、学界


及び産業界の有識者から、その専門的知見に基づいて政策的助言が行われるのに対


し、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、政府に対し、その行政について科学


的助言を行うことが期待されている。 


このように、「司令塔」における「助言」と科学技術イノベーション顧問（仮称）


の行う「助言」との間で機能が異なっていることから、両者の役割分担に留意すべ


きである。 


 


（３）「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）の連携 


 但し、科学技術イノベーション顧問（仮称）が、学界や産業界の有識者と同じ立


場で「司令塔」の構成員に加わり、「司令塔」の科学技術イノベーション政策の企


画立案の際に、政策的助言を行うことに参加することも想定されており、むしろこ


のように「司令塔」と科学技術イノベーション顧問（仮称）が国家戦略である科学


技術イノベーション政策の企画立案に関わることは重要である。    
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４．科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」の具体像 


 


１．で述べた基本認識に基づき、科学技術イノベーション政策では、研究開発に


係る施策だけでなく、研究開発の成果の社会での利活用（社会的実装）に関連する


施策はすべて幅広く対象とすべきであり、また、そのための研究者等の活動条件・


環境改善に係る施策もその対象範囲に含めるべきである。 


従って、「司令塔」は、これまでよりも幅広い施策を対象とする必要があり、以


下の検討では、この点を前提としている。 


 


（１）「司令塔」の権威・位置付け 


   ①「司令塔」の閣僚と有識者の構成 


科学技術イノベーション政策も他の政策同様、その決定は政治判断に基づき


行われるが、一方で、科学技術イノベーションに関する政策決定では専門的な


知識が必要な場合が多いため、「司令塔」の構成をどのように考えるかは重要


である。 


    この点については、方針決定の際には政治主導であることを明確にしつつ、


一方で政策決定の場にも、科学技術イノベーション顧問（仮称）等専門的知見


を有する有識者が加わり、その助言を受けることが必要であり、その点を踏ま


えた構成とすべきである。具体的には、政策決定とその執行に責任を有する閣


僚を主たる構成員とし、これに科学技術イノベーション顧問(仮称)や学界、産


業界の有識者が加わる形とすべきである。 


    他方、多様な意見及び考え方を政策決定に反映するための提言・助言を行う


とともに、その政策決定について専門的知見から検証を行う学界、産業界等の


有識者から構成される専門組織も別途、例えば、上述の「主として閣僚から構


成される組織」の下に整備すべきである。 


   


②「司令塔」の規模 


これまでの「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」へとイノ


ベーション政策が明示的に追加され、単なる研究開発の推進にとどまらず、そ


の成果の社会での利活用（社会的実装）を重視した政策展開が求められている。


このため新たな「司令塔」には、そのための戦略を検討できるような体制面の


強化が求められることも踏まえる必要がある。 


このため、「司令塔」の構成員である閣僚については、資源配分や総合調整


に係る閣僚だけでなく、科学技術イノベーションに深く関わる閣僚を構成員と


すべきであるが、すべての閣僚を構成員とするまでの必要はなく、閣僚の範囲


をどこまでにするのか、具体的な「司令塔」の規模の決定に当たっては、「司


令塔」で実質的な議論ができる範囲を考慮して決定する必要がある。 


中核となる閣僚を決定し、議題の必要に応じて関係閣僚に参加を要請するこ
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とについても考えるべきである。 


なお、構成員については、閣僚についても有識者についても、政策の立案・


実施に対する自らの責任を自覚し、利害関係にとらわれないことが必要であり、


そのことを担保する方策を検討すべきである。 


 


③専任の大臣 


「１．検討に当たっての基本認識と基本姿勢」において指摘したように、科


学技術イノベーション政策は科学技術政策よりも概念として広がっており、科


学技術イノベーション政策を担当する大臣が行う事務とその役割は現在の科学


技術政策担当大臣の場合よりも大きくなる。 


このため、国家戦略としての科学技術イノベーション政策を担当する大臣は、


他の業務との兼任を避け、この業務に専念できるようにすることが望ましく、


科学技術イノベーション政策を担当する大臣を必置とすることも検討すべきで


ある。但し、閣僚数にも限りがあることから、専任が難しい場合でも、少なく


とも、この業務に従事する時間を十分確保できるようにすべきである。 


 


   ④「司令塔」の範囲 


「司令塔」については、前述の「主として閣僚から構成される組織」及び「有


識者から構成される組織」のほか、これらの組織を支える事務局についても「司


令塔」の構成要素と位置付け、この事務局による各府省に対する調整等を実効


性あるものとすることが必要である。 


 


⑤国家戦略全体を担当する組織（国家戦略会議）との関係 


    科学技術イノベーション政策を国家戦略として位置付けた場合、国家戦略会


議と「司令塔」の役割分担については、国家戦略のうち科学技術イノベーショ


ンの知見が必要な事項は「司令塔」で検討し、その結果も踏まえて国家戦略会


議が国家戦略を立案することが適切である。 


また、科学技術イノベーション政策を担当する大臣が国家戦略会議の構成員


となることが望ましい。 


 


⑥現場の科学者、技術者、企業関係者等と「司令塔」との関係強化 


「司令塔」が科学技術イノベーション政策を調査審議するに当たっては、政


策を実施する現場のニーズを予め把握するとともに、政策の方向性を現場にフ


ィードバックする仕組を構築することが必要である。 


その際、必要に応じ、「司令塔」の中に、若手研究者、中小企業の関係者等


も含めた各界各層の多様な科学技術イノベーション政策に関係する者とのコ


ミュニケーションを透明かつ開放的に行うことが可能な組織の設置も検討す


べきである。 
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⑦安定的で継続的なグランドデザインの提示 


「司令塔」が企画・立案した政策を各府省が実施する場合、これまで以上に


政策の継続性を担保することにより、特に若手研究者など今後の科学技術イノ


ベーション活動を担う人材からの政策への信頼感を向上させることが必要で


あり、長期的視点に立った政策の企画立案を基本とすべきである。 


 


⑧各府省に対する方針提示の根拠となる調査・分析能力の確保 


各府省に示す方針については、その方針の裏付けとなる情報を示すことが、


各府省における実施の徹底に不可欠である。そのためには、方針の企画立案に


当たり、「司令塔」は幅広く社会のニーズを適時的確に把握することが重要で


ある。 


このため、既に各府省に科学技術イノベーションに関する調査研究を実施し


ている機関があることから、政府内における役割分担を整理しつつ、「司令塔」


を支える事務局のシンクタンク機能を強化し、「司令塔」に対して政策判断に


必要な情報を提供できるようにすることが重要である。 


 


（２）実効性のある科学技術イノベーション政策の方針を立案し、各府省において実


施を徹底するために必要な権限 


    ①科学技術の振興とイノベーションの創出との関係 


      「科学技術政策」から「科学技術イノベーション政策」への概念の広がりに


伴い、「司令塔」においては「科学技術イノベーション」を対象とする必要が


ある。このため、総合科学技術会議が担当していた「科学技術の振興」に加え、


研究開発の成果の実用化によって、我が国に「イノベーション」をもたらすた


めの事務を新たに行うこととなる。 


具体的には、研究開発の成果を社会において実用化するための環境整備とし


て、 


・研究開発成果の社会の実用化に向けた規制改革 


・新たな研究開発を誘発するための、研究開発成果に基づく新製品、新サービ


ス等に対する需要の創出 


・技術シーズを持っている研究開発ベンチャーへの資金供給環境の改善 


・国際的な人材の移動や投資ルールの整備 


・研究開発を担当する府省と、実用化において重要な役割を担う規制を担当す


る府省間の研究開発段階からの一体的連携 


・研究開発を担当する府省と、相手国における研究開発活動の促進や相手国企


業・研究機関の我が国における研究開発活動の促進等に係る国際交渉を担当


する府省間の、研究開発段階からの一体的連携 


の促進を可能にするような事務を新たに行うことが「司令塔」には求められる。 
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②ＰＤＣＡサイクルの確立 


科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルを確立する観点か


らは、「司令塔」は現行の大型研究開発の評価に加え、各府省における科学技


術イノベーション政策を検証し、その検証結果に基づき、科学技術イノベーシ


ョン関係施策の重点化を行うようにすべきである。 


なお、「司令塔」の評価・検証に当たっては、各府省で行われる評価との重


複を避け、研究開発の成果等、科学技術イノベーション政策の結果が社会でど


のように活用されたかという観点が重要である。 


ＰＤＣＡサイクルを徹底する観点からは、「司令塔」の示した方針に対して、


各府省がどのように対応したかを「司令塔」に説明することが必要であり、こ


のことを担保する仕組を検討すべきである。 


「司令塔」においては、科学技術イノベーションに関する戦略を立案する役


割を持つ部門と、戦略作成前の社会的期待や科学技術の社会に対する影響に関


するアセスメントや戦略に基づく施策の評価・検証により戦略立案の支援を行


う役割を持つ部門の２つを持つことが重要である。 


また、「司令塔」は、各府省における施策の実施状況について評価するだけ


でなく、「司令塔」の企画立案した戦略そのものについても評価することが重


要である。この点については、Ｐ８で前述した「有識者から構成される専門組


織」が、その役割を担うことが期待される。また、「司令塔」の企画立案した


戦略の評価に当たっては、科学技術イノベーション政策に関係する多様な者の


意見を広く聞くことが重要である。 


なお、評価においては、被評価者のモチベーションが向上するような評価、


具体的には、被評価者が、評価による施策の改善を実感したり、政策の企画立


案過程の透明性を向上させることで評価結果が政策の企画立案に反映されて


いることが可視できるようにするなどにより、非評価者が評価を受けることに


積極的な意義が見出されるようにすべきである。 


 


③各府省（イノベーション関連部局を含む）との関係 


「司令塔」は、科学技術イノベーション政策推進の観点から、各府省及び各


府省所管の研究機関（国立試験研究機関及び研究開発法人）に対し、必要な施


策の実施を提言することを可能とすべきであり、その仕組を検討すべきである。 


この提言においては、「司令塔」は、関係府省間を連携させる仲介の役割も


担うべきである。この連携を仲介するための人材の育成・確保も重要であり、


後述の事務局の在り方の中で検討する。 


なお、「司令塔」の方針に従って、各府省が具体的な施策を実施することと


し、「司令塔」自らは具体的な施策（研究開発プロジェクトの実施等）は実施


しないこととすべきである。 
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また、「司令塔」はイノベーション関連施策（規制緩和、需要創出、教育、


外交等）に関し、イノベーション創出の立場から提案をして、関係府省との間


で望ましい施策を構築するため、具体的な仕組を検討すべきである。 


いわゆる「イノベーション関連部局」との関係については、「司令塔」は科


学技術イノベーションの主要分野（宇宙、海洋、情報通信、知的財産等）の戦


略立案に関与することが重要である。 


このため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）と


知的財産戦略本部については、「司令塔」との統合を検討すべきである。具体


的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法及び知的財産基本法の趣旨


も踏まえ検討を進めるべきである。 


また、「司令塔」は、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部に対しても、


科学技術イノベーションに関連する部分については、「司令塔」の方針を反映


できるようにすべきである。 


科学技術に関する調整事務等の府省横断的事務については、文部科学省の科


学技術基本計画策定事務及び科学技術に関する関係行政機関の経費の見積り


の方針の調整等の調整事務を「司令塔」に移管し、府省横断的事務は「司令塔」


に一元化することを検討すべきである。「司令塔」の方針を踏まえ、関係府省


の連携を強化し、一体的な取り組みが促進されることを検討すべきである。 


 


④研究開発法人との関係 


研究開発法人を含む独立行政法人の制度改革が検討されていることと連携


しつつ、「司令塔」が研究開発法人に対しても、研究開発の成果を最大化でき


るように、一定の関与ができる形にする必要がある。 


具体的には、 


○「司令塔」が、随時、科学技術イノベーションの取組が社会につながるよう


に、研究開発法人の活動について主務大臣へ勧告することができる 


○研究開発の特性に鑑みた法人評価の基本方針を「司令塔」によって策定する 


○主務大臣が作成する中期目標案／終了時報告書案（サンセット条項）につい


て、「司令塔」によるチェックシステムを導入する 


○「司令塔」がＰＤＣＡサイクル（成果目標の設定及び評価）を担い、研究開


発法人を主導するため、現在総合科学技術会議が取り組んでいる「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」のような取組を研究


開発法人に対しても拡充、推進する 


ことが必要である。 


 


⑤大学との関係 


「大学の自治」に留意しつつ、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活


用（社会的実装）において国立大学法人、私立大学及び公立大学の有する能
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力が十分に活かされるように、科学技術イノベーション政策における大学の


役割の基本的方向性を「司令塔」は示すことが必要である。 


国立大学法人については、文部科学大臣が定める中期目標に沿って国立大学


法人が中期計画を作成することから、「司令塔」は科学技術基本計画を始め


とする司令塔が企画立案した政策に関する国立大学法人全体の研究活動を


踏まえ、文部科学大臣に対する政策提言等の取組を推進すべきである。特に


イノベーションの取組については、その取組が社会につなげるため文部科学


大臣に勧告することも可能とすべきである。 


 


 ⑥産業界等との関係（P） 


科学技術イノベーション政策においては、イノベーションの担い手である産


業界を中心とする経済社会の多様な活動主体からの積極的な参画を得ること


が重要である。このため、「司令塔」の調整の下に産業界、ＮＰＯ法人、大学、


公的研究機関等の多様で幅広い研究者の参加により、科学技術政策上の重要課


題に関する戦略の検討から推進までを担うプラットフォームを構築すること


が重要である。 


このプラットフォームとして、現在総合科学技術会議で検討中の「科学技術


イノベーション戦略協議会」が考えられ、「司令塔」においても「科学技術イ


ノベーション戦略協議会」の活用を検討するべきである。 


 


（３）予算編成等資源配分における役割 


    ①科学技術イノベーション関係施策全般について「司令塔」が俯瞰して方針を


示す範囲 


「司令塔」は、科学技術イノベーション戦略に基づいて重点化の方針を示し、


この方針に基づく政府の科学技術イノベーション関係施策全体の内容を把握


し、さらにそれを踏まえて資源配分等の新たな方針等の意見を示すことが必要


である。 


科学技術イノベーション関係施策全体を把握するためには、「司令塔」が各


府省に対して、科学技術イノベーション関係施策に関する情報の提供を求める


ことを可能にすることが必要である。 


なお、施策の内容把握の在り方については、必ずしも個々の施策の詳細につ


いてまで把握するのではなく、個々の施策が構成要素となっている、政策課題


解決のための施策群単位での把握が重要である。 


「司令塔」がその方針を示す範囲については、科学技術イノベーション関係


施策全般とすべきであり、現在、総合科学技術会議が実施している「科学技術


重要施策アクションプラン」や「重点施策パッケージ」の対象を拡大すること


が必要である。 


なお、「司令塔」が方針を示す対象として、研究開発法人、国立大学法人及
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び大学共同利用機関法人も含めるべきである。すなわち、独立行政法人制度及


び国立大学法人制度が事後チェックを基本としていることや大学の自治を踏


まえつつ、次年度概算要求前に、研究開発及び研究開発の成果の社会での利活


用（社会的実装）において研究開発法人、国立大学法人及び大学共同利用機関


法人が果たすべき役割に関する「司令塔」としての方針を示し、それに対する


個々の研究開発法人の対応と国立大学法人全体としての対応状況について「司


令塔」が検証し、それを踏まえた政策提言を関係大臣に行うことができるよう


にすべきである。また、大学及び大学共同利用機関が行う研究活動については、


大学の自主性・自律性を尊重しつつ、大学が自ら科学技術イノベーション政策


に貢献できるよう「司令塔」は必要な政策提言を関係大臣に行うことができる


ようにすべきである。 


     


②「メリハリの利いた施策の実現」と「大枠としての科学技術関係予算の確保」


の考え方 


メリハリの利いた科学技術イノベーション関係施策の実現には、府省の縦


割りを超えて施策全体の資源配分方針を示すことが必要である。そのために


は、各府省・研究開発法人の研究開発に従事している者と「司令塔」との間


の双方向のコミュニケーションを確立し、これに基づき、「司令塔」が政府


として重要な課題を設定することが必要である。また、司令塔とこれらの研


究開発の従事者とのコミュニケーションは概算要求前に限らず、常時行うこ


とが重要である。 


大枠としての科学技術イノベーション関係予算の確保をするため、「司令


塔」は、予算編成作業の各段階において、国家戦略を担当する組織（国家戦


略会議）と連携して、国家戦略としての科学技術イノベーション予算への適


切な予算配分のための方針を示し、その方針の実現に取り組むべきである。 


その一方で、「司令塔」は、科学技術イノベーション施策について相対評


価等による厳格な優先順位付け、検証可能な成果目標の設定とそれに基づく


評価の実施などを通じ、質が高く「メリハリの利いた施策を実現」し、イノ


ベーションの成果を示すことによって納税者である国民の科学技術予算に


対する信頼感を得ることが必要である。 


 


   ③「司令塔」の予算 


     「司令塔」は、科学技術イノベーション関係施策全体を俯瞰して、そのマ


ネージメントのために自らの方針を徹底できることを可能にすることが求


められる。従って、後述するように、「司令塔」は、あくまでも各府省に対


して方針を示すことに留め、実際の施策の実施は各府省に任せるべきである。 


但し、スクラップアンドビルドにより、「司令塔」の調査分析機能を向上


させるために要する費用自体は確保することが望ましい。 
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（４）「司令塔」の位置付け 


   上記の検討を踏まえた場合、望ましい「司令塔」の国家行政組織上の位置付け


としては、科学技術イノベーション政策に関する調査審議にとどまらず、その結


果に基づき各府省に対し施策の実施の推進及び総合調整を行う「本部」組織とす


ることが望ましい。この場合、内閣総理大臣が本部長、科学技術イノベーション


政策担当大臣が副本部長としてこの組織に参加することが望ましい。 


   また、科学技術イノベーション政策は長期的に安定した取組が必要であるため、


「司令塔」は、その時々の政策課題に応じ、柔軟かつ弾力的に対応する組織であ


る内閣官房ではなく、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を


行う内閣府に設置することが望ましい。 
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５．科学的助言を行う組織（科学技術イノベーション顧問（仮称））の具体像 


（１）科学技術イノベーション顧問（仮称）の政府部内における位置づけ 


①政府部内における役割（既存の体制との関係） 


科学者の助言や緊急時の対応について、各府省の審議会、政府への助言機能


を果たしている独立行政法人、各種危機管理体制など様々な既存の体制がある


なかで、科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置を検討する意義としては


以下の点が挙げられる。 


 


○国民に対する政策の品質保証 


・現在の各府省の審議会や政府への助言機能を果たしている独立行政法人は、


各行政分野のミッションの実現に向け、当該行政を担う府省のニーズを踏


まえた助言を行っている。これを補完して、各行政分野で科学技術の知見


が有効に活用されるように、施策の立案や執行、評価反映の各段階で当該


行政のミッションから独立の立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研


究機関（国立試験研究機関、研究開発法人）に対して適時的確な助言を行


うとともに、政府における科学的知見の活用に関する「品質保証」（政策


の企画立案にあたり、適切な科学技術データが活用されているかの検証）


を行うことが可能となること 


 


   ○緊急時における一元的情報提供 


・緊急事態発生時に、錯綜する情報を集約・整理して、一元的に内閣総理大


臣及び関係各大臣に情報を提供して、既存の危機管理体制がより一層有効


に機能するようにするとともに、国民に対しても緊急事態の現状及びその


対策について一元的に情報を提供することが可能となること 


 


   ○科学的助言への専念による中立性の確保 


・予算編成に関わらないことで、各府省の行政ミッションとは独立した立場


で、科学技術イノベーション推進のために専門的知見に基づく助言を行う


ことへの専念が可能となるため、関係者がより容易に助言を受け入れるこ


とが可能となること 


  


②各府省における科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、前述のように、各行政分野で科学


技術イノベーションに関する知見が有効に活用されるように、当該行政のミッ


ションから独立した立場で主務大臣、各府省及び各府省所管の研究機関（国立


試験研究機関及び研究開発法人）に対して科学的助言や科学的知見の活用の品


質保証を行うことが重要である。このため、内閣総理大臣及び科学技術イノベ


ーション政策を担当する大臣に対して助言を実施する科学技術イノベーショ
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ン顧問（仮称）に加え、科学技術イノベーションと関係の深い省に、各大臣に


助言を行う科学技術イノベーション顧問（仮称）を設置することについて、審


議会等の既存組織との関係も踏まえて検討すべきである。 


この場合には、英国のように、内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政


策を担当する大臣に助言を行う者（内閣総理大臣及び科学技術イノベーション


政策を担当する大臣に助言を行う者が複数名の場合は、そのうちの１名。詳細


については後述）を首席科学技術イノベーション顧問（仮称）とするほか、科


学技術イノベーション顧問（仮称）から構成される会議を設置して、政府部内


において整合性のとれた科学的助言を担保するとともに、科学技術イノベーシ


ョンに関する助言の観点から各府省を横断的に俯瞰することについても検討


すべきである。 


 


③対外的な役割 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、科学技術（科学アカデミー、学界


及び産業界）と政府との間をつなぐ役割を担う存在とすべきである。 


また、国民の関心が高い科学技術イノベーション行政に関する情報を国民に


適切に周知する役割を担うべきである。但し、科学技術イノベーション行政に


関するスポークスマンとしては、科学技術イノベーション顧問（仮称）と国民


からの負託を受けている科学技術イノベーション政策を担当する大臣等の政


務三役との間で適切に役割分担することが望まれる。 


さらに、首席科学技術イノベーション顧問（仮称）については、米国の科学


技術担当大統領補佐官や英国の首席科学技術顧問と定期的に会合を持つこと


により、科学技術外交面で我が国が世界をリードしていくことも期待される。


なお、欧州委員会においても、欧州委員会委員長に対する科学技術顧問を設置


することが検討されているという情報もあり、この場合には、日米英欧の科学


技術に関する顧問による協力体制の構築も期待される。     


  


（２）科学技術イノベーション顧問（仮称）の事務 


    ①内閣総理大臣等科学技術イノベーション関係大臣への科学的助言 


５（１）において指摘した通り、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、


政府の科学技術イノベーション関係施策の実施にあたり、内閣総理大臣、科学


技術イノベーション政策を担当する大臣及び科学技術イノベーションの関係


大臣に対し、科学技術に関する知見の活用が適切に行われるよう、科学技術に


関する助言、情報の提供等を実施する。 


但し、緊急時の助言は、様々な情報の集約・整理とその整理に基づく適時的


確な情報の提供が重要であるとともに、他の法令の規定に基づく緊急時の対応


と調和が保たれるようにすることが重要である。 
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②適切な情報発信 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、国民の関心が高い科学技術イノベ


ーション行政に関する情報を国民に適切に周知する事務を担うことが重要で


ある。 


 


③関係行政機関への協力要請 


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言の質を高めるため、関係する審


議会その他の関係行政機関の長及び科学技術イノベーションに関し識見を有


する者から必要な協力を得ることが重要であり、そのための仕組みを構築すべ


きである。 


 


（３）科学技術イノベーション顧問（仮称）のサポート体制、人選その他 


①科学アカデミー及び産業界との関係 


科学技術イノベーション顧問（仮称）は、実効性のある質の高い助言を行う


ために、自らを支える事務局機能を持つとともに、日本学術会議を中心とした


科学アカデミーからの専門的知見に関する情報提供や産業界からのイノベー


ションを中心とした情報提供を定期的に受ける仕組を構築することが必要で


ある。 


 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）に求められる資質 


科学技術イノベーション顧問（仮称）には、政治家ではなく、民間人（科学


者又は産業界での科学技術イノベーションの経験を有する者）を選定すべきで


ある。 


また、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、自らの専門以外の専門的知


見について、当該専門家からの助言を予断なく受け入れ、科学技術全体、さら


にはイノベーションに関する取組状況を俯瞰し、公平な立場で、自らの責任で


最適と考える助言を行うことができる人物が望ましい。 


さらに、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、内閣総理大臣との間の信


頼関係を構築できることが重要である。 


 


③科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選・任命・定員等 


内閣総理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対して科


学的助言を実施する首席科学技術イノベーション顧問（仮称）は、１名とし、


その権威を高める観点から、内閣総理大臣により、国会の同意を得て、任命さ


れることにすべきである。 


首席科学技術イノベーション顧問（仮称）に加え、内閣総理大臣は、内閣総


理大臣及び科学技術イノベーション政策を担当する大臣に対する科学技術イ


ノベーション顧問（仮称）を任命できることとし、その定員は２名以内（首席







18 
 


科学技術イノベーション顧問（仮称）とあわせて計３名以内）とすべきである。 


このとき、あらかじめ科学技術イノベーション顧問（仮称）選出委員会のよ


うな機能を既存組織に担わせ、公募等により示された候補者から科学技術イノ


ベーション顧問（仮称）を選出する方法をとることも考えられる。 


また、科学技術イノベーションに関係が深い省に置かれる科学技術イノベー


ション顧問（仮称）については、１名を基本とし、当該省の大臣が任命するこ


とにすべきである。  


科学技術に関する有識者の中から幅広く優秀な人材を確保するため、科学技


術イノベーション顧問（仮称）は、危機管理時の対応などその責任を明確にし


た上で、必ずしも常勤としなくても良いこととすべきである。また、常勤の場


合でも、範囲を明確に限定した上で他の職務との兼務を認めることも検討すべ


きである。 


現行の総合科学技術会議の有識者議員の任期は２年だが、科学技術イノベー


ション顧問（仮称）については、一定程度の長期にわたって継続的に助言を行


う観点から任期を３年とし、再任を可能とすることとすべきである。但し、あ


まり長期にわたって、同じ者が同一ポストに就くことは避けるべきである。 


 


④科学的助言と政治的意思決定の関係 


国民の科学技術行政に対する信頼性を高める観点から、英国等の例を参考に


科学技術イノベーション顧問（仮称）の助言と政治的な意思決定の関係を規定


するルール作りを行うことが必要である。 
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６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称））を支える体制 


 


（１）日本学術会議等科学アカデミーとの関係 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的確な判断を下すこ


とを可能とするため、日本学術会議によって「司令塔」及び科学技術イノベー


ション顧問（仮称）に対し、中立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構


築することが必要である。 


具体的には、「司令塔」と日本学術会議が定期的に意見交換を行うなど「司


令塔」と日本学術会議とのコミュニケーションを十分に確保すべきである。ま


た、前述したように、科学技術イノベーション顧問（仮称）は、その科学的助


言の質を高めるため、日本学術会議に対して必要な協力要請を随時行うべきで


ある。 


また、日本学術会議においては、政府（「司令塔」及び科学技術イノベーシ


ョン顧問（仮称））に対し必要な助言を行うために、その科学的助言機能を充


実させることが求められる。 


また、学会等の意見を「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）


が定期的に把握することが可能となる仕組みを構築することが必要である。な


お、司令塔は、日本学術会議から提供された中立的な立場からの専門的な知見


については、社会に広く公表すべきである。 


 


（２）産業界との関係 


  科学技術イノベーションを実現する観点からは、産業界の意見についても


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が定期的に把握すること


が可能となる仕組を構築することが必要である。 


  この点については、Ｐ12 で述べた「科学技術イノベーション戦略協議会」


の活用も検討すべきである。 


 


（３）「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）を支える事務局の在り方 


①共通事務局 


「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）は利益相反となること


は想定しにくいこと及び人材の効率的な活用の観点から、両者を支える事務局


は同一とすべきである。 


 


   ②事務局の陣容 


事務局については、科学技術イノベーションに関係する多様な関係者から構


成されるべきであり、組織の肥大化を招かないよう留意しつつ、期待される機


能が発揮されるような体制整備を図る一方法として、科学技術イノベーション
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を理解している行政官の他、若手研究者をキャリアパスの一環として登用する


ことを検討すべきである。 


また、調査分析を行う人材（シンクタンク的人材）と並んで関係府省間を連


携させる仲介の役割も担う人材（政策起業家的人材）を事務局において登用す


ることで、この種の人材のキャリアパスの構築も検討するべきである。 


このようなキャリアパスの構築が、人材の育成・確保につながるという観点


からも重要である。但し、具体的な登用に当たっては、研究者が年間を通じて


行う事務は具体的にどの程度あるのか、即戦力として行政官と比べた場合の優


位性について整理することが必要である。 


国民の「司令塔」の事務局に対する信頼感の醸成のためには、事務局に在籍


する行政官のキャリアパスの在り方（出向元との関係、科学技術イノベーショ


ンを専門とする人材の育成、大学及び産業界からの登用等）についても明確な


ルールを整理することが必要である。 


 


   ③事務局のシンクタンク機能の在り方 


    科学技術イノベーション政策の企画立案においては、各界各層の多様な科学


技術関係者（基礎研究からイノベーションまで）の動向や社会からの科学技術


への社会的期待や科学技術の社会的影響を把握することが重要であり、このた


めには事務局のシンクタンク機能を充実させることが必要である。 


効果的な調査分析機能強化の観点から、事務局は既存の科学技術に関する


様々なシンクタンク（公的研究機関、大学等）との連携を現状以上に強化すべ


きである。 


その際、各シンクタンクの調査分析に関する的確な指示、調査分析結果の検


討を事務局において行うことが重要であるほか、事務局が各シンクタンクのネ


ットワークのハブとしてこのネットワークを運営すること重要である。このた


め、事務局にスクラップアンドビルドにより、シンクタンク機能の中核（コア）


となる部分を整備し、各シンクタンクとの間で人材を流動化させるメカニズム


を構築することを検討すべきである。 
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【新しい科学技術イノベーション戦略推進体制（案）（イメージ図）】 
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 首席科学技術イノベーション顧問＋有識者（学、産） 


科学技術イノベーション推進の観点からの 


総合戦略の作成、方針の提示、総合調整 


・・・
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科学技術イノベーション顧問会議 


科学技術イノベーション顧問 


科学技術イノベーション顧問 


科学技術イノベーション顧問 


（オブザーバー） 


（オブザーバー） 


・
・
・ 


大学 


産業界 
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係 


府 


省 


日本学術会議 


産業界 


科学技術系 


シンクタンク 


事 


務 


局 


科学技術イノベーション諮問会議 


議長：首席科学技術イノベーション顧問


議員：学界、産業界の有識者 


内閣総理大臣 


科学技術イノベーション政策担当大臣
首席科学技術イノベーション顧問 


（再掲） 
科学的助言 


政策的助言 
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７．タイムスケジュール 


上記のように、本研究会では科学技術イノベーション政策推進体制の在り方につ


いて検討した。 


  政府においては、この検討結果の実現に向けた対応が望まれるが、 


○科学技術イノベーション政策の推進体制の強化の基盤となるもので、実施すべき


ことが明確であることから、その実施に向けた作業の着手に向け早急に対応すべ


き事項、 


○早急に対応すべき事項の実現を前提とした検討が必要なことや具体的な対応の


内容の検討が必要なことから、この検討結果の実現に一定程度の時間を要する事


項 


に分類して対応していくべきである。 


  このため、以下に早急に対応すべき事項と対応に検討を要する事項とに分類を行


った。 


 


（１）早急に対応すべき事項 


   ①科学技術イノベーション政策推進の「司令塔」としての「科学技術イノベーシ


ョン戦略本部」（仮称）の設置 


   ②文部科学省の科学技術に関する府省横断的事務の移管（P） 


      ③科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


   ④科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）と日本学術会議及び産業界との連携強化 


   ⑤科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）と国民・現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション


の強化 


  なお、④及び⑤については「本部」等が設置されるまでは総合科学技術会議で対


応すべきである。 


 


（２）対応に検討を要する事項 


①科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の構成員の具体的人選 


②科学技術イノベーション顧問（仮称）の人選方法、具体的人選 


   ③科学技術イノベーション戦略本部（仮称）・科学技術イノベーション顧問（仮


称）を支える事務局の調査分析機能の強化の具体的方策 


・同事務局への若手研究者（調査分析及び関係府省間の連携仲介のための人材）


登用の具体的方策 


・事務局に在籍する行政官のキャリアパスの在り方に関する明確なルールの整


理 


④イノベーション政策の観点からの科学技術イノベーション戦略本部（仮称）、 


 IT 戦略本部及び知的財産戦略本部の関係整理（P）  
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８．運用で対応可能な事項と制度改正が必要な事項 


以上のように検討してきた事項については、現行制度の中で、運用で対応できる


ものと、運用では対応できず、現行制度の改正が必要なものとに分類できる。これ


については、今後更なる検討が必要であるが、参考として以下の分類を実施した。 


 


（１）運用で対応 


運用で対応できると考えられるものは以下の通りである。７．において早急に対


応すべきとした事項については、現行体制においても、既存の資源を有効に活用し


て、具体的な対応に向けた検討を進め、実現をしていくべきである。 


 ①「司令塔」 


○国家戦略を担当する組織（国家戦略会議）との連携 


・国家戦略としての科学技術イノベーションの推進のための政策を企画・立案し、


必要に応じ国家戦略会議へ提言・報告 


   ○双方向のコミュニケーション強化 


   ・国民とのコミュニケーション 


・国立大学法人、産業界とのコミュニケーション 


   ・研究現場の研究従事者（科学者、研究者等）とのコミュニケーション 


  ○ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組 


・科学技術イノベーション政策に関して示した方針の各省における具体的な取組   


 を次年度の資源配分へ反映 


○関係行政機関との連携 


  ・科学技術イノベーション政策推進に向け、宇宙、海洋、原子力、ＩＴ、知財等


関連行政分野との連携の緊密化 


  ・イノベーション関連施策に関する関係行政機関との連携の実現 


○予算編成等資源配分における役割の強化 


・科学技術関係予算全般について把握し、全般に対して「司令塔」としての考え


を提示 


  ・検証可能な成果目標の設定、相対評価等による優先順位付け（個々の詳細な施


策ではなく、政策課題解決の観点からの施策単位）等を通じたメリハリの利い


た施策の実現とそれを前提としての大枠としての科学技術関係予算の確保 


 


 ②「司令塔」を支える体制 


  ○日本学術会議の「科学的助言」機能の強化 


○事務局の調査分析機能の強化 


   ・政策統括官（科学技術政策・イノベーション）の調査分析体制の強化 


   ・政府内の科学技術イノベーション関係のシンクタンクとの連携強化 
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（２）現行制度の改正による対応 


   ①新しい「司令塔」の設置 


    総合科学技術会議を改組して、本報告書で示した「司令塔」機能を具備する「科


学技術イノベーション戦略本部」（仮称）を設置する。 


    このとき、独立行政法人全体の改革への取組に留意しつつ、研究開発法人との


関係についても必要な事項に関しても検討すべきである。 


 


   ②科学技術イノベーション顧問（仮称）の設置 


    本報告書で示した内容を具備する科学技術イノベーション顧問（仮称）を政府


内に設置するに当たっては、運用による対応に加え、必要に応じ、現行制度の


改正による対応を検討すべきである。 


     


   








「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（素案）」 


に対する意見 


 


2011 年 12 月 14 日 


日本私立大学連合会事務局 


 


 


 この度の「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書」


は、我が国の科学技術政策とイノベーション政策とを一体的に推進する上で、


極めて重要な提言が審議されています。この間の関係者のご努力に敬意を表し


ます。 


その上で、本連合会を構成する３団体（日本私立大学協会、社団法人日本私


立大学連盟、日本私立大学振興協会）に意見を照会しましたところ、添付のと


おり日本私立大学協会傘下の大学から若干の意見が寄せられましたので、ご参


考までにお届けします。 


  


資料１-３ 







内閣府 政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）企画担当 御中 


１．団体名 日本私立大学団体連合会（日本私立大学協会） 


 


２．連絡先 住所 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館 8階 


電話番号 03-3221-7686 


FAX 03-3221-7757 


E-mail  


３．ご意見 


 ①ご意見該当箇所 


 ②ご意見 


 ③理由 


  


【⑤大学との関係について（P11）】 


■①P11、34 行目 


②文頭にある『「大学の自治」に留意しつつ、』の前に、『イ


ノベーションのもととなる基礎研究を行う大学に対して


は、』を入れる。 


■①P11、34-35 行目 


②『社会での利活用（社会的実装）』を『社会での利活用（実


用）』に代える。 


 


■これまで日本の科学技術が成果を上げてきたのは、国民全体


として数理教育に支えられていて、大企業ばかりでなく中小企


業までもが優れた技術力を備えおり、さらに協力体制を組みな


がら技術の推進や開発に当たることができた点にあると考え


る。どのような優れた科学技術イノベーション政策を提案でき


ても、このような従来の優れた点を見過ごしては実現が難し


い。真の意味で科学技術を育てるためには、大学での、特に約


８割の学部学生を預かる私立大学での人材育成に関して充分


な配慮がなされなければならない。 


一方、残念ながら数理科目を含む学生の学力に対する懸念が


近年報じられており、ゆとり教育の反省に立ち初等中等教育の


見直しが行われているが、科学教育についていえば、大学及び


大学院教育においてもその余波が大きい状況にある。まずはこ


の回復のために、国としてかなり大がかりな教育支援を行わな


ければ、どのような高邁な科学技術イノベーション政策をかか


げてもその実行は困難と思われる。 


 このような危機的な状況回避には、私立大学をはじめとする


大学での早急な人材育成が極めて重要である。11 頁の⑤では


※ご意見に関しては具体


的に修文案をお示しいた


だけますと幸いです。 







 


大学との関係について触れているが、もっと積極的に基礎科学


教育の推進と人材育成の必要性を明文化し、科学技術イノベー


ション政策の一つとして盛り込む必要がある。 


 


【その他】 


■イノベーションを推進するために最も必要なことは、イノベ


ーションを行う主体の受ける制約をなくし、それぞれの創意の


もとに自由な活動ができる環境を保証することである。本構想


は産学連携が徐々に進展している中で、新産業創出などイノベ


ーションの具体的成果が乏しい日本の状況を打開するため、内


閣府の中に省庁横断的なイノベーションを行う司令塔と事務


組織を構築し、この司令塔のもと、各省庁が一体となって、新


産業創出を推進するとされている。しかし、実施に対する予算


が各省庁にまかされているのであれば、新しい司令塔は省庁間


の意思疎通、調整機関としてしか機能しないことを危惧する。


 


■科学技術イノベーション政策の推進にあたっては、人文社会


科学、自然科学の統合を図りつつ、基礎的研究を強力に推進助


成するなどの統合的、基盤的な環境整備がより有効な手法であ


ると考える。 


 


■大学との関係について言えば、本構想は政治主導による日本


学術会議と国立大学を中心とした提言で、日本の高等教育政策


の偏りをさらに強固にするものであって、日本の全ての高等教


育機関が持つ教育研究力を、イノベーション推進に向かわせる


駆動力とはなっていない。 


 現在、私立大学は全大学の７７％を占め、企業の社長の約６


５％が私立大学の出身者である。こうした国家プロジェクトを


国の機関・組織（国立大学）だけで推進し達成することは困難


であり、民間活力（私立大学）を活用する発想が根本にない限


り、推進力とはならない。 


 


                        以 上 


 








 


 


「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（素案）」 


に対する意見 


 


2011 年 12 月 14 日 


日本学術会議事務局 


 


 


 


 日本学術会議からの意見として、６章の冒頭を以下のとおり修正いただきま


すようお願いします。 


 


６．新しい科学技術イノベーション政策推進組織（「司令塔」及び科学技術イ


ノベーション顧問（仮称））を支える体制 


 


（１）日本学術会議等科学アカデミーとの関係 


 「司令塔」及び科学技術イノベーション顧問（仮称）が的確な判断を下すこ


とを可能とするため、日本学術会議法でわが国の科学者の内外に対する代表機


関とされている日本学術会議によって、「司令塔」及び科学技術イノベーショ


ン顧問（仮称）に対し、中立な立場で専門的な知見が提供される仕組を構築す


ることが必要である。 
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「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書（素案）」 


に対する意見 


2011 年 12 月 14 日 


経団連産業技術委員会 


 


Ⅰ．はじめに（基本認識） 


 第４期科学技術基本計画において、これまでの「科学技術政策」を「科学技


術イノベーション政策」へと転換させた意義は大きい。これを実効あるものと


するためには、民間の知見の活用を進めるとともに、省庁や関係する諸機関（大


学や研究開発独法を含む）を束ね、広範囲にわたる政策を、縦割りに陥ること


なく一体的に推進するための体制を強化することが政府に求められる。 


 「科学技術イノベーション政策」の実効ある推進の成否は、総合科学技術会


議に代わる「科学技術イノベーション戦略本部（以下、本部）」が、真の司令塔


機能を果たせるかどうかにかかっている。 


 「本部」は、科学技術イノベーションを実現するための政策の企画立案を行


うとともにこれを各省庁に効果的・効率的に実施させるための法的権限を持た


なければならない。かかる権限なくして、省庁縦割りに伴う政策の部分 適化


を排除し、全体 適を実現することはできない。 


 併せて、「本部」と「国家戦略会議」との連動性を高め、「科学技術イノベー


ション政策」を国家戦略の重要な柱の一つとして推進することも不可欠である。


さらに、第４期科学技術基本計画で謳われている「科学技術イノベーション戦


略協議会」の早期具体化や、事務局機能の強化等を図る必要もある。 


 以上の認識の下、われわれは新しい体制に向けた改革の具体的方策を次の通


り提言する。 
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Ⅱ．新しい司令塔「科学技術イノベーション戦略本部」の具体像 


（１）メンバー構成 


 本部長を内閣総理大臣、副本部長を科学技術イノベーション政策担当大


臣・官房長官・国家戦略担当大臣とし、本部員として国会同意人事1を前提に


構成される有識者を置く。有識者については、「イノベーション政策」の重


要性を考慮した上、産学のバランスのとれた人員構成とする。関係閣僚につ


いては、必要に応じて出席を求めるものとする。 


 内閣総理大臣に助言を行う「首席科学技術イノベーション顧問」について


は、「本部」の外に置き、中立的な立場から総理に直接アドバイスする存在


とする。 


 有識者を本部員として位置付けることから、「首席科学技術イノベーショ


ン顧問」を議長、学会や産業界の有識者を議員とする「科学技術イノベーシ


ョン諮問会議」の設置は不要である。また、各省ごとに置かれることが想定


されている「科学技術イノベーション顧問」についても、置く意義や効果が


不透明であり必要ない。よって「科学技術イノベーション顧問会議」も設置


しない。 


 


（２）法的権限 


  「本部」には、「科学技術イノベーション政策」の重要事項に関する大方針


を決定し、関係各省に同方針に沿った施策を履行させる法的権限を付与する。 


 具体的には、現行の総合科学技術会議が持つ「調査審議」等の権限を保持・


強化した上、現在、文部科学省の設置法に書かれている「基本的な政策の企


画立案や推進」、「基本計画の作成及び推進」、「関係行政機関の事務の調整」


等の権限を、「本部」の設置法に移管する。併せて、「本部」で策定した基本


政策を各省に着実に実施させるため、現行の「評価」の権限に加え、各省に


対する「勧告」の権限も付与することで、さらなる権限強化を図る。 


                         
1 国会の本会議での同意を経て、内閣、内閣総理大臣または各省大臣が任命する人事。 
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 また、今次の基本計画において、従来の科学技術政策から「科学技術イノ


ベーション政策」への転換が謳われたことに鑑み、知財、ＩＴ、人材育成等


の関連政策との関係性を踏まえ、その所掌範囲を設置法上明確にする。なお、


「司令塔」と関係本部の統合については、各本部においてこれまで策定して


きた基本方針や計画2等の実現が一層強力に推進されることを前提に検討を


行う。 


  


（３）予算配分への関与 


 「本部」には、「科学技術イノベーション政策」の実施にあたり必要とな


る予算について、各府省への配分比率の見直しや府省間の連携強化並びに重


複排除を行うため、強い「総合調整」権限を付与する。 


 具体的活動として、現在、総合科学技術会議が策定している「科学技術重


要施策アクションプラン」等の考え方やスキームを活用しつつ、「本部」が


概算要求前に各省の要求内容を把握し、府省横断的に総合調整する。 


 「本部」は、基本的には大方針を決め、関係府省に実施を促す組織とし、


個別具体的なプロジェクトを実施する恒常的な予算権限は有さない。但し、


現在、成果・実績が出つつある「 先端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳ


Ｔ）」をモデルとし、府省横断的かつイノベーションにつながる施策を誘導


するための一定規模の予算を必要に応じて保有することができるものとす


る。 


 


（４）「本部」を支える体制 


 ①「科学技術イノベーション戦略協議会」の設置 


 わが国の科学技術イノベーション政策に関するより具体的な戦略等につ


き議論し提案を取りまとめる「科学技術イノベーション戦略協議会（以下、


協議会）」を、重要課題（グリーンイノベーション、ライフイノベーション、


                         
2 例えば、ＩＴ分野では、電子行政、医療、教育、ＩＴＳ（高度道路交通システム）。 
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産業競争力強化等）ごとに設置する。  


 「協議会」は、今次の基本計画に沿った政策の着実な推進について議論す


る「科学技術イノベーション推進専門調査会」の下に設置し、イノベーショ


ンの主たる担い手である産業界の意見を十分に政策に反映させる。 


 「協議会」の設置については、第４期科学技術基本計画にも明記されたと


ころであり、「本部」を支える重要な組織となることから、政府における検


討を加速し、早期の具体化を図る。 


 


 ②事務局機能の強化 


 司令塔の権限強化に伴い、事務局機能の強化を図る。 


 具体的には、イノベーション政策の推進に向け、産業界の優れた知見を活


かすため、民間出身者の積極的な受入れ及び幹部への登用等を図るとともに、


「資料提出の要求」権限を行使しつつ、調査分析機能を強化する。併せて、


既存のシンクタンクと機能的に連携する体制を構築する。 


 


③研究開発法人の活用 


 研究開発法人は、民間企業では担うことが難しくかつ国の重要課題に関す


る研究開発を着実に推進することが責務であることから、「本部」の策定し


た方針に沿った形で研究開発が推進されるよう、研究開発法人に対する「本


部」の影響力を強化する。 


 


Ⅲ．「国家戦略会議」との連動性強化  


 「科学技術イノベーション政策」は、従来の「科学技術の振興」の枠を越


えて関連政策を動員することでイノベーション創出の促進を目指すもので


あり、その成果によって経済社会の発展や国際的な貢献が期待される。イノ


ベーション創出までを視野に入れることにより、科学技術イノベーション政


策を担当する大臣の所掌範囲がこれまで以上に広がり、責任も重くなること
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から、担当大臣を専任化して必置とする。 


 また、同政策は総合的な政策パッケージであり、今後のわが国の重要な国


家戦略の一つとして高い優先度を持って取り組むため、同大臣を「国家戦略


会議」のメンバーとし、「本部」と「国家戦略会議」が密に連携をとれる体


制を整備する。その上で、第４期科学技術基本計画に明記された「政府研究


開発投資の対ＧＤＰ比１％、総額 25 兆円」の予算目標の達成も図る。 


 


Ⅳ．おわりに 


 第４期科学技術基本計画で掲げられた課題解決型の「科学技術イノベーショ


ン政策」を実効ある形で推進するためには、上記の通り、司令塔としての「本


部」の権限を確立するとともに、「本部」を中心とする体制を早期に構築するこ


とが不可欠となる。 


 今回の見直しが「看板の掛け替え」に終わらぬよう、政治の意思とリーダー


シップに強く期待する。 


以 上 
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